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領域 主筋 せん断補強筋 

 
上端 24-D32 

D22 -@200 
下端 30-D32 

 
上端 D22@200 

D22 -@200 
下端 D22@200 

 
上端 D19@200 

D19 -@200 
下端 D19@200 

 

第 4.3-1 図 基礎梁の配筋(NS 方向)  
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領域 主筋 せん断補強筋 

 
上端 24-D32 

D22 -@200 
下端 30-D32 

 
上端 D22@200 

D22 -@200 
下端 D22@200 

 
上端 18-D32 

D19 -@200 
上端 18-D32 

 

第4.3-2図 基礎梁の配筋(EW方向) 
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第 4.3-2 表 杭の配筋一覧 

杭種 主筋 帯筋 

P1，P1A 8-D35 D16@150 

P2 18-D35 D16@150 

 

 

第4.3-3表 フレーム部材の基準強度 

使用材料 
基準強度 

F(N/mm2) 

SN490B 
325 

BCP325 

G385 325＊ 

 注記 ＊：G385の基準強度は385N/mm2であるが，保守的に325

N/mm2として評価を行う。 

 

 

第4.3-4表 コンクリートの設計基準強度 

部位 
設計基準強度 

Fc(N/mm2) 

基礎梁 24 

杭 27 

 

 

第 4.3-5 表 鉄筋の降伏強度 

鉄筋種類 引張及び圧縮＊(N/mm2) せん断補強(N/mm2) 

SD345 345 345 

注記 ＊：材料強度は降伏強度を1.1倍して算出する。 
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第 4.3-6 表 杭の支持力及び引抜き力に関する許容限界 

杭径 

φ(mm) 

杭の極限支持力 

(kN) 

1000 

(P1，P1A) 

極限支持力Ru 9409 

最大引抜き抵抗力RTU 5494 

1500 

(P2) 

極限支持力Ru 17058 

最大引抜き抵抗力RTU 8379 

 

 

第 4.3-7 表 杭の許容せん断力 

杭径 

φ(mm) 

終局せん断耐力 

Qu(kN) 

1000 

(P1，P1A) 
1838 

1500 

(P2) 
4594 

      
 

 

 

 

第 4.3-3 図 杭の終局強度 Mu(曲げモーメント-軸力相関) 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

-10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

曲
げ

モ
ー
メ

ン
ト
(
k
N
∙
m
)

軸力(kN)

φ1500

φ1000

1826



 

19 

 評価方法 

4.4.1 支持架構の評価方法 

(1) 解析モデル 

応力解析は，3次元フレームモデルを用いた静的弾塑性応力解析を実施する。解

析には，解析コード「midas iGen(ver.845)」を用いる。また，解析コードの検証

及び妥当性確認等の概要については，添付書類「Ⅳ－３ 計算機プログラム(解析

コード)の概要」に示す。 

支持架構の解析モデル図を第4.4.1-1図に，使用材料の物性値を第4.4.1-1表に，

モデル化した部材リストを第4.4.1-2表に，座屈拘束ブレースの非線形特性を第4.

4.1-2図に示す。 

モデル化範囲は，基礎梁下端(T.M.S.L.52.30m)より上部とする。各部材は梁要

素にてモデル化し，座屈拘束ブレースには非線形性を考慮する。解析モデルの節

点数は438，要素数は1065である。 

水平ブレース及び座屈拘束ブレースは両端ピン接合とし，基礎梁下端をピン支

持とする。 
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(a) 南西側 

 

 

(b) 北東側 

第 4.4.1-1 図 支持架構の解析モデル図 

  

EW NS 

EW 

NS 

▽基礎梁上端 

▽基礎梁下端 

▽基礎梁上端 

▽基礎梁下端 
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第4.4.1-1表 使用材料の物性値 

使用材料 
ヤング係数 

(N/mm2) 
ポアソン比 

鉄骨： 

BCP325，G385，SN490B 
2.05×105 0.3 

座屈拘束ブレース： 

中心鋼材 BT-LYP225 
2.05×105 0.3 

 

第4.4.1-2表 部材リスト 

部材種別 材質 寸法 

柱 

G385B □-500×500×32 

BCP325 □-500×500×28 

SN490B H-400×400×13×21 

大はり 

SN490B H-428×407×20×35 

SN490B H-414×405×18×28 

SN490B H-400×400×13×21 

小はり 
SN490B H-400×400×13×21 

SN490B H-390×300×10×16 

トラス柱 

SN490B H-400×400×13×21 

SN490B H-390×300×10×16 

SN490B H-300×300×10×15 

鉛直ブレース 

SN490B H-350×350×12×19 

SN490B H-300×300×10×15 

SN490B H-250×250×9×14 

SN490B H-200×200×8×12 

水平ブレース 
SN490B H-300×300×10×15 

SN490B H-250×250×9×14 

座屈拘束 

ブレース 

(中心鋼材) 

BT-LYP225 PL-32×208 

BT-LYP225 PL-32×243 

BT-LYP225 PL-32×278 

BT-LYP225 PL-36×308 
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中心鋼材寸法 種別 
第1折れ点応力 

N1(kN) 

二次勾配倍率＊３ 

(－) 

PL-32×208 SV150 1500 

0.001 
PL-32×243 SV175 1750 

PL-32×278 SV200 2000 

PL-36×308 SV250 2500 

注記 ＊1：第1折れ点応力N1を第1剛性K1で除すことにより設定する。 

＊2：第4.4.1-1表のヤング係数に中心鋼材の断面積を乗じて設定する。 

＊3：第1剛性K1に対する第2剛性K2の倍率を示す。 

 

第4.4.1-2図 座屈拘束ブレースの非線形特性 

 

  

応力 N(kN) 

N1 

ε1 

ひずみε 

N1：第 1折れ点応力 

ε1：第 1折れ点ひずみ＊1 

K1：第 1剛性(弾性剛性)＊2 

K2：第 2剛性 

K1 第 1剛性（弾性剛性）：K1 

第２剛性：K2 

第１折点 
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(2) 荷重の組合せ 

支持架構に作用する応力は，次の荷重を組み合わせて求める。地震荷重は，Ss

-C1による地震荷重，その他の地震による地震荷重(Ss-C1以外包絡)の2種類を設

定する。 

 

 

D ：固定荷重 

Ls ：積雪荷重 

SsNS ：NS方向の地震荷重(S→N方向を正とする。) 

SsEW ：EW方向の地震荷重(W→E方向を正とする。) 

SsUD ：鉛直方向の地震荷重(上向きを正とする。) 

WLNS ：NS方向の風荷重(S→N方向を正とする。) 

WLEW ：EW方向の風荷重(W→E方向を正とする。) 
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(3) 荷重の組合せケース 

荷重の組合せケースを第4.4.1-3表に示す。 

水平方向と鉛直方向の荷重の組合せは，「原子力発電所耐震設計技術規程JEAC

4601-2008((社)日本電気協会)」を参考に，組合せ係数法(組合せ係数は1.0と0.4)

を用いるものとする。 

 

第4.4.1-3表 荷重の組合せケース 

ケース 荷重組合せ 地震荷重 

1-1 D＋0.35Ls＋1.0SsNS＋0.4SsUD＋WLNS 

Ss-C1による 

地震荷重 

1-2 D＋0.35Ls－1.0SsNS＋0.4SsUD－WLNS 

1-3 D＋0.35Ls＋1.0SsNS－0.4SsUD＋WLNS 

1-4 D＋0.35Ls－1.0SsNS－0.4SsUD－WLNS 

1-5 D＋0.35Ls＋0.4SsNS＋1.0SsUD＋WLNS 

1-6 D＋0.35Ls－0.4SsNS＋1.0SsUD－WLNS 

1-7 D＋0.35Ls＋0.4SsNS－1.0SsUD＋WLNS 

1-8 D＋0.35Ls－0.4SsNS－1.0SsUD－WLNS 

1-9 D＋0.35Ls＋1.0SsEW＋0.4SsUD＋WLEW 

1-10 D＋0.35Ls－1.0SsEW＋0.4SsUD－WLEW 

1-11 D＋0.35Ls＋1.0SsEW－0.4SsUD＋WLEW 

1-12 D＋0.35Ls－1.0SsEW－0.4SsUD－WLEW 

1-13 D＋0.35Ls＋0.4SsEW＋1.0SsUD＋WLEW 

1-14 D＋0.35Ls－0.4SsEW＋1.0SsUD－WLEW 

1-15 D＋0.35Ls＋0.4SsEW－1.0SsUD＋WLEW 

1-16 D＋0.35Ls－0.4SsEW－1.0SsUD－WLEW 

2-1 D＋0.35Ls＋1.0SsNS＋0.4SsUD＋WLNS 

その他の地震によ

る地震荷重 

(Ss-C1以外 

包絡) 

2-2 D＋0.35Ls－1.0SsNS＋0.4SsUD－WLNS 

2-3 D＋0.35Ls＋1.0SsNS－0.4SsUD＋WLNS 

2-4 D＋0.35Ls－1.0SsNS－0.4SsUD－WLNS 

2-5 D＋0.35Ls＋0.4SsNS＋1.0SsUD＋WLNS 

2-6 D＋0.35Ls－0.4SsNS＋1.0SsUD－WLNS 

2-7 D＋0.35Ls＋0.4SsNS－1.0SsUD＋WLNS 

2-8 D＋0.35Ls－0.4SsNS－1.0SsUD－WLNS 

2-9 D＋0.35Ls＋1.0SsEW＋0.4SsUD＋WLEW 

2-10 D＋0.35Ls－1.0SsEW＋0.4SsUD－WLEW 

2-11 D＋0.35Ls＋1.0SsEW－0.4SsUD＋WLEW 

2-12 D＋0.35Ls－1.0SsEW－0.4SsUD－WLEW 

2-13 D＋0.35Ls＋0.4SsEW＋1.0SsUD＋WLEW 

2-14 D＋0.35Ls－0.4SsEW＋1.0SsUD－WLEW 

2-15 D＋0.35Ls＋0.4SsEW－1.0SsUD＋WLEW 

2-16 D＋0.35Ls－0.4SsEW－1.0SsUD－WLEW   
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(4) 荷重の入力方法 

a. 固定荷重(D) 

鉄骨の自重については，各要素に密度として入力する。その他については，各

節点又は各要素に集中荷重又は分布荷重として入力する。 

 

b. 積雪荷重(Ls) 

水平面の各要素に分布荷重として入力する。 

 

c. 地震荷重(Ss) 

各層の層せん断力については，各節点の支配重量に応じて離散化して集中荷重

として入力する。 

屋根部の付加曲げモーメントについては，鉛直方向の偶力に置換し，各節点の

回転中心からの距離に応じて離散化して集中荷重として入力する。 

屋根部の鉛直加速度については，各節点及び各要素に鉛直震度として入力する。 

地震応答解析結果から得られる地震荷重を第4.4.1-4表に示す。 

 

d. 風荷重(WL) 

鉛直面の各要素に分布荷重として入力する。 
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第4.4.1-4表 地震応答解析結果から得られる支持架構の地震荷重 

(a) 層せん断力 

階層 
NS方向(kN) EW方向(kN) 

Ss-C1 Ss-C1以外 Ss-C1 Ss-C1以外 

4層目 10796 9880 11044 10720 

3層目 14321 13089 14247 13004 

2層目 14833 13181 14566 13025 

1層目 15479 13446 15352 13968 

 

(b) 付加曲げモーメント 

階層 
NS方向(kN・m) EW方向(kN・m) 

Ss-C1 Ss-C1以外 Ss-C1 Ss-C1以外 

4層目 4380 8200 4150 10110 

3層目 1270 2740 810 700 

2層目 － － － － 

1層目 － － － － 

 

(c) 鉛直震度 

Ss-C1 Ss-C1以外 

0.65 1.25 

注：震度は屋根部の最大応答加速度より設定し，3次元フレームモデル全体に入力する。 
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(5) 部材の評価方法 

a. 軸力及び曲げモーメントに対する評価方法 

軸力及び曲げモーメントが生じる部材は，座屈を考慮し，部材に生じる軸応力

度及び曲げ応力度の組合せ応力が許容限界を超えないことを下式により確認する。 

 

σୡ
fୡ
＋
σୠ
fୠ
 1.0 又は 

σ୲
f୲
＋
σୠ
fୠ
 1.0 

 

ここで， 

σୡ ：圧縮応力度 
σୠ ：曲げ応力度 
σ୲ ：引張応力度 
fୡ ：許容圧縮応力度 
fୠ ：許容曲げ応力度 
f୲ ：許容引張応力度 

 

b. せん断力に対する評価方法 

せん断力が生じる部材は，部材に生じるせん断応力度が，下式により許容限界

を超えないことを確認する。 

 

τୱ
fୱ
 1.0 

 

ここで， 

τୱ ：せん断応力度 
fୱ ：許容せん断応力度 
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(6) 相対変位に対する評価方法 

支持架構と冷却塔の最大変位の合計値により算出した相対変位が，第4.4.1-3

図に示す冷却塔までの離隔距離(水平方向及び鉛直方向)を超えないことを確認す

る。このときの最大変位の合計値には，地盤の変位も考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.4.1-3図 離隔距離イメージ図 

  

(a) 水平方向 

(b) 鉛直方向 

2472mm 

2
0
5
8
m
m
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4.4.2 基礎梁の評価方法 

(1) 解析モデル 

応力解析は，FEMモデルを用いた静的弾性応力解析を実施する。解析には，解析

コード「midas iGen Ver.845」を用いる。また，解析コードの検証及び妥当性確

認等の概要については，添付書類「Ⅳ－３ 計算機プログラム(解析コード)の概

要」に示す。 

基礎梁の解析モデルを第4.4.2-1図に示す。 

使用材料の物性値及び基礎梁に関する鉄筋コンクリートの単位体積重量を第4.

4.2-1表，第4.4.2-2表にそれぞれ示す。 

モデル化範囲は，基礎梁下端から上端まで(T.M.S.L.52.30m～55.30m)とし，シ

ェル要素にてモデル化する。解析モデルの節点数は959，要素数は771である。 

杭位置の節点について，水平方向は並進を拘束し，鉛直方向はばね要素を設け

る。ばね要素の剛性は，杭のコンクリートのヤング係数に杭の断面積を乗じ，杭

の長さで除すことにより設定する。剛性を算出する際の杭の長さは，基礎梁下端

(T.M.S.L.52.30m)から支持地盤(T.M.S.L.37.00m)までの長さとする。 

  

1837



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.4.2-1図 基礎梁の解析モデル 

 

 

第4.4.2-1表 使用材料の物性値 

部位 
設計基準強度 

Fc(N/mm2) 

ヤング係数 

Ec(N/mm2) 

ポアソン比 

ν 

基礎梁 24 2.27×104 0.2 

杭 27 2.36×104 0.2 

 

第4.4.2-2表 基礎梁に関する鉄筋コンクリートの単位体積重量 

単位体積重量 

(kN/m3) 

24 

  

：柱脚応力が作用する要素 

〇 ：杭位置の節点 

  ：ばね要素 

凡例 
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(2) 荷重ケース 

基礎梁に作用する応力は，次の荷重ケースによる応力を組み合わせて求める。 

 

VL ：鉛直荷重(固定荷重 D＋積雪荷重 Ls) 

(積雪荷重は係数 0.35 を乗じたもの) 

SsNS ：NS 方向の Ss 地震荷重(S→N 方向を正とする。) 

SsEW ：EW 方向の Ss 地震荷重(W→E 方向を正とする。) 

SsUD ：鉛直方向の Ss 地震荷重(上向きを正とする。) 

WLNS ：NS 方向の風荷重(S→N 方向を正とする。) 

WLEW ：EW方向の風荷重(W→E方向を正とする。) 
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(3) 荷重の組合せケース 

荷重の組合せケースを第4.4.2-3表に示す。 

水平方向と鉛直方向の荷重の組合せは，「原子力発電所耐震設計技術規程JEAC

4601-2008((社)日本電気協会)」を参考に，組合せ係数法(組合せ係数は1.0と0.4)

を用いるものとする。 

 

第4.4.2-3表 荷重の組合せケース 

ケース 荷重組合せ 地震荷重 

1-1 VL＋1.0SsNS＋0.4SsUD＋WLNS 

Ss-C1による 

地震荷重 

1-2 VL－1.0SsNS＋0.4SsUD－WLNS 

1-3 VL＋1.0SsNS－0.4SsUD＋WLNS 

1-4 VL－1.0SsNS－0.4SsUD－WLNS 

1-5 VL＋0.4SsNS＋1.0SsUD＋WLNS 

1-6 VL－0.4SsNS＋1.0SsUD－WLNS 

1-7 VL＋0.4SsNS－1.0SsUD＋WLNS 

1-8 VL－0.4SsNS－1.0SsUD－WLNS 

1-9 VL＋1.0SsEW＋0.4SsUD＋WLEW 

1-10 VL－1.0SsEW＋0.4SsUD－WLEW 

1-11 VL＋1.0SsEW－0.4SsUD＋WLEW 

1-12 VL－1.0SsEW－0.4SsUD－WLEW 

1-13 VL＋0.4SsEW＋1.0SsUD＋WLEW 

1-14 VL－0.4SsEW＋1.0SsUD－WLEW 

1-15 VL＋0.4SsEW－1.0SsUD＋WLEW 

1-16 VL－0.4SsEW－1.0SsUD－WLEW 

2-1 VL＋1.0SsNS＋0.4SsUD＋WLNS 

その他の地震に 

よる地震荷重 

(Ss-C1以外包絡) 

2-2 VL－1.0SsNS＋0.4SsUD－WLNS 

2-3 VL＋1.0SsNS－0.4SsUD＋WLNS 

2-4 VL－1.0SsNS－0.4SsUD－WLNS 

2-5 VL＋0.4SsNS＋1.0SsUD＋WLNS 

2-6 VL－0.4SsNS＋1.0SsUD－WLNS 

2-7 VL＋0.4SsNS－1.0SsUD＋WLNS 

2-8 VL－0.4SsNS－1.0SsUD－WLNS 

2-9 VL＋1.0SsEW＋0.4SsUD＋WLEW 

2-10 VL－1.0SsEW＋0.4SsUD－WLEW 

2-11 VL＋1.0SsEW－0.4SsUD＋WLEW 

2-12 VL－1.0SsEW－0.4SsUD－WLEW 

2-13 VL＋0.4SsEW＋1.0SsUD＋WLEW 

2-14 VL－0.4SsEW＋1.0SsUD－WLEW 

2-15 VL＋0.4SsEW－1.0SsUD＋WLEW 

2-16 VL－0.4SsEW－1.0SsUD－WLEW 
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(4) 荷重の入力方法 

a. 鉛直荷重(VL) 

各要素に単位体積重量として入力する。 

 

b. 地震荷重(Ss)及び風荷重(WL) 

地震応答解析結果による地震荷重については，各要素に水平震度及び鉛直震度

として入力する。地震応答解析から得られる地震荷重を第4.4.2-4表に示す。 

支持架構の評価結果による支持架構から作用する荷重については，支持架構の

柱脚位置の節点に集中荷重として入力する。この荷重には，固定荷重，積雪荷重，

地震荷重及び風荷重を含む。 

杭の評価結果による杭から作用する荷重については，杭位置の節点に集中荷重

として入力する。この荷重には，地震荷重及び風荷重を含む。 

 

第4.4.2-4表 地震応答解析結果から得られる地震荷重 

方向 
NS方向 EW方向 

Ss-C1 Ss-C1以外 Ss-C1 Ss-C1以外 

水平震度 0.80 0.70 0.75 0.65 

鉛直震度 0.21 0.36 0.21 0.36 
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(5) 断面の評価方法 

a. 軸力及び曲げモーメントに対する断面の評価方法 

各断面は，軸力及び曲げモーメントを受ける鉄筋コンクリート造長方形仮想柱

として算定する。断面の評価は，「RC-N規準」に基づき，評価対象部位に生じる

曲げモーメントが曲げ終局強度を超えないことを下式により確認する。 

 

M≦Mu 

Muൌ0.8atσy
D＋0.4ND ൫Nmin≦N≦0൯ 

Muൌ0.8atσy
D＋0.5ND ൬1－

N

bDFc
൰  ൫0≦N≦0.4bDFc൯ 

Mu＝ ቀ0.8atσy
D＋0.12bD2Fcቁ ቆ

Nmax－N

Nmax－0.4bDFc
ቇ  ൫0.4bDFc≦N≦Nmax൯ 

 

ここで， 

M ：曲げモーメント 

Mu ：許容限界(曲げ終局強度) 

Nmin ：中心引張時終局強度であり，下式による値 

Nmin＝െ agσy
 

Nmax ：中心圧縮時終局強度であり，下式による値 

Nmax＝bDFC＋agσy
 

N ：軸力 

at ：引張主筋断面積 

ag ：主筋全断面積 

b ：断面幅 

D ：断面せい 

σ
y
 ：鉄筋の引張に対する材料強度 

Fc ：コンクリート圧縮強度 
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b. 面外せん断力に対する断面の評価方法 

断面の評価は，「RC-N規準」に基づき，評価対象部位に生じる面外せん断力が

許容限界を超えないことを下式により確認する。 

 

Q≦Qu 

Qu＝ ൝
0.068pt

0.23൫Fc＋18൯
M／ሺQdሻ＋0.12

＋0.85ඥpwσwy＋0.1σ0ൡ bj 

ここで， 

Q ：面外せん断力 

Qu ：許容限界(面外せん断終局強度) 

pt ：引張鉄筋比 

Fc ：コンクリートの圧縮強度 

M／Q ：強度算定断面における曲げモーメントMと面外せん断力Qの比 

d ：有効せい 

pw ：面外せん断補強筋比 

σwy ：面外せん断補強筋の降伏強度 

σ0 ：平均軸方向応力度 

b ：部材幅 

j ：応力中心間距離 
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4.4.3 杭の評価方法 

(1) 応力解析 

地盤から作用する地震荷重による応力は，応力解析により算定する。 

応力解析は，梁要素と地盤ばねによるモデルを用いた応答変位法による応力解

析を実施する。解析には，解析コード「TDAPⅢ Ver.3.07」を用いる。また，解析

コードの検証及び妥当性確認等の概要については，添付書類「Ⅳ－３ 計算機プ

ログラム(解析コード)の概要」に示す。 

杭の解析モデルを第4.4.3-1図に，杭及び地盤ばねの諸元を第4.4.3-1表及び第

4.4.3-2表に示す。 

モデル化範囲は，改良地盤と岩盤との境界面から基礎梁下端まで(T.M.S.L.37.

00m～52.30m)とする。杭は梁要素としてモデル化する。 

杭先端位置ではピン支持とし，杭周には三軸圧縮試験結果から「基礎指針」に

基づき設定した水平地盤ばねを設ける。 

地盤から作用する地震荷重として，地震応答解析結果による改良地盤の各時刻

の変形量を地盤ばねの固定位置に強制変位として入力する。ここで，改良地盤の

変形量は，杭先端位置に対する相対変位とし，基礎梁の回転角も考慮する。 
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第4.4.3-1図 杭の解析のモデル 

 

第4.4.3-1表 杭の諸元 

諸元 P1，P1A P2 

設計基準強度(N/mm2) 27 27 

比重(kN/m3) 24 24 

ヤング係数(N/mm2) 23600 23600 

杭径(mm) 1000 1500 

断面積(m2) 0.785 1.77 

長さ(m) 15.3 15.3 

軸剛性(kN/m) 1210000 2720000 

 

第4.4.3-2表 地盤ばねの諸元 

諸元 P1，P1A P2 

変形係数E0(kN/m2) 614000 614000 

評価法によって決まる定数α(m-1) 80 80 

群杭の影響を考慮した係数ξ 0.4 1.0 

水平地盤反力係数kh(kN/m3) 1960000 3620000 

地盤ばね剛性(kN/m2) 1960000 5430000 

  

 T.M.S.L.52.30m 

 T.M.S.L.51.00m 

 T.M.S.L.49.00m 

 T.M.S.L.45.00m 

 T.M.S.L.43.00m 

 T.M.S.L.41.00m 

 T.M.S.L.39.00m 

 T.M.S.L.37.00m 

 T.M.S.L.47.00m 
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(2) 応力計算 

支持架構及び基礎梁から作用する地震荷重並びに風荷重による応力については，

応力計算により算定する。 

応力計算は，「基礎指針」に基づき，下式により実施する。 

支持架構及び基礎梁から作用する地震荷重として，地震応答解析結果による基

礎梁上端の層せん断力及び基礎梁部の加速度(水平)から求めた慣性力を考慮した

各時刻の杭頭せん断力を用いる。また，支持架構及び基礎梁から作用する風荷重

として，支持架構の応力解析による基礎梁上端の層せん断力を考慮した杭頭せん

断力を用いる。 

 

M0＝
H

2β
 

β＝ ൬
kh∙B

4EI
൰
1
4
 

kh＝3.16∙kh0：0.0≦y≦0.1 

kh＝kh0・yቀ－
1
2
ቁ：0.1＜y 

kh0＝α・ξ・E0・Bത－
3
4 

 

ここで， 

M0 ：杭頭曲げモーメント(kN･m) 

H ：杭頭せん断力(kN) 

β ：杭の特性係数(m－1) 

kh ：水平地盤反力係数(kN/m3) 

B ：杭径(m) 

E ：杭のコンクリートのヤング係数(kN/m2) 

I ：杭の断面 2次モーメント(m4) 

kh0 ：基準水平地盤反力係数(kN/m3) 

y ：無次元化水平変位(水平変位量を cm で表した無次元量) 

α ：評価法によって決まる定数(m－1)。α=80 とする。 

ξ ：群杭の影響を考慮した係数。最小の杭間距離から算定する。 

E0 ：変形係数(kN/m2)。岩盤の三軸圧縮試験の結果から算定する。 

Bത ：無次元化杭径(杭径を cm で表した無次元数値) 

  

1846



 

39 

(3) 応力の組合せ 

軸力については，「4.4.2 基礎梁の評価方法」による基礎梁の応力解析結果に

おける杭位置の反力を用いる。 

曲げモーメントについては，「(1) 応力解析」及び「(2) 応力計算」による

結果を各時刻で組み合わせ，その最大値を用いる。 

せん断力については，「4.4.2 基礎梁の評価方法」による基礎梁の応力解析結

果における杭位置の反力と「(1) 応力解析」による結果の最大値を組み合わせる。 
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(4) 断面の評価方法 

a. 軸力及び曲げモーメントに対する断面の評価方法 

軸力及び曲げモーメントに対する評価は，「基礎指針」に基づき，杭に生じる

軸力及び曲げモーメントが，第4.3-3図に示す杭の終局強度を超えないことを下

式により確認する。 

M≦Mu 

ここで， 

M ：曲げモーメント 

Mu ：許容限界(曲げ終局強度) 

 

b. せん断力に対する評価 

せん断力に対する評価は，「基礎指針」に基づき，杭に生じるせん断力が下式

により算定された第4.3-7表の許容限界を超えないことを下式により確認する。 

 

Q≦Qu 

Qu＝ ൝
0.092kukp൫17.7＋Fc൯

M／ሺQDሻ＋0.12
＋0.846ඥpwσwy＋0.1σ0ൡ bj 

ここで， 

Q ：面外せん断力 

Qu ：許容限界(面外せん断終局強度) 

ku，kp ：補正係数(「RC-N 規準」に基づき設定) 

Fc ：コンクリートの圧縮強度 

M／ሺQDሻ ：強度算定断面における曲げモーメントMと面外せん断力Qの比を D

で除した値 

pw ：せん断補強筋比 

σwy ：せん断補強筋の降伏強度 

σ0 ：軸方向応力度 

b ：等価正方形断面の幅(b=0.89D，D：杭径) 

j ：等価正方形断面の応力中心間距離(j=0.875d，d=0.9b) 
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(5) 支持力及び引抜き力に対する評価方法 

支持力及び引抜き力に対する評価は，添付書類「Ⅳ－１－１－２ 地盤の支持

性能に係る基本方針」の「4.2 杭基礎の支持力」に基づき，杭に生じる最大軸力

及び最小軸力が第4.3-6表に示す杭の極限支持力を超えないことを下式により確

認する。引抜き力に対する評価においては浮力を考慮する。 

N≦Ru，N≦RTU 

ここで， 

N ：軸力 

Ru ：許容限界(極限支持力) 

RTU ：許容限界(最大引抜き抵抗力) 
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5. 評価結果 

 地震応答解析による評価結果 

「3.2 評価方法」に基づいた評価結果を以下に示す。 

軸ひずみが最大となる座屈拘束ブレースの評価結果を第5.1-1表に示す。座屈拘束

ブレースの軸ひずみは最大で1.70%であり，許容限界を下回ることを確認した。 

疲労係数総和が最も大きい座屈拘束ブレースの疲労評価結果を第5.1-2表に示す。

疲労係数総和は最大で0.5950であり，許容限界を下回ることを確認した。 

 

1850
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第5.1-1表 軸ひずみの評価結果(Ss-C1，－1σ地盤，有効応力解析，NS方向，要素No.121) 

軸ひずみ(%) 許容限界(%) 検定比 判定 

1.70 3.0 0.57 OK 

 

 

第5.1-2表 疲労評価結果(Ss-A，－1σ地盤，有効応力解析，NS方向，要素No.121) 

ひずみ振幅 

(0.1%-0.3%) 

ひずみ振幅 

(0.3%-0.5%) 

ひずみ振幅 

(0.5%-1.0%) 

ひずみ振幅 

(1.0%-2.7%) 

疲労係数総和 許容限界 判定 許容繰返し回数N：5537回 許容繰返し回数N：1952回 許容繰返し回数N：474回 許容繰返し回数N：62回 

繰返し数n 
疲労係数 

n/N 
繰返し数n 

疲労係数 

n/N 
繰返し数n 

疲労係数 

n/N 
繰返し数n 

疲労係数 

n/N 

105 0.0190 91 0.0466 98 0.2068 20 0.3226 0.5950 1 OK 
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 応力解析による評価結果 

5.2.1 支持架構の評価結果 

(1) 部材の評価 

「4.4.1(5) 部材の評価方法」に基づいた評価結果を以下に示す。 

評価結果は，部材種別ごとに検定比が最も大きい部材に対して示す。当該部材の

位置を第5.2.1-1図に，評価結果を第5.2.1-1表に示す。 

発生応力度が，許容限界を超えないことを確認した。 
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(a) 軸力＋曲げ 

 

 

 

 

 

(b) せん断 

第5.2.1-1図 評価結果を記載する位置 

EW NS 

柱 
□500×500×28 
要素番号:174 

大はり 
H400×400×13×21 
要素番号:483 

トラス柱 
H390×300×10×16 
要素番号:701 

鉛直ブレース 
H200×200×8×12 
要素番号:1941 

小はり 
H390×300×10×16 
要素番号:1414 

水平ブレース 
H300×300×10×15 
要素番号:1714 

小はり 
H390×300×10×16 
要素番号:1428 

鉛直ブレース 
H350×350×12×19 
要素番号:2088 

トラス柱 
H390×300×10×16 
要素番号:766 

大はり 
H400×400×13×21 
要素番号:451 

柱 
□500×500×28 
要素番号:167 

EW NS 
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第5.2.1-1表 部材の評価結果 

部材種別 要素番号 ケース 応力度 
発生応力度 

(N/mm2) 

許容限界 

(N/mm2) 
検定比 判定 

柱 
167 1-4 せん断 34.0 206.0 0.17 OK 

174 1-4 軸力＋曲げ (検定比) 0.89 (許容値) 1.00 0.89 OK 

大はり 
451 1-4 せん断 70.1 206.0 0.34 OK 

483 1-4 軸力＋曲げ (検定比) 0.87 (許容値) 1.00 0.87 OK 

小はり 
1428 1-12 せん断 38.5 206.0 0.19 OK 

1414 1-12 軸力＋曲げ (検定比) 0.87 (許容値) 1.00 0.87 OK 

トラス柱 
766 2-7 せん断 13.5 206.0 0.07 OK 

701 1-12 軸力＋曲げ (検定比) 0.72 (許容値) 1.00 0.72 OK 

鉛直 

ブレース 

2088 1-12 せん断 10.3 206.0 0.05 OK 

1941 2-12 軸力＋曲げ (検定比) 0.69 (許容値) 1.00 0.69 OK 

水平 

ブレース 
1714 1-1 軸力＋曲げ (検定比) 0.30 (許容値) 1.00 0.30 OK 
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(2) 相対変位に対する評価 

「4.4.1(6) 相対変位に対する評価方法」に基づいた評価結果を以下に示す。 

水平方向及び鉛直方向の相対変位に対する評価結果を第5.2.1-2表に示す。支持

架構と冷却塔の相対変位が，許容限界を下回ることを確認した。 

 

第5.2.1-2表 相対変位に対する評価結果 

方向 相対変位＊1 (mm) 許容限界(mm) 検定比 判定 

水平方向  2472  OK 

鉛直方向  2058  OK 

注記 ＊1：支持架構と冷却塔との相対変位(＊2＋＊4)＋(＊3＋＊4)(第5.2.1-2図参

照)。 

＊2：支持架構の応力解析における全節点の最大変位。 

＊3：冷却塔の最大変位。 

＊4：地震応答解析における地盤の最大変位。冷却塔の直下は剛性の高いMMR

であるが，保守的に改良地盤の変位を用いて評価する。 

 

 

 

 

 

第5.2.1-2図 相対変位のイメージ図 

  

支持架構 
  ＊3 

＊４ ＊4 

＊2 

岩盤 岩盤 

支持架構の変位(水平) 冷却塔の変位(水平) 

支持架構 

支持架構の変位(鉛直) 冷却塔の変位(鉛直) 

＊2

＊4

＊4 

＊４ 

＊3 
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5.2.2 基礎梁の評価結果 

「4.4.2(5) 断面の評価方法」に基づいた評価結果を以下に示す。 

断面の評価結果は，許容限界に対する曲げモーメント及び面外せん断力の割合

が最も大きい要素に対して示す。当該要素の位置を第5.2.2-1図に，評価結果を第

5.2.2-1表に示す。 

曲げモーメント及び面外せん断力が，それぞれの許容限界を超えないことを確

認した。 
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注：   内の数値は要素番号 

第5.2.2-1図 評価結果を記載する要素の位置 

 

第5.2.2-1表 基礎梁の評価結果 

(a) 軸力及び曲げモーメントに対する評価 

方向 

解析結果 
許容限界 

(kN･m/m) 
検定比 判定 

要素番号 ケース 
曲げモーメント 

(kN･m/m) 

NS 162 1-4 3527 4791 0.74 OK 

EW 509 1-10 1274 1755 0.73 OK 

 

(b) 面外せん断力に対する評価 

方向 

解析結果 
許容限界 

(kN/m) 
検定比 判定 

要素番号 ケース 
面外せん断力 

(kN/m) 

NS 63 1-4 2236 5661 0.40 OK 

EW 1005 1-12 2061 5874 0.36 OK 

  

509 
162 

63 

1005 

1857



 

 

50 

5.2.3 杭の評価結果 

(1) 断面の評価結果 

「4.4.3(4) 断面の評価方法」に基づいた評価結果を以下に示す。 

断面の評価結果は，杭種ごとに，許容限界に対する曲げモーメント並びにせん断

力の割合が最も大きい杭に対して示す。当該の杭の位置を第5.2.3-1図に，評価結

果を第5.2.3-1表及び第5.2.3-2図に示す。 

曲げモーメント及びせん断力が，それぞれの許容限界を超えないことを確認し

た。 
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第5.2.3-1図 評価結果を記載する杭の位置 

 

第5.2.3-1表 断面の評価結果 

(a) 軸力及び曲げモーメントに対する評価 

杭種 

応力の組合せ結果 
許容限界 

(kN･m) 
検定比 判定 節点 

番号＊ 
ケース＊ 

曲げモーメント 

(kN･m) 

P1，P1A 189 1-2 400 706 0.57 OK 

P2 1207 1-2 1520 3583 0.43 OK 

 

(b) せん断力に対する評価 

杭種 

応力の組合せ結果 
許容限界 

(kN) 
検定比 判定 

ケース＊ 
せん断力 

(kN) 

P1，P1A 1-2 540 1838 0.30 OK 

P2 1-2 1730 4594 0.38 OK 

注記 ＊：基礎梁の評価における節点番号及びケースを示す。 

  

P1，P1A 

P2 
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(a) P1，P1A 

 

 

(b) P2 

第5.2.3-2図 杭の軸力及び曲げモーメントに対する評価結果 
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(2) 支持力及び引抜き力に対する評価結果 

「4.4.3(5) 支持力及び引抜き力に対する評価方法」に基づいた評価結果を以

下に示す。 

支持力及び引抜き力に対する評価結果は，杭種ごとに，許容限界に対する軸力の

割合が最も大きい杭に対して示す。当該の杭の位置を第5.2.3-3図に，評価結果を

第5.2.3-2表に示す。 

支持力及び引抜き力が，それぞれの許容限界を超えないことを確認した。 
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注：   内の数値は節点番号 

第5.2.3-3図 評価結果を記載する杭の位置 

 

第5.2.3-2表 支持力及び引抜き力に対する評価結果 

項目 杭種 

応力の組合せ結果 
許容限界

(kN) 
検定比 判定 節点 

番号＊1 
ケース＊1 

軸力＊2 

(kN) 

支持力 
P1，P1A 37 1-12 1959 9409 0.21 OK 

P2 1207 1-3 3422 17058 0.21 OK 

引抜き力
P1，P1A 189 1-2 -1173 5494 0.22 OK 

P2 1207 1-2 -561 8379 0.07 OK 

注記 ＊1：基礎梁の評価における節点番号及びケースを示す。 

＊2：軸力は正が圧縮，負が引張を示す。 

189 

1207 

37 
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水平 2方向及び鉛直方向地震力の 

組合せに関する影響評価結果 

 建物・構築物 

  建物及び屋外機械基礎 
 

本添付書類は，別で定める方針に沿った評価・計算を示す書類であり，結果を示すもので

あることから，発電炉との比較は行わない。 

また，図書番号や数値は最終精査中。 

1863



 

i 

 

 

目   次 

ページ 

1. 概要 ······································································ 1 

 

2. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震動 ··········· 1 

 

3. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価結果 ····················· 1 

3.1 影響評価部位の抽出 ······················································· 1 

3.2 影響評価部位の抽出結果 ··················································· 8 

3.3 影響評価 ································································ 9 

3.4 影響評価結果 ···························································· 9 

3.5 まとめ ·································································· 9 

 

Ⅳ―２－３－１－１－１ 別紙 1 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の水平 2方向及び鉛直方向地
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1. 概要 

本資料は，「Ⅳ―１－１ 耐震設計の基本方針」及び「Ⅳ―１－１－７ 水平 2方向及

び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に基づき，水平 2方向及び鉛直方向地

震力の組合せにより，建物・構築物(本資料においては，建物及び屋外機械基礎とし，洞

道，竜巻防護対策設備及び排気筒は含まない。)(以下，「建物・構築物」という。）が有

する耐震性に及ぼす影響について評価した結果を説明するものである。 

 

2. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震動 

水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価には，基準地震動Ｓｓを用い

る。基準地震動Ｓｓは，「Ⅳ―１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの

概要」のうち「6. 基準地震動Ｓｓ」による。 

ここで，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる基準地震動

Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓにおける地震動の特性及び包絡関係を，施設の特性による

影響も考慮した上で確認し，本影響評価に用いる。 

 

3. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価結果 

3.1 影響評価部位の抽出 

建物・構築物において，従来設計手法に対して水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合

せを考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位を抽出し影響検討を行う。 

 

(1) 耐震評価上の構成部位の整理 

建物・構築物の耐震評価上の構成部位を整理し，該当する耐震評価上の構成部位を網

羅的に確認した。確認した結果を第 3.1-1 表に示す。 

 

(2) 水平 2方向及び鉛直方向地震力の影響が想定される応答特性の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，水平 2方向及び鉛直方向地震

力の組合せによる影響が想定される応答特性を整理した。応答特性は，荷重の組合せに

よる影響が想定されるもの及び 3 次元的な建屋挙動から影響が想定されるものに分け

て整理した。整理した結果を第 3.1-2 表及び第 3.1-3 表に示す。 

 

(3) 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

第 3.1-1 表に示す耐震評価上の構成部位のうち，第 3.1-2 表に示す荷重の組合せに

よる応答特性により，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定され

る部位を抽出した。抽出した結果を第 3.1-4 表に示す。 

応答特性①-l「直交する水平 2方向の荷重が，応力として集中」する部位として，安

全冷却水 B冷却塔基礎の基礎スラブを抽出した。 

1865



 

2 
 

応答特性①-2「面内方向の荷重を負担しつつ，面外方向の荷重が作用」する部位は抽

出されなかった。 

 

(4) 3 次元的な応答特性が想定される部位の整理 

第 3.1-1 表に示す耐震評価上の構成部位のうち，第 3.1-3 表に示す 3 次元的な応答

特性により，水平 2方向及び鉛直方向地震力の影響が想定される部位を整理した。整理

した結果を第 3.1-5 表に示す。 

応答特性②-1「面内方向の荷重に加え，面外慣性力の影響が大きい」可能性がある部

位として，該当する部位はなかった。 

応答特性②-2「加振方向以外の方向に励起される振動が発生する」可能性がある部位

として，該当する部位はなかった。 
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第 3.1-1 表 建物・構築物における耐震評価上の構成部位の整理 

 

凡例 ○：対象の構造部材が存在する 

  －：対象の部材が存在しない 

  

安全冷却水B冷却塔基礎

RC造（基礎）

一般部 －

地下部 －

隅部 －

一般部 －

地下部 －

鉄骨
トラス

－

一般部 －

地下部 －

鉄骨
ブレース

－

床屋根 一般部 －

矩形 ○

矩形以外 －

柱

梁

対象評価部位

壁

基礎
スラブ
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第 3.1-2 表 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定される応答特性 

(荷重の組合せによる応答特性) 

荷重の組合せによる 

応答特性 
影響想定部位 

①-1 

直交する水平

2 方向の荷重

が，応力とし

て集中 

応力の集中する隅柱等 

(例) 

 

①-2 

面内方向の荷

重を負担しつ

つ，面外方向

の荷重が作用 

水圧を負担するプール等 

(例) 

 

 

 

  

y 

x 

荷重 

荷重 

(隅柱) 

y 

x 

(円筒壁) 

応力が集中 

壁 
荷重 

荷重 

(矩形基礎スラブ) 

y 

x 

応力が集中 

荷重 

荷重 

水平荷重 
水平荷重 

x y z 

y 

x 

耐震壁 

面外荷重(水圧) 

面内荷重 
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第 3.1-3 表 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定される応答特性 

(3 次元的な応答特性) 

3 次元的な 

応答特性 
影響想定部位 

②-1 

面内方向

の荷重に

加え，面外

慣性力の

影響が大

きい 

大スパンや吹き抜け部に設置された部位 

(例) 

 

②-2 

加振方向

以外の方

向に励起

される振

動 

塔状構造物などを含む，ねじれ挙動が想定される建物・構築物 

(例) 

 

 

y 

x 

耐震壁 

面外慣性力 

面内荷重 

(耐震構造部材) 

面内荷重 面外慣性力 

x 
y 

z 

(トラス) 

z y 

x (鉄骨架構) 
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第 3.1-4 表 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる 

影響の確認が必要な部位の抽出 

(荷重の組合せによる応答特性を踏まえたスクリーニング)  

 

凡例 ①-1 要：応答特性①-1「直交する水平 2方向の荷重が，応力として集中」 

―：対象の構造部材が存在しない 

 

  

安全冷却水B冷却塔基礎

RC造（基礎）

一般部 －

地下部 －

隅部 －

一般部 －

地下部 －

鉄骨
トラス

－

一般部 －

地下部 －

鉄骨
ブレース

－

床屋根 一般部 －

矩形 ①－1要

矩形以外 －

壁

基礎
スラブ

柱

梁

対象評価部位
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第 3.1-5 表 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる 

影響の確認が必要な部位の抽出 

(3 次元的な応答特性を踏まえたスクリーニング) 

  

凡例 該当無し：応答特性②-1 または②-2 に該当しない 

―：対象の構造部位が存在しない 

  

安全冷却水B冷却塔基礎

RC造（基礎）

一般部 －

地下部 －

隅部 －

一般部 －

地下部 －

鉄骨
トラス

－

地下部 －

鉄骨
ブレース

－

床屋根 矩形 －

矩形以外 該当無し

矩形以外 －

柱

対象評価部位

梁

壁

一般部

基礎
スラブ

－
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3.2 影響評価部位の抽出結果 

(1) 建物・構築物における影響評価部位の抽出結果 

建物・構築物において，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定さ

れるとして抽出した部位を第 3.2-1 表に示す。 

応答特性①-1「直交する水平 2方向の荷重が，応力として集中」する部位のうち，安

全冷却水 B 冷却塔基礎の基礎スラブについて，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合

せによる影響評価を行う。 

 

第 3.2-1 表 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価部位の抽出結果 

応答 

特性 
耐震評価部位 対象建物・構築物 

①-1 
基礎 

スラブ 
矩形 安全冷却水 B冷却塔基礎 

凡例 ①-1：応答特性①-1「直交する水平 2方向の荷重が，応力として集中」 

 

(2) 機器・配管系への影響が考えられる部位の抽出結果 

水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価対象として抽出した耐震評価上

の構成部位のうち，間接支持構造物のものについて，3次元的な挙動による応答増幅の

観点から機器・配管系への影響の可能性が想定される部位を抽出する。 

安全冷却水 B 冷却塔の基礎スラブについては，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組

合せにより応力集中する部位であり，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せによる

応答値への影響がないため，機器・配管系への影響の可能性はない。 
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3.3 影響評価 

荷重の組合せによる応答特性より影響が想定される部位として抽出された部位につ

いては，構造部材の発生応力等を適切に組合せることで，各部位の設計上の許容値に対

する評価を実施し，各部位の耐震性への影響を評価する。 

水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価においては，水平 2 方向及

び鉛直方向地震力を組合せる方法として，米国REGULATORY GUIDE 1.92の「2. Combining 

Effects Caused by Three Spatial Components of an Earthquake」を参考として，組

合せ係数法(1.0:0.4:0.4)に基づいて地震力を設定する。なお，組合せる荷重又は応力

としては，水平 1 方向及び鉛直方向地震力の組合せによる局部評価の荷重又は応力の

算出結果を用いる。 

 

3.4 影響評価結果 

建物・構築物の水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価結果は，「Ⅳ

―２－３－１－１－１ 別紙１ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の水平 2 方向及び鉛直方向

地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

3.5 まとめ 

安全冷却水 B 冷却塔の基礎において，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せによ

る影響を受ける可能性がある耐震評価部位を抽出し，その部位における従来の水平 1方

向及び鉛直方向地震力の組合せによる設計に対して影響を確認した。その結果，水平 2

方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応力は，水平 1 方向及び鉛直方向地震力の組

合せに対し，増加する傾向にあるが，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応

力が許容値を満足することを確認した。 

以上より，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せについては，安全冷却水 B 冷却

塔の基礎が有する耐震性への影響がないことを確認した。 
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Ⅳ―２－３－１－１－１ 

別紙１ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の
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合せに関する影響評価結果 
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1. 構造概要 

安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の主体構造は鉄筋コンクリート造である。平面規模は主要部

分で m(NS)× m(EW)であり，厚さは mである。 

主要耐震要素は，鉄筋コンクリート造の基礎スラブである。また，基礎スラブはマン

メイドロックを介して岩盤に設置されている。安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の概略平面図及

び概略断面図は「Ⅳ－２－１－１－１－１－１ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答計

算書」のうち「2.2 構造概要」に示す。 
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2. 基礎スラブの評価 

Ｓｓ地震時を対象として，直交する水平 2方向の荷重が，応力として集中する部位で

ある安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の基礎スラブについて，水平 2方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響評価を実施する。 

基礎スラブについて，基準地震動Ｓｓによる地震力を水平 2方向及び鉛直方向に作用

させ，FEM モデルを用いた弾性応力解析を実施する。FEM 解析による断面の評価は，「Ⅳ

―２－１－１－１－１－２ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の耐震計算書」のうち「4.4.1 基

礎スラブの評価方法」に基づくこととする。 

地震荷重は，「Ⅳ―２－１－１－１－１－１ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答計算

書」にて，基準地震動Ｓｓにより算定される動的地震力を用いる。 

地震荷重以外の荷重については「Ⅳ―２－１－１－１－１－２ 安全冷却水Ｂ冷却塔

基礎の耐震計算書」のうち「4.2.1 荷重」に基づいて評価を実施する。 

荷重の組合せは「Ⅳ―２－１－１－１－１－２ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の耐震計算

書」のうち「4.2.2 荷重の組合せ」にて設定されている荷重及び荷重の組合せを用いる。 

基礎スラブのモデル化においては，シェル要素にてモデル化する。また，基礎スラブ

底面に水平方向及び鉛直方向の地盤ばねを設ける。なお，基礎スラブ底面に設置した地

盤ばねについては，引張力が発生したときに浮上りを考慮する。解析モデルの節点数は

146，要素数は 122 である。解析モデルを第 2.-1 図に示す。コンクリートの物性値を第

2.-1 表に，鉄筋コンクリートの単位体積重量を第 2.-2 表に示す。 

評価方法として，軸力及び曲げモーメントと面外せん断力に対して応力評価を行い，

発生する応力が「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会，

2005)」に基づく許容限界を超えないことを確認する。 

評価結果を記載する要素の位置(許容限界に対する解析結果の割合が最大となる要素)

を第 2.-2 図及び第 2.-3 図，評価結果を第 2.-3 表及び第 2.-4 表に示す。 

評価の結果，Ｓｓ地震時における水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる発生

曲げモーメント及び発生面外せん断力が，それぞれの許容限界を超えないこと確認した。 

ここで，水平 1方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する評価結果と水平 2方向及び

鉛直方向地震力の組合せに対する評価結果を比較すると，水平 2方向及び鉛直方向地震

力の組合せによる発生応力は，水平 1方向及び鉛直方向地震力の組合せに対し，増加す

る傾向であるが，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応力が許容値を満足す

ることを確認した。 

以上のことから，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに対し，基礎スラブが有す

る耐震性への影響はないことを確認した。   
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第 2.-1 図 解析モデル 

 

  

PN

（単位：mm） 
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第 2.-1 表 コンクリートの物性値 

設計基準強度 

Fc (N/mm2) 

ヤング係数 

Ec (N/mm2) 

ポアソン比 

ν 

23.5 

(Fc=240kgf/cm2) 
2.25×104 0.2 

 

 

第2.-2表 鉄筋コンクリートの単位体積重量 

単位体積重量(kN/m3) 

24 
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(a) NS方向 水平2方向+鉛直 

(要素 No. 25) 

 

 

(b) NS方向 水平1方向+鉛直 

(要素No. 5) 

第2.-2図 軸力及び曲げモーメントに対する評価結果を示す要素の位置図(1/2) 

25

PN

5

PN
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(c) EW方向 水平2方向+鉛直 

(要素No. 81) 

 

 

(d) EW方向 水平1方向+鉛直 

(要素No. 61) 

第2.-2図 軸力及び曲げモーメントに対する評価結果を示す要素の位置図(2/2) 

81
PN

61PN
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(a) NS方向 水平2方向+鉛直 

(要素 No. 4) 

 

 

(b) NS方向 水平1方向+鉛直 

(要素 No. 6) 

第2.-3図 面外せん断力に対する評価結果を示す要素の位置図(1/2) 

4

PN

6

PN
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(c) EW方向 水平2方向+鉛直 

(要素 No. 81) 

 

 

(d) EW方向 水平1方向+鉛直 

(要素 No. 41) 

第2.-3図 面外せん断力に対する評価結果を示す要素の位置図(2/2) 

81
PN

41PN
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第2.-3表 軸力及び曲げモーメントに対する評価結果 

(a) 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ 

方向 

解析結果 
許容値 

(kN･m/m) 
検定比 判定 

要素番号 
発生曲げモーメント 

(kN･m/m) 

NS 25 1540 1806 0.853 OK 

EW 81  884 1884 0.470 OK 

注記 1：許容値は曲げ終局強度を示す。 

2：検定比＝(発生曲げモーメント)/(許容値) 

3：軸力は圧縮を正とする。 

(b) 水平1方向及び鉛直方向地震力の組合せ 

方向 

解析結果 
許容値 

(kN･m/m) 
検定比 判定 

要素番号 
発生曲げモーメント 

(kN･m/m) 

NS 5 1248 1972 0.633 OK 

EW 61  647 2006 0.323 OK 

注記 1：許容値は曲げ終局強度を示す。 

2：検定比＝(発生曲げモーメント)/(許容値) 

3：軸力は圧縮を正とする。 

第2.-4表 面外せん断力に対する評価結果 

(a) 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ 

方向 

解析結果 
許容値 

 (kN/m) 
検定比 判定 

要素番号 
発生面外せん断力 

(kN/m) 

NS 4 327 850 0.385 OK 

EW 81 208 783 0.266 OK 

注記 1：許容値は面外せん断終局強度を示す。 

2：検定比＝(発生面外せん断力)/(許容値) 

(b) 水平1方向及び鉛直方向地震力の組合せ 

方向 

解析結果 
許容値 

 (kN/m) 
検定比 判定 

要素番号 
発生面外せん断力 

(kN/m) 

NS 6 388 1565 0.249 OK 

EW 41 178 1230 0.145 OK 

注記 1：許容値は面外せん断終局強度を示す。 

2：検定比＝(発生面外せん断力)/(許容値) 
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別紙４－23 
 

 

 

水平 2方向及び鉛直方向地震力の 

組合せに関する影響評価結果 

建物・構築物 

竜巻防護対策設備 

 
  

本添付書類は，別で定める方針に沿った評価・計算を示す書類であり，結果を示すもので

あることから，発電炉との比較は行わない。 

また，数値は最終精査中。 
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1.  概要 

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」及び添付書類「Ⅳ－１－

１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に基づき，水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せにより，竜巻防護対策設備が有する耐震性に及ぼ

す影響について評価した結果を説明するものである。 

 

2.  水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震動 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価には，基準地震動Ｓｓを用い

る。基準地震動Ｓｓは，添付書類「Ⅳ―１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄの概要」による。なお，基準地震動Ｓｓのうち Ss-C4 には添付書類「Ⅳ－１－

１ 耐震設計の基本方針」の「10.1 建物・構築物」に示す一関東評価用地震動(鉛直)

を考慮する。 

ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる基準地震動

Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓにおける地震動の特性及び包絡関係を，施設の特性によ

る影響も考慮した上で確認し，本影響評価に用いる。 

 

3.  水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価結果 

3.1  影響評価部位の抽出 

竜巻防護対策設備において，従来設計手法に対して水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せを考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位を抽出し影響検討を行

う。 

なお，後次回申請の竜巻防護対策設備に対する結果については，各申請回次で示

す。 

 

(1) 耐震評価上の構成部位の整理 

竜巻防護対策設備の耐震評価上の構成部位を整理し，該当する耐震評価上の構

成部位を網羅的に確認した。確認した結果を第 3.1-1 表に示す。 

 

(2) 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響が想定される応答特性の整理 

竜巻防護対策設備における耐震評価上の構成部位について，水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響が想定される応答特性を整理した。応答特性は，

荷重の組合せによる影響が想定されるもの及び 3次元的な建屋挙動から影響が想定

されるものに分けて整理した。整理した結果を第 3.1-2 表及び第 3.1-3 表に示す。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響確認防止のための竜巻防

護対策設備の評価は，上位クラスの建物・構築物との相対変位による衝突の有無の

判断が基本となる。そのため，支持架構のうち耐震要素である柱，梁及びブレース
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を主たる評価対象部位とし，その他の構成部位については抽出対象に該当しない。 

 

(3) 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

第 3.1-1 表に示す耐震評価上の構成部位のうち，添付書類「Ⅳ－２－３－１－

１－１ 建物及び屋外機械基礎の水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する

影響評価結果」の「3.1 影響評価部位の抽出」に示す荷重の組合せによる応答特

性により，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定される部位を

抽出した。抽出した結果を第 3.1-2 表に示す。 

応答特性①-l「直交する水平２方向の荷重が，応力として集中」する部位とし

て，飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ)の柱(隅部)，梁

(一般部及び鉄骨トラス)，壁(鉄骨ブレース)を抽出した。 

応答特性①-2「面内方向の荷重を負担しつつ，面外方向の荷重が作用」する部

位は抽出されなかった。 

 

(4) 3 次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

第 3.1-1 表に示す耐震評価上の構成部位のうち，添付書類「Ⅳ－２－３－１－

１－１ 建物及び屋外機械基礎の水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する

影響評価結果」の「3.1 影響評価部位の抽出」に示す 3次元的な応答特性によ

り，３方向の応答の同時性を考慮することによる応答への影響が想定される部位を

抽出した。抽出した結果を第 3.1-3 表に示す。 

応答特性②-1「面内方向の荷重に加え，面外慣性力の影響が大きい」可能性が

ある部位は抽出されなかった。 

応答特性②-2「加振方向以外の方向に励起される振動が発生する」可能性があ

る部位は抽出されなかった。 

なお，後次回申請の竜巻防護対策設備に対する抽出結果については，各申請回

次において精査した結果を示す。 
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第 3.1-1 表 竜巻防護対策設備における耐震評価上の構成部位の整理 

対象評価部位 

飛来物防護ネット 

(再処理設備本体用 

安全冷却水系冷却塔Ｂ) 

支持架構：鉄骨造 

基礎梁，杭：RC 造 

柱 

一般部 － 

地下部 － 

隅部 ○ 

梁 

一般部 ○ 

地下部 － 

鉄骨 

トラス 
○ 

壁 

一般部 － 

地下部 － 

鉄骨 

ブレース 
〇 

床屋根 一般部 － 

基礎スラブ 
矩形 － 

矩形以外 － 

基礎梁 〇 

杭 ○ 

凡例 ○：対象の構造部材有り， 

－：対象の部材なし 
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第 3.1-2 表 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる 

影響の確認が必要な部位の抽出 

(荷重の組合せによる応答特性を踏まえたスクリーニング)  

対象評価部位 

飛来物防護ネット 

(再処理設備本体用 

安全冷却水系冷却塔Ｂ) 

支持架構：鉄骨造 

基礎梁，杭：RC 造 

柱 

一般部 － 

地下部 － 

隅部 ①-1 要 

梁 

一般部 ①-1 要 

地下部 － 

鉄骨 

トラス 
①-1 要 

壁 

一般部 － 

地下部 － 

鉄骨 

ブレース 
①-1 要 

床屋根 一般部 － 

基礎スラブ 
矩形 － 

矩形以外 － 

基礎梁 抽出対象外 

杭 抽出対象外 

凡例 ①-1 要：応答特性①-1「直交する水平２方向の荷重が応力として集中」 

①-2 要：応答特性①-2「面内方向の荷重を負担しつつ，面外方向の荷重が作用」 

  －：対象の構造部位が存在しない 
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第 3.1-3 表 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる 

影響の確認が必要な部位の抽出 

(3 次元的な応答特性を踏まえたスクリーニング) 

対象評価部位 

飛来物防護ネット 

(再処理設備本体用 

安全冷却水系冷却塔Ｂ) 

支持架構：鉄骨造 

基礎梁，杭：RC 造 

柱 

一般部 － 

地下部 － 

隅部 ①-1 要 

梁 

一般部 ①-1 要 

地下部 － 

鉄骨 

トラス 
①-1 要 

壁 

一般部 － 

地下部 － 

鉄骨 

ブレース 
①-1 要 

床屋根 一般部 － 

基礎スラブ 
矩形 － 

矩形以外 － 

基礎梁 抽出対象外 

杭 抽出対象外 

凡例 ①-1要：応答特性①-1「直交する水平２方向の荷重が応力として集中」でのスクリ

－ニングで抽出済み 

①-2要：応答特性①-2「面内方向の荷重を負担しつつ，面外方向の荷重が作用」で

のスクリ－ニングで抽出済み 

－：対象の構造部位が存在しない 
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3.2  影響評価部位の抽出結果 

(1) 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出結果 

竜巻防護対策設備において，荷重の組合せによる応答特性による影響が想定さ

れる部位を抽出した結果を第 3.2-1 表に示す。 

応答特性①-1「直交する水平２方向の荷重が，応力として集中」する部位とし

て，飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ)の柱(隅部)，梁

(一般部及び鉄骨トラス)，壁(鉄骨ブレース)を抽出した。 

飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ)においては，応答

特性①-2「面内方向の荷重を負担しつつ，面外方向の荷重が作用」する部位として

は，抽出されなかった。 

なお，後次回申請の竜巻防護対策設備に対する抽出結果については，各申請回

次で示す。 

 

第 3.2-1 表 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる 

影響評価部位の抽出結果 

応答特

性 
耐震評価部位 対象竜巻防護対策設備 

①-1 

柱 隅部 

飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全

冷却水系冷却塔Ｂ) 

梁 

一般部 

鉄骨 

トラス 

壁 
鉄骨 

ブレース 

①-2 該当無し 
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(2) 3 次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

竜巻防護対策設備において，「3.2(1) 荷重の組合せによる応答特性が想定され

る部位の抽出結果」で抽出されなかった部位に対し，3次元的な応答特性による影

響が想定される部位を抽出した結果を第 3.2-2 表に示す。 

飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ)においては，

「3.2(1) 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出結果」で抽出され

なかった部位は存在しないため，3次元的な応答特性による影響が想定される部位

としては，抽出されなかった。 

なお，後次回申請の竜巻防護対策設備に対する抽出結果については，各申請回

次で示す。 

 

第 3.2-2 表 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる 

影響評価部位の抽出結果 

応答特

性 
耐震評価部位 対象竜巻防護対策設備 

2-① 該当無し 飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却

水系冷却塔Ｂ) 2-② 該当無し 

 

 

(3) 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価部位の抽出結果一覧 

竜巻防護対策設備の水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定

される部位の抽出結果一覧を第 3.2-3 表に示す。なお，波及的影響評価においては，

支持架構の変形による影響が支配的であるため，変形に対する影響が小さい基礎梁

及び杭については抽出対象外であるが，これらの部位は「直交する水平２方向の荷

重が，応力として集中」する部位であることから，飛来物防護ネット(再処理設備本

体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ)について，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

による影響評価を行う。 

後次回申請の竜巻防護対策設備においては，部位に作用する荷重を水平２方向及

び鉛直方向に適切に組み合わせて耐震性への影響検討を行った結果を改めて示す。 
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第 3.2-3 表 竜巻防護対策設備における水平２方向及び鉛直方向地震力の 

組合せによる影響評価部位の抽出結果一覧 

応答 

特性 
耐震評価部位 対象竜巻防護対策設備 

①-1 

柱 隅部 

・飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却

水系冷却塔Ｂ) 

後次回申請にて示す 

梁 

一般部 

・飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却

水系冷却塔Ｂ) 

後次回申請にて示す 

鉄骨 

トラス 

・飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却

水系冷却塔Ｂ) 

後次回申請にて示す 

壁 
鉄骨 

ブレース 

・飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却

水系冷却塔Ｂ) 

後次回申請にて示す 

基礎梁 
(飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却

水系冷却塔Ｂ))＊ 

杭 
(飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却

水系冷却塔Ｂ))＊ 

①-2 － － － 

②-1 － － － 

②-2 － － － 

注記 ＊：基礎梁及び杭については抽出対象外であるが，これらの部位は「直交する水平

２方向の荷重が，応力として集中」する部位であることから，飛来物防護ネッ

ト(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ)について，水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せによる影響評価を行う。 

 

凡例 ①-1：応答特性①-1「直交する２方向の荷重が，応力として集中」 

   ①-2：応答特性①-2「面内方向の荷重を負担しつつ，面外方向の荷重が作用」 

②-1：応答特性②-1「面内方向の荷重に加え，面外慣性力の影響が大きい」 

②-2：応答特性②-2「加振方向以外の方向に励起される振動」 
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3.3  影響評価 

荷重の組合せによる応答特性より影響が想定される部位として抽出された部位につ

いては，構造部材の発生応力等を適切に組合せることで，各部位の設計上の許容値に対

する評価を実施し，各部位の耐震性への影響を評価する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価においては，水平２方向及

び鉛直方向地震力を組合せる方法として，米国 REGULATORY GUIDE 1.92 の「2. 

Combining Effects Caused by Three Spatial Components of an Earthquake」を参考

として，組合せ係数法(1.0:0.4:0.4)に基づいて地震力を設定する。なお，組み合わせ

る荷重又は応力としては，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる局部評価の荷

重又は応力の算出結果を用いる。 

 

3.4  影響評価結果 

飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ)の水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響評価結果は別紙に示す。 

なお，後次回申請の竜巻防護対策設備に対する結果については，各申請回次で示

す。 
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4.  まとめ 

飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ)において，水平２方

向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性がある耐震評価部位を抽出

し，その部位における従来の水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる設計に対し

て影響を確認した。その結果，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応力は水

平１方向及び鉛直方向地震力の組合せに対し，増加する傾向にあるが許容値を満足する

ことを確認した。 

以上より，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せについては，飛来物防護ネット

(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ)が有する耐震性への影響がないことを確認

した。 

なお，後次回申請の竜巻防護対策設備に対する結果については，各申請回次で示

す。 
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Ⅳ－２－３－１－３－１ 別紙１ 

飛来物防護ネット（再処理設備本体

用 安全冷却水系冷却塔Ｂ）の水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

に関する影響評価結果 
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1. 構造概要 

飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ)の構造概要は添付書

類「Ⅳ－２－２－２－１－２－１－１ 飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷

却水系冷却塔Ｂ)の地震応答計算書」に示す。 

 

2. 飛来物防護ネットの評価 

添付書類「Ⅳ－２－２－２－１－２－１－２ 飛来物防護ネット（再処理設備本体用 

安全冷却水系冷却塔Ｂ）の耐震計算書」（以下，「耐震計算書」という。）における支持

架構，基礎梁及び杭のうち添付書類「Ⅳ－２－３－１－３－１ 竜巻防護対策設備の水

平２方向及び鉛直方向の地震力の組合せに関する影響評価結果 本文」(以下，「本文」

という。)で抽出された部材に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる

影響を確認する。なお，準拠規格・基準等については，「耐震計算書」の「2.4 準拠規

格・基準等」と同様とする。 

 

2.1 支持架構の評価 

柱(隅部)，梁(一般部及び鉄骨トラス)，壁(鉄骨ブレース)について，水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せによる影響評価を実施する。 

 

(1) 評価方針 

支持架構の応力解析による評価について，許容限界を超えないことを確認す

る。 

 

(2) 荷重及び荷重の組合せ 

荷重の組合せは，「耐震計算書」の「4.2 荷重及び荷重の組合せ」にて設定し

ている荷重及び荷重の組合せを用いる。支持架構の評価において考慮する荷重及

び荷重の組合せについては，「耐震計算書」の「4.2.1 支持架構」と同様とす

る。なお，保守的に座屈拘束ブレースのばらつきの考慮をする。 
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(3) 許容限界 

許容限界は，「耐震計算書」の「4.3 許容限界」にて設定している許容限界を

用いる。 

 

(4) 評価方法 

支持架構の評価は，3次元フレームモデルを用いた静的弾塑性応力解析により

実施する。解析モデルは，「耐震計算書」の「4.4.1(1) 解析モデル」に基づ

き，設定する。 

 

支持架構に作用する応力は，次の荷重を組み合わせて求める。 

 

D ：固定荷重 

Ls ：積雪荷重 

SsNS ：NS方向の地震荷重(S→N方向を正とする。) 

SsEW ：EW方向の地震荷重(W→E方向を正とする。) 

SsUD ：鉛直方向の地震荷重(上向きを正とする。) 

WLNS ：NS方向の風荷重(S→N方向を正とする。) 

WLEW ：EW方向の風荷重(W→E方向を正とする。) 

 

水平方向と鉛直方向の荷重の組合せは，「本文」の「3.3 影響評価」にて設定さ

れている荷重及び荷重の組合せを用いる。 

荷重の組合せケースを第 2.1-1 表に示す。なお，水平方向を 1.0 とする場合につ

いては，「耐震計算書」と同様に Ss-C1 による地震荷重とその他の地震による地震

荷重(Ss-C1 以外包絡)による 2種類の組合せケースを設定しているが，鉛直方向を

1.0 とする場合は，解析ケース数を少なくするため，全ての地震を包絡した地震荷

重による 1種類の組合せケースとしている。 

荷重の入力方法は，「耐震計算書」の「4.4.1(4) 荷重の入力方法」に基づき，

各節点又は各要素に各荷重を入力する。 

部材の評価方法は，「耐震計算書」の「4.4.1(5) 部材の評価方法」に基づき，

部材に生じる軸応力度及び曲げ応力度の組合せ応力が許容限界を超えないことを

確認する。  
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第2.1-1表 荷重の組合せケース(1/2) 

ケース 荷重組合せ 地震荷重 

1-101 D+0.35Ls+1.0SsNS+0.4SsEW+0.4SsUD+1.0WLNS 

Ss-C1による 

地震荷重 

1-102 D+0.35Ls-1.0SsNS+0.4SsEW+0.4SsUD-1.0WLNS 

1-103 D+0.35Ls+1.0SsNS+0.4SsEW-0.4SsUD+1.0WLNS 

1-104 D+0.35Ls-1.0SsNS+0.4SsEW-0.4SsUD-1.0WLNS 

1-105 D+0.35Ls+1.0SsNS-0.4SsEW+0.4SsUD+1.0WLNS 

1-106 D+0.35Ls-1.0SsNS-0.4SsEW+0.4SsUD-1.0WLNS 

1-107 D+0.35Ls+1.0SsNS-0.4SsEW-0.4SsUD+1.0WLNS 

1-108 D+0.35Ls-1.0SsNS-0.4SsEW-0.4SsUD-1.0WLNS 

1-109 D+0.35Ls+0.4SsNS+1.0SsEW+0.4SsUD+1.0WLEW 

1-110 D+0.35Ls-0.4SsNS+1.0SsEW+0.4SsUD+1.0WLEW 

1-111 D+0.35Ls+0.4SsNS+1.0SsEW-0.4SsUD+1.0WLEW 

1-112 D+0.35Ls-0.4SsNS+1.0SsEW-0.4SsUD+1.0WLEW 

1-113 D+0.35Ls+0.4SsNS-1.0SsEW+0.4SsUD-1.0WLEW 

1-114 D+0.35Ls-0.4SsNS-1.0SsEW+0.4SsUD-1.0WLEW 

1-115 D+0.35Ls+0.4SsNS-1.0SsEW-0.4SsUD-1.0WLEW 

1-116 D+0.35Ls-0.4SsNS-1.0SsEW-0.4SsUD-1.0WLEW 

1-117 D+0.35Ls+1.0SsNS+0.4SsEW+0.4SsUD+1.0WLNS 

その他の 

地震による 

地震荷重 

(Ss-C1以外包絡) 

1-118 D+0.35Ls-1.0SsNS+0.4SsEW+0.4SsUD-1.0WLNS 

1-119 D+0.35Ls+1.0SsNS+0.4SsEW-0.4SsUD+1.0WLNS 

1-120 D+0.35Ls-1.0SsNS+0.4SsEW-0.4SsUD-1.0WLNS 

1-121 D+0.35Ls+1.0SsNS-0.4SsEW+0.4SsUD+1.0WLNS 

1-122 D+0.35Ls-1.0SsNS-0.4SsEW+0.4SsUD-1.0WLNS 

1-123 D+0.35Ls+1.0SsNS-0.4SsEW-0.4SsUD+1.0WLNS 

1-124 D+0.35Ls-1.0SsNS-0.4SsEW-0.4SsUD-1.0WLNS 

1-125 D+0.35Ls+0.4SsNS+1.0SsEW+0.4SsUD+1.0WLEW 

1-126 D+0.35Ls-0.4SsNS+1.0SsEW+0.4SsUD+1.0WLEW 

1-127 D+0.35Ls+0.4SsNS+1.0SsEW-0.4SsUD+1.0WLEW 

1-128 D+0.35Ls-0.4SsNS+1.0SsEW-0.4SsUD+1.0WLEW 

1-129 D+0.35Ls+0.4SsNS-1.0SsEW+0.4SsUD-1.0WLEW 

1-130 D+0.35Ls-0.4SsNS-1.0SsEW+0.4SsUD-1.0WLEW 

1-131 D+0.35Ls+0.4SsNS-1.0SsEW-0.4SsUD-1.0WLEW 

1-132 D+0.35Ls-0.4SsNS-1.0SsEW-0.4SsUD-1.0WLEW 

  

1901



 

 

4 

第2.1-1表 荷重の組合せケース(2/2) 

ケース 荷重組合せ 地震荷重 

1-133 D+0.35Ls+0.4SsNS+0.4SsEW+1.0SsUD+1.0WLNS 

全地震包絡 

1-134 D+0.35Ls-0.4SsNS+0.4SsEW+1.0SsUD-1.0WLNS 

1-135 D+0.35Ls+0.4SsNS+0.4SsEW-1.0SsUD+1.0WLNS 

1-136 D+0.35Ls-0.4SsNS+0.4SsEW-1.0SsUD-1.0WLNS 

1-137 D+0.35Ls+0.4SsNS-0.4SsEW+1.0SsUD+1.0WLNS 

1-138 D+0.35Ls-0.4SsNS-0.4SsEW+1.0SsUD-1.0WLNS 

1-139 D+0.35Ls+0.4SsNS-0.4SsEW-1.0SsUD+1.0WLNS 

1-140 D+0.35Ls-0.4SsNS-0.4SsEW-1.0SsUD-1.0WLNS 

1-141 D+0.35Ls+0.4SsNS+0.4SsEW+1.0SsUD+1.0WLEW 

1-142 D+0.35Ls-0.4SsNS+0.4SsEW+1.0SsUD+1.0WLEW 

1-143 D+0.35Ls+0.4SsNS+0.4SsEW-1.0SsUD+1.0WLEW 

1-144 D+0.35Ls-0.4SsNS+0.4SsEW-1.0SsUD+1.0WLEW 

1-145 D+0.35Ls+0.4SsNS-0.4SsEW+1.0SsUD-1.0WLEW 

1-146 D+0.35Ls-0.4SsNS-0.4SsEW+1.0SsUD-1.0WLEW 

1-147 D+0.35Ls+0.4SsNS-0.4SsEW-1.0SsUD-1.0WLEW 

1-148 D+0.35Ls-0.4SsNS-0.4SsEW-1.0SsUD-1.0WLEW 
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(5) 評価結果 

「(4) 評価方法」に基づいた評価結果を以下に示す。 

評価結果を記載する部材は，部材種別ごとに検定比が最も大きいものを対象と

する。当該部材の位置を第2.1-1図に，評価結果を第2.1-2表に示す。なお，参考に

耐震計算書の水平１方向及び鉛直地震力の組合せの結果を第2.1-2表に併せて示

す。 

 

応答特性①-1「直交する水平２方向の荷重が，応力として集中」で抽出した飛来

物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ）の結果を以下に示す。 

・柱(隅部)について，最大検定比は要素番号174で発生しており，その値は0.94

であり，水平１方向及び鉛直地震力の組合せに対して増加傾向にあるものの，

1.0を下回っていることから，許容限界を超えないことを確認した。 

・梁(鉄骨トラス)について，水平１方向及び鉛直地震力の組合せに対して増加傾

向にあるものの，大はり，小はり，トラス柱，鉛直ブレース，水平ブレースの

いずれも検定比が1.0を下回っており，その最大検定比は要素番号1414で発生

しており，その値は0.95であることから，許容限界を超えないことを確認した。 

・梁(一般部)については，大はりに含まれるが，最大検定比が生じた大はりは梁

(鉄骨トラス)であり，梁(一般部)の検定比は梁(鉄骨トラス)よりも小さいため，

検定比が1.0を下回っており，許容限界を超えないことを確認した。 

・壁(鉄骨ブレース)については，鉛直ブレースに含まれるが，軸力＋曲げの評価

において最大検定比が生じた鉛直ブレースは，梁(鉄骨トラス)であり，壁(鉄骨

ブレース)の検定比は梁(鉄骨トラス)よりも小さいため，検定比が1.0を下回っ

ており，許容限界を超えないことを確認した。また，せん断の評価について，

最大検定比は要素番号2088で発生しており，その値は0.71であり，水平１方向

及び鉛直地震力の組合せに対して同等であり，検定比が1.0を下回っているこ

とから許容限界を超えないことを確認した。 

 

以上のことから，支持架構の耐震性評価において，水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せによる影響がないことを確認した。 
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(a) 軸力＋曲げ 

 

 

 

 

 

(b) せん断 

第2.1-1図 評価結果を記載する位置(水平２方向及び鉛直地震力の組合せ) 

  

柱 
□500×500×28 
要素番号:174 

大はり 
H400×400×13×21 
要素番号:483 

トラス柱 
H390×300×10×16 
要素番号:701 

鉛直ブレース 
H200×200×8×12 
要素番号:1941 

小はり 
H390×300×10×16 
要素番号:1414 

水平ブレース 
H300×300×10×15 
要素番号:1714 

EW NS 

EW NS 

柱 
□500×500×28 
要素番号:168 

大はり 
H400×400×13×21 
要素番号:451 

トラス柱 
H390×300×10×16 
要素番号:605 

鉛直ブレース 
H350×350×12×19 
要素番号:2088 

小はり 
H390×300×10×16 
要素番号:1414 
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第 2.1-2表  部材の評価結果(1/2) 

(a) 水平２方向及び鉛直地震力の組合せ 

部材種別 要素番号 ケース 応力度 
発生応力度 

(N/mm2) 

許容限界 

(N/mm2) 
検定比 判定 

柱 
168 1-104 せん断 35.4 206.0 0.18 OK 

174 1-104 軸力＋曲げ (検定比) 0.94 (許容値) 1.00 0.94 OK 

大はり 
451 1-108 せん断 72.5 206.0 0.36 OK 

483 1-104 軸力＋曲げ (検定比) 0.92 (許容値) 1.00 0.92 OK 

小はり 
1414 1-116 せん断 38.9 206.0 0.19 OK 

1414 1-116 軸力＋曲げ (検定比) 0.95 (許容値) 1.00 0.95 OK 

トラス柱 
605 1-136 せん断 14.4 206.0 0.07 OK 

701 1-115 軸力＋曲げ (検定比) 0.77 (許容値) 1.00 0.77 OK 

鉛直 

ブレース 

2088 1-116 せん断 10.3 206.0 0.05 OK 

1941 1-116 軸力＋曲げ (検定比) 0.71 (許容値) 1.00 0.71 OK 

水平 

ブレース 
1714 1-101 軸力＋曲げ (検定比) 0.32 (許容値) 1.00 0.32 OK 
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第 2.1-2表  部材の評価結果(2/2) 

(b) 水平１方向及び鉛直地震力の組合せ 

部材種別 要素番号 ケース 応力度 
発生応力度 

(N/mm2) 

許容限界 

(N/mm2) 
検定比 判定 

柱 
167 1-4 せん断 34.0 206.0 0.17 OK 

174 1-4 軸力＋曲げ (検定比) 0.89 (許容値) 1.00 0.89 OK 

大はり 
451 1-4 せん断 70.1 206.0 0.34 OK 

483 1-4 軸力＋曲げ (検定比) 0.87 (許容値) 1.00 0.87 OK 

小はり 
1428 1-12 せん断 38.5 206.0 0.19 OK 

1414 1-12 軸力＋曲げ (検定比) 0.87 (許容値) 1.00 0.87 OK 

トラス柱 
766 2-7 せん断 13.5 206.0 0.07 OK 

701 1-12 軸力＋曲げ (検定比) 0.72 (許容値) 1.00 0.72 OK 

鉛直 

ブレース 

2088 1-12 せん断 10.3 206.0 0.05 OK 

1941 2-12 軸力＋曲げ (検定比) 0.69 (許容値) 1.00 0.69 OK 

水平 

ブレース 
1714 1-1 軸力＋曲げ (検定比) 0.30 (許容値) 1.00 0.30 OK 
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2.2 基礎梁の評価 

基礎梁について，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価を実施す

る。 

 

(1) 評価方針 

基礎梁の応力解析による評価について，許容限界を超えないことを確認する。 

 

(2) 荷重及び荷重の組合せ 

荷重の組合せは，「耐震計算書」の「4.2 荷重及び荷重の組合せ」にて設定し

ている荷重及び荷重の組合せを用いる。基礎梁の評価において考慮する荷重及び

荷重の組合せについては，「耐震計算書」の「4.2.2 基礎梁」と同様とする。な

お，保守的に座屈拘束ブレースのばらつきの考慮をする。 

 

(3) 許容限界 

許容限界は，「耐震計算書」の「4.3 許容限界」にて設定している許容限界を用

いる。 

 

(4) 評価方法 

基礎梁の評価は，FEMモデルを用いた静的弾性応力解析により実施する。解析モ

デルは，「耐震計算書」の「4.4.2(1) 解析モデル」に基づき，設定する。 

基礎梁に作用する応力は，支持架構と同様の荷重の組合せとする。 

荷重の入力方法は，「耐震計算書」の「4.4.2(4) 荷重の入力方法」に基づき，

各節点又は各要素に各荷重を入力する。ただし，支持架構から作用する荷重につい

ては，2.1項における応力解析結果を用いる。また，杭から作用する荷重について

は，「耐震計算書」の「4.4.3(3) 応力の組合せ」において算定したNS方向の応力

とEW方向の応力を用い，支持架構と同様の2.1項の第2.1-1表の地震荷重の組合せ

係数に対応した組合せ係数を考慮して用いる。 

断面の評価方法は，「耐震計算書」の「4.4.2(5) 断面の評価方法」に基づき，

曲げモーメント及び面外せん断力が許容限界を超えないことを確認する。 

 

(5) 評価結果 

「(4) 評価方法」に基づいた評価結果を以下に示す。 

断面の評価結果を記載する要素は，許容限界に対する曲げモーメント及び面外

せん断力の割合が最も大きいものを対象とする。当該要素の位置を第 2.2-1 図に，

評価結果を第 2.2-1 表に示す。なお，参考に耐震計算書の水平１方向及び鉛直地震

力の組合せの結果を第 2.2-2 表に併せて示す。 
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飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ）の基礎梁につい

て，最大検定比は要素番号 509 で発生しており，その値は 0.76 であり，水平１方

向及び鉛直地震力の組合せに対して増加傾向にあるものの，1.0 を下回っているこ

とから，許容限界を超えないことを確認した。 

以上のことから，基礎梁の耐震性評価において，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる影響がないことを確認した。 

 

 

注：   内の数値は要素番号 

第2.2-1図 評価結果を記載する要素の位置 

(水平２方向及び鉛直地震力の組合せ) 

  

509 

501 
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第2.2-1表 基礎梁の評価結果 

(水平２方向及び鉛直地震力の組合せ) 

(a) 軸力及び曲げモーメントに対する評価 

方向 

解析結果 
許容限界 

(kN･m/m) 
検定比 判定 

要素番号 ケース 
曲げモーメント 

(kN･m/m) 

NS 509 1-104 3656 4812 0.76 OK 

EW 509 1-112 1317 1745 0.76 OK 

 

(b) 面外せん断力に対する評価 

方向 

解析結果 
許容限界 

(kN/m) 
検定比 判定 

要素番号 ケース 
面外せん断力 

(kN/m) 

NS 509 1-111 2630 5648 0.47 OK 

EW 501 1-104 2529 5644 0.45 OK 

 

 

第2.2-2表 基礎梁の評価結果 

(水平１方向及び鉛直地震力の組合せ) 

 (a) 軸力及び曲げモーメントに対する評価 

方向 

解析結果 
許容限界 

(kN･m/m) 
検定比 判定 

要素番号 ケース 
曲げモーメント 

(kN･m/m) 

NS 162 1-4 3527 4791 0.74 OK 

EW 509 1-10 1274 1755 0.73 OK 

 

(b) 面外せん断力に対する評価 

方向 

解析結果 
許容限界 

(kN/m) 
検定比 判定 

要素番号 ケース 
面外せん断力 

(kN/m) 

NS 63 1-4 2236 5661 0.40 OK 

EW 1005 1-12 2061 5874 0.36 OK 
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2.3 杭の評価 

杭について，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価を実施する。 

 

(1) 評価方針 

杭の応力解析による評価について，許容限界を超えないことを確認する。 

 

(2) 荷重及び荷重の組合せ 

荷重の組合せは，「耐震計算書」の「4.2 荷重及び荷重の組合せ」にて設定して

いる荷重及び荷重の組合せを用いる。杭の評価において考慮する荷重及び荷重の

組合せについては，「耐震計算書」の「4.2.3 杭」と同様とする。なお，保守的に

座屈拘束ブレースのばらつきの考慮をする。 

 

(3) 許容限界 

許容限界は，「耐震計算書」の「4.3 許容限界」にて設定している許容限界を用

いる。 

 

(4) 評価方法 

杭の評価は，「耐震計算書」の「4.4.3(1) 応力解析」及び「4.4.3(2) 応力計

算」により算定した応力と基礎梁から作用する荷重による応力を組み合わせて実

施する。 

「4.4.3(1) 応力解析」及び「4.4.3(2) 応力計算」により算定した地震荷重に

よる応力（せん断力及び曲げモーメント）については，NS 方向と EW 方向の応力に

組合せ係数 1.0：0.4 を考慮した上で斜めの応力については二乗和平方根により算

出する。 

「4.4.3(2) 応力計算」により算定した風荷重による応力（せん断力及び曲げモ

ーメント）については，そのまま用いる。 

基礎梁から作用する荷重による応力（せん断力及び軸力）については，本資料

「2.2 基礎梁の評価」における応力解析結果を用いる。 

断面及び支持力に対する評価方法は，「耐震計算書」の「4.4.3(4) 断面の評価

方法」及び「4.4.3(5) 支持力及び引抜力に対する評価方法」に基づき，曲げモー

メント，せん断力，支持力及び引抜力が許容限界を超えないことを確認する。 
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(5) 評価結果 

「(4) 評価方法」に基づいた評価結果を以下に示す。 

 

a. 断面の評価結果 

断面の評価結果を記載する杭は，杭種ごとに，許容限界に対する曲げモーメン

ト並びにせん断力の割合が最も大きいものを対象とする。当該の杭の位置を第

2.3-1図に，評価結果を第2.3-1表，第2.3-2図に示す。なお，参考に耐震計算書

の水平１方向及び鉛直地震力の組合せの結果を第2.3-2表及び第2.3-3図に併せ

て示す。 

 

b. 支持力及び引抜力に対する評価結果 

支持力及び引抜力に対する評価結果を記載する杭は，杭種ごとに，許容限界に

対する軸力の割合が最も大きいものを対象とする。当該の杭の位置を第2.3-4図

に，評価結果を第2.3-3表に示す。なお，参考に耐震計算書の水平１方向及び鉛

直地震力の組合せの結果を第2.3-3表に併せて示す。 

 

a.及びb.から，飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ）

の杭の最大検定比は0.75であり，水平１方向及び鉛直地震力の組合せに対して

増加傾向にあるものの，1.0を下回っていることから，許容限界を超えないこと

を確認した。 

以上のことから，杭の耐震性評価において，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響がないことを確認した。 

 

第2.3-1図 評価結果を記載する杭の位置  

P1,P1A 

P2 
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第2.3-1表 断面の評価結果 

(水平２方向及び鉛直地震力の組合せ) 

(a) 軸力及び曲げモーメントに対する評価 

杭種 

応力の組合せ結果 
許容限界 

(kN･m) 
検定比 判定 

ケース＊ 
曲げモーメント 

(kN･m) 

P1,P1A 1-102 430 577 0.75 OK 

P2 1-106 1660 3316 0.51 OK 

 

(b) せん断力に対する評価 

杭種 

応力の組合せ結果 
許容限界 

(kN) 
検定比 判定 

ケース＊ 
せん断力 

(kN) 

P1,P1A 1-102 580 1809 0.33 OK 

P2 1-106 1870 4523 0.42 OK 

注記 ＊：基礎梁の応力解析におけるケースを示す。 

 

 

第2.3-2表 断面の評価結果 

(水平１方向及び鉛直地震力の組合せ) 

(a) 軸力及び曲げモーメントに対する評価 

杭種 

応力の組合せ結果 
許容限界 

(kN･m) 
検定比 判定 

ケース＊ 
曲げモーメント 

(kN･m) 

P1,P1A 1-2 400 706 0.57 OK 

P2 1-2 1520 3583 0.43 OK 

 

(b) せん断力に対する評価 

杭種 

応力の組合せ結果 
許容限界 

(kN) 
検定比 判定 

ケース＊ 
せん断力 

(kN) 

P1,P1A 1-2 540 1838 0.30 OK 

P2 1-2 1730 4594 0.38 OK 

注記 ＊：基礎梁の応力解析におけるケースを示す。 
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(a) P1，P1A 

 

 

(b) P2 

第2.3-2図 杭の軸力及び曲げモーメントに対する評価結果 

(水平２方向及び鉛直地震力の組合せ)  
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(a) P1，P1A 

 

 

(b) P2 

第2.3-3図 杭の軸力及び曲げモーメントに対する評価結果 

(水平１方向及び鉛直地震力の組合せ)  
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第2.3-4図 評価結果を記載する杭の位置 

 

第2.3-3表 支持力及び引抜力に対する評価結果 

(a) 水平２方向及び鉛直地震力の組合せ 

項目 杭種 

応力の組合せ結果 
許容限界

(kN) 
検定比 判定 

ケース＊1 
軸力＊2 

(kN) 

支持力 
P1,P1A 1-107 2305 9409 0.25 OK 

P2 1-103 3926 17058 0.24 OK 

引抜力 
P1,P1A 1-102 -1525 5494 0.28 OK 

P2 1-106 -1064 8379 0.13 OK 

 

(b) 水平１方向及び鉛直地震力の組合せ 

項目 杭種 

応力の組合せ結果 
許容限界

(kN) 
検定比 判定 

ケース＊1 
軸力＊2 

(kN) 

支持力 
P1,P1A 1-12 1959 9409 0.21 OK 

P2 1-3 3422 17058 0.21 OK 

引抜力 
P1,P1A 1-2 -1173 5494 0.22 OK 

P2 1-2 -561 8379 0.07 OK 

注記 ＊1：基礎梁の応力解析におけるケースを示す。 

＊2：軸力は正が圧縮，負が引張を示す。 

P1,P1A 

P2 
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3. まとめ 

飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ）において，水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性がある部位について，耐震性へ

の影響を確認した。その結果，水平１方向及び鉛直地震力の組合せに対して増加傾向にあ

るものの，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応力が許容値を満足すること

を確認した。 

以上のことから，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに対し，飛来物防護ネット

（再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ）が有する耐震性への影響はないことを確

認した。 
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水平 2方向及び鉛直方向地震力の組

合せに関する影響評価結果 

 機器・配管系 

 
 

本添付書類は，別で定める方針に沿った評価・計算を示す書類であり，結果を示すもので

あることから，発電炉との比較は行わない。 

また，図書番号や数値は最終精査中。 
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1. 概要 

本資料は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち，「4.1 地震力の算定方法 4.1.2 

動的地震力」及び「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価方針」に基づき，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響の可能性がある設

備及び評価部位の抽出内容について説明するものである。 

 

2.  水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震動 

本影響評価に用いる地震動については，「Ⅳ－２－３－１－１－１ 建物及び屋外機械

基礎の水平２方向及び鉛直方向の地震力の組合せに関する影響評価結果」の「2. 水平 2 

方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震動」に従う。 

 

3.  各施設における水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する検討結果 

3.1  水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価設備(部位)の抽出 

評価対象設備を機種ごとに分類した結果を，第 3.1-1表に示す。機種ごとに分類した

設備の各評価部位，応力分類に対し構造上の特徴から水平 2 方向の地震力による影響

を以下の項目より検討し，影響の可能性がある設備を抽出した。 

(1) 水平 2方向の地震力が重複する観点 

水平 1方向の地震力に加えて，さらに水平直交方向に地震力が重複した場合，水平 2

方向の地震力による影響を検討し，影響が軽微な設備以外の影響検討が必要となる可

能性があるものを抽出する。以下の場合は，水平 2方向の地震力による影響が軽微な設

備であると整理した。 

なお，ここでの影響が軽微な設備とは，構造上の観点から発生応力への影響に着目し，

その増分が 1 割程度以下となる設備を分類しているが，水平 1 方向地震力による裕度

（許容応力／発生応力）が 1.1 未満の設備については個別に検討を行うこととする。 

ａ．水平 2 方向の地震力を受けた場合でも，その構造により水平 1 方向の地震力しか

負担しないもの 

横置きの容器等は，水平2方向の地震力を想定した場合，水平1方向を拘束する構造

であることや，水平各方向で振動特性及び荷重の負担断面が異なる構造であること

により，特定の方向の地震力の影響を受ける部位であるため，水平1方向の地震力し

か負担しないものとして分類した。 

ｂ．水平 2方向の地震力を受けた場合，その構造により最大応力の発生箇所が異なるも

の 

一様断面を有する容器類の胴板等は，水平2方向の地震力を想定した場合，それぞ

れの水平方向地震力に応じて応力が最大となる箇所があることから，最大応力の発

生箇所が異なり，水平2方向の地震力を組み合わせても影響が軽微であるものとして

分類した。 
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その他の設備についても同様の理由から最大応力の発生箇所が異なり，水平2方向

の地震力を組み合わせても影響が軽微であるものとして分類した。 

 

ｃ．水平 2 方向の地震力を組み合わせても水平 1 方向の地震による応力と同等と言え

るもの 

クレーン類における吊り具は，水平地震時に振り子運動が励起されることで遠心

力として作用することになるが，水平地震力による荷重が吊り具に直接作用するも

のではなく，地震荷重として作用するものは鉛直方向荷重が支配的であり，水平2方

向の地震力の大きさを1:1と仮定しても水平1方向の地震力と同等となる。 

その他の設備についても水平2方向による荷重の寄与が1方向に限定されることが

明確である他の設備は，水平2方向の地震力を組み合わせても1方向の地震力による

応力と同等のものと分類した。 

 

(2) 水平方向とその直交方向が相関する振動モード(ねじれ振動等)が生じる観点 

水平方向とその直交方向が相関する振動モードが生じることで有意な影響が生じる

可能性のある設備を抽出する。 

機器・配管系設備のうち，円筒形容器のように水平方向の各軸方向に対して均等な構

造となっている機器は，評価上有意なねじれ振動は生じない。 

一方，3次元的な広がりを持つ配管系等は，系全体として考えた場合，有意なねじれ

振動が発生する可能性がある。 

 

(3) 水平 1 方向及び鉛直方向地震力に対する水平 2 方向及び鉛直方向地震力の増分の観

点 

(1)(2)において影響の可能性がある設備について，水平 2方向の地震力が各方向 1:1

で入力された場合に各部にかかる荷重や応力を求め，従来の水平 1 方向及び鉛直方向

地震力の設計手法による発生値と比較し，その増分により影響の程度を確認し，耐震性

への影響が懸念される設備を抽出した。 

水平 1 方向に対する水平 2 方向の地震力による発生値の増分の検討は，機種ごとの

分類に対して地震力の寄与度に配慮し耐震裕度が小さい設備(部位)を対象とする。水

平 2方向の地震力の組合せは米国 Regulatory Guide 1.92の「2. Combining Effects 

Caused by Three Spatial Components of an Earthquake」を参考として非同時性を考

慮した Square-Root-of-the-Sum-of-the-Squares (以下「非同時性を考慮した SRSS法」

という。)又は組合せ係数法(1.0:0.4:0.4)により組み合わせ，発生値の増分を算出する。

増分の算出は，従来の評価で考慮している保守性により増分が低減又は包絡されるこ

とも考慮する。 

・従来の評価データを用いた簡易的な算出では，地震・地震以外の応力に分離可能な
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ものは地震による発生値のみを組み合わせた後，地震以外による応力と組み合わ

せて算出する。 

・応答軸が明確な設備で，設備の応答軸の方向あるいは厳しい応力が発生する向きへ

地震力を入力している場合は，耐震性への影響が懸念されないものとして扱う。 

 

3.2  建物・構築物の検討結果を踏まえた機器・配管系の設備の抽出 

建物・構築物の影響評価において，「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せに関する影響評価方針」のうち，「4.1 建物・構築物（洞道以外）」における

「機器・配管系への影響検討」に基づき，機器・配管系への影響を検討し，水平 2方向

及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響がある場合は，当該応答値による

影響検討結果を示す。 

 

3.3  水平 2方向及び鉛直方向地震力の評価部位の抽出結果 

3.1項で検討した，水平 2方向の地震力が重複する観点，水平方向とその直交方向が

相関する振動モード(ねじれ振動等)が生じる観点，水平 1 方向及び鉛直方向地震力に

対する水平 2 方向及び鉛直方向地震力の増分の観点で，水平 2 方向の地震力による影

響の可能性がある設備の評価部位を抽出した結果を第 3.3-1表に示す。 

第 1 回申請範囲については影響軽微であり，設備が有する耐震性に影響のないこと

を確認した。 

 

3.4  水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

3.1項の観点から 3.3項で抽出された設備について，水平 2方向及び鉛直方向地震力

を想定した発生値を以下の方法により算出する。 

発生値の算出における水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せは，米国 Regulatory 

Guide 1.92 の「2. Combining Effects Caused by Three Spatial Components of an 

Earthquake」を参考として非同時性を考慮した SRSS法を適用する。 

(1) 従来評価データを用いた算出 

従来の水平 1 方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた評価結果を用いて，以下の条

件により水平 2方向及び鉛直方向地震力に対する発生値を算出することを基本とする。 

・水平各方向及び鉛直方向地震力をそれぞれ個別に用いて従来の発生値を算出して

いる設備は，水平 2 方向及び鉛直方向地震力を組み合わせて水平 2 方向を考慮し

た発生値の算出を行う。 

・水平 1 方向と鉛直方向の地震力を組合せた上で従来の発生値を各方向で算出して

いる設備は，鉛直方向を含んだ水平各方向別の発生値を組み合わせて水平 2 方向

を考慮した発生値の算出を行う。 

・水平各方向を包絡した床応答曲線による地震力と鉛直方向の地震力を組み合わせ
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た上で従来の発生値を算出している設備は，鉛直方向を含んだ水平各方向同一の

発生値を組み合わせて水平 2方向を考慮した発生値の算出を行う。 

 

また，算出にあたっては必要に応じて以下も考慮する。 

・発生値が地震以外の応力成分を含む場合，地震による応力成分と地震以外の応力成

分を分けて算出する。 

 

3.2項の観点から 3.3項で抽出された設備について，以下のいずれかの方法を用いて

影響評価を行う。 

① 3次元 FEMモデルにより得られた壁及び床の応答震度に係数を掛け，影響評価用

の震度を推定し，従来評価に用いている震度(設計条件)又は耐震裕度に包絡され

ることを確認する。 

② 運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の

状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事

象によって作用する荷重と基準地震動による地震力。 

 

3.5  水平 2方向及び鉛直方向地震力の影響評価結果 

影響評価確認結果については，影響評価を実施する設備の申請に合わせて次回以降

に詳細を説明する。 

 

第 3.1-1表 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響検討対象* 

水平 2方向影響に対 

する形状ごとの分類 
部位 

矩形設備 

支持架構 

伝熱管 

基礎ボルト，取付ボルト 

配管系(標準支持間隔法) 

直管部 

曲がり部 

分岐部 

平面 Z形部 

立体 Z形部 

門形部 

分岐＋曲がり部 

    * 対象となる分類及び部位については，第 1回申請設備の範囲を示しており， 

今回申請で示していない対象は，申請に合わせて次回以降に示す。 
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第 3.3-1表 水平 2方向及び鉛直方向地震力の評価部位の抽出結果*1（1/2） 

水平 2方向影響に

対する形状ごとの

分類 

部位 応力分類 

(1)水平 2方向の地

震力が重複する形状 

(2)水平 2方向の

振動モードによ

りねじれ振動が

生じる形状 

(3)水平 2方向及び鉛

直方向地震力の組合

せにより応力が増加

する形状 

（応答軸が明確） 

影響評価の要否 

(1)又は(2)で△かつ

(3)で○の場合は 

影響評価を実施 

△：水平 2方向地震

力が重複する可能性

有 

×：重複しない 

△：ねじれ振動

発生の可能性有 

×：発生しない 

－：対象外*2 

○：応答軸が明確で

はない 

×：応答軸が明確 

－：対象外*3 

影響評価実施 

又は影響軽微 

矩形設備 

支持架構 組合せ × × － 

影響軽微 
伝熱管 

一次応力 × × － 

一次+二次応力 × × － 

基礎ボルト， 

取付ボルト 

引張 × × － 

せん断 △ － × 
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第 3.3-1表 水平 2方向及び鉛直方向地震力の評価部位の抽出結果*1（2/2） 

水平 2方向影響に

対する形状ごとの

分類 

部位 応力分類 

(1)水平 2方向の地

震力が重複する形状 

(2)水平 2方向の

振動モードによ

りねじれ振動が

生じる形状 

(3)水平 2方向及び鉛

直方向地震力の組合

せにより応力が増加

する形状 

（応答軸が明確） 

影響評価の要否 

(1)又は(2)で△かつ

(3)で○の場合は 

影響評価を実施 

△：水平 2方向地震

力が重複する可能性

有 

×：重複しない 

△：ねじれ振動

発生の可能性有 

×：発生しない 

－：対象外*2 

○：応答軸が明確で

はない 

×：応答軸が明確 

－：対象外*3 

影響評価実施 

又は影響軽微 

配管系 

(標準支持間隔法) 

直管部 一次応力 △ － × 

影響軽微 

曲がり部 

分岐部 

平面 Z形部 

立体 Z形部 

門形部 

分岐＋曲がり部 

一次応力 △ － × 

    *1 対象となる分類及び部位については，第 1回申請設備の範囲を示しており，今回申請で示していない対象は，申請に合わせて 

次回以降に示す。 

    *2 （1）の確認において地震力が重複する可能性が有る場合，（2）の確認は対象外とする。 

    *3 （1）及び（2）の確認において双方とも×の場合，水平 2方向の影響は軽微となるため，（3）の確認は対象外とする。 
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1. 概要 

本資料は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」に基づき，建物・構築物の耐震評価

において，一関東評価用地震動（鉛直）を考慮した場合の影響について，以下の添付書

類とあわせて説明するものである。 

影響評価の方法については，各計算書に示す耐震評価結果に，鉛直方向の地震荷重と

して一関東評価用地震動（鉛直）による影響を考慮した比率を乗じ，その評価結果が許

容限界の範囲内に留まることを確認する。影響評価の方法についての詳細は「3. 影響

評価方針」に示す。 

本資料では，一関東評価用地震動（鉛直）を用いた影響評価を行うにあたって，評価

対象部位の抽出とその評価方法を示すとともに，各建物・構築物の影響評価結果を示

す。なお，各建物・構築物の影響評価結果については，本文においては概要のみを示す

こととし，その詳細については別紙に示す。 

 

・「Ⅳ－２－１－１－１－１－１ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答計算書」 

・「Ⅳ－２－１－１－１－１－２ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の耐震計算書」 
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2. 一関東評価用地震動（鉛直）の概要 

影響評価に用いる一関東評価用地震動（鉛直）について，解放基盤表面位置での一関

東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトルを，基準地震動Ｓｓの設計用応答スペ

クトルと併せて第2.-1図に，設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を第2.-2図に示す。 

事業変更許可申請書に示すとおり，一関東評価用地震動（鉛直）は，一関東観測点に

おける岩手・宮城内陸地震の水平方向の地震観測記録の応答スペクトルに，水平方向に

対する鉛直方向の地震動の比率として2/3を乗じた応答スペクトルから，一関東観測点

における岩手・宮城内陸地震で得られた鉛直方向の地中記録の位相を用いて作成した地

震動である。 

  

第2.-1図 一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトル 
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第 2.-2 図 一関東評価用地震動（鉛直）の加速度時刻歴波形 
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3. 影響評価方針 

本章では，建物・構築物の耐震評価において，鉛直方向の地震荷重として一関東評価

用地震動（鉛直）及び一関東評価用地震動（鉛直）に対して係数0.5を乗じた地震動

（以下，「0.5×一関東評価用地震動（鉛直）」という。）を考慮した場合の影響評価

の方針について示す。 

各計算書に示す耐震評価結果は，Ｓｓ地震時に対する評価及びＳｄ地震時に対する評

価において地盤物性のばらつきを考慮し，水平方向及び鉛直方向の各地震力を包絡した

結果となっている。 

そこで，影響評価の方法は，評価対象部位に対して，一関東評価用地震動（鉛直），

または0.5×一関東評価用地震動（鉛直）による影響を考慮した割増係数を，各計算書

に示す地盤物性のばらつきを考慮した耐震評価結果（検定比）に乗じ，その検定比が

1.000を超えないことで保守的に確認することを基本とした。なお，割増係数について

は，Ｓｓ地震時に対する評価及びＳｄ地震時に対する評価それぞれについて基本ケース

の解析結果による応答比率から算出する。具体的には，Ｓｓ地震時に対する評価につい

ては，各建物・構築物の応答解析モデルに，基準地震動Ｓｓ（鉛直）を入力した場合に

対する一関東評価用地震動（鉛直）を入力した場合のそれぞれの最大応答値による応答

比率から算出する。Ｓｄ地震時に対する評価については，各建物・構築物の応答解析モ

デルに，弾性設計用地震動Ｓｄ（鉛直）を入力した場合に対する0.5×一関東評価用地

震動（鉛直）を入力した場合のそれぞれの最大応答値の応答比率から算出する。基準地

震動Ｓｓ（鉛直）及び弾性設計用地震動Ｓｄ（鉛直）の最大応答値については全波をそ

れぞれ入力した場合の各々の波に対する最大応答値の包絡値を示す。 

また，本検討は，鉛直方向の影響検討であることから，水平方向の地震力が寄与する

部分への割増しは不要であるが，保守的に水平方向と鉛直方向の両方向の地震力を考慮

した検定比に対して，一律割増しを行う。 

ここで，一関東評価用地震動（鉛直）及び0.5×一関東評価用地震動（鉛直）による

地震応答解析に用いる応答解析モデルは，「Ⅳ－２－１－１－１－１－１ 安全冷却水

Ｂ冷却塔基礎の地震応答計算書」の「3.2 地震応答解析モデル」に示す地震応答解析

モデル（鉛直方向）とする。 

評価対象部位は，各計算書において耐震評価を実施している部位のうち，鉛直方向の

地震力の影響を受ける部位とし，詳細は「4.1 評価対象部位の抽出」に示す。 

抽出した評価対象部位に対する評価方法の詳細は，「4.2 評価対象部位の評価方

法」に示す。 

また，割増係数を乗じた検定比が1.000を超える場合，即ち，安全上支障がないと言

えない場合は，詳細評価として，基準地震動Ｓｓ－Ｃ４（水平）と一関東評価用地震動

（鉛直），または弾性設計用地震動Ｓｄ（水平）と0.5×一関東評価用地震動（鉛直）

を組み合わせた地震荷重を用いた応力解析による評価を実施する。 

上記を踏まえた，評価フローを第3.-1図に示す。  

1930
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第3.-1図 評価フロー 

  

評価終了

応答比率≦1.000
応答比率＞1.000

割増係数を乗じた
検定比≦1.000

割増係数を乗じた
検定比＞1.000

応答比率から設定した割増係数を
各評価部位の検定比に乗じた評価

一関東評価用地震動（鉛直）及び
0.5×一関東評価用地震動（鉛直）による

応答比率の算定

詳細評価

別途確認

検定比＞1.000

検定比≦1.000

評価開始

一関東評価用地震動（鉛直）及び
0.5×一関東評価用地震動（鉛直）による

地震応答解析（基本ケース）の実施

1931
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4. 評価対象部位の抽出と評価方法 

4.1 評価対象部位の抽出 

「3. 影響評価方針」に示すとおり，評価対象部位は，各計算書において耐震評価

を実施している部位のうち，鉛直方向の地震力の影響を受ける部位とする。 

計算書において耐震評価結果を示す部位としては，耐震壁，地盤（接地圧），基礎

スラブ，Ｓクラスの壁及び床*が存在する。このうち，耐震評価において鉛直方向の地

震荷重を組み合わせて耐震評価を行っている，地盤（接地圧），基礎スラブ，Ｓクラ

スの壁及び床を本評価における評価対象部位として抽出した。 

耐震壁，並びにＳクラスの壁のうちセル壁，貯蔵区域の壁，受入れ室の壁，貯蔵室

等の壁（以下，「セル壁等」という。）については，Ｓｓ地震時に対する評価におい

て，水平方向の地震荷重により求まる各層の最大せん断ひずみ度が許容限界を超えな

いことを確認することで，構造強度，機能維持の確認が可能であり，鉛直方向の地震

荷重は組み合わせていない。以上のことから，耐震壁及びセル壁等のＳｓ地震時に対

する評価については本評価の対象外とする。 

各建物・構築物の評価対象部位及び応答比率の算定に用いる地震動の整理結果を第

4.1-1表に示す。 

 

注記 ＊：セル壁及び床，貯蔵区域の壁及び床，受入れ室の壁及び床，貯蔵室等

の壁及び床，プールの壁及び床 
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第4.1-1表 評価対象部位及び応答比率の算定に用いる地震動の整理結果 

 

地盤
（接地圧）

基礎，基礎スラブ 耐震壁

基準地震動Ss（鉛直）と
⼀関東評価⽤地震動（鉛直）

基準地震動Ss（鉛直）と
⼀関東評価⽤地震動（鉛直）

基準地震動Ss（鉛直）と
⼀関東評価⽤地震動（鉛直）

基準地震動Ss（鉛直）と
⼀関東評価⽤地震動（鉛直）

弾性設計⽤地震動Sd（鉛直）と
0.5×⼀関東評価⽤地震動（鉛直）

基準地震動Ss（鉛直）と
⼀関東評価⽤地震動（鉛直）

弾性設計⽤地震動Sd（鉛直）と
0.5×⼀関東評価⽤地震動（鉛直）

再処理施設 安全冷却⽔B冷却塔基礎 A4B(基礎) ○ ○ ― ― ― ― ―

施設区分

                                 評価対象部位及び
                                 応答⽐率の算定に⽤いる地震動
 
 建物・構築物名称

Sクラス壁  Sクラス床

○：対象建屋に当該評価対象部位が存在する場合
ー：対象建屋に当該評価対象部位が存在しない場合

1933
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4.2 評価対象部位の評価方法 

① 地盤（接地圧） 

地盤（接地圧）については，Ｓｓ地震時に対する評価として，水平地震力及び鉛

直地震力の組合せにより算出していることから，基礎スラブの要素の最大応答軸力

の応答比率（一関東評価用地震動（鉛直）/基準地震動Ｓｓ（鉛直））を割増係数

として設定し，各計算書に示す最大接地圧の検定比に乗じて検定比が1.000を超え

ないことを確認する。 

 

② 基礎スラブ 

基礎スラブについては，Ｓｓ地震時に対する評価として，上部構造からの水平地

震力及び鉛直地震力の組合せ応力を考慮することから，基礎スラブの直上の要素に

おける最大応答軸力の応答比率（一関東評価用地震動（鉛直）/基準地震動Ｓｓ

（鉛直））の最大値を割増係数として設定し，各計算書に示す応力評価結果の検定

比に乗じて検定比が1.000を超えないことを確認する。 

 

③ Ｓクラスの壁及び床 

a. Ｓクラスの壁 

Ｓクラスの壁のうち，セル壁等については，Ｓｄ地震時に対する評価として，

水平地震力及び鉛直地震力の組合せ応力を考慮することから，セル壁等の位置す

る要素における最大応答軸力の応答比率（0.5×一関東評価用地震動（鉛直）/弾

性設計用地震動Ｓｄ（鉛直））の最大値を割増係数として設定し，各計算書に示

す応力評価結果の検定比に乗じて検定比が1.000を超えないことを確認する。 

Ｓクラスの壁のうち，プールの壁については，Ｓｓ地震時に対する評価及びＳ

ｄ地震時に対する評価として，水平地震力及び鉛直地震力の組合せ応力を考慮す

ることから，プールの壁の位置する要素における最大軸応力度の応答比率（Ｓｓ

地震時の評価の場合は一関東評価用地震動（鉛直）/基準地震動Ｓｓ（鉛直），

Ｓｄ地震時の評価の場合は0.5×一関東評価用地震動（鉛直）/弾性設計用地震動

Ｓｄ（鉛直））の最大値を割増係数として設定し，各計算書に示す応力評価結果

の検定比に乗じて検定比が1.000を超えないことを確認する。 

  

1934
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b. Ｓクラスの床 

Ｓクラスの床については，Ｓｓ地震時に対する評価及びＳｄ地震時に対する評

価として，鉛直方向の地震荷重として慣性力を考慮することから，Ｓクラスの床

の位置する質点における鉛直方向の最大応答加速度の応答比率（Ｓｓ地震時の評

価の場合は一関東評価用地震動（鉛直）/基準地震動Ｓｓ（鉛直），Ｓｄ地震時

の評価の場合は0.5×一関東評価用地震動（鉛直）/弾性設計用地震動Ｓｄ（鉛

直））の最大値を割増係数として設定し，各計算書に示す応力評価結果の検定比

に乗じて検定比が1.000を超えないことを確認する。 

 

なお，①～③の評価において，応答比率の最大値が1.000を超えない場合は，その

時点で評価終了とする。また，割増係数を乗じた検定比が1.000を超える場合は，詳

細評価として，水平方向の基準地震動Ｓｓ－Ｃ４と一関東評価用地震動（鉛直），ま

たは水平方向の弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４と0.5×一関東評価用地震動（鉛直）を

組み合わせた地震荷重を用いた応力解析による評価を実施することとし，その評価方

法は，各計算書の評価方法に倣うものとする。 
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5. まとめ 

各建物・構築物について，一関東評価用地震動（鉛直）及び0.5×一関東評価用地震

動（鉛直）の影響評価結果の概要を第5.-1表に示す。（影響評価結果の詳細は別紙を参

照。） 

各建物・構築物の評価対象部位について，応答比率が1.000を超えないこと，または

応答比率が1.000を超える場合は，割増係数を乗じた検定比が1.000を超えないことを確

認した。 

以上のことから，各建物・構築物の耐震評価について，鉛直方向の地震荷重として一

関東評価用地震動（鉛直）及び0.5×一関東評価用地震動（鉛直）を考慮した場合にお

いても影響はなく，安全上支障がないことを確認した。 

  

1936
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第5.-1表 一関東評価用地震動（鉛直）及び0.5×一関東評価用地震動（鉛直）の 

影響評価結果（検定比一覧） 

 

 

注記 ＊1：応答比率が1.000を超えない場合，又は応答比率が1.000を超える場合でも割

増係数を考慮した検定比が1.000を超えない場合は，「影響なし」と表記す

る。 

＊2：各計算書に示す応力評価結果の検定比に応答比率から設定した割増係数を乗

じた時の最大値を示す。 

地盤
（接地圧）

基礎，
基礎スラブ

Sクラス
の壁

Sクラス
の床

再処理施設 安全冷却⽔B冷却塔基礎 A4B(基礎) 影響なし 影響なし ― ―

施設
区分

建物・構築物名称
影響評価結果*1＊2

1937
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1. 概要 

本資料は，「Ⅳ－２－４－１－１－１－１ 建物及び屋外機械基礎の一関東評価用地

震動（鉛直）に関する影響評価結果」本文の「3. 影響評価方針」に基づき，安全冷却

水Ｂ冷却塔（基礎）の耐震評価における鉛直方向の地震力の影響を受ける評価対象部位

について，鉛直方向の地震荷重として一関東評価用地震動（鉛直）を考慮した場合の影

響評価結果の詳細を示す。  

1940
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2. 一関東評価用地震動（鉛直）による入力地震動 

本文の「3. 影響評価方針」に示すとおり，割増係数の算出に用いる応答比率を算定

するために，一関東評価用地震動（鉛直）を用いた鉛直方向の地震応答解析（基本ケー

ス）を実施する。 

一関東評価用地震動（鉛直）について，安全冷却水Ｂ冷却塔の鉛直方向の入力地震動

として用いる，基礎底面位置（T.M.S.L.53.80m）における地盤応答の加速度応答スペク

トルを，基準地震動Ｓｓの同位置における地盤応答の加速度応答スペクトルと併せて第

2.-1 図に示す。 

なお，鉛直方向の入力地震動は基本ケースの地盤物性を用い，「Ⅳ－２－１－１－１

－１－１ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答計算書」に示す手法と同様に，１次元波

動論に基づき，解放基盤表面で定義される一関東評価用地震動（鉛直）に対する構築物

基礎底面レベルでの地盤の応答として評価したものである。 

 

 

 

第 2.-1 図 一関東評価用地震動（鉛直）による入力地震動の加速度応答スペクトル

（T.M.S.L.53.80m） 

  

：一関東評価用地震動（鉛直）

：Ss-A（V）

：Ss-B1（UD）

：Ss-B2（UD）

：Ss-B3（UD）

：Ss-B4（UD）

：Ss-B5（UD）

：Ss-C1（UD）

：Ss-C2（UD）

：Ss-C3（UD）

周 期(s)

加

速

度

(cm/s2)

凡例
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3. 応答比率の算定 

一関東評価用地震動（鉛直）による鉛直方向の地震応答解析は，「Ⅳ－２－１－１－

１－１－１ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答計算書」に示す鉛直方向の地震応答解

析モデルを用いる。第 3.-1 図に地震応答解析モデル（鉛直方向）を示す。 

基準地震動Ｓｓ（鉛直）の全波と一関東評価用地震動（鉛直）による鉛直方向の地震

応答解析結果の最大応答値（基本ケース）の比較，及び本文の「3. 影響評価方針」に

示した方法で算定した応答比率を第 3.-1 表～第 3.-2 表に示す。 

なお，基準地震動Ｓｓ（鉛直）による最大応答値（基本ケース）については全波をそ

れぞれ入力した場合の各々の波に対する最大応答値の包絡値を示す。 

基準地震動Ｓｓ（鉛直）による最大応答値に対する一関東評価用地震動（鉛直）によ

る最大応答値の応答比率は第 3.-1 表～第 3.-2 表より，最大応答加速度では

であり，最大応答軸力では である。  

1942
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第3.-1図 地震応答解析モデル（鉛直方向） 

  

注記 1：○数字は質点番号を示す。 

 2：□数字は要素番号を示す。 

 3：KVは底面鉛直ばねを示す。 

1943
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第3.-1表 基準地震動Ｓｓ（鉛直）と一関東評価用地震動（鉛直）の 

最大応答加速度の比較 

注記 ＊1：基本ケースの結果，網掛けは最大値を示す 

＊2：小数第4位を保守的に切上げ 

 

第3.-2表 基準地震動Ｓｓ（鉛直）と一関東評価用地震動（鉛直）の最大応答軸力の比較 

注記 ＊1：基本ケースの結果，網掛けは最大値を示す 

＊2：小数第4位を保守的に切上げ 

  

①基準地震動Ss
（鉛直）全波包絡

②一関東評価用
地震動（鉛直）

T.M.S.L.
(m)

質点番号
最大応答加速度（cm/s2）＊1

応答比率＊2

（②／①）

①基準地震動Ss
（鉛直）全波包絡

②一関東評価用
地震動（鉛直）

最大応答軸力（×103kN）＊1

応答比率＊2

（②／①）

T.M.S.L.
(m)

要素番号
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4. 評価結果 

安全冷却水Ｂ冷却塔（基礎）について地盤（接地圧），基礎スラブの評価を実施した。 

鉛直方向の地震力の影響を受ける評価対象部位について，以下のとおり一関東評価用

地震動（鉛直）の影響評価結果を示す。 

 

(1) 地盤（接地圧） 

地盤（接地圧）については，鉛直方向の地震荷重として軸力を考慮することから，

基礎スラブが位置するT.M.S.L. m～ m（要素番号3）の最大応答軸力の応

答比率を割増係数として設定する。第4.-1表に応答比率及び割増係数を示す。 

第4.-1表より，応答比率は であり1.000を超えないことから，地盤（接地圧）

の評価に及ぼす影響がないことを確認した。 

 

(2) 基礎スラブ 

基礎スラブは，鉛直方向の地震荷重として上部構造から基礎への軸力を考慮す

ることから，基礎スラブ上層T.M.S.L. m～ m（要素番号1～2）の最大応答

軸力の応答比率を割増係数として設定する。第4.-2表に応答比率及び割増係数を

示す。 

第4.-2表より，応答比率は であり1.000を超えないことから，基礎

スラブの耐震評価に及ぼす影響がないことを確認した。 

 

以上より，安全冷却水Ｂ冷却塔（基礎）の耐震評価について，鉛直方向の地震荷重とし

て一関東評価用地震動（鉛直）を考慮した場合においても，安全上支障がないことを確認

した。 
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第4.-1表 最大応答軸力の応答比率及び割増係数（地盤（接地圧）） 

T.M.S.L. 

(m) 

要素

番号 

最大応答軸力（×103kN）＊1 

応答比率＊2 

（②／①） 

割増 

係数＊3 

割増係数

を乗じた

評価の要

否 

①基準地震動

Ss（鉛直） 

全波包絡 

②一関東評価

用地震動 

（鉛直） 

- 不要 

注記 ＊1：基本ケースの結果，網掛けは最大値を示す 

＊2：小数第4位を保守的に切上げ 

＊3：応答比率が1.000を超えない場合は「-」とする 

 

 

 

 

 

 

  

注記 1：○数字は質点番号を示す。 

 2：□数字は要素番号を示す。 

3：破線囲みは該当する要素番号を示す。 
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第4.-2表 最大応答軸力の応答比率及び割増係数（基礎スラブ） 

T.M.S.L. 

(m) 

要素

番号 

最大応答軸力（×103kN）＊1 

応答比率＊2 

（②／①） 

割増 

係数＊3 

割増係数

を乗じた

評価の要

否 

①基準地震動

Ss（鉛直） 

全波包絡 

②一関東評価

用地震動 

（鉛直） 

- 不要 

注記 ＊1：基本ケースの結果，網掛けは最大値を示す 

＊2：小数第4位を保守的に切上げ 

＊3：応答比率が1.000を超えない場合は「-」とする 

 

 

 

 

 

注記 1：○数字は質点番号を示す。 

 2：□数字は要素番号を示す。 

3：破線囲みは該当する要素番号を示す。 
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令和４年 10 月７日 Ｒ２ 

 

 

 

別紙４－26 
 

 

 

一関東評価用地震動(鉛直)に関する

影響評価結果 

建物・構築物 

竜巻防護対策設備 

 

  

本添付書類は，別で定める方針に沿った評価・計算を示す書類であり，結果を示すもので

あることから，発電炉との比較は行わない。 

安全冷却水Ｂ冷却塔飛来物防護ネットは地盤応答を設計用モデルで実施しており，鉛直応

答が低くなる特徴を踏まえて，評価に用いた基準地震動 13 波に一関東評価用地震動（鉛

直）を考慮した地震動で耐震評価を以下にて実施している。 

・別紙４－21 安全冷却水Ｂ冷却水 飛来物防護ネットの計算書 

なお，前回提出から変更していない。 

1948



 

1 

飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ）の一関東評価用地震動

（鉛直）に関する影響評価結果については，「IV－２－２－２－１－２－１－１ 飛来物

防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ)の地震応答計算書」に記載する。 

1949



 

 

令和４年 11 月１日 Ｒ５ 

 

 

 

別紙４－27 
 

 

 

一関東評価用地震動(鉛直)に関する

影響評価結果 

 機器・配管系 

 
 

本添付書類は，別で定める方針に沿った評価・計算を示す書類であり，結果を示すもので

あることから，発電炉との比較は行わない。 

また，図書番号や数値は最終精査中。 

1950
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別紙１ 安全冷却水 B冷却塔
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1. 概要 

本資料は，「Ⅳ－２－４－１－１ 建物・構築物」にて示している一関東評価用地震動(鉛

直)を考慮した地震応答解析の結果を踏まえ，機器・配管系の耐震安全性への影響について説

明するものである。 

 

2. 影響評価方針 

設備の耐震設計において「Ⅳ－２－１ 再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書」

(以下「耐震計算書」という。）及び設計方針の「Ⅳ－１－１－11 配管系の耐震支持方針」

に示す標準支持間隔法(以下「定ピッチスパン法」という。)に示している設備の耐震安全性

については，一関東評価用地震動(鉛直)を除いた複数ある基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地

震動Ｓｄの建屋応答から設計用地震力として「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方

針」に基づき作成した設計用床応答曲線(FRS)又は最大床応答加速度(ZPA)若しくは加速度応

答時刻歴を用いて評価を行っている。 

これに対する一関東評価用地震動(鉛直)の影響評価は，基準地震動Ss-C4の鉛直地震動で

あることから，基準地震動と同じ扱いとして，作成方針に基づき±10%の拡幅した床応答スペ

クトル及び1.2倍した最大床応答加速度の地震力(以下「一関東(鉛直)地震力」という。)を作

成し，設計用地震力と一関東(鉛直)地震力の比較により影響評価を行う。 

なお，設備の耐震評価のうち加速度時刻歴を用いて評価している設備については，該当設

備の申請に合わせて説明する予定であり次回以降に詳細を説明する。 

 

3. 影響評価内容 

一関東(鉛直)地震力に対する影響評価内容としては，設計用地震力と一関東(鉛直)地震

力の加速度比較を行い，設計用地震力に対して一関東(鉛直)地震力が超過する場合は，超

過する周期帯(以下「超過周期帯」という。)に固有周期を有する設備を特定し，超過周期

帯の最大加速度比率を用いて耐震安全性に影響がないことの評価を行う。 

機能維持が要求される設備に対して加速度が超過する場合は，超過周期帯に固有周期を

有する設備を特定し，超過周期帯の最大加速度比率を用いて耐震安全性に影響がないこと

の評価を行う。 

定ピッチスパン法による標準支持間隔については，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支

持方針」において谷埋め及びピーク保持を考慮した設計用床応答曲線(FRS)により設計して

いることから，谷埋め及びピーク保持した設計用床応答曲線と一関東(鉛直)地震力の床応

答スペクトルの加速度比較を行い，上述と同様に超過する場合は，超過周期帯の最大加速

度比率を用いて耐震安全性に影響がないことの評価を行う。 

具体的な一関東(鉛直)地震力に対する影響評価の対応については，第 3-1図に示す。

1952



 

2 

 

 

 

4. 影響評価結果 

影響評価方針に基づき，設計用地震力と一関東(鉛直)地震力の比較による設備の耐震安全

性に影響を与えないことの影響評価した結果，影響がないことを確認した。各建屋の影響評

価結果については別紙に示す。 

なお，影響評価結果の示し方については，耐震計算書に示す設備毎の評価結果に対して最

大応力比（算出応力／許容応力）の結果について示す。 

設計方針である定ピッチスパン法による標準支持間隔については，標準支持間隔の最大応

力比（算出応力／許容応力）の結果について示す。 

第 3-1図 一関東評価用地震動(鉛直)の影響を考慮した影響評価対応フロー 
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Ⅳ－２－４－１－２－１ 別紙１ 

機器・配管系の一関東評価用地震動 

(鉛直)に関する影響評価結果 
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別紙 1-205 

設備ごとの影響評価の実施内容及び評価結果 

 
Ⅳ-2 再処理施設の耐震性に関する計算書 

Ⅳ-1-1-11 配管系の耐震支持方針 
影響評価結果＊1＊2 

添付書類番号 添付書類名称 
算出 

応力 

(MPa)  

許容 

応力 

(MPa) 
固有周期(s)＊3 

簡易評価 (5)詳細評価 

設計用 

地震力 

一関東 

(鉛直) 

地震力 

加速度 

比率 
(1) (2) 

(3) （４） 
算出 

応力 

(MPa) 

応力比 算出 

応力 

(MPa) 

応力比 

算出 

応力 

(MPa) 

応力比 

Ⅳ-2-1-2-1-1-1 

安全冷却水 B 

冷却塔の耐震 

計算書 

支持架構 - - - 〇        

支持架構

搭載機器
＊4 

構造強度 - - - 〇        

動的機能

維持＊1 
- - - 〇        

Ⅳ-1-1-11-1 

別紙 1-1 

安全冷却水 B冷却塔の 

直管部標準支持間隔 
- - - 〇        

注記＊1：算出応力及び許容応力については，各設備の評価内容に応じて次のとおり読み替えること。「ダクトの標準支持間隔：算出応力（発生曲げモーメント），許容応力（許容座屈モーメント）」,「機能維持要求

(加速度評価)：算出応力（評価用地震力），許容応力（機能確認済加速度）」，「機能維持要求(変位量)：算出応力（算出変位），許容応力（許容変位）」,「機能維持要求(荷重)：算出応力（算出荷重），許容

応力（許容荷重）」 

注記＊2：影響評価番号については，本紙に記載の「第 3.2-1 図 隣接建屋の影響を考慮した影響評価フロー」に則った番号を示す。 

注記＊3：固有周期欄については5次までの固有周期を示し，5次までに剛領域となった場合は，剛領域となった次数まで示す。また，(3)及び(4)については，最大の加速度比率の次数及び固有周期を()内に示す。 

注記＊4：支持架構搭載機器については，すべて剛な設備であることから支持架構搭載機器のうち最大の応力が発生している設備の結果を示す。 
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令和４年 11 月１日 Ｒ４ 

 

 

 

別紙４－28 
 

 

 

隣接建屋に関する影響評価結果 

 建物・構築物 

  建物及び屋外機械基礎 

 安全冷却水 B冷却塔の隣接建屋に

関する影響評価結果 

 
  

本添付書類は，別で定める方針に沿った評価・計算を示す書類であり，結果を示すもので

あることから，発電炉との比較は行わない。 

また，図書番号や数値は最終精査中。 
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 1 

1. 概要 

本資料は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」，「Ⅳ－１－１－２ 地盤の支持性能

に係る基本方針」，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」及び「Ⅳ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」に基づく隣接建屋の影響を考慮した地震応答解析及び建物・構築物

の耐震性について，以下の添付書類とあわせて説明するものである。なお，機器・配管系

の耐震評価に対する隣接建屋の影響については，本資料で示す隣接建屋の影響を考慮し

た地震応答解析より得られた床応答に基づき，「Ⅳ－２－４－２ 隣接建屋に関する影響

評価結果」のうち，「Ⅳ－２－４－２－２ 機器・配管系」で説明する。 

 

・「Ⅳ－２－１－１－１－１－１ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答計算書」 

・「Ⅳ－２－１－１－１－１－２ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の耐震計算書」 
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1.1 位置 

評価対象建屋である安全冷却水Ｂ冷却塔基礎と，隣接建屋と設定する分析建屋の配

置位置を第 1.1-1 図に示す。 

 
 

第 1.1-1 図 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎，分析建屋の設置位置 

 

分析建屋 

安全冷却水 B冷却塔基礎 

1959
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1.2 構造概要 

安全冷却水系Ｂ冷却塔基礎は，「Ⅳ－２－１－１－１－１－１ 安全冷却水Ｂ冷却塔

基礎の地震応答計算書」のうち「2.2 構造概要」に示すとおり，ファン駆動部，管束，

ルーバとこれを支持する鉄骨造からなる冷却塔を支持するための鉄筋コンクリート造

の基礎である。平面規模は主要部分で m(NS)× m(EW)であり,周囲を鉄骨造の飛

来物防護ネットに囲われている。 

安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の東側に隣接する分析建屋は，地下 3階，地上 3階建で，主

体構造は鉄筋コンクリート造である。平面規模は主要部分で m（NS）× m（EW）

であり，建屋の高さは基礎スラブ下端から mである。 

これら建物・構築物の概略平面図を第 1.2-1 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.2-1 図 概略平面図 

  

  

（隣接建屋） 
分析建屋 

（評価対象建屋） 
安全冷却水 B冷却塔基礎 

18.5m 
 

m 

m 

m 

m 

飛来物防護ネット 

：本資料で考慮する建物・構築物 
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1.3 検討方針 

隣接建屋を考慮した地震応答解析は，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」

に基づいて行う。 

FEM を用いた検討として，実際の建屋配置状況に則して各建屋を配置する場合と，建

屋を単独でモデル化する場合の地震応答解析を実施し，両者の建屋応答の比較から得

られる応答比率を用いて建物・構築物の耐震評価に与える影響を確認する。 

隣接建屋を考慮した評価のフローを第 1.3-1 図に示す。なお，機器・配管系の耐震評

価に対する隣接建屋の影響については，本資料で示す隣接建屋の影響を考慮した地震

応答解析より得られた床応答に基づき，「Ⅳ－２－４－２ 隣接建屋に関する影響評価

結果」のうち，「Ⅳ－２－４－２－２ 機器・配管系」で説明する。 

 

 

 

第 1.3-1 図 隣接建屋を考慮した評価のフロー 

 

評価開始

解析モデルの設定

検討用地震動の設定

隣接建屋を考慮した
地震応答解析

建屋単独でモデル化した
地震応答解析

解析結果

建物・構築物
応答増幅の評価

機器・配管系
応答増幅の評価

・応答加速度
・応答せん断力
・応答曲げモーメント ・応答加速度
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1.4 準拠規格・基準等 

地震応答解析及び施設の耐震性の確認において準拠する規格・基準等は，「Ⅳ－１－

１ 耐震設計の基本方針」のうち「2.2 準拠規格」と同一とする。 
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2. 隣接建屋の影響を考慮した地震応答解析 

本検討で用いる地震応答解析モデルは，建屋を質点系モデルとし，地盤を 3次元 FEM モ

デルとした地盤 3次元 FEM モデルとする。 

建物・構築物は，評価対象建屋である安全冷却水Ｂ冷却塔基礎に加えて，当該評価対象

建屋に隣接する分析建屋と飛来物防護ネットをモデル化に考慮する。 

地震応答解析は，解析コード「NAPISOS Ver.2.0」を用いる。なお，解析コードの検証

及び妥当性確認等の概要については，「Ⅳ－３ 計算機プログラム（解析コード）の概要」

に示す。 

 

2.1 検討ケース 

検討にあたっては，実際の建屋配置状況に則して各建屋を配置した場合の地震応答

解析モデル（以下，「隣接モデル」という。）と，各建屋（評価対象建屋）を単独でモ

デル化した場合の地震応答解析モデル（以下，「単独モデル」という。）を用いる。検

討は，各ケースそれぞれについて水平方向の NS 方向及び EW 方向の 2 成分について行

う。 

解析ケースの一覧を第 2.1-1 表に示す。また，第 2.1-1 図及び第 2.1-2 図に各解析

ケースのモデルの概要を示す。 

 

第 2.1-1 表 解析ケース一覧 

解析 

ケース 
解析モデル モデル化する建屋 

隣接 隣接モデル 
・安全冷却水Ｂ冷却塔基礎（A4B） 

・分析建屋（AH） 

A4B 単独 単独モデル ・安全冷却水Ｂ冷却塔基礎（A4B） 

 

  

1963
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（a）全体図 

 

 

 

（b）建屋周辺図 

 

第2.1-1図 隣接モデルの概要 

 

  

安全冷却水Ｂ冷却塔基礎 

（A4B） 

1964
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（a）全体図 

 

 

（b）建屋周辺図 

 

第2.1-2図 単独モデルの概要（安全冷却水Ｂ冷却塔基礎） 

 

  

安全冷却水Ｂ冷却塔基礎 

（A4B） 

1965
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2.2 建屋のモデル化 

建屋モデルは，「Ⅳ－２－１ 再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書」に示

す解析モデルの諸元に倣うものとする。 

飛来物防護ネットのモデルは，支持架構の固有振動数と安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の

固有振動数が大きく離れており，支持架構の振動が周辺地盤を介して安全冷却水Ｂ冷

却塔基礎の応答に与える影響は小さいと考えられることから，総重量（支持架構+基礎）

を集約した基礎部分を梁要素でモデル化する。また，杭基礎部分は，剛性の高い地盤改

良体に設置されており，当該部分の地盤剛性に与える影響は軽微であると考えられる

ため考慮しない。 

また，本検討の検討用地震動は，「2.5 検討用地震動及び検討用モデルへの入力方

法」で後述するとおり弾性設計用地震動Ｓｄ（Ｓｄ－Ａ）であり，建屋はほぼ弾性状態

と考えられることから，建屋モデル各部材の非線形特性は考慮しない。 

各モデルは基礎の中心に各建屋モデルを配置する。 

安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答解析モデルの設定に用いた使用材料の物性値を

第 2.2-1 表に，建屋モデル図を第 2.2-1 図に，解析諸元を第 2.2-2 表に示す。分析建屋

の地震応答解析モデルの設定に用いた使用材料の物性値を第 2.2-3 表に，建屋モデル

図を第 2.2-2 図に，解析諸元を第 2.2-4 表に示す。また，飛来物防護ネット基礎の解析

諸元を第 2.2-5 表に示す。 

1966
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第 2.2-1 表 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の使用材料の物性値 

使用材料 

ヤング係数 

E 

（N/mm2） 

せん断 

弾性係数 

G 

（N/mm2） 

減衰定数 

h 

（%） 

備考 

鉄筋コンクリート 

コンクリート： 

Fc=23.5（N/mm2） 

（Fc=240（kgf/cm2)） 

鉄筋：SD345 

2.25×104 9.38×103 5 基礎 

支持架構 

 鉄骨架構 ：  

              

              

  基礎ボルト：  

冷却塔 

(支持架構） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.2-1図 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の建屋モデル図 

  

（基礎） 

h=5% 

（支持架構

h= % 

注記 1：○数字は質点番号を示す。 

2：□数字は要素番号を示す。 

3：地盤ばね（Ks,KR）は剛として 

地盤と結合する。 

1967
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第 2.2-2 表 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の解析諸元 

(a) NS 方向 

質
点
番
号 

質点位置 

 

T.M.S.L. 

(m) 

重量 

 

W 

(kN) 

回転慣性 

重量 

Ig 

(×106kN･m2) 

要
素
番
号 

要素位置 

 

T.M.S.L. 

(m) 

断面二次 

モーメント 

I 

(×104m4) 

せん断 

断面積 

AS 

(m2) 

－ － － － 

構築物総重量 － － － － － 

 

(b) EW 方向 

質
点
番
号 

質点位置 

 

T.M.S.L. 

(m) 

重量 

 

W 

(kN) 

回転慣性 

重量 

Ig 

(×106kN･m2) 

要
素
番
号 

要素位置 

 

T.M.S.L. 

(m) 

断面二次 

モーメント 

I 

(×104m4) 

せん断 

断面積 

AS 

(m2) 

－ － － － 

構築物総重量 － － － － － 

 

  

1968
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第 2.2-3 表 分析建屋の使用材料の物性値 

使用材料 

ヤング係数 

E 

(N/mm2) 

せん断 

弾性係数 

G 

(N/mm2) 

減衰定数 

h 

(%) 

コンクリート： 

Fc=29.4(N/mm2) 

(Fc=300kgf/cm2) 

鉄筋：SD345 

2.43×104 1.01×104 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.2-2図 分析建屋の建屋モデル図 

  

h=5% 
（単位：m） 

T.M.S.L.

T.M.S.L.

T.M.S.L.

T.M.S.L.

T.M.S.L.

T.M.S.L.

T.M.S.L.

T.M.S.L.

2 

3 

4 

5 

7 

8 

1 

K S1 

K S2   

K S4 

K S5 

K 
S 

K 
R

1 

4 

2 

3 

5 

7 

6 
K S3   

6 

注記 1：○数字は質点番号を示す。 

2：□数字は要素番号を示す。 

3：地盤ばね（Ks,KR）は剛として 

地盤と結合する。 

1969
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第 2.2-4 表 分析建屋の解析諸元 

(a) NS 方向 

質
点
番
号 

質点位置 

 

T.M.S.L. 

(m) 

重量 

 

W 

(kN) 

回転慣性 

重量 

Ig 

(×106kN･m2) 

要
素
番
号 

要素位置 

 

T.M.S.L. 

 (m) 

断面二次 

モーメント 

I 

(×104m4) 

せん断 

断面積 

AS 

(m2) 

○1    31780  0.8 □1  0.16   44.6 

○2   257330 45.2 □2  4.43  204.9 

○3   182500 32.0 □3  4.22  203.4 

○4   195400 34.3 □4  4.42  215.5 

○5   164920 28.9 □5  4.50  239.3 

○6   262360 46.1 □6  4.52  243.4 

○7   240510 42.2 □7 83.90 4791.3 

○8   162240 28.4 － － － － 

建屋総重量 1497040 － － － － － 

 

(b) EW 方向 

質
点
番
号 

質点位置 

 

T.M.S.L. 

(m) 

重量 

 

W 

(kN) 

回転慣性 

重量 

Ig 

(×106kN･m2) 

要
素
番
号 

要素位置 

 

T.M.S.L. 

(m) 

断面二次 

モーメント 

I 

(×104m4) 

せん断 

断面積 

AS 

(m2) 

○1  31780   3.8 □1   0.21   26.6 

○2 257330 234.3 □2  44.54  404.9 

○3 182500 166.1 □3  43.64  400.9 

○4 195400 177.9 □4  44.01  407.1 

○5 164920 150.1 □5  45.48  416.2 

○6 262360 238.9 □6  47.40  428.7 

○7 240510 219.0 □7 436.00 4791.3 

○8 162240 147.7 － － － － 

建屋総重量 1497040 － － － － － 

 

  

1970
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第 2.2-5 表 飛来物防護ネット基礎の解析諸元 

単位重量＊ 

W 

(kN/m) 

基礎梁断面 

B（mm）×D（mm） 

減衰定数 

h 

233 3600×3000 0.05 

注記 ＊：飛来物防護ネットの総重量（支持架構＋基礎：62990kN）と飛来物防護ネッ

ト基礎が位置する部分の総重量が等価となるように設定 

 

  

1971
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2.3 地盤モデルの詳細 

地盤モデルを第2.3-1図に示す。地盤はソリッド要素でモデル化し，平面的には NS 方

向 337.75m,EW 方向 471.95m の領域を，深さ方向は T.M.S.L.-70.0m（解放基盤表面）～

T.M.S.L.55.0m（地表面）の領域をモデル化する。深さ方向のメッシュサイズは，「原

子力発電所耐震設計技術指針 JEAG 4601-1987（（社）日本電気協会）」に基づき，地

盤の S波速度 Vs に対応する波長の 1/5 以下を目安として設定する。 

地盤モデルは，「Ⅳ－２－１－１－１－１－１ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答

計算書」のうち「3.2 地震応答解析モデル」と整合するよう構成される水平成層地盤

とする。ただし，建屋周辺に分布する改良地盤及び埋戻し土を実態に即してモデル化す

ることで，隣接建屋の影響をより精緻に評価する。なお，単独モデルでは，隣接モデル

において隣接建屋が埋め込まれていた部分を周辺の支配的な地盤である MMR，細粒砂岩

及び粗粒砂岩に置き換えた地盤モデルとする。なお，洞道については，洞道周辺に分布

する地盤に置き換えることとする。 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａにおける地盤物性を第 2.3-1表～第 2.3-3表に示す。地盤

物性は，「Ⅳ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針」のうち「3. 地盤の解析

用物性値」に基づき設定することとし，地盤のひずみ依存特性を考慮して求めた収束物

性値を用いる。また，地盤の減衰はレーリー減衰とし，基準振動数は，「2.4 検討用

地震動及び検討用モデルへの入力方法」で後述するように評価対象建屋の基礎底面及

び地表面レベルにおける地盤の応答が 1 次元波動論に基づき算定した地盤の応答と等

価となるように設定する。 

地盤の境界条件は，底面粘性境界及び側方粘性境界とする。 

  

1972
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(a) 全体図 

 

 

(b) 基礎底面部拡大図 

第2.3-1図 地盤モデル 

  

1973
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第 2.3-1表 地盤物性値（Ｓｄ－Ａ） 

 

 

第 2.3-2表 地盤物性値（埋戻し土，Ｓｄ－Ａ） 

 
 

第 2.3-3表 地盤物性値（改良地盤，Ｓｄ－Ａ） 

 

f1 f2

▽地表

粗粒砂岩
▽AHの基礎底面

泥岩（下部層）
▽解放基盤表面

0.5 30

53.80

39.00

レーリー減衰の
基準振動数（Hz）標高

T.M.S.L.（m）

単位体積

重量γt

（kN/m3）

S波速度

Vs（m/s）

P波速度

Vp（m/s）
減衰定数

h

-25.57

-70.00
16.9 790 1880

37.08

36.82
18.3 667 1870

0.01

細粒砂岩 9.02

細粒砂岩

18.3 674 0.01
▽A4Bの基礎底面

55.00

1890
MMR

16.9 783 1860 0.01

0.02

18.1 925 2010 0.02

18.3 643 1800 0.02

18.3 671 1880 0.02

f1 f2
▽地表

標高
T.M.S.L.（m）

単位体積

重量γt

（kN/m3）

S波速度

Vs（m/s）

P波速度

Vp（m/s）
減衰定数

h

レーリー減衰の
基準振動数（Hz）

55.00
▽A4Bの基礎底面

17.8 177 418 0.03

0.5 30

53.80

53.05

埋戻し土

17.9 178 419 0.05
50.03

18.0 184 433 0.07
47.65

46.12
18.1 207 487 0.07

42.80

18.0 191 451 0.07

39.32
0.07

37.08

18.2 228 538 0.07

0.06
36.82▽AHの基礎底面 18.3 251 592

18.2 243 573

細粒砂岩

f1 f2
▽地表

標高
T.M.S.L.（m）

単位体積

重量γt

（kN/m3）

S波速度

Vs（m/s）

P波速度

Vp（m/s）
減衰定数

h

レーリー減衰の
基準振動数（Hz）

37.08

42.80

46.12

▽A4Bの基礎底面

16.9

795 1580

改良地盤
784

781 1550

1560

784 1560

53.80

53.05
792 1570

55.00

0.003
50.03

788 1560 0.004
47.65

0.006

0.001

0.007

0.5 30

36.82▽AHの基礎底面 781 1550 0.008

39.32
781 1550 0.008

細粒砂岩

0.005

1974
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2.4 検討用地震動及び検討用モデルへの入力方法 

本検討は，隣接建屋の影響程度の把握を主たる検討目的としていることから，材料の

非線形特性による影響を受けないよう，地震応答解析は線形解析とする。検討用地震動

は，「Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」のうち「7. 

弾性設計用地震動Ｓｄ」に示す解放基盤表面レベルで定義された弾性設計用地震動Ｓ

ｄのうち，卓越周期に著しい偏りがなく，継続時間が長いＳｄ－Ａを用いる。Ｓｄ－Ａ

の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトルを第 2.4-1 図及び第 2.4-2 図に示す。 

検討用モデルへの入力は第 2.4-3 図に示すように，評価対象建屋である安全冷却水

Ｂ冷却塔基礎の基礎下位置における自由地盤の応答が，Ｓｄ－Ａが入射した時の 1 次

元波動論による応答計算と等価となるように地盤 3 次元 FEM モデルの底面に入力する

＊。なお，入力の方向は，NS 方向及び EW 方向それぞれに対して行うこととする。 

1 次元波動論による入力地震動の算定には，解析コード「REFLECT Ver.2.0」を用い

る。なお，解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，「Ⅳ－３ 計算機プ

ログラム（解析コード）の概要」に示す。 

 

注記 ＊：評価対象建屋の基礎底面における地盤の応答が 1 次元波動論に基づき算定

した地盤の応答と等価となるようにレーリー減衰の基準振動数を調整して

いる。 

 

第 2.4-1 図 Ｓｄ－Ａの加速度波形 

 

 

第 2.4-2 図 Ｓｄ－Ａの加速度応答スペクトル  

0 50 100 150
-400

-200

0

200

400

加
速

度
(
c
m
/
s2
)

364.0

時間(s)

1975
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第 2.4-3 図 地盤 3DFEM モデルへ入力する地震動の概念図 

  

地表面

基礎下

支持地盤

地表面

基礎下

表層地盤

Sd-A

地表面 基礎下

①1次元波動論 ②自由地盤FEMモデル

地表面

基礎下

②’自由地盤FEMモデル

①と②’の基礎下及び地表面
での応答が等価となるように

レーリー減衰の基準振動数を設定

地盤3次元FEMモデルへ
入力する地震動

表層地盤 表層地盤

等価な応答

概ね等価な応答

支持地盤 支持地盤

1976
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2.5 地震応答解析結果 

安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の最大応答値を第 2.5-1 図～第 2.5-6 図及び第 2.5-1 表～

第 2.5-6 表に示す。なお，応答比率は少数第 4位を保守的に切上げた値を示す。 

  

1977
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第2.5-1図 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の最大応答加速度（NS方向） 

 

第2.5-1表 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の最大応答加速度一覧表（NS方向） 

  

  

（cm/s ）（cm/s2）

（cm/s2）

T.M.S.L.(m)

T.M.S.L.(m)

T.M.S.L.(m)

単独モデル

隣接モデル

①単独モデル ②隣接モデル
質点番号

T.M.S.L.
(m)

最大応答加速度(cm/s2) 応答比率
（②/①）

1978
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第2.5-2図 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の最大応答せん断力（NS方向） 

 

第2.5-2表 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の最大応答せん断力一覧表（NS方向） 

 

（×10 kN）（×103kN）

（×103kN）

T.M.S.L.(m)

T.M.S.L.(m)

T.M.S.L.(m)

単独モデル

隣接モデル

①単独モデル ②隣接モデル

応答比率
（②/①）

T.M.S.L.
(m)

要素番号
最大応答せん断力(×103kN)

1979
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第2.5-3図 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の最大応答曲げモーメント（NS方向） 

 

第2.5-3表 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の最大応答曲げモーメント一覧表（NS方向） 

  

  

（×104kN･m）（×10 kN･m）

（×104kN･m）

T.M.S.L.(m)

T.M.S.L.(m)

T.M.S.L.(m)

単独モデル

隣接モデル

①単独モデル ②隣接モデル

T.M.S.L.
(m)

要素番号 最大応答曲げモーメント(×104kN･m) 応答比率
（②/①）

1980
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第2.5-4図 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の最大応答加速度（EW方向） 

 

第2.5-4表 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の最大応答加速度一覧表（EW方向） 

 

  

）（cm/s ）

（cm/s2）

T.M.S.L.(m)

T.M.S.L.(m)

T.M.S.L.(m)

単独モデル

隣接モデル

①単独モデル ②隣接モデル
質点番号

T.M.S.L.
(m)

最大応答加速度(cm/s2) 応答比率
（②/①）

1981
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第2.5-5図 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の最大応答せん断力（EW方向） 

 

第2.5-5表 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の最大応答せん断力一覧表（EW方向） 

 

kN）（×10 kN）

（×103kN）

T.M.S.L.(m)

T.M.S.L.(m)

T.M.S.L.(m)

単独モデル

隣接モデル

①単独モデル ②隣接モデル

T.M.S.L.
(m)

要素番号
最大応答せん断力(×103kN) 応答比率

（②/①）

1982
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第2.5-6図 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の最大応答曲げモーメント（EW方向） 

 

第2.5-6表 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の最大応答曲げモーメント一覧表（EW方向） 

 

  

（×104kN･m）N･m）

N･m）

T.M.S.L.(m)

T.M.S.L.(m)

T.M.S.L.(m)

単独モデル

隣接モデル

①単独モデル ②隣接モデル

T.M.S.L.
(m)

要素番号 最大応答曲げモーメント(×104kN･m) 応答比率
（②/①）

1983
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3. 建物・構築物の応答増幅の評価 

「2.6 地震応答解析結果」で算定した隣接建屋を考慮した応答比率（割増係数）と，「Ⅳ

－２－１－１－１－１－２ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の耐震計算書」の耐震評価結果より

隣接建屋の影響評価を行う。 

 

3.1 検討対象部位及び検討方法 

検討対象部位 

検討対象部位は，「Ⅳ－２－１－１－１－１－２ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の耐

震計算書」において耐震評価を実施している部位のうち，水平方向の地震力の影響

を受ける部位として，地盤（接地圧）及び基礎スラブとする。 

  

1984
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地盤（接地圧）の検討方法 

地盤（接地圧）の評価フローを第 3.1.2-1 図に示す。 

地盤（接地圧）については，Ｓｓ地震時に対する評価として，水平地震力及び

鉛直地震力の組合せにより算出していることから，基礎スラブ下端の最大応答曲

げモーメントの応答比率を割増係数として設定し，割増係数が1.000を超える場

合には，「Ⅳ－２－１－１－１－１－２ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の耐震計算

書」のうち「5.1.1 接地圧の評価結果」に示す地盤物性のばらつきを考慮した

最大接地圧の検定比に乗じて検定比が1.000を超えないことを確認する。 

また，割増係数を乗じた検定比が1.000を超える場合には，詳細評価として，

割増係数を考慮した地震荷重を用いた応力解析による評価を実施する。 

 

 

第 3.1.2-1 図 地盤（接地圧）の評価フロー 

  

（2）

評価終了

応答比率≦1.000
応答比率＞1.000

割増係数を乗じた
検定比≦1.000

割増係数を乗じた
検定比＞1.000

（3）

（4）

応答比率から設定した割増係数を
評価部位の検定比に乗じた評価

隣接建屋の影響による
応答比率の算定

詳細評価

別途確認

検定比＞1.000

検定比≦1.000

評価開始

地盤3次元FEMモデルを用いた
地震応答解析（隣接建屋有・無）

の実施

（5）

（1）

1985
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基礎スラブの検討方法 

基礎スラブの評価フローは，第 3.1.2-1 図に示す地盤（接地圧）の評価フローと

同様とする。 

基礎スラブに対する評価には，上部構造から伝わる基礎スラブへの地震時反力

を地震荷重として考慮することから，基礎スラブ直上の部材における応答比率を

割増係数として設定し，割増係数が 1.000 を超える場合には，「Ⅳ－２－１－１－

１－１－２ 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の耐震計算書」のうち「5.2.1 基礎スラブ

の評価結果」に示す地盤物性のばらつきを考慮した評価結果の検定比に乗じて検

定比が 1.000 を超えないことを確認する。この際，割増係数にはせん断力及び曲げ

モーメントのうち大きい方の応答比率を用いる。 

 

 

3.2 検討結果 

水平方向の地震力の影響を受ける評価対象部位について，以下のとおり隣接建屋の

影響評価を示す。 

 

(1) 地盤（接地圧） 

地盤（接地圧）については，水平方向の地震荷重として曲げモーメントを考慮するこ

とから，基礎下端における最大応答曲げモーメントの応答比率の最大値を割増係数と

して設定する。第 3.2-1 表に応答比率及び割増係数を示す。 

第 3.2-1 表より，EW 方向は割増係数は であることから，地盤（接地圧）の評

価に及ぼす影響がないことを確認した。NS 方向は割増係数が と 1.000 を超える

ことから，割増係数を乗じた評価結果を第 3.2-2 表に示す。第 3.2-2 表より，NS 方向

について耐震計算書に示す評価結果の検定比に割増係数を乗じた場合においても，検

定比は最大で であり，検定比が 1.000 を超えないことを確認した。 

 

(2) 基礎スラブ 

基礎スラブは，水平方向の地震荷重として上部構造から基礎への曲げモーメント及

びせん断力を考慮することから，基礎スラブ直上の部材における最大応答せん断力及

び最大応答曲げモーメントの応答比率の最大値を割増係数として設定する。第 3.2-3 表

に応答比率及び割増係数を示す。 

第 3.2-3 表より，割増係数が と 1.000 を超えることから，割増係数を乗じた

評価結果を第 3.2-4 表に示す。第 3.2-4 表より，耐震計算書に示す評価結果の検定比に

割増係数を乗じた場合においても，検定比は最大で であり，検定比が 1.000 を超

えないことを確認した。 

1986
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第 3.2-1 表 基礎下端における最大応答曲げモーメント 

の応答比率及び割増係数（地盤（接地圧）） 

方向 
T.M.S.L. 

(m) 

要素

番号 

最大応答曲げモーメント 

（×104kN・m）＊1 応答比率＊2 

（②／①） 

割増 

係数＊3 

割増係数を

乗じた評価

の要否 
①単独 

モデル 

②隣接 

モデル 

NS 要 

EW 不要 

注記 ＊1：網掛けは最大値を示す 

＊2：小数第4位を保守的に切上げ 

＊3：応答比率が1.000を超えない場合は1.000とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.2-2 表 接地圧の評価結果（基準地震動Ｓｓ）＊1 

方向 
最大接地圧 

(kN/m2) 

極限支持力度 

(kN/m2) 

① 

検定比＊2＊3 

② 

割増係数 

①×② 

検定比＊3 
判定 

NS OK 

注記 ＊1：地盤物性のばらつきを考慮した結果 

＊2：①検定比＝（最大接地圧）/（極限支持力度） 

＊3：有効数字 3桁表記（4桁目を保守的に切り上げ） 

 

  

（単位：m）
T.M.S.L
T.M.S.L

T.M.S.L.

T.M.S.L.

注記 1：○数字は質点番号を示す 

 2：□数字は要素番号を示す 

3：破線囲みは該当する要素番号を示す 

1987
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第3.2-3表 基礎スラブ直上の最大応答せん断力及び最大応答曲げモーメント 

の応答比率及び割増係数（基礎スラブ） 

方向 
T.M.S.L. 

(m) 

要素

番号 
応力 

①単独 

モデル 

②隣接 

モデル 

応答 

比率＊2 

(②/①） 

割増 

係数＊3 

割増係数

を乗じた

評価の 

要否 

NS 

- 

- 

- 

- 

EW 

- 

- 

- 

- 

割増係数（最大値）＊4  要 

注記 ＊1：網掛けは最大値を示す 

＊2：小数第4位を保守的に切上げ 

＊3：応答比率が1.000を超えない場合は1.000とする 

＊4：NS方向及びEW方向の包絡値を割増係数として設定する 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：m）
T.M.S.L
T.M.S.L

T.M.S.L.

T.M.S.L.

注記 1：○数字は質点番号を示す 

 2：□数字は要素番号を示す 

3：破線囲みは該当する要素番号を示す 

1988
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第 3.2-4 表 基礎スラブの評価結果（基準地震動Ｓｓ） 

(1) 軸力及び曲げモーメントに対する評価＊1 

方向 
要素 

番号 

荷重組合せ 

ケース 

（水平加力方向） 

発生曲げ 

モーメント 

(kN･m/m) 

許容値 

(kN･m/m) 

＊2 

① 

検定比 

＊3＊4 

② 

割増係数 

①×② 

検定比 

＊4 

判定 

NS OK 

EW OK 

注記 ＊1：地盤物性のばらつきを考慮した結果 

＊2：許容値は曲げ終局強度を示す 

＊3：①検定比＝（発生曲げモーメント）/（許容値） 

＊4：有効数字 3桁表記（4桁目を保守的に切り上げ） 

 

(2) 面外せん断力に対する評価＊1 

方向 
要素 

番号 

荷重組合せ 

ケース 

（水平加力方向） 

発生面外 

せん断力 

(kN/m) 

許容値 

(kN/m) 

＊2 

① 

検定比 

＊3＊4 

② 

割増係数 

①×② 

検定比 

＊4 

判定 

NS OK 

EW OK 

注記 ＊1：地盤物性のばらつきを考慮した結果 

＊2：許容値は面外せん断終局強度を示す 

＊3：①検定比＝（発生面外せん断力）/（許容値） 

＊4：有効数字 3桁表記（4桁目を保守的に切り上げ） 

 

1989
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隣接建屋に関する影響評価結果 

建物・構築物 

竜巻防護対策設備 

 

 
  

安全冷却水Ｂ冷却塔飛来物防護ネットの周辺構造物の影響について補足にて考慮してお

り，計算書としては記載しないため欠番とする 

1990
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隣接建屋に関する影響評価結果 

 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

本添付書類は，別で定める方針に沿った評価・計算を示す書類であり，結果を示すもので

あることから，発電炉との比較は行わない。 

また，図書番号や数値は最終精査中。 

1991
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1. 概要 

本資料は，「Ⅳ－２－４－２－１ 建物・構築物」にて示している隣接建屋の影響を考慮

した地震応答解析の結果を踏まえ，機器・配管系の耐震安全性への影響について説明するも

のである。 

 

2. 影響評価方針 

設備の耐震設計において「Ⅳ－２－１ 再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書」

（以下「耐震計算書」という。）及び設計方針の「Ⅳ－１－１－11 配管系の耐震支持方針」

に示す標準支持間隔法(以下「定ピッチスパン法」という。)に示している設備の耐震安全

性については，複数ある基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄの建屋応答から設計用

地震力として「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき作成した設計用

床応答曲線(FRS) 又は最大床応答加速度(ZPA)若しくは加速度応答時刻歴を用いて評価を

行っている。 

これに対する隣接建屋の影響評価は，耐震設計での不確かさの考慮として含まれていな

いことから，基準地震動と同様の扱いとして，作成方針に準じた±10%の拡幅相当の床応答

スペクトル及び1.2倍した最大床応答加速度の地震力（以下「隣接影響地震力」という。）

を作成し，設計用地震力と隣接影響地震力の比較により影響評価を行う。 

なお，隣接建屋による影響は，鉛直加速度への影響が小さいことを踏まえて，水平方向

を影響評価の対象とする。 

加速度時刻歴を用いて評価をしている設備については該当設備の申請に合わせて説明す

る予定であり次回以降に詳細を説明する。 

 

3. 影響評価内容 

3.1 隣接建屋の影響を考慮した地震力の算定方法 

隣接影響地震力の算定については，実際の建屋配置状況に則した配置の解析モデル（以

下「隣接モデル」という。）と各建屋を単独のモデルとした解析モデル（以下「単独モデル」

という。）を用いた，以下の方法により作成する。 

(1) 隣接モデルの床応答スペクトル及び単独モデルの床応答スペクトルを用いて，周期毎

に加速度の比較を行い，加速度比率を算定する。 

(2) 設計用地震力の応答に加速度比率を周期毎に乗じて隣接影響地震力を作成する。床応

答スペクトルの応答に加速度比率を周期毎に乗じて隣接影響地震力を作成する場合は，

基準地震動と同様の扱いとすることから±10%の拡幅処理を行う。 

※隣接モデル及び単独モデルの床応答スペクトルは，建物・構築物の隣接建屋の影響検討により選定

した Sd-Aを用いる。 

 

なお，剛な設備においては，設計用地震力の最大床応答加速度に隣接モデルの最大床応

1993
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答加速度と単独モデルの最大床応答加速度から得られた加速度比率を乗じ，算定した値に

1.2倍を考慮する。 

 

3.2 隣接建屋の影響を考慮した地震力による影響評価 

隣接影響地震力に対する影響評価の内容としては，設計用地震力と隣接影響地震力の加

速度比較を行い，設計用地震力に対して隣接影響地震力が超過する場合は，超過する周期

帯（以下「超過周期帯」という。）に固有周期を有する設備を特定し，超過する固有周期

の最大加速度比率と耐震計算書の評価結果の耐震裕度を用いて耐震安全性に影響がない

ことの評価を行う。 

定ピッチスパン法による標準支持間隔は，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」

において谷埋め及びピーク保持を考慮した設計用地震力により設定していることから，谷

埋め及びピーク保持した設計用床応答曲線と隣接影響地震力の床応答スペクトルの加速

度比較を行い，上述と同様に超過する場合は，超過周期帯の最大加速度比率を用いて耐震

安全性に影響がないことの評価を行う。 

具体的な隣接影響地震力に対する影響評価の対応については，第 3.2-1図に示す。 

 

 

  

1994
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4. 影響評価結果 

影響評価方針に基づき，設計用地震力と隣接影響地震力の比較による設備の耐震安全性

に影響を与えないことの影響評価した結果，影響がないことを確認した。 

各建屋の影響評価結果については別紙に示す。 

なお，影響評価結果の示し方は，耐震計算書に示す設備毎の評価結果に対して最大応力

比（算出応力／許容応力）の結果を示す。 

設計方針である定ピッチスパン法による標準支持間隔については，標準支持間隔の最大

応力比（算出応力／許容応力）の結果について示す。 

第 3.2-1図 隣接建屋の影響を考慮した影響評価フロー 
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Ⅳ－２－４－２－２－１ 別紙１ 

機器・配管系の隣接建屋に関する 

影響評価結果 

1996



 

別紙 1-205 

設備ごとの影響評価の実施内容及び評価結果 

 

Ⅳ-2 再処理施設の耐震性に関する計算書 

Ⅳ-1-1-11 配管系の耐震支持方針 
影響評価結果＊1＊2 

添付書類番号 添付書類名称 
算出 

応力 

(MPa)  

許容 

応力 

(MPa) 
固有周期(s)＊3 

簡易評価 (5)詳細評価 

設計用 

地震力 

隣接 

影響 

地震力 

加速度 

比率 
(1) (2) 

(3) （４） 
算出 

応力 

(MPa) 

応力比 算出 

応力 

(MPa) 

応力比 

算出 

応力 

(MPa) 

応力比 

Ⅳ-2-1-2-1-1-1 

安全冷却水 B 

冷却塔の耐震 

計算書 

支持架構 - -     

支持架構

搭載機器
＊4 

構造強度 - -     

動的機能

維持＊1 
- -     

Ⅳ-1-1-11-1 

別紙 1-1 

安全冷却水 B冷却塔の 

直管部標準支持間隔 
- -     

注記＊1：算出応力及び許容応力については，各設備の評価内容に応じて次のとおり読み替えること。「ダクトの標準支持間隔：算出応力（発生曲げモーメント），許容応力（許容座屈モーメント）」,「機能維持要求

(加速度評価)：算出応力（評価用地震力），許容応力（機能確認済加速度）」，「機能維持要求(変位量)：算出応力（算出変位），許容応力（許容変位）」,「機能維持要求(荷重)：算出応力（算出荷重），許容

応力（許容荷重）」 

注記＊2：影響評価番号については，本紙に記載の「第 3.2-1 図 隣接建屋の影響を考慮した影響評価フロー」に則った番号を示す。 

注記＊3：固有周期欄については5次までの固有周期を示し，5次までに剛領域となった場合は，剛領域となった次数まで示す。また，(3)及び(4)については，最大の加速度比率の次数及び固有周期を()内に示す。 

注記＊4：支持架構搭載機器については，すべて剛な設備であることから支持架構搭載機器のうち最大の応力が発生している設備の結果を示す。 
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計算機プログラム（解析コード） 

の概要 

   

 

 

 

 

 

本添付書類は，別で定める方針に沿った解析コードの概要を示すものであることから，発

電炉との比較は行わない。 

1998
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1. はじめに 

本資料は，「Ⅳ 耐震性に関する説明書」において使用した解析コードについて説明す

るものである。 

「Ⅳ 耐震性に関する説明書」において使用した解析コードの使用状況一覧，解析コー

ドの概要を以降に記載する。 
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別紙１ MSC NASTRAN 

1. 使用状況一覧 

使用添付書類 バージョン 

Ⅳ－２－１－１

－１－１－２ 
安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の耐震計算書 Ver.2013.1.0 

Ⅳ－２－３－１

－１－１ 別紙

１ 

安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の水平 2 方向及び鉛直方向

地震力の組合せに関する影響評価結果 
Ver.2013.1.0 

 

 

2003
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2. 解析コードの概要

コード名

項目 
MSC NASTRAN 

開発機関 
The MacNeal-Schwendler Corporation 

(現 MSC.Software Corporation) 

開発時期 1971 年（一般商用リリース） 

使用した 

バージョン 
Ver.2013.1.0 

使用目的 弾性応力解析 

コードの概要

MSC NASTRAN（以下，「本解析コード」という。）は，航空機の機

体強度解析用として開発された有限要素法による汎用解析計算機コ

ードであり，航空宇宙，自動車，造船，機械，土木及び建築などの

様々な分野における使用実績を有している。 

動的解析，静的解析，熱伝導解析等の機能を有し，固有振動数，

刺激係数及び応力等の算定が可能である。 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】 

本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。 

・弾性応力解析について，本解析コードによるはり要素，シェル要

素及びソリッド要素を用いた静的解析結果と理論モデルによる理

論解の比較を行い，解析解が理論解と一致することを確認してい

る。

・動作環境を満足する計算機にインストールして用いていることを

確認している。

【妥当性確認(Validation)】 

本解析コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。 

・関西電力株式会社高浜 3 号機の工事計画認可申請において，本申

請と同じ使用目的での実績を有することを確認している。

・本申請において使用するバージョンは，上記の先行施設にて使用

しているもの（Ver.2012.1.0）と異なるが，バージョンアップに

伴う変更点は，今回の解析に使用していない解析機能の拡張とし

て材料の追加や計算パフォーマンスの向上などに関するものであ

り，今回の解析結果に影響を及ぼさないことを確認している。

・上述の検証の内容のとおり，本申請における使用目的と整合した

検証として，弾性応力解析に対して本解析コードと理論解との比

較を実施し，本解析コードが理論解と同等の解を与えることを確

認していることから，本解析コードを本申請における弾性応力解

析に使用することは妥当である。

2004
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別紙２ REFLECT 

1. 使用状況一覧

使用添付書類 バージョン 

Ⅳ－２－１－１

－１－１－１ 
安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答計算書 Ver.2.0 

Ⅳ－２－４－２

－１－１－１－

１ 

安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の隣接建屋に関する影響評

価結果 
Ver.2.0 

2005
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2. 解析コードの概要

コード名

項目 
REFLECT 

開発機関 大成建設株式会社 

開発時期 1986 年 

使用した 

バージョン 
Ver.2.0 

使用目的 1 次元波動論に基づく入力地震動の策定 

コードの概要

REFLECT（以下，「本解析コード」という。）は，米国カリフォル

ニア大学から発表された SHAKE を基本に開発されたもので，1 次元

重複反射理論に基づく地盤の伝達関数や時刻歴応答波形を算出する

プログラムである。 

日本国内の原子力関連施設等での多くの利用実績がある。 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】 

本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。 

・本解析コードによる弾性地盤の増幅特性の解析結果と理論モデル

による理論解を比較し，解析結果と理論解が一致することを確認

している。

・動作環境を満足する計算機にインストールして用いていることを

確認している。

【妥当性確認(Validation)】 

本解析コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。 

・九州電力株式会社川内 1 号機の工事計画認可申請において，本申

請と同じ使用目的での実績を有することを確認している。

・本申請において使用するバージョンは，上記の先行施設にて使用

しているものと同じであることを確認している。

・上述の検証の内容のとおり，本申請における使用目的と整合した

検証として，弾性地盤の増幅特性に対して本解析コードと理論解

との比較を実施し，本解析コードが理論解と同等の解を与えるこ

とを確認していることから，本解析コードを本申請における 1 次

元波動論に基づく入力地震動の策定に使用することは妥当であ

る。

2006
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別紙３ TDAPⅢ 

1. 使用状況一覧

使用添付書類 バージョン 

Ⅳ－２－１－１

－１－１－１ 
安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答計算書 Ver.3.07 

Ⅳ－２－２－２

－１－２－１－

２ 

飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水

系冷却塔Ｂ)の耐震計算書 
Ver.3.07 

Ⅳ－２－３－１

－３－１ 別紙

１ 

飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水

系冷却塔Ｂ）の水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せに関する影響評価結果 

Ver.3.07 

2007
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2. 解析コードの概要

コード名

項目 
TDAPⅢ 

開発機関 大成建設株式会社，株式会社アーク情報システム 

開発時期 1980 年代後半 

使用した 

バージョン 
Ver.3.07 

使用目的 固有値解析，地震応答解析，弾性応力解析 

コードの概要

TDAPⅢ（以下，「本解析コード」という。）は，静荷重（節点力，

静的震度，強制変形）及び動荷重（節点加振力，強制変位・速度・

加速度，地震動入力）を扱うことができる構造解析の汎用解析コー

ドである。線形解析及び非線形解析を時間領域における数値積分に

より行う。 

土木及び建築分野に特化した要素群及び材料非線形モデルを数多

くサポートしていることが特徴で，日本国内では，官公庁，大学及

び民間を問わず，多くの利用実績がある。 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】 

本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。 

・本解析コードによる解析の検証として，実績ある解析コードと同

一諸元による固有値解析，地震応答解析及び弾性応力解析を行い，

算定結果が一致することを確認している。

・動作環境を満足する計算機にインストールして用いていることを

確認している。

【妥当性確認(Validation)】 

本解析コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。 

・九州電力株式会社川内 1 号機の工事計画認可申請において，本申

請と同じ使用目的での実績を有することを確認している。

・本申請において使用するバージョンは，上記の先行施設にて使用

しているもの（Ver.3.05）と異なるが，バージョンアップに伴う

変更点は，今回の解析に使用していない材料や要素の追加及び出

力関連の機能の追加に関するものであり，今回の解析結果に影響

を及ぼさないことを確認している。

・上述の検証の内容のとおり，本申請における使用目的と整合した

検証として，固有値解析，地震応答解析及び弾性応力解析に対し

て本解析コードと実績ある他コードとの比較を実施し，本解析コ 

ードが他コードと同等の解を与えることを確認していることか

ら，本解析コードを本申請における固有値解析，地震応答解析及

び弾性応力解析に使用することは妥当である。

2008
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別紙４ VA 

1. 使用状況一覧 

使用添付書類 バージョン 

Ⅳ－２－１－１

－１－１－１ 
安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答計算書 Ver.2.0 

 

 

2009
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2.  解析コードの概要 

コード名 

項目 
VA 

開発機関 大成建設株式会社 

開発時期 1990年 

使用した 

バージョン 
Ver.2.0 

使用目的 地震応答解析モデルにおける基礎底面地盤ばね算定 

コードの概要 

VA（以下，「本解析コード」という。）は，振動アドミッタンス理

論により，矩形基礎の水平動，上下動及び回転に対する地盤の複素

ばね剛性を半無限地盤に対する点加振解から，振動数領域で計算す

るプログラムである。 

日本国内の原子力施設の工事計画認可申請において多くの利用実

績がある。 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】 

本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。 

・既往文献＊1＊2 に記載されている理論モデルによる基礎底面の水平

ばね，回転ばね及び鉛直ばねの評価例について本解析コードを用

いて評価し，本解析コードによる結果と既往文献の結果が一致す

ることを確認している。 

・動作環境を満足する計算機にインストールして用いていることを

確認している。 

【妥当性確認(Validation)】 

本解析コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。 

・九州電力株式会社川内 1 号機の工事計画認可申請において，本申

請と同じ使用目的での実績を有することを確認している。 

・本申請において使用するバージョンは，上記の先行施設にて使用

しているものと同じであることを確認している。 

・上述の検証の内容のとおり，本申請における使用目的と整合した

検証として，基礎底面地盤ばね算定に対して本解析コードと既往

文献の評価結果との比較を実施し，本解析コードが既往文献の評

価結果と同等の解を与えることを確認していることから，本解析

コードを本申請における基礎底面地盤ばね算定に使用することは

妥当である。 

注記 ＊1：建築構造力学の最近の発展 －応力解析の考え方－，日本建築学会，2008年 

＊2：基礎-地盤複素剛性解析コード SANBANEの保守に関する報告書，原子力発電技

術機構，1998年 
 

2010
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別紙５ FLIP 

1. 使用状況一覧

使用添付書類 バージョン 

Ⅳ－２－２－２－

１－２－１－１ 

飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安

全冷却水系冷却塔Ｂ)の地震応答計算書 
Ver.7.4.1 

2011



5-2

2. 解析コードの概要

コード名
FLIP 

項目 

開発機関 FLIP コンソーシアム 

開発時期 1988 年 

使用した 

バージョン 
Ver.7.4.1 

使用目的 
2 次元有限要素法による地震応答解析 

(全応力・有効応力) 

コードの概要

有効応力解析コード FLIP(Finite element analysis program of 

Liquefaction Process)は，1988 年に運輸省港湾技術研究所(現：

(独)港湾空港技術研究所)において開発された平面ひずみ状態を

対象とする有効応力解析法に基づく，２次元地震応答解析プログ

ラムである。

地盤の過剰間隙水圧の上昇を適切に考慮できる解析コードとし

て，港湾の施設の設計を中心に数多くの実績を有しており，FLIP

の主な特徴として，以下の①～⑤を挙げることができる。 

①有限要素法に基づくプログラムである。

②平面ひずみ状態を解析対象とする。

③地盤の有効応力の変化を考慮した地震応答解析を行い，部材

断面力や変形等を計算する。

④土の応力-ひずみモデルとして，マルチスプリング・モデルを

採用している。

⑤有効応力の変化は有効応力法により考慮する。そのために必

要な過剰間隙水圧算定モデルとして井合モデルを用いてい

る。

2012
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 コード名 
FLIP 

項目  

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】 

本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。 

・マニュアルに記載された例題の提示解と本解析コードによる

解析解との比較を実施し，解析解が提示解と一致することを

確認している。 

・本解析コードの運用環境について，開発機関から提示された

要件を満足していることを確認している。 

 

【妥当性確認(Validation)】 

本解析コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。 

・本解析コードは，港湾施設の設計に用いられる「港湾の施設

の技術上の基準・同解説(2007)(日本港湾協会)」において，

有効応力解析に対しての適用性が確認されている解析コード

として扱われている。 

・本解析コードは，海岸構造物で多くの適用実績があるもの

の，その適用範囲が海岸構造物に限定されるものではないこ

とを確認している。 

・東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽発電所 7 号機の

工事計画認可申請において，屋外重要土木構造物などの地震

応答解析(全応力・有効応力)に本解析コード(Ver.7.4.1)が使

用された実績があることを確認している。 

・本申請における 2 次元有限要素法による地震応答解析(全応

力・有効応力）という使用目的に対し，本解析コードの使用

用途及び使用に関する適用範囲が上述の妥当性確認の範囲内

であることを確認している。 

 

2013
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別紙６ midas iGen 

1. 使用状況一覧

使用添付書類 バージョン 

Ⅳ－２－２－２－１

－２－１－２ 

飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安

全冷却水系冷却塔Ｂ)の耐震計算書 
Ver.845 

Ⅳ－２－３－１－３

－１ 別紙１ 

飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安

全冷却水系冷却塔Ｂ）の水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せに関する影響評価結

果 

Ver.845 

2014
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2. 解析コードの概要

コード名
midas iGen 

項目 

開発機関 MIDAS IT 

開発時期 1990年代前半 

使用した 

バージョン 
Ver.845 

使用目的 静的解析 

コードの概要

midas iGen(以下，「本解析コード」という。)は，建築分野に

特化した要素群及び材料非線形モデルを数多くサポートしている

構造解析用の汎用計算機プログラムである。 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】 

本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。 

・本解析コードによる解析の検証として，実績ある別計算機コー

ド「汎用計算機コード(TDAPⅢ)」による同一諸元のフレームモ

デルを用いた静的解析を行い，算定結果が概ね一致することを

確認している。

・動作環境を満足する計算機にインストールして用いていること

を確認している。

【妥当性確認(Validation)】 

本解析コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。 

・日本原電株式会社東海第二発電所の工事計画認可申請において

において，本申請と同じ使用目的での実績を有することを確認

している。

・本申請において使用するバージョンは，上記の先行施設にて使

用しているもの(Ver.860)と異なるが，バージョンアップに伴

う変更点は，今回の解析に使用していない解析機能の拡張，材

料の追加及び計算パフォーマンスの向上等に関するものであ

り，解析結果に影響を及ぼさないことを確認している。

・上述の検証の内容のとおり，本申請における使用目的と整合し

た検証として，静的解析に対して本解析コードと実績ある他コ

ードとの比較を実施し，本解析コードが他コードと同等の解を

与えることを確認していることから，本解析コードを本申請に

おける静的解析に使用することは妥当である。

2015
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別紙７ NAPISOS 

1. 使用状況一覧

使用添付書類 バージョン 

Ⅳ－２－４－２

－１－１－１－

１ 

安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の隣接建屋に関する影響評

価結果 
Ver.2.0 

2016
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2. 解析コードの概要

コード名

項目 
NAPISOS 

開発機関 電力中央研究所，株式会社竹中工務店 

開発時期 1996 年 

使用した 

バージョン 
Ver.2.0 

使用目的 質点系モデルによる地震応答解析 

コードの概要

NAPISOS（以下，「本解析コード」という。）は，地盤をソリッド

要素で，建屋を非線形積層シェル要素や非線形ビーム要素でモデル

化することにより，建屋の地盤建屋連成系 3 次元非線形地震応答解

析が可能である。 

建屋基礎と地盤モデル間に，ジョイント要素を設置することによ

り，基礎浮上り性状を評価することができる。 

日本国内の原子力関連施設等での多くの利用実績がある。 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】 

本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。 

・１質点系モデルについて，本解析コードで地震応答解析を行った

解析解と，Nigam-Jennings の理論式による理論解を比較し，解析

解と理論解が一致することを確認している。また，地震応答解析

に対して，原子力産業界において使用実績のある TDAS を用いた解

析解と，本解析コードによる解析解を比較したベンチマーキング

を行った結果，双方の解が概一致していることを確認している。

・本解析コードの運用環境について，開発機関から提示された要件

を満足していることを確認している。

【妥当性確認(Validation)】 

本解析コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。 

・東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽 7 号機の工事計画認

可申請において，本申請と同じ使用目的での実績を有することを

確認している。

・本申請において使用するバージョンは，上記の先行施設にて使用

しているものと同じであることを確認している。

・上述の検証の内容のとおり，本申請における使用目的と整合した

検証として，質点系モデルによる地震応答解析に対して本解析コ

ードと理論解及び他コードの解析解との比較を実施し，本解析コ

ードが理論解及び他解析コードと同等の解を与えることを確認し

ていることから，本解析コードを本申請における質点系モデルに

よる地震応答解析に使用することは妥当である。

2017
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2018
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別紙１ FACT-B 

1. 使用状況一覧

使用添付書類 バージョン 

Ⅳ－１－１－６ 

別紙１－１ 
安全冷却水 B冷却塔の設計用床応答曲線 V1.3 

2020
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2. 解析コードの概要

コード名

項目 
FACT-B 

開発機関 辰星技研株式会社 

開発時期 2016年 

使用した 

バージョン 
V1.3 

使用目的 設計用床応答曲線作成 

コードの概要

FACT-B（以下「本解析コード」という。）は，加速度時刻歴から

床応答スペクトルを作成するプログラムであり，建物・構築物の床

応答時刻歴から設計用床応答曲線を作成することを目的とする。 

一定の固有周期及び減衰定数を有する 1 質点系の与えられた加

速度時刻歴に対する最大応答加速度を計算し，減衰定数が同一の

系で計算された複数の床応答スペクトルの包絡値を求め，また床

応答スペクトルの拡幅を行う。 

本解析コードは，設計用床応答曲線を作成するために開発した

ハウスコードである。

検証 

（Verification） 

及び 

妥当性確認 

（Validation） 

【検証(Verification）】 

本解析コードの検証の内容は，以下のとおりである。 

・ 発電炉にて使用実績がある別解析コード「FACS」により作成

した設計用床応答曲線と本解析コードで作成した設計用床

応答曲線を比較し，一致していることを確認している。

・ 本解析コードの運用環境について，動作環境を満足する計算

機にインストールして用いていることを確認している。

【妥当性確認(Validation）】 

本解析コードの妥当性確認の内容は，以下のとおりである。 

・ 本申請で使用する床応答スペクトルの作成機能は，理論モデ

ルをそのままコード化したものであり，拡幅機能及び包絡機

能を含め使用実績がある別解析コードとの比較により妥当

性は確認している。 

・ 床応答スペクトルを作成する際，入力する加速度時刻歴デー

タの時間刻み幅，データの形式については，使用実績がある

別解析コードとの比較により妥当性を確認した範囲内にて

使用している。 

・ ±10%拡幅，時刻歴波の時間刻み及び固有周期計算間隔は

JEAG4601-1987に従っており，妥当性は確認している。

2021
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3．解析コードの解析手法について 

3.1 一般事項 

本書は，建物・構築物の地震応答解析から算出される加速度時刻歴から床応答スペ

クトルを作成する解析コードである FACT-Bの説明書である。

本解析コードは，一定の固有周期及び減衰定数を有する 1質点系の与えられた加速

度時刻歴に対する最大応答加速度を計算する。また，減衰定数が同一の系で計算され

た複数の床応答スペクトルの包絡値を求め，拡幅した設計用床応答曲線の作成を行

う。 

3.2 解析コードの特徴 

本解析コードにおける 1自由度系を用いた床応答スペクトルの作成は，線形加速度

法を用いることにより行う。主な特徴を以下に示す。 

・ 加速度時刻歴から周期及び減衰定数に応じた床応答スペクトルを作成する。

・ 複数の床応答スペクトルを包絡させた床応答スペクトルに対して拡幅した設計

用床応答曲線を作成する。 

3.3 解析手法 

加速度時刻歴を入力とする 1自由度系における応答について，減衰定数をパラメー

タとして以下のとおり算出する。

各質点における相対変位をx，固有円振動数をω，減衰定数を h，地動の加速度時

刻歴をÿtとしたとき，1質点系の運動方程式は時刻 tにおいて以下のように表され

る。 

ẍｔ+2h∙ω∙ẋｔ+ω2∙xｔ=－ÿｔ (3.1) 

時刻刻みΔt後の各質点における相対変位 xをxn+1とすると，時刻tn+1において成立

する運動方程式は以下となる。 

ẍn+1+2h∙ω∙ẋn+1+ω
2∙xn+1=－ÿn+1  (3.2) 

ここで，時間Δtの間で加速度が線形に変化するものとすると，以下のように表さ

れる。 

x⃛n=
ẍn+1-ẍn

Δt
(3.3) 

時刻tn+1における加速度ẍn+1，速度ẋn+1及び変位xn+1は次のようになる。 

2022
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ẍn+1=ẍn+
ẍn+1-ẍn

Δt
Δt      (3.4) 

ẋn+1=ẋn+Δt∙ẍn+
1

2
Δt

2
∙x⃛n  

   =ẋn+
1

2
Δt∙ẍn+

1

2
Δt∙ẍn+1     (3.5) 

xn+1=xn+Δt∙ẋn+
1

2
Δt

2
∙ẍn+

1

6
Δt

3
∙x⃛n   

   =xn+Δt∙ẋn+
1

3
Δt

2
∙ẍn+

1

6
Δt

2
∙ẍn+1    (3.6) 

 

時刻tn+1において成立する運動方程式(3.2)に(3.5),(3.6)を代入すると，(3.7)が

得られる。 

(1+
2h∙ω∙Δt

2
+
ω2∙Δt

2

6
) ẍn+1  

=- {ÿn+1+2h∙ω(ẋn+
1

2
Δt∙ẍn)+ω

2(xn+Δt∙ẋn+
1

3
Δt

2
∙ẍn)}  (3.7) 

 

(3.7)において式を簡略化するため， 

R=1+
2h∙ω∙Δt

2
+
ω2∙Δt

2

6
           (3.8) 

En=ẋn+
1

2
Δt∙ẍn      (3.9) 

Fn=xn+Δt∙ẋn+
1

3
Δt

2
∙ẍn          (3.10) 

 

とおくと，(3.7)から(3.11)が得られる。 

 

ẍn+1=-
1

R
(ÿn+1+2h∙ω∙En+ω

2∙Fn)           (3.11) 

 

(3.11)を(3.5),(3.6)に代入すると，時刻tnでの加速度ẍn，速度ẋn及び変位xnから 1

つ先の時刻tn+1での加速度ẍn+1，速度ẋn+1及び変位xn+1を求めることができる。 

ここで，1つの減衰定数 h，1つの計算固有周期点に対して，(3.5),(3.6),(3.11)

により入力地震動ÿnの全継続時間にわたって応答加速度ẍnを算出し，ẍn+ÿnの絶対値

の最大値を求め，これを 1つの減衰定数 h，1つの計算固有周期点での加速度応答ス

ペクトル算出値とする。 

計算固有周期の範囲で同様に最大値を求め，これら最大値で床応答スペクトルを作

成する。 

なお，初期値（t=0）での応答加速度ẍ0，応答速度ẋ0，応答変位x0は以下のように

表される。 

2023
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xt=0=0  (3.12) 

ẋt=0=-ÿt=0∙Δt       (3.13) 

(ẍ+ÿ)t=0=2h∙ω∙ÿt=0Δt  (3.14) 

2024
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3.4 解析フローチャート 

本解析コードを用いた解析フローチャートを図 3-1に示す。 

図 3-1  解析フローチャート 

START 

入力データ 

（加速度時刻歴）整理 

床応答スペクトル作成 

減衰定数 

周期軸方向に±10％拡幅 

設計用床応答曲線 

END 

出力 

包絡処理 

2025
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3.5 検証（Verification）及び妥当性確認（Validation） 

3.5.1 検証（Verification） 

(1) 検証の概要

別解析コード「FACS」にて作成した設計用床応答曲線（検証用データ）と本

解析コードで作成した設計用床応答曲線の加速度（震度）を比較することで，

本プログラムの検証を行った。 

表 3-1 検証における比較項目 

検証対象 比較項目 

設計用床応答曲線 応答加速度（震度） 

(2) 検証条件

第 1非常用ディーゼル発電設備用重油タンク室の地震応答解析から得られた

基準地震動Ｓｓに対する加速度時刻歴として，EW方向モデルの床レベル

55.30mの質点番号①及び NS方向の床レベル 47.70mの質点番号②のＳｓ-Ａの

応答を用いた。また，設計用床応答曲線を作成するための減衰定数は，機器・

配管系の耐震計算に適用するもののうち，1.0%とした。図 3-2 に第 1非常用デ

ィーゼル発電設備用重油タンク室の地震応答解析モデルを示す。 

図 3-2 第 1非常用ディーゼル発電設備用重油タンク室地震応答解析モデル 

（水平方向） 

2026
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(3) 解析結果の比較

各検証条件で作成した設計用床応答曲線について，検証用データと本解析コ

ードで作成したデータの比較結果を図 3-3～図 3-6に示す。 

図 3-3 検証用データと本解析コードの比較結果 

（EW方向床レベル 55.30m 減衰 1.0%） 

図 3-4 検証用データと本解析コードの比較結果 

（NS方向床レベル 47.70m 減衰 1.0%） 
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図 3-5 検証用データと本解析コードの比較結果 

（水平方向包絡 床レベル 55.30m 減衰 1.0%） 

 

 

図 3-6 検証用データと本解析コードの比較結果 

（水平方向包絡 床レベル 47.70m 減衰 1.0%） 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

震
度

固有周期（s）

検証データ

FACT EW

FACT NS

FACT 包絡

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

震
度

固有周期（s）

検証データ

FACT EW

FACT NS

FACT 包絡

2028



1-10

(4) 検証結果

前項に示す設計用床応答曲線（固有周期と応答加速度（震度））の比較結果

のとおり，両者は一致しており，本解析コードを用いて得られた計算結果の妥

当性を確認した。 

3.5.2 妥当性確認（Validation） 

本解析コードの妥当性確認の内容は，以下のとおりである。 

・ 本申請で使用する機能は床応答スペクトルの作成機能，拡幅機能及び包絡機

能であり，同一の入力条件に対する 1自由度系の最大応答加速度を固有周期

ごとに算定し，別解析コード「FACS」と本解析コードの結果を比較すること

で妥当性を確認している。

・ 床応答スペクトルを作成する際，入力する加速度時刻歴データの時間刻み幅，

データの形式については，使用実績がある別解析コードとの比較により妥当

性を確認した範囲内にて使用している。

・ ±10%拡幅，時刻歴波の時間刻み及び固有周期計算間隔は JEAG4601-1987 に

従っており，妥当性は確認している。

3.5.3 評価結果 

3.5.1及び 3.5.2より，本解析コードを，使用目的に示す設計用床応答曲線の

作成に用いることは妥当である。 

2029
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別紙２ SPAN2000 

1. 使用状況一覧

使用添付書類 バージョン 

Ⅳ－１－１－11－１ 

別紙１－１ 
安全冷却水B冷却塔の直管部標準支持間隔  
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2. 解析コードの概要 

コード名  

SPAN2000 
項目 

開発機関 三菱重工業株式会社 

開発時期  

使用した 

バージョン 

 

 

使用目的 等分布質量連続はり要素による耐震最大支持間隔算出 

 

 

 

 
コードの概要 

・SPAN2000(以下，「本解析コード」という。)は，配管等の耐震

設計に活用することを目的として三菱重工業株式会社が開発し

たものである。 

・配管直管部(一般部)について，発生応力，固有振動数等が許容

値や制限値を超えない範囲における最大長さを標準支持間隔と

して求めることが可能であり，加圧水型原子力発電設備におい 

て，多くの使用実績を有している。 
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コード名
SPAN2000 

項目 

検 証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認

(Validation) 

本解析コードは，配管を等分布質量連続はりでモデル化し，許

容値や制限値を超えない範囲における最大の支持間隔を求めるた

めに使用している。 

【検証(Verification)】 

・等分布質量連続はりモデルによる配管直管部(一般部)の耐震最

大支持間隔算出，及びそれに発生する一次応力の算出につい

て，入力データ( )に対する応力

算出結果において，解析解と理論モデルによる理論解との比較

を行い，解析解が理論解と一致することを確認している。ま

た，固有振動数に関しても，上記検証において，解析解と理論

解との比較を行い，解析解が理論解と一致することを確認して

いる。

・地震動の組合せ処理に関しては，本解析コード内で処理してお

り，アウトプットファイルと理論計算結果が一致していること

を確認している。

・本解析コードの運用環境について，開発機関から提示された要

件を満足していることを確認している。

【妥当性確認(Validation)】 

・日本原子力発電株式会社「東海第２発電所」において，本解析

コードが使用された実績がある。

・耐震最大支持間隔算出は，JEAG4601-1987の定ピッチスパン法

に従い等分布質量連続はりにモデル化している。

・本解析コードは，配管系で使用される要素形状のうち直管部の

支持間隔の算出，発生応力の算出に用いられる。

・今回の申請で行う支持間隔算出，発生応力算出の用途及び適用

範囲が，上述の妥当性確認範囲内になることを確認している。

・今回の申請において使用するバージョンは，他プラントの既工

事計画において使用されているものと同じであることを確認し

ている。
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別紙３ MSC NASTRAN 

1. 使用状況一覧

使用添付書類 バージョン 

Ⅳ－２－１－２－１

－１－１ 
安全冷却水Ｂ冷却塔の耐震計算書 Ver.2008.0.0 

Ⅳ－２－１－２－１ 

－１－１ 
安全冷却水Ｂ冷却塔の耐震計算書 Ver.2008.0.4 
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2. 解析コードの概要

2.1 MSC NASTRAN  Ver.2008.0.0 

コード名

項目 
MSC NASTRAN 

開発機関 MSC.Software Corporation

開発時期 1971年（一般商用リリース） 

使用した 

バージョン 
Ver.2008.0.0 

使用目的 ３次元有限要素法による応力解析 

コードの概要

・ MSC NASTRAN（以下，「本解析コード」という。）は，航空

機の機体強度解析を目的として開発された有限要素法による

構造解析用の汎用計算機プログラムである。

・ 適用モデル（主にはり要素，シェル要素，ソリッド要素）に

対して，静的解析（線形，非線形），動的解析（過渡応答解

析，周波数応答解析），固有値解析，伝熱解析（温度分布解

析），熱応力解析，線形座屈解析等の機能を有している。

・ 数多くの研究機関や企業において，航空宇宙，自動車，造

船，機械，建築，土木など様々な分野の構造解析に使用され

ている。

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】

本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。

・ 構造力学分野における一般的知見により解を求めることが出

来る体系について，本解析コードを用いた３次元有限要素法

による応力解析結果と理論モデルによる理論解の比較を行

い，解析解が理論解と一致することを確認している。

・ 本解析コードの運用環境について，開発機関から提示された

要件を満足していることを確認している。

【妥当性確認(Validation)】

本解析コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。 

・ 日本原子力発電株式会社「東海第２発電所」において，主排

気筒の固有値解析及び応力解析に本解析コードが使用された

実績がある。

・ 検証の体系と今回申請で使用する体系が同等であることか

ら，検証結果をもって解析機能の妥当性も確認できる。

・ 今回の申請において使用するバージョンは，他プラントの既

工事計画において使用されているものと同じであることを確

認している。

・ 本解析コードの適用制限として使用要素数があるが，使用し

た要素数は適用制限以下であり，本申請における使用用途及

び使用方法に関する適用範囲が上述の妥当性確認の範囲内で

あることを確認している。
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2.2 MSC NASTRAN  Ver.2008.0.4 

コード名

項目 
MSC NASTRAN 

開発機関 MSC.Software Corporation

開発時期 1971年（一般商用リリース） 

使用した 

バージョン 
Ver.2008.0.4 

使用目的 ３次元有限要素法による応力解析 

コードの概要

・ MSC NASTRAN（以下，「本解析コード」という。）は，航空

機の機体強度解析を目的として開発された有限要素法による

構造解析用の汎用計算機プログラムである。

・ 適用モデル（主にはり要素，シェル要素，ソリッド要素）に

対して，静的解析（線形，非線形），動的解析（過渡応答解

析，周波数応答解析），固有値解析，伝熱解析（温度分布解

析），熱応力解析，線形座屈解析等の機能を有している。

・ 数多くの研究機関や企業において，航空宇宙，自動車，造

船，機械，建築，土木など様々な分野の構造解析に使用され

ている。

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】

本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。

・ 構造力学分野における一般的知見により解を求めることが出

来る体系について，本解析コードを用いた３次元有限要素法

による応力解析結果と理論モデルによる理論解の比較を行

い，解析解が理論解と一致することを確認している。

・ 本解析コードの運用環境について，開発機関から提示された

要件を満足していることを確認している。

【妥当性確認(Validation)】

本解析コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。 

・ 日本原子力発電株式会社「東海第２発電所」において，使用

済燃料乾式貯蔵建屋の静的応力解析及び動的応力解析に本解

析コードが使用された実績がある。

・ 検証の体系と今回申請で使用する体系が同等であることか

ら，検証結果をもって解析機能の妥当性も確認できる。

・ 今回の申請において使用するバージョンは，他プラントの

既工事計画において使用されているものと同じであること

を確認している。

・ 本解析コードの適用制限として使用要素数があるが，使用

した要素数は適用制限以下であり，本申請における使用用

途及び使用方法に関する適用範囲が上述の妥当性確認の範

囲内であることを確認している。
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2.3 MSC NASTRAN  Ver.2018.2.1 

コード名 

項目 
MSC NASTRAN 

開発機関 MSC.Software Corporation 

開発時期 1971年（一般商用リリース） 

使用した 

バージョン 
Ver.2018.2.1 

使用目的 ３次元有限要素法による応力解析 

コードの概要 

・ MSC NASTRAN（以下，「本解析コード」という。）は，航空

機の機体強度解析を目的として開発された有限要素法による

構造解析用の汎用計算機プログラムである。 

・ 適用モデル（主にはり要素，シェル要素，ソリッド要素）に

対して，静的解析（線形，非線形），動的解析（過渡応答解

析，周波数応答解析），固有値解析，伝熱解析（温度分布解

析），熱応力解析，線形座屈解析等の機能を有している。 

・ 数多くの研究機関や企業において，航空宇宙，自動車，造

船，機械，建築，土木など様々な分野の構造解析に使用され

ている。 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】 
本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。 

・ 構造力学分野における一般的知見により解を求めることが出

来る体系について，本解析コードを用いた３次元有限要素法

による応力解析結果と理論モデルによる理論解の比較を行

い，解析解が理論解と一致することを確認している。 

・ 本解析コードの運用環境について，開発機関から提示された

要件を満足していることを確認している。 
 

【妥当性確認(Validation)】 
本解析コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。 

・ 東京電力株式会社の「柏崎刈羽原子力発電所７号機」におい

て，原子炉建屋内の設備の 3 次元有限要素法（はりモデル）

による固有値解析に本解析コード（Ver.2018.2.1）が使用さ

れた実績がある。 

・ 検証の体系と今回申請で使用する体系が同等であることか

ら，検証結果をもって解析機能の妥当性も確認できる。 

・ 今回の申請において使用するバージョンは，他プラントの

既工事計画において使用されているものと同じであること

を確認している。 

・ 本解析コードの適用制限として使用要素数があるが，使用

した要素数は適用制限以下であり，本申請における使用用

途及び使用方法に関する適用範囲が上述の妥当性確認の範

囲内であることを確認している。 
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1. 概要

本資料は，「Ⅲ－１ 火災等による損傷の防止に関する説明書」のうち，「5.1.3 構

造強度設計」及び「Ⅲ－１－１ 火災防護設備の耐震設計」に基づき，安全冷却水 B冷

却塔における火災を早期に感知するために設置する火災感知器に対する，基準地震動

Ｓｓにおける耐震計算の方針を示すものである。 

また，本方針に基づく計算結果を「Ⅳ－４－２－１－１ 火災感知器の耐震性につ

いての計算書」に示す。 

なお，安全冷却水 B 冷却塔に以外に設置する火災感知設備及び消火設備の耐震計算

方針及び計算結果については，次回以降に申請する火災感知設備及び消火設備を設置

する建屋及び重大事故等対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

1
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2. 火災感知設備及び消火設備の評価方針

火災区域及び火災区画に設置する火災感知設備及び消火設備は，地震時においても

火災を早期に感知及び消火する機能を維持するため，火災区域及び火災区画に設置さ

れる火災防護上重要な機器等の耐震重要度分類に応じて，機能を維持できる設計とす

る。 

 具体的には，耐震Ｓクラス機器を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備及

び消火設備は，耐震Ｃクラスであるが，地震による火災を考慮する場合，地震時に主

要な構造部材が，火災を早期に感知及び消火する機能を維持可能な構造強度を確保

し，電気的及び動的機能維持を維持できる設計とする。 

 また，火災区域又は火災区画に設置される火災防護上重要な機器等は耐震重要度分

類に応じた影響評価を行うことを踏まえ，火災感知設備及び消火設備についても同様

に影響を確認する。 

2.1 評価方針 

(1) 要求機能

「Ⅲ－１－１ 火災防護設備の耐震設計」の「4.1 火災感知設備及び消火設備

に要求される機能及び機能維持の方針」において整理した，火災感知設備及び消

火設備の機能維持の考え方は以下に示すとおりである。 

・火災感知設備は，基準地震動Ｓｓの地震力に対して，火災感知の機能を維持さ

れることが要求され，火災区域又は火災区画の火災に対し，地震時において火

災防護上重要な機器等への火災の影響を限定し，火災を早期に感知する機能が

損なわれないこと。

・消火設備は，基準地震動Ｓｓの地震力に対して，消火の機能が維持されること

が要求され，火災区域又は火災区画の火災に対し，地震時において，火災防護

上重要な機器等への火災の影響を限定し，火災を早期に消火する機能を損なわ

ないこと。

(2) 機能維持に対する評価方針の整理

a. 火災感知設備

火災感知設備の必要となる機能である火災防護上重要な機器等への火災の影響

を限定し，火災を早期に感知する機能を維持する設計とする。 

構造強度の許容限界は，「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に基づく許

容限界を設定する。 

感知機能として電気的機能維持が要求される設備は，地震時において，その設

備に要求される機能を維持するため，基準地震動Ｓｓの地震力に対して，要求さ

れる電気的機能が維持できることを試験により確認することで，電気的機能を維

持する設計とする。 

b. 消火設備

消火設備の必要なる機能である火災防護上重要な機器等への火災の影響を限定

し，火災を早期に消火する機能を維持する設計とする。 

構造強度の許容限界は，構造強度の許容限界は，「Ⅳ－１－１－８ 機能維持

の基本方針」に基づく許容限界を設定する。 

消火機能として動的及び電気的機能維持が要求される設備は，地震時において，

その設備に要求される機能を維持するため，基準地震動Ｓｓの地震力に対して，

要求される動的及び電気的機能が維持できることを試験により確認することで，

動的及び電気的機能を維持する設計とする。 

2
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3. 基準地震動Ｓｓの地震力に対する耐震計算の基本方針

基準地震動Ｓｓの地震力による火災感知設備及び消火設備の耐震計算は，「Ⅳ－４

－１－１ 耐震設計の基本方針」に基づき実施する。  

 火災感知設備及び消火設備のうち，形状，構造特性に応じたモデルに置換して定式

化された計算式等を用いる設備の計算方針については「Ⅳ－４－２－１ 火災防護設

備に係る耐震性に関する計算書」に示す。 

なお，安全冷却水 B 冷却塔に以外に設置する火災感知設備及び消火設備の耐震計算

方針及び計算結果については，次回以降に申請する火災感知設備及び消火設備を設置

する建屋及び重大事故等対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

(1) 耐震設計の基本方針

火災感知設備及び消火設備の基準地震動Ｓｓの地震力による応答解析は，「Ⅳ－

１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に基づき実施する。 

これらを踏まえた具体的な評価手法は，「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針

に基づき設計し，「Ⅳ－４－２－１ 火災防護設備に係る耐震性に関する計算書」

に示す。 

なお，荷重の組合せ及び許容限界については，「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基

本方針」の「3.1 構造強度上の制限」に基づき設定する。 

また，機能維持における動的及び電気的機能維持における耐震設計は，「Ⅳ－１

－１－８ 機能維持の基本方針」に基づき設計し，「Ⅳ－４－２－１ 火災防護設

備に係る耐震性に関する計算書」に示す。 

水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せ等に関する影響評価については，「Ⅳ－

４－２－２ 火災防護設備の水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価結果」に示す。 

火災感知設備及び消火設備の設置場所は１か所に限定されず複数箇所に設置され

るため，設計用床応答曲線は「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に

基づき算定した各建屋の各設置場所における床応答加速度のうち，最大の加速度と

なる場所を選定する。また，各設備の主要構造は同様だが寸法が異なるものやボン

ベの積載本数が異なるなど複数の型式が存在することから，最も厳しくなる型式を

選定し，その結果を示す。 

(2) 耐震性に関する計算書作成の基本方針

安全冷却水 B 冷却塔に設置する火災感知器に関する計算書作成の基本方針は，

「Ⅲ－１－１ 火災防護設備の耐震設計」の「5.2 構造計画と配置設計」に示す

構造を踏まえ以下のとおり計算書を作成する。 

a.感知器本体が床や支持架構にボルトにより固定されるものは「Ⅳ－１－２－

１ 機器の耐震性に関する計算書作成の基本方針」の「3. 耐震計算方法」

の機器の設計方法による分類に示す(6)機能維持設備に従い，「Ⅳ－１－２－

１ 別紙(６)－２－１ 感知器の耐震性に関する計算書作成の基本方針」に

基づき，基準地震動Ｓｓの地震力における計算書を作成する。

b.火災感知器を型鋼による柱やはりの支持構造物（固定架台）をボルトによっ

て固定されるものは，「Ⅳ－１－２－１ 機器の耐震性に関する計算書作成

の基本方針」の「3. 耐震計算方法」の機器の設計方法による分類に示す(4)

支持構造設備(FEM)に従い，「Ⅳ－１－２－１ 別紙(４)－２ 架構支持設備

の耐震性に関する計算書作成の基本方針」に基づき，基準地震動Ｓｓの地震

力における計算書を作成する。

 また，設計用地震力，荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界については，「Ⅳ

－１－１ 耐震設計の基本方針」に定める設計用地震力，荷重及び荷重の組合せ

3
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並びに許容限界を用いて計算する。 

なお，安全冷却水 B 冷却塔に以外に設置する火災感知設備及び消火設備の耐震

計算方針及び計算結果については，次回以降に申請する火災感知設備及び消火設

備を設置する建屋及び重大事故等対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説

明する。 

4
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  火災感知器の耐震性についての
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Ⅳ－４－１－２ 

火災感知器の耐震性についての 

計算書 
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1. 概要 

2. 準拠規格 

3. 構造強度評価 

3.1 構造の説明 

3.2 評価方針 

3.2.1 計算条件 

3.2.2 解析モデルの設定方法 

3.2.3 荷重の組合せ及び許容応力 

3.2.4 計算方法 

3.3 評価 

 

本資料の「1. 概要」から「3.3 評価」については，「Ⅳ－１－２－１ 別紙(４)－２ 架

構支持設備の耐震性に関する計算書作成の基本方針」及び「Ⅳ－１－２－１ 別紙(6)－２

－１ 感知器の耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す「１. 概要」から「3.3 評

価」を参照。  
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4. 評価内容(構造強度) 

4.1 解析モデル 

(1) 解析モデル 

支持架構の解析モデルを第 4.1-4 図，モデル諸元を第 4.1-1 表に示す。 

計算は，解析コード「MSC.NASTRAN Ver.2018.2.1」を使用する。なお，解析コード

の検証及び妥当性確認等の概要については，「Ⅳ－３ 計算機プログラム(解析コー

ド)の概要」のうち「Ⅳ－３－２ 機器・配管系」の「別紙 3 MSC.NASTRAN」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-4 図 支持架構解析モデル 

 

第 4.1-1 表 支持架構のモデル諸元 

 支持架構 

要素数  

節点数  
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4.2 設計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊1：基準床レベルを示す。 

＊2：基準地震動Ｓｓに基づく，据付面の床応答加速度を設計入力地震動とする。 

＊3：火災防護設備は耐震重要度分類はＣであるが，「Ⅲ－１ 火災等による損傷の防止に関する説明書」に基づき基準地震動Ｓｓの地震動による評価を実施する。 

 

機器名称 

耐震設計上の 

重要度分類 

 

据付場所及び 

床面高さ＊1 

(m) 

固有周期 

(s) 

基準地震動Ｓｓ＊3 
振動による 

震度 

(G) 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

比重 
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

火災感知器 

(直立形①) 

支持架構 Ｃ 

   

炎感知器 Ｃ 

   

熱感知カメラ Ｃ 

   

火災感知器 

(直立形②) 
Ｃ 

   

火災感知器 

(壁掛型) 

Ｃ 

   

Ｃ 
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 4.3 機器要目 

(1) 支持架構 (火災感知器(直立形①)) 

運転質量 

(kg) 

A 

(mm2) 

AS 

(mm2) 

Z 

(mm3) 

F 

(MPa) 

F* 

(MPa) 

 

(2) 基礎ボルト (火災感知器(直立形①)) 

Ab 

(mm2) 

F 

(MPa) 

F* 

(MPa) 

 

(3) 炎感知器取付ボルト (火災感知器(直立型①，直立型②，壁掛型共通)) 

m 

( kg ) 

h 

( mm ) 

１ｌ 

( mm ) 

２ｌ  

( mm ) 

３ｌ  

( mm ) 

４ｌ  

( mm ) 

Ab 

( 2mm ) 

ｎ 

(-) 

ｆ ｈｎ  

(-) 

ｆ ｖｎ  

(-) 

F 

(MPa) 

F* 

(MPa) 

MP 

(N・mm) 

 

(4) 熱感知器取付ボルト (火災感知器(直立型①，直立型②，壁掛型共通)) 

m 

( kg ) 

h 

( mm ) 

１ｌ 

( mm ) 

２ｌ  

( mm ) 

３ｌ  

( mm ) 

４ｌ  

( mm ) 

Ab 

( 2mm ) 

ｎ 

(-) 

ｆ ｈｎ  

(-) 

ｆ ｖｎ  

(-) 

F 

(MPa) 

F* 

(MPa) 

MP 

(N・mm) 
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4.4 結論 

(1) 火災感知器 (直立形①) 

部材 材料 応力 
Ｓｓ 

算出応力 許容応力 

支持架構 組合せ 

基礎ボルト 
引張 

せん断 

炎感知器 

取付ボルト 

引張 

せん断 

熱感知カメラ 

取付ボルト 

引張 

せん断 

 

(2) 火災感知器 (直立形②) 

部材 材料 応力 
Ｓｓ 

算出応力 許容応力 

炎感知器 

取付ボルト 

引張 

せん断 

熱感知カメラ 

取付ボルト 

引張 

せん断 

 

(3) 火災感知器 (壁掛型) 

部材 材料 応力 
Ｓｓ 

算出応力 許容応力 

炎感知器 

取付ボルト 

引張 

せん断 

熱感知カメラ 

取付ボルト 

引張 

せん断 

全て許容応力以下であるので十分な耐震性が確保される。 
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5. 電気的機能維持評価 

 

本資料の「5. 電気的機能維持評価」については，「Ⅳ－１－２－１ 別紙(6)－２－１ 

感知器の耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す「4. 電気的機能維持評価」を参

照。 
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6. 結論 

評価結果について，以下のとおり示す。 

 

 Ｓｓ 

EW/NS UD EW/NS UD 

評価用加速度(G) 機能確認済加速度(G) 

火災感知器 

(直立形①) 

炎感知器 

熱感知カメラ 

火災感知器 

(直立形②) 

炎感知器 

熱感知カメラ 

火災感知器 

(壁掛型) 

炎感知器 

熱感知カメラ 

 

全て許容値以下であるので十分な耐震性が確保される。 
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別紙４－34 
 

 

 

火災防護設備の水平 2 方向及び鉛直

方向地震力の組合せに関する影響評

価結果 

 

   

 

 

 

 

 

2054



 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ－４－２－２ 

火災防護設備の水平2方向及び鉛直

方向地震力の組合せに関する影響評

価結果 
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1. 概要

本資料は，「Ⅳ－４－１ 火災防護設備の耐震設計の基本方針」にて設定している構造強度及

び機能維持の設計方針に基づき，火災防護について設計用地震力に対して十分な構造強度

及び電気的機能，動的機能を有することを確認するため，動的地震力の水平2方向及び鉛直方

向の組合せに関する影響評価について説明するものである。

2. 影響評価

2.1 基本方針 

 火災防護設備に関する，水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価につい

ては「Ⅳ－４－１ 火災防護設備の耐震設計の基本方針」の「2.1 評価方針」の評価方針及

び評価方法を踏まえて，設備が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

2.2 評価条件及び評価方法 

 評価条件及び評価方法は， 「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

に関する影響評価方針」及び「Ⅳ－２－３－２－１ 機器・配管系の水平2方向及び鉛直方向

地震力の組合せに関する影響評価結果」における「2.  水平2方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響評価に用いる地震動」に基づく。 

3. 評価結果

 「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に基

づき評価を実施した。 

以下の項目については，「Ⅳ－２－３－２－１ 機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せに関する影響評価結果」と同様となる。 

 3.1 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価設備（部位）の抽出

 3.2 建物・構築物の検討結果を踏まえた機器・配管系の設備の抽出

 3.3 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の評価部位の抽出結果

 3.4 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響評価

 3.5 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響評価結果

水平2方向及び鉛直方向地震力の評価対象設備を第3.1-1表に，水平2方向及び鉛直方向

地震力の評価部位の抽出結果を第3.3-1表に，水平2方向及び鉛直方向地震力の影響評価

結果を第3.5-1表に示す。 

1
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第3.1-1表 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響検討対象* 

水平2方向影響に対する形状ごとの分類 評価部位 

形状が混在する設備（火災感知器） 

固定架台 

基礎ボルト，取付ボルト 

電気的機能維持 

  * 対象となる分類及び部位については，第 1 回申請設備の範囲を示しており，今回申請

で示していない対象は，申請に合わせて次回以降に示す。 

2
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第3.3-1表 水平2方向及び鉛直方向地震力の評価部位の抽出結果*1 

水平2方向影響に
対する形状ごとの

分類 
部位 応力分類 

(1)水平2方向の地震
力が重複する形状 

(2)水平2方向の
振動モードにより
ねじれ振動が生

じる形状 

(3)水平2方向及び鉛
直方向地震力の組合
せにより応力が増化す

る形状 
（応答軸が明確） 

影響評価の要否 
(1)又は(2)で△かつ
(3)で○の場合は 
影響評価を実施 

△：水平2方向地震
力が重複する可能性
有 
×：重複しない 

△：ねじれ振動発
生の可能性有 
×：発生しない 
－：対象外*2 

○：応答軸が明確では
ない 
×：応答軸が明確 
－：対象外*3 

影響評価実施 
又は影響軽微 

形状が混在する設
備（火災感知器） 

固定架台 

引張 *4 *4 *4 

影響評価実施 

せん断 *4 *4 *4 

組合せ *4 *4 *4 

基礎ボルト， 
取付ボルト 

引張 *4 *4 *4 

せん断 *4 *4 *4 

組合せ *4 *4 *4 

電気的機能維 *4 *4 *4 

    *1 対象となる分類及び部位については，第 1 回申請設備の範囲を示しており，今回申請で示していない対象は，申請に合わせて 

次回以降に示す。 

    *2 （1）の確認において地震力が重複する可能性が有る場合，（2）の確認は対象外とする。 

    *3 （1）及び（2）の確認において双方とも×の場合，水平 2 方向の影響は軽微となるため，（3）の確認は対象外とする。 

        *4 火災感知器については，形状が多岐に渡るが，これを分類せずに，一律に水平2方向の影響が有と整理する。 
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第3.5-1表 水平2方向及び鉛直方向地震力による影響評価結果 

（1）構造強度評価 

水平2方向影響

に対する形状 

ごとの分類 

評価対象設備 評価部位 応力 
従来発生値 

2方向 

想定発生値 
許容値 

（MPa） （MPa） （MPa） 

形状が混在する

設備（火災感知

器） 

火災感知器 

(直立形①) 

支持架構 組合せ 

基礎ボルト 
引張 

せん断 

炎感知器 

取付ボルト 

引張 

せん断 

熱感知カメラ 

取付ボルト 

引張 

せん断 

火災感知器 

(直立形②) 

炎感知器 

取付ボルト 

引張 

せん断 

熱感知カメラ 

取付ボルト 

引張 

せん断 

火災感知器 

(壁掛型) 

炎感知器 

取付ボルト 

引張 

せん断 

熱感知カメラ 

取付ボルト 

引張 

せん断 
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（2）機能維持評価 

水平２方向影響

に対する形状 

ごとの分類 

評価対象設備 

機能確認済加速度との比較 

加速度確認部位 

水平加速度 G＊1 

詳細評価 従来 

応答加速度 

2 方向想定 

応答加速度 

機能確認済 

加速度 

形状が混在す

る設備（火災

感知器） 

火災感知器 

(直立形①) 

炎感知器 － 

熱感知カメラ － 

火災感知器 

(直立形②) 
－ 

火災感知器 

(壁掛型) 
－ 

注記 ＊1：G＝9.8（m/s2） 
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別紙５ 
 
 
 

補足説明すべき項目の抽出 
 

※本別紙は地盤 00-01、地震 00-01 統合した形式とする。 
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針
(1) 安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針 (1)安全機能を有する施設 g.】
・耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，
基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する
地盤(当該地盤に設置する建物・構築物を含む。本項目では以下同様。)に設置する。
・耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転時の荷重等に加え，耐震重要度分類の各クラ
スに応じて算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地
盤に設置する。
・これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針」
に示す。

－ －

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針
(2) 重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針 (2)重大事故等対処施設 g.】
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等
に加え，基準地震動による地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有
する地盤(当該地盤に設置する建物・構築物を含む。本項目では以下同様。)に設置する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物につい
ては，自重及び運転時の荷重等に加え，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震
重要度分類のクラスに適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性
能を有する地盤に設置する。
・これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針」
に示す。

－ －

－ －

Ⅳ－１－１－２ 地盤
の支持性能に係る基本
方針
2.基本方針

【2. 基本方針】
・対象施設を設置する地盤の地震時における支持性能の評価については，安全機能を有する施設及
び重大事故等対処施設の耐震重要度分類に応じた地震力により地盤に作用する接地圧が，地盤の支
持力度に対して，妥当な余裕を有することを確認する。
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　なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物
及びその他の土木構造物）の総称とする。また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・
配管系の間接支持機能を求められる土木構造物をいう。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・「Ⅳ 耐震性に関する説明書」における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物(屋外重
要土木構造物及びその他の土木構造物)の総称とする。再処理施設の構築物は，屋外機械基礎，竜巻
防護対策設備及び排気筒であり，土木構造物は洞道である。また，屋外重要土木構造物とは，耐震
安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土木構造物をいう。

－ －

＜洞道の取扱い＞
⇒洞道の申請上の取り扱いについて明確化するために補足説明する。
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の取り扱いについて

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針
(1) 安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針 (1)安全機能を有する施設 g.】
・耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，
基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する
地盤に設置する。
・これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針」
に示す。

－ －

－ －

Ⅳ－１－１－２ 地盤
の支持性能に係る基本
方針
2.基本方針

【2. 基本方針】
・対象施設を設置する地盤の地震時における支持性能の評価については，安全機能を有する施設及
び重大事故等対処施設の耐震重要度分類に応じた地震力により地盤に作用する接地圧が，地盤の支
持力度に対して，妥当な余裕を有することを確認する。
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　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しな
い地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針
(1) 安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針 (1)安全機能を有する施設 g.】
・また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上のずれが発生し
ない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

2-3

　耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転時の荷重等に加え，耐震重要度分類の各クラス
に応じて算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に
設置する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針
(1) 安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針 (1)安全機能を有する施設 g.】
・耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転時の荷重等に加え，耐震重要度分類の各クラ
スに応じて算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地
盤に設置する。 － －

※補足すべき事項の対象なし

3

　耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生
に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，その
安全機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針
(1) 安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針 (1)安全機能を有する施設 g.】
・耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発
生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，
その安全機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置す
る。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

4

　耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業指定(変更許可)
を受けた地盤に設置する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針
(1) 安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針 (1)安全機能を有する施設 g.】
・耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業指定(変更許
可)を受けた地盤に設置する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性
能

【5.1.5 許容限界 (3)基礎地盤の支持性能】
a.Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤
 (a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
・接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕
を有することを確認する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

－ －

Ⅳ－１－１－２　地盤
の支持性能に係る基本
方針
4.地盤の支持力度
4.1 直接基礎の支持力
度

【4. 地盤の支持力度】
　地盤の極限支持力度は，地盤工学会基準（JGS 1521-2003）地盤の平板載荷試験方法，又は基礎指
針2001の支持力算定式に基づき，対象施設の支持地盤の室内試験結果から算定する方法により設定
する。短期許容支持力度は，算定された極限支持力度の2/3 倍として設定する。
【4.1 直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力度については，当該施設直下の地盤を対象とした試験結果を適用することを基
本とする。安全冷却水Ｂ冷却塔の直接基礎の極限支持力度の算定については，平成５年４月14日付
け５安（核規）第24号にて認可を受けた設工認申請書に係る使用前検査成績書における岩石試験結
果を用いて，以下に示す基礎指針2001による算定式に基づき設定する。

＜地盤の支持力度＞
⇒直接基礎及び杭基礎の支持力算定式または平板載荷試験の結果から設
定した算定方法，パラメータ等の詳細について補足説明する。
・[補足盤1]地盤の支持性能について

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

5-1

　Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界につ
いては，自重及び運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接
地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を
有するよう設計する。

添付書類(2)基本設計方針

2.1　安全機能を有する施設の地盤
　地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響
の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施設」という。）及びそれらを支持する建物・構築物につ
いては，自重及び運転時の荷重等に加え，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（以
下「基準地震動Ｓｓ」という）による地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持
性能を有する地盤に設置する。

添付書類(1)

2-1

1-1

第１章　共通項目
2.地盤
 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設は，地震力が作用した場合においても当該施設を十分
に支持することができる地盤（当該地盤に設置する建物・構築物を含む。「2. 地盤」では以下同
様。）に設置する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性
能

【5.1.5 許容限界 (3)基礎地盤の支持性能】
a. Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤
(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
・接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限
界とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

－ －

Ⅳ－１－１－２　地盤
の支持性能に係る基本
方針
4.地盤の支持力度
4.1 直接基礎の支持力
度

【4. 地盤の支持力度】
　地盤の極限支持力度は，地盤工学会規準（JGS 1521-2003）地盤の平板載荷試験方法，又は基礎指
針2001の支持力算定式に基づき，対象施設の支持地盤の室内試験結果から算定する方法により設定
する。短期許容支持力度は，算定された極限支持力度の2/3 倍として設定する。
【4.1 直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力度については，当該施設直下の地盤を対象とした試験結果を適用することを基
本とする。

＜地盤の支持力度＞
⇒直接基礎及び杭基礎の支持力算定式または平板載荷試験の結果から設
定した算定方法，パラメータ等の詳細について補足説明する。
・[補足盤1]地盤の支持性能について

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性
能

【5.1.5 許容限界 (3)基礎地盤の支持性能】b.Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管
系，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤
・上記(3)a.(b)を適用する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

－ －

Ⅳ－１－１－２　地盤
の支持性能に係る基本
方針
4.地盤の支持力度
4.1 直接基礎の支持力
度
4.2 杭基礎の支持力度

【4. 地盤の支持力度】
　地盤の極限支持力度は，地盤工学会規準（JGS 1521-2003）地盤の平板載荷試験方法，又は基礎指
針2001の支持力算定式に基づき，対象施設の支持地盤の室内試験結果から算定する方法により設定
する。短期許容支持力度は，算定された極限支持力度の2/3 倍として設定する。
【4.1 直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力度については，当該施設直下の地盤を対象とした試験結果を適用することを基
本とする。
【4.2 杭基礎の支持力度】
・杭基礎の押込み力に対する支持力評価には，杭先端の支持岩盤の支持力並びに杭周面地盤の地盤
改良体及び支持岩盤への杭根入れ部分の杭周面摩擦力により算定される極限支持力度を考慮するこ
とを基本とする。杭基礎の引抜き力に対する支持力評価には，杭周面地盤の地盤改良体及び支持岩
盤への杭根入れ部分の杭周面摩擦力により算定される極限支持力度を考慮することを基本とする。

＜地盤の支持力度＞
⇒直接基礎及び杭基礎の支持力算定式または平板載荷試験の結果から設
定した算定方法，パラメータ等の詳細について補足説明する。
・[補足盤1]地盤の支持性能について

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針
(2) 重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針 (2)重大事故等対処施設　g.】
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等
に加え，基準地震動による地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有す
る地盤(当該地盤に設置する建物・構築物を含む。本項目では以下同様。)に設置する。
・これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針」
に示す。

－ －

－ －

Ⅳ－１－１－２ 地盤
の支持性能に係る基本
方針
2.基本方針

【2. 基本方針】
・対象施設を設置する地盤の地震時における支持性能の評価については，安全機能を有する施設及
び重大事故等対処施設の耐震重要度分類に応じた地震力により地盤に作用する接地圧が，地盤の支
持力度に対して，妥当な余裕を有することを確認する。
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　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しな
い地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針
(2) 重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針 (2)重大事故等対処施設　g.】
・また，常設耐震重要重大事故等対処施設が設置される重大事故等対処施設及びそれらを支持する
建物・構築物については，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面
上のずれが発生しない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。 － －

※補足すべき事項の対象なし

6-3

　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物について
は，自重及び運転時の荷重等に加え，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要
度分類のクラスに適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有
する地盤に設置する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針
(2) 重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針 (2)重大事故等対処施設　g.】
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物につい
ては，自重及び運転時の荷重等に加え，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震
重要度分類のクラスに適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性
能を有する地盤に設置する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

7

　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震発生に伴う地殻変動によって生
じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込
み沈下といった周辺地盤の変状により，重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化
及び設計基準事故を除く。）又は重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地
盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針
(2) 重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針 (2)重大事故等対処施設　g.】
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震発生に伴う地殻変動によって
生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺す
り込み沈下といった周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる
おそれがない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

8

　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来活動する可能性のある断層等の
露頭がない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針
(2) 重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針 (2)重大事故等対処施設　g.】
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来活動する可能性のある断層等
の露頭がない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性
能

【5.1.5 許容限界 (3)基礎地盤の支持性能】
a.Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤
 (a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
・接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕
を有することを確認する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

－ －

Ⅳ－１－１－２　地盤
の支持性能に係る基本
方針
4.地盤の支持力度
4.1 直接基礎の支持力
度

【4. 地盤の支持力度】
　地盤の極限支持力度は，地盤工学会基準（JGS 1521-2003）地盤の平板載荷試験方法，又は基礎指
針2001の支持力算定式に基づき，対象施設の支持地盤の室内試験結果から算定する方法により設定
する。短期許容支持力度は，算定された極限支持力度の2/3 倍として設定する。
【4.1 直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力度については，当該施設直下の地盤を対象とした試験結果を適用することを基
本とする。

＜地盤の支持力度＞
⇒直接基礎及び杭基礎の支持力算定式または平板載荷試験の結果から設
定した算定方法，パラメータ等の詳細について補足説明する。
・[補足盤1]地盤の支持性能について

※補足すべき事項の対象なし

9-1

　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限
界については，自重及び運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定さ
れる接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な
余裕を有するよう設計する。

5-3

6-1

2.2　重大事故等対処施設の地盤
　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に
加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有
する地盤に設置する。

5-2

　また，上記のうち，Ｓクラスの施設の建物・構築物の地盤にあっては，自重及び運転時の荷重等と
弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組み合わせにより算定される接地圧につい
て，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

　Ｂクラス及びＣクラスの施設の建物・構築物の地盤においては，自重及び運転時の荷重等と，静的
地震力及び動的地震力（Ｂクラスの共振影響検討に係るもの）との組合せにより算定される接地圧に
対して，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性
能

【5.1.5 許容限界 (3)基礎地盤の支持性能】
b.Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地
盤
・上記(3)a.(b)を適用する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

－ －

Ⅳ－１－１－２　地盤
の支持性能に係る基本
方針
4.地盤の支持力度
4.1 直接基礎の支持力
度
4.2 杭基礎の支持力度

【4. 地盤の支持力度】
　地盤の極限支持力度は，地盤工学会規準（JGS 1521-2003）地盤の平板載荷試験方法，又は基礎指
針2001の支持力算定式に基づき，対象施設の支持地盤の室内試験結果から算定する方法により設定
する。短期許容支持力度は，算定された極限支持力度の2/3 倍として設定する。
【4.1 直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力度については，当該施設直下の地盤を対象とした試験結果を適用することを基
本とする。
【4.2 杭基礎の支持力度】
・杭基礎の押込み力に対する支持力評価には，杭先端の支持岩盤の支持力並びに杭周面地盤の地盤
改良体及び支持岩盤への杭根入れ部分の杭周面摩擦力により算定される極限支持力度を考慮するこ
とを基本とする。杭基礎の引抜き力に対する支持力評価には，杭周面地盤の地盤改良体及び支持岩
盤への杭根入れ部分の杭周面摩擦力により算定される極限支持力度を考慮することを基本とする。

＜地盤の支持力度＞
⇒直接基礎及び杭基礎の支持力算定式または平板載荷試験の結果から設
定した算定方法，パラメータ等の詳細について補足説明する。
・[補足盤1]地盤の支持性能について

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
1.概要

【1.概要】
・再処理施設の耐震設計が「再処理施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」とい
う。)第五条及び第三十二条(地盤)，第六条及び第三十三条(地震による損傷の防止)に適合すること
を説明するものである。
・上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地震動に対して機能を保持するとしているも
のとして，第十一条 (火災等による損傷の防止)に係る火災防護設備の耐震性については「Ⅳ－４
火災防護設備の耐震性に関する説明書」にて説明する。第三十五条(火災等による損傷の防止)に係
る火災防護設備の耐震性については「Ⅳ－４ 火災防護設備の耐震性に関する説明書」，第十二条
（再処理施設内における溢水による損傷の防止）及び第十三条（再処理施設内における化学薬品の
漏えいによる損傷の防止）に係る溢水防護設備，化学薬品防護設備の耐震性については「Ⅳ－５ 溢
水及び化学薬品防護設備の耐震性に関する説明書」にて説明する。また，第三十六条（重大事故等
対処設備）に係る地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性については「Ⅳ－６ 地震を要
因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関する説明書」にて説明する。

－ －

＜耐震評価対象の網羅性，既設工認との評価手法の相違点の整理＞
⇒申請施設における評価対象施設，評価項目・部位の網羅性及び代表性
を示すため，先行発電プラント及び既設工認との評価手法の相違点の整
理について補足説明する。
・[補足耐1]耐震評価対象の網羅性，既設工認との手法の相違点の整理に
ついて（建物・構築物，機器・配管系）

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.1 基本方針】
・再処理施設の耐震設計は，安全機能を有する施設については，地震により安全機能が損なわれる
おそれがないこと，重大事故等対処施設については地震により重大事故に至るおそれがある事故又
は重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的とし，「技術基準規
則」に適合する設計とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

11

なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及
びその他の土木構造物）の総称とする。
また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土木構
造物をいう。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針】
・「Ⅳ 耐震性に関する説明書」における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物(屋外重
要土木構造物及びその他の土木構造物)の総称とする。再処理施設の構築物は，屋外機械基礎，竜巻
防護対策設備及び排気筒であり，土木構造物は洞道である。また，屋外重要土木構造物とは，耐震
安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土木構造物をいう。

－ －

＜洞道の取扱い＞
⇒洞道の申請上の取り扱いについて明確化するために補足説明する。
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の取り扱いについて

12

a.安全機能を有する施設
(a)安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く
放射線による公衆への影響を防止する観点から，施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程
度(以下「耐震重要度」という。)に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，それぞれの
耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針(1)　a.】
・安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続
く放射線による公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対
的な程度(以下「耐震重要度」という。)に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類(以下
「耐震重要度分類」という。)し，それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とす
る。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針】
・施設の設計にあたり考慮する，基準地震動及び弾性設計用地震動の概要を添付書類「Ⅳ－１－１
－１　基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針(1)　b.】
・耐震重要施設(a.においてＳクラスに分類する施設をいう。)は，その供用中に大きな影響を及ぼ
すおそれがある地震動(事業指定(変更許可)を受けた基準地震動(以下「基準地震動Ｓｓ」とい
う。))による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針(1)　h.】
・安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮
する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10.耐震計算の基本方
針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設工認で実績があ
り，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方
向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが
耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のう
ち，複数設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－１－11－１　配管の耐震支持方
針」，「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２　耐震計算書作成の基本
方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度
については，「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書」の「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に従う。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

9-2

　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物及び機
器・配管系の地盤においては，自重及び運転時の荷重等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの
施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備の共振影響検討に係るもの）との組合せにより算定さ
れる接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容
限界とする。

13

第1章　共通項目
3.　自然現象等
3.1　地震による損傷の防止
3.1.1　耐震設計
(1)　耐震設計の基本方針
再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。

(b)耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に大きな影響を及
ぼすおそれがある地震動(事業指定(変更許可)を受けた基準地震動(以下「基準地震動Ｓｓ」とい
う。))による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

10
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1) 安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針(1)　c.】
・Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがな
い設計とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10.耐震計算の基本方
針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設工認で実績があ
り，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方
向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが
耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のう
ち，複数設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－１－11－１　配管の耐震支持方
針」，「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２　耐震計算書作成の基本
方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度
については，「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書」の「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に従う。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

15

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての変形能
力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん
断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計とす
る。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針(1)　c.】
・建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての変
形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごと
のせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有する
設計とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

16

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求される機能を保持
する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破
断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，また，動的機器等
については，基準地震動Ｓｓによる応答に対してその設備に要求される機能を保持する設計とする。
なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，
既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針(1)　c.】
・機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，塑性域に達するひずみが生じ
る場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設
の機能を保持できるように設計する。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求される機能を維
持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理
等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えな
いことを確認する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.1 基本方針】
・施設の設計にあたり考慮する，基準地震動及び弾性設計用地震動の概要を「Ⅳ－１－１－１ 基準
地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。 － －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針(1)　c.】
・Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動(以下「弾性設計用地震動Ｓ
ｄ」という。)による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態
に留まる範囲で耐える設計とする。 － －

※補足すべき事項の対象なし

18

建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の
地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許
容応力度を許容限界とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針(1)　c.】
・建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい
方の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準に
よる許容応力度を許容限界とする。 － －

※補足すべき事項の対象なし

19

機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の
地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針(1)　c.】
・機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい
方の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

20

(d)Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで
作用するものとする。
また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適
切に組み合わせて算定するものとする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針(1)　d.】
・Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平方向地震力と鉛直方向地震力が同時に不利な方向
の組合せで作用するものとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切
に組み合わせて算定するものとする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

14

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動(以下「弾性設計用地震動Ｓ
ｄ」という。)による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に
留まる範囲で耐えられる設計とする。

17

(c)Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない
設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針(1)　e.】
・Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられ
る設計とする。
・Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影響についての検討を行う。
検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものとする。当該地震動による地
震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1)　安全機能を有す
る施設
b.機器・配管系

【5.1.5 許容限界(1)　b.】
(b)Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
・b.(a)ロ.による応力を許容限界とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10.耐震計算の基本方
針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設工認で実績があ
り，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方
向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが
耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のう
ち，複数設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－１－11－１　配管の耐震支持方
針」，「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２　耐震計算書作成の基本
方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度
については，「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書」の「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に従う。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針(1)　f.】
・耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設(安全機能を有する施設以外の施設及び
資機材等含む)の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
6.構造計画と配置計画

【6.構造計画と配置計画】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響
が低減されるように考慮する。
・建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対し十分な支持性能
を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを上回る耐震
安全性を確保する。
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排出し，基礎スラ
ブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブドレンポンプ，水位検出器等)
を設置する。地下水排水設備は，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用される要求
事項を満足するよう設計する。また，上記より対象となる建物・構築物の評価に影響するため，建
物・構築物の機能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を維持するとと
もに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給電
が可能な設計とすることとし，その評価を「Ⅳ－２－１　再処理設備本体等に係る耐震性に関する
計算書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造強度を有する設計とす
る。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，安定性の
よい据え付け状態になるよう，「9.機器・配管系の支持方針」に示す方針に従い配置する。
・下位クラス施設は，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等
対処施設に対して離隔を取り配置する，又は耐震重要施設の有する安全機能及び重大事故等に対処
するために必要な機能を保持する設計とする。

－ －

＜地下水排水設備＞
⇒地下水排水設備に関する設計の考え方を示すため，地下水排水設備に
関する設計内容について補足説明する。
・[補足耐36]建物・構築物周辺の設計用地下水位の設定について

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10.耐震計算の基本方
針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設工認で実績があ
り，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方
向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが
耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のう
ち，複数設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－１－11－１　配管の耐震支持方
針」，「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２　耐震計算書作成の基本
方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度
については，「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書」の「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に従う。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

23

(g)耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない設計と
する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(1)安全機能を有する
施設

【2.1 基本方針(1)　g.】
・耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない設計
とする。
・耐震重要施設のうち周辺地盤の液状化のおそれがある施設は，その周辺地盤の液状化を考慮した
場合においても，支持機能及び構造健全性が確保される設計とする。
・建物・構築物の基礎地盤として置き換えるマンメイドロック（以下「MMR」という。）について
は，基盤面及び周辺地盤の掘削に対する不陸整正及び建物・構築物がMMRを介して鷹架層に支持され
ることを目的とする。そのため，直下の鷹架層と同等以上の支持性能を有する設計とし，接地圧に
対する支持性能評価においては鷹架層の支持力を適用する。
・これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

24

b.重大事故等対処施設
(a)重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計における動的地震力又は静的地震
力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等時における運転状態
及び重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大事故等に対処
するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(2)重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針(2)　a.】
・重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計における動的地震力又は静的地
震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等時における運転
状態及び重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大事故等
に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 － －

※補足すべき事項の対象なし

(e)Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる
設計とする。また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影響について
の検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものとする。当該地
震動による地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

21

22

(f)耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能を
損なわない設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

25

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設
置状態を踏まえて，常設耐震重要重大事故等対処設備，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備に分類し，それぞれの設備分類に応じて設計する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(2)重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針(2)　a.】
・重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及
び設置状態を踏まえて，重大事故等が発生した場合において対処するために必要な機能を有する設
備であって常設のもの(以下「常設重大事故等対処設備」という。)を，常設耐震重要重大事故等対
処設備及び常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備に分類し，それぞれの
設備分類に応じて設計する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(2)重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針(2)　b.】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(2)重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針(2)　h.】
・重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮す
る。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10.耐震計算の基本方
針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設工認で実績があ
り，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方
向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが
耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のう
ち，複数設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－１－11－１　配管の耐震支持方
針」，「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２　耐震計算書作成の基本
方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度
については，「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書」の「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に従う。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

27

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての変形能
力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん
断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計とす
る。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(2)重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針(2)　b.】
・建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての変
形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごと
のせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有する
設計とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

28

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求される機能を保持
する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破
断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない設計とする。また，
動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対して，その設備に要求される機能を保持する
設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を考慮した
評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確
認する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(2)重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針(2)　b.】
・機器・配管系については，その施設に要求される機能を保持するように設計し，塑性域に達する
ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有
し，その施設に要求される機能を保持できる設計とする。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求される機能を維
持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理
等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えな
いことを確認する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

29

(c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に適用する基準地震動Ｓｓによ
る地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(2)重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針(2)　c.】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に適用する基準地震動Ｓｓに
よる地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(2)重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針(2)　d.】
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設については，設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替する施設の属する耐震重要
度に応じた地震力に対し十分に耐えられる設計とする。
・代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震
設計における耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，当該設備
の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類した地震力に対し十分に耐えられ
る設計とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10.耐震計算の基本方
針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設工認で実績があ
り，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方
向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが
耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のう
ち，複数設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－１－11－１　配管の耐震支持方
針」，「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２　耐震計算書作成の基本
方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度
については，「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書」の「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に従う。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
は，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力に十分耐え
ることができる設計とする。
また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐
震設計における耐震重要度の分類の方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，当該設
備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し，その地震力に対し十分に耐え
ることができる設計とする。

(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(2)重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針(2) e.】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの
施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対
処施設，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，重大事故等に対処するために必要な機
能を損なわない設計とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
6.構造計画と配置計画

【6.構造計画と配置計画】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響
が低減されるように考慮する。
・建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対し十分な支持性能
を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを上回る耐震
安全性を確保する。
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排出し，基礎スラ
ブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブドレンポンプ，水位検出器等)
を設置する。地下水排水設備は，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用される要求
事項を満足するよう設計する。また，上記より対象となる建物・構築物の評価に影響するため，建
物・構築物の機能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を維持するとと
もに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給電
が可能な設計とすることとし，その評価を「Ⅳ－２－１　再処理設備本体等に係る耐震性に関する
計算書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造強度を有する設計とす
る。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，安定性の
よい据え付け状態になるよう，「9.機器・配管系の支持方針」に示す方針に従い配置する。
・下位クラス施設は，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処施設に対して離隔を取り配置
する，又は耐震重要施設の有する安全機能及び重大事故等に対象するために必要な機能を保持する
設計とする。

－ －

＜地下水排水設備＞
⇒地下水排水設備に関する設計の考え方を示すため，地下水排水設備に
関する設計内容について補足説明する。
・[補足耐36]建物・構築物周辺の設計用地下水位の設定について

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10.耐震計算の基本方
針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設工認で実績があ
り，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方
向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが
耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のう
ち，複数設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－１－11－１　配管の耐震支持方
針」，「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２　耐震計算書作成の基本
方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度
については，「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性に関する説明書」の「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に従う。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

32

(f)緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「(6) 緊急時対策所」に示す。 Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(2)重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針(2)　f.】
・緊急時対策所の耐震設計における機能維持の基本方針については，「5.2 機能維持」に示す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

33

(g)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，周辺地盤の変状に
より，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
(2)重大事故等対処施
設

【2.1 基本方針(2)　g.】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，周辺地盤の変状
により，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処のうちその周辺地盤の液状化のお
それがある施設は，その周辺地盤の液状化を考慮した場合においても，支持機能及び構造健全性が
確保される設計とする。
・これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

34

(2)　耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類
a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類
安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
3.耐震設計上の重要度
分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する
施設の耐震設計上の重
要度分類

【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり分類する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

35

(a) 　Ｓクラスの施設
自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を
外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止するために
必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させるために必要な
施設であって，環境への影響が大きいもの。
イ.　その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設
ロ.　使用済燃料を貯蔵するための施設
ハ.　高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統
二.　プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器
ホ.　上記ハ.及び二.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，その影響の拡大を防止する
ための施設
へ.　上記ハ.，二.及びホ.に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制するための施設
ト.　上記イ.からへ.の施設の機能を確保するために必要な施設

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
3.耐震設計上の重要度
分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する
施設の耐震設計上の重
要度分類
(1)Ｓクラスの施設

【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類(1)】
・自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物
質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止する
ために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させるため
に必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。
a．その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設
b．使用済燃料を貯蔵するための施設
c．高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統
d．プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器
e．上記c.及びd.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，その影聾の拡大を防止するた
めの施設
f．上記c.，d.及びe.に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制するための施設
g．上記a.からｆ.の施設の機能を確保するために必要な施設

－ －

※補足すべき事項の対象なし

36

(b) 　Ｂクラスの施設
安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。
イ.　放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設(ただし内蔵量が少ないか又
は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影響が十分小さいものは除く。)
ロ.　放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さ
ない施設

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
3.耐震設計上の重要度
分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する
施設の耐震設計上の重
要度分類
(2)Ｂクラスの施設

【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類(2)】
・安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい施
設。
a．放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設(ただし内蔵量が少ないか又
は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影響が十分小さいものは除く。)
b．放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さ
ない施設

－ －

※補足すべき事項の対象なし

31

(e)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施
設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，その重大事故等に対処するために必要な機能
を損なわない設計とする。

2069



補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

37

(c) 　Ｃクラスの施設
Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が
要求される施設。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
3.耐震設計上の重要度
分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する
施設の耐震設計上の重
要度分類
(3)Ｃクラスの施設

【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類(3)】
・Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全
性が要求される施設。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
3.耐震設計上の重要度
分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する
施設の耐震設計上の重
要度分類

【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】
・耐震設計上の重要度分類に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及び当該施設を支持
する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動を「Ⅳ－１－１－３　重要度分類及び重
大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表に，申請設備の耐震重要度分類について同添
付書類の第2.4-2表に示す。 － －

※補足すべき事項の対象なし

－ －

Ⅳ－１－１－３ 重要
度分類及び重大事故等
対処施設の設備分類の
基本方針
2.安全機能を有する施
設の重要度分類
2.1 耐震設計上の重要
度分類

【2.1 耐震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を次のように分類する。

※補足すべき事項の対象なし

－ －

Ⅳ－１－１－３ 重要
度分類及び重大事故等
対処施設の設備分類の
基本方針
2.安全機能を有する施
設の重要度分類
2.4 再処理施設の区分

【2.4 再処理施設の区分】
・安全機能を有する施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設を第2.4-1表に，安全機能を有する
施設の申請設備の耐震重要度分類表を第2.4-2表に示す。
・同表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する地震動及び
波及的影響を考慮すべき設備に適用する地震動(以下「検討用地震動」という。)を併記する。

※補足すべき事項の対象なし

39

b. 重大事故等対処施設の設備分類
重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設
置状態を踏まえて，以下の設備分類に応じた設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
3.耐震設計上の重要度
分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施
設の設備分類

【3.2 重大事故等対処施設の設備分類】
・重大事故等対処設備について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及
び設置状態を踏まえ，以下のとおりに分類する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

40

(a)　常設重大事故等対処設備
重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合において，対処するために必要な機能
を有する設備であって常設のもの。
 イ．常設耐震重要重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が有す
る機能を代替するもの。
 ロ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備であって，上記イ．以外のもの。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
3.耐震設計上の重要度
分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施
設の設備分類
(1)常設重大事故等対
処設備

【3.2 重大事故等対処施設の設備分類(1)】
a.常設耐震重要重大事故等対処設備
・常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が
有する機能を代替するもの。
b.常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
・常設重大事故等対処設備であって，上記a. 以外のもの。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
3.耐震設計上の重要度
分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施
設の設備分類

【3.2 重大事故等対処施設の設備分類】
・耐震設計上の分類に基づき耐震評価を行う申請設備の設備分類について「Ⅳ－１－１－３ 重要度
分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第4.3－1表に示す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

－ －

Ⅳ－１－１－３ 重要
度分類及び重大事故等
対処施設の設備分類の
基本方針
4.重大事故等対処施設
の設備分類
4.3 重大事故等対処施
設の区分

【4.3 重大事故等対処施設の区分】
・重大事故等対処施設の耐震設計上の設備分類を第4.3－1表に示す。
・同表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する検討用地震
動についても併記する。

※補足すべき事項の対象なし

上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第3.1.1-1表に示す。
なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する地震動及び
波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動についても併記する。

上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第3.1.1-2表に示す。
なお，同表には，重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認
する地震力についても併記する。

38

41
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法

【4.1 地震力の算定方法】
・耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.2 設計用地震力

【4.2 設計用地震力】
・「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示
す地震力に従い算定するものとする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

－ －

Ⅳ－１－１－８ 機能
維持の基本方針
2.機能維持の確認に用
いる設計用地震力

【2.機能維持の確認に用いる設計用地震力】
・機能維持の確認に用いる設計用地震力については，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「4.設
計用地震力」に示す設計用地震力の算定方法に基づくこととし，具体的な算定方法は第2－1表に示
す。
・当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算定に際しては，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応
答曲線の作成方針」に定める方法にて設定した設計用床応答曲線を用いる。

第2-1表 設計用地震力
(1) 静的地震力
a. 安全機能を有する施設
b. 重大事故等対処施設
(2) 動的地震力
a. 安全機能を有する施設
b. 重大事故等対処施設
(3) 設計用地震力
a. 安全機能を有する施設
b. 重大事故等対処施設

※補足すべき事項の対象なし

43

a.　静的地震力
安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用する
こととし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

【4.1.1 静的地震力】
・安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用
することとし，それぞれの耐震重要度に応じて，以下の地震層せん断力係数Ｃｉ及び震度に基づき
算定するものとする。 － －

※補足すべき事項の対象なし

44

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設に，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度
に適用される地震力を適用する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

【4.1.1 静的地震力】
・重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設に，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震
重要度分類のクラスに適用される地震力を適用する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

46

(b)　機器・配管系
耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じ

た係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした
震度より求めるものとする。
Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものと
する。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。
上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震性向上の観点から，一般産業

施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力
(2)機器・配管系

【4.1.1 静的地震力(2)】
・静的地震力は，上記(1)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗じた
ものを水平震度として，当該水平震度及び上記(1)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求
めるものとする。
・Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するも
のとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。
・上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震性向上の観点から，一般

産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし
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b.　動的地震力
安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動Ｓｓ及
び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。
Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性設計
用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものから定める入力地震動を適用する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設については，動的地震力は，Ｓクラスの施設及びＢクラスの施設のうち共
振のおそれのあるものに適用する。
・Ｓクラスの施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を
適用する。
・Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，弾性設計用地震動Ｓｄから定める入
力地震動の振幅を2分の1にしたものによる地震力を適用する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

－ －

※補足すべき事項の対象なし

48 － －

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力
(1)建物・構築物

【4.1.2 動的地震力】
・重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設のうち，Ｂクラスの施設の機能を代替する共振のおそれのある施設については，共振のおそれの
あるＢクラス施設に適用する地震力を適用する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を有する
施設がない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に
適用する地震力を適用する。
・重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造と異なる施設については，適用す
る地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の
構造を適切にモデル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。

【4.1.1 静的地震力(1)】
・水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，さら

に当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。
Ｓクラス　　3.0
Ｂクラス　　1.5
Ｃクラス　　1.0
・地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤

の種類等を考慮して求められる値とする。
・必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類に応

じた係数は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ

０は1.0以上とする。

・Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するも
のとする。鉛直地震力は，震度0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考
慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。

(3)　地震力の算定方法
耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力とする。

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の
うち，Ｂクラスに属する施設の機能を代替する施設であって共振のおそれのある施設については，
「b.　動的地震力」に示す共振のおそれのあるＢクラス施設に適用する地震力を適用する。
また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を有す
る施設がない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に
適用する地震力を適用する。
なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造と異なる施設については，適用
する地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の
構造を適切にモデル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。
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(a)　建物・構築物
水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，さらに当

該層以上の重量を乗じて算定するものとする。
Ｓクラス　　3.0
Ｂクラス　　1.5
Ｃクラス　　1.0
ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上とし，建物・構築物の振動特性，

地盤の種類等を考慮して求められる値とする。
また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度に応じ

た係数は，耐震重要度の各クラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上とす

る。
Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものと
する。鉛直地震力は，震度0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し，
高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)
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動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平2方向及び鉛直方
向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の
耐震計算への影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の3次元応答性状及びそれに
よる機器・配管系への影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.1.2 動的地震力】
・動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平2方向及び鉛
直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた
既往の耐震計算への影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の3次元応答性状及
びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評
価する。その方針を「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方
針」に示す。

－ －

＜水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ＞
⇒水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価にあたり，各
設備における設備形状の観点から水平２方向影響有無の整理，評価対象
の抽出及び考え方について補足説明する。
・[補足耐12]水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する設備の抽出
及び考え方について

⇒水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価に係る根拠を
示すため，評価部位の抽出内容について補足説明する。
・[補足耐13]水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する評価部位の
抽出
・[補足耐51]土木構造物の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す
る影響評価について
・[補足耐56]竜巻防護対策設備の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ
に関する設備の抽出及び考え方について
・[補足耐65]排気筒の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する設
備の抽出及び考え方について

－ －

Ⅳ－１－１－１ 基準
地震動Ｓｓ及び弾性設
計用地震動Ｓｄの概要
5.敷地地盤の振動特性
5.1 解放基盤表面の設
定

【5.1 解放基盤表面の設定】
・各種地質調査結果より，敷地の地盤は速度構造的に特異性を有する地盤ではないと考えられる。
解放基盤表面については，敷地地下で著しい高低差がなく，ほぼ水平で相当な拡がりを有し，著し
い風化を受けていない岩盤である鷹架層において，Ｓ波速度が概ね0.7km/s以上となる標高-70mの位
置に設定した。

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1建物・構築物
2.1.1 建物・構築物
(2.1.2に記載のものを
除く。)
(1)入力地震動

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)(1)】
・解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上であるT.M.S.L.-70mとしている。
・建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ
及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応
じ2次元FEM解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設
定する。
・建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造
及び対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適切に設定した地下構造
モデルを用いて設定するとともに，地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。地盤の非
線形特性の考慮に当たっては，地下水位排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。地
盤の動的変形特性を考慮した入力地震動の算定に当たっては，地盤のひずみの大きさに応じて解析
手法の適用性に留意する。更に必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術
的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。
・安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの建物・構築物及び重大事故等対処施設における耐
震Ｂクラスの施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄ
を1/2倍したものを用いる。

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1建物・構築物
2.1.2　屋外重要土木
構造物
(1)入力地震動

【2.1.2 屋外重要土木構造物(1)】
・屋外重要土木構造物の地震応答解析における入力地震動は，解放基盤表面で定義される基準地震
動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象構造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応
じ2次元FEM 解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を
設定する。地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係にも
留意し，地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(1)入力地震動又は入
力地震力

【2.2 機器・配管系(1)】
・機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又は入力地震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設
計用地震動Ｓｄ又は当該機器・配管系の設置床における設計用床応答曲線若しくは時刻歴応答波と
する。
・建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える影響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデ
ルを用いている場合については，鉛直方向の加速度応答時刻歴に誘発上下動を考慮することとす
る。
・安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの機器・配管系及び重大事故等対処施設における耐
震Ｂクラスの施設の機能を代替する常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要な
ものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを基に線形解析により作成した設計用床応答曲線の応答加
速度を2分の1倍したものを用いる。

＜地盤物性値の設定＞
⇒地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤物性値に関する根拠を示す
ため，地盤モデル及び地盤物性値の設定内容について補足説明する。
・[補足耐7]地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤物性値の設定につ
いて
・[補足耐8]竜巻防護対策設備の耐震性評価に関する補足説明
・[補足耐63]排気筒の耐震性評価に関する補足説明
⇒土木構造物の地震応答解析に用いる地盤物性値について補足説明す
る。
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全性評価における共通事項について

＜材料物性のばらつき＞
⇒動的解析における材料物性のばらつきの考慮に関する根拠を示すた
め，ばらつきの考慮に係る検討内容について補足説明する。
・[補足耐9]地震応答解析における材料物性のばらつきに関する検討
・[補足耐11]竜巻防護対策設備の地震応答解析における材料物性のばら
つきに伴う影響評価について
・[補足耐49]土木構造物の地震応答解析における材料物性のばらつきに
関する検討について
・[補足耐67]排気筒の地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う
影響評価について
⇒建物，構築物の材料物性のばらつきの影響を考慮した応答に対する検
討内容及び影響評価結果について補足説明する。
・[補足耐10]地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う影響評価
について(機器，配管系)

【4.1.2 動的地震力】
(1)　入力地震動
・地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広が
りをもって存在することが確認されている。
解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7km/s以上を有する標高約－70mの位置に想
定することとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。
・建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播特
性を適切に考慮した上で，必要に応じ2次元ＦＥＭ解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデ
ルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に関する動
的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。
・非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。
・入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構
造及び対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適切に設定する。ま
た，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速
度構造等の地盤条件を設定する。

－
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＜地盤物性値の設定＞
⇒地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤物性値に関する根拠を示す
ため，地盤モデル及び地盤物性値の設定内容について補足説明する。
・[補足耐7]地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤物性値の設定につ
いて
・[補足耐8]竜巻防護対策設備の耐震性評価に関する補足説明
・[補足耐63]排気筒の耐震性評価に関する補足説明
⇒土木構造物の地震応答解析に用いる地盤物性値について補足説明す
る。
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全性評価における共通事項について

＜材料物性のばらつき＞
⇒動的解析における材料物性のばらつきの考慮に関する根拠を示すた
め，ばらつきの考慮に係る検討内容について補足説明する。
・[補足耐9]地震応答解析における材料物性のばらつきに関する検討
・[補足耐11]竜巻防護対策設備の地震応答解析における材料物性のばら
つきに伴う影響評価について
・[補足耐49]土木構造物の地震応答解析における材料物性のばらつきに
関する検討について
・[補足耐67]排気筒の地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う
影響評価について
⇒建物，構築物の材料物性のばらつきの影響を考慮した応答に対する検
討内容及び影響評価結果について補足説明する。
・[補足耐10]地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う影響評価
について（機器・配管系）

－－

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料の
ばらつきによる変動幅を適切に考慮する。
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Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材
料のばらつきによる材料定数の変動幅を適切に考慮する。

－

(a)　入力地震動
地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広がりを
もって存在することが確認されている。
解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7km/s以上を有する標高約-70ｍの位置に想定
することとする。
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。
建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播特性を
適切に考慮した上で，必要に応じ2次元FEM解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位
置で評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を
考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。非線形性の考慮に当たって
は，地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。
地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築
物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意する。
また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速
度構造等の地盤条件を設定する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

－ －

Ⅳ－１－１－１ 基準
地震動Ｓｓ及び弾性設
計用地震動Ｓｄの概要
5.敷地地盤の振動特性
5.1 解放基盤表面の設
定

【5.1 解放基盤表面の設定】
・各種地質調査結果より，敷地の地盤は速度構造的に特異性を有する地盤ではないと考えられる。
解放基盤表面については，敷地地下で著しい高低差がなく，ほぼ水平で相当な拡がりを有し，著し
い風化を受けていない岩盤である鷹架層において，Ｓ波速度が概ね0.7km/s以上となる標高-70mの位
置に設定した。

※補足すべき事項の対象なし

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1建物・構築物
2.1.1 建物・構築物
(2.1.2に記載のものを
除く。)
(1)入力地震動

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)(1)】
・解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上であるT.M.S.L.-70mとしている。
・建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ
及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応
じ2次元FEM解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設
定する。
・建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造
及び対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適切に設定した地下構造
モデルを用いて設定するとともに，地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。地盤の非
線形特性の考慮に当たっては，地下水位排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。地
盤の動的変形特性を考慮した入力地震動の算定に当たっては，地盤のひずみの大きさに応じて解析
手法の適用性に留意する。更に必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術
的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。
・安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの建物・構築物及び重大事故等対処施設における耐
震Ｂクラスの施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄ
を1/2倍したものを用いる。

＜地盤物性値の設定＞
⇒地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤物性値に関する根拠を示す
ため，地盤モデル及び地盤物性値の設定内容について補足説明する。
・[補足耐7]地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤物性値の設定につ
いて

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1建物・構築物
2.1.2　屋外重要土木
構造物
(1)入力地震動

【2.1.2 屋外重要土木構造物(1)】
・屋外重要土木構造物の地震応答解析における入力地震動は，解放基盤表面で定義される基準地震
動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象構造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応
じ2次元FEM 解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を
設定する。地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係にも
留意し，地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。

＜地盤物性値の設定＞
⇒土木構造物の地震応答解析に用いる地盤物性値について補足説明す
る。
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全性評価における共通事項について

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(1)入力地震動又は入
力地震力

【2.2 機器・配管系(1)】
・機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又は入力地震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設
計用地震動Ｓｄ，又は当該機器・配管系の設置床における設計用床応答曲線若しくは時刻歴応答波
とする。
・建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える影響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデ
ルを用いている場合については，鉛直方向の加速度応答時刻歴に誘発上下動を考慮することとす
る。
・安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの機器・配管系及び重大事故等対処施設における耐
震Ｂクラスの施設の機能を代替する常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要な
ものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを基に線形解析により作成した設計用床応答曲線の応答加
速度を2分の1倍したものを用いる。

※補足すべき事項の対象なし

－ －

※補足すべき事項の対象なし【4.1.2 動的地震力】
・Ｂクラスの施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地震
動Ｓｄに2 分の1 を乗じたものを用いる。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

52

Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等
対処施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに2分
の1を乗じたものを用いる。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.1.2 動的地震力】
(2)　動的解析法
・動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」
に，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に
示す。

－ －

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.2　屋外重要土木
構造物
(2) 解析方法及び解析
モデル

【2.1.2　屋外重要土木構造物(2)】
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮の
上，適切な解析法を選定するとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定する。地震応答解
析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる手法とし，地盤及び構造物の地震時における非線形挙
動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかにて行う。地震応答解析に用
いる材料定数については，材料物性のばらつき等による変動が屋外重要土木構造物の振動性状や応
答性状に及ぼす影響を検討し，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)(2)】
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮の
上，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定する。また，
原則として，建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲線の作成は，線形解析及び非線形解析に適
用可能な時刻歴応答解析法による。
・建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性等を十分
考慮して評価し，集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。
・動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものとし，解析モデルの地盤のばね
定数は，基礎版の平面形状，基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等を考慮して定める。各入
力地震動が接地率に与える影響を踏まえて，地盤ばねには必要に応じて，基礎浮上りによる非線形
性又は誘発上下動を考慮できる浮上り非線形性を考慮するものとする。設計用地盤定数の設定に当
たっては，地盤の構造特性の考慮として，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対
象建物・構築物位置での地質・速度構造の違いにも留意し，原則として，弾性波試験によるものを
用いる。
・地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答における各部の
ひずみレベルを考慮して定める。
・Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において，建物・
構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬し
た復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。
・地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。また，ば
らつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべきばらつきの
要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。
・建屋の設置状況を踏まえ，隣接建屋が建物・構築物の応答性状及び機器・配管系へ及ぼす影響に
ついては，地盤3次元FEMモデルによる解析に基づき評価する。解析方法及び解析モデルについて
は，「Ⅳ－２－４－２　隣接建屋に関する影響評価結果」に示す。

－

＜既設工認と今回設工認の解析モデル及び手法の比較＞
⇒地震応答解析及び応力解析における解析モデルの設定根拠を示すた
め，既設工認と今回設工認の解析モデル及び手法の比較について補足説
明する。
・[補足耐31]地震応答解析及び応力解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較
・[補足耐46]土木構造物の地震応答解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較について

＜地盤ばね，スケルトンカーブの設定＞
⇒地震応答解析に用いる地盤ばね，スケルトンカーブに関する根拠を示
すため，地盤ばね，スケルトンカーブの設定内容について補足説明す
る。
・[補足耐32]「建屋側面地盤ばね」及び「地盤のひずみ依存特性」の評
価手法について
・[補足耐33]地震応答解析における耐震壁のせん断スケルトンカーブの
設定

＜隣接建屋の影響＞
⇒隣接建屋の影響検討に関する根拠を示すため，隣接建屋の検討方法等
の内容について補足説明する。
・[補足耐34]隣接建屋の影響に関する検討(建物，屋外機械基礎)
・[補足耐55]隣接建屋の影響に関する検討（土木構造物）
⇒隣接建屋の影響を考慮した応答に対する検討内容及び影響評価結果に
ついて補足説明する。
・[補足耐35]隣接建屋の影響に対する影響評価について(機器・配管系)

＜液状化による影響＞
⇒液状化による影響評価に関する根拠を示すため，設計用地下水位の設
定内容，液状化による影響評価内容及び液状化の評価条件となるパラ
メータについて補足説明する。
・[補足耐50]土木構造物の液状化の影響評価について
・[補足耐36]建物・構築物周辺の設計用地下水位の設定について
・[補足盤1]地盤の支持性能について
⇒液状化による影響について設計用床応答曲線と液状化影響を考慮した
床応答曲線との比較等，影響確認結果について補足説明する。
・[補足耐3]土木構造物の液状化に伴う機電設備の影響評価について

＜材料物性のばらつき＞
⇒動的解析における材料物性のばらつきの考慮に関する根拠を示すた
め，ばらつきの考慮に係る検討内容について補足説明する。
・[補足耐9]地震応答解析における材料物性のばらつきに関する検討
・[補足耐11]竜巻防護対策設備の地震応答解析における材料物性のばら
つきに伴う影響評価について
・[補足耐49]土木構造物の地震応答解析における材料物性のばらつきに
関する検討について
⇒建物，構築物の材料物性のばらつきの影響を考慮した応答に対する検
討内容及び影響評価結果について補足説明する。
・[補足耐10]地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う影響評価
について(機器，配管系)

＜減衰定数の設定＞
⇒地震応答解析に用いる減衰定数に関する根拠を示すため，減衰定数の
設定内容について補足説明する。
・[補足耐5]地震応答解析モデルに用いる鉄筋コンクリート造部の減衰定
数に関する検討
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全性評価における共通事項について

＜既設工認からの変更点＞
⇒耐震設計における補強，評価条件及び計算式の変更など既設工認から
の変更内容について補足説明する。
・[補足耐42]既設工認からの変更点について

＜耐震評価上の補足事項＞
⇒耐震評価における評価条件等の設定について補足説明する。
・[補足耐54]耐震評価上の補足事項について

－

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物
（2.1.2に記載のもの
を除く。）
(2)解析方法及び解析
モデル

－

【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に
対する構造全体としての変形，並びに地震応答解析による地震力及び「4.　設計用地震力」で示す
設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重によ
り発生する局部的な応力が，「5.　機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認する
こと(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを基本とする。また，評価
に当たっては，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な解
析手法を選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，周辺
地盤，構造上の特徴の施設及び施設周辺の状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある
場合には，その影響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考
慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤
における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震性に関する計算書」に示す。
・設備の補強や追加等の改造工事に伴う地震応答解析モデルに重量増加を反映していない施設につ
いては，重量増加による影響検討を行い，影響が否定できない施設は地震応答解析モデルに反映す
る。影響が軽微な施設は影響検討した結果を「Ⅳ－２－１　再処理設備本体等に係る耐震性に関す
る計算書」の地震応答計算書に示す。

－

(b)　動的解析法
イ.　建物・構築物
動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手法の適用
性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じて十分な調
査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法を用いて求める
ものとする。
また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。
建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振動特性，
減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデルを設定する。
動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし，解析モデルの地
盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等については，必
要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値に基づくものと
する。設計用地盤定数の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮として，地震動評価で考慮した敷
地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意し，
原則として，弾性波試験によるものを用いる。

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答における各部のひず
みレベルを考慮して定める。
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析において，主要構造要素がある程度以上
弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾
塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。
また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において，当該施設
を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動
を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適
切に考慮する。また，材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響
として考慮すべき要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設
定する。
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Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10.耐震計算の基本方
針
10.1 建物・構築物
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10.耐震計算の基本方
針
10.1 建物・構築物

【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に
対する構造全体としての変形，並びに地震応答解析による地震力及び「4.　設計用地震力」で示す
設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重によ
り発生する局部的な応力が，「5.　機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認する
こと(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを基本とする。また，評価
に当たっては，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な解
析手法を選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，周辺
地盤，構造上の特徴の施設及び施設周辺の状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある
場合には，その影響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考
慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤
における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震性に関する計算書」に示す。

－ －

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物
(2.1.2に記載のものを
除く。)

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)】
・建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な解
析手法を選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，周辺
地盤の状況，杭基礎，地下躯体等の構造上の特徴の施設及び施設周辺の状況を踏まえ，液状化によ
る影響が生じるおそれがある場合には，その影響について確認する。液状化の影響確認にあたり，
地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応
力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性
を考慮して設定する。

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.2　屋外重要土木
構造物
(2) 解析方法及び解析
モデル

【2.1.2　屋外重要土木構造物(2)】
・動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を選定す
る。このうち，地下水排水設備の外側に配置される構造物については，周辺地盤の状況，杭基礎，
地下躯体等の構造上の特徴の施設及び施設周辺の状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれ
がある場合には，その影響について確認する。液状化の影響確認にあたり，地震時の地盤の有効応
力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化
強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。
・屋外重要土木構造物の液状化に関する影響評価結果については，「Ⅳ－２－４－３　液状化に関
する影響評価結果」に示す。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.1.2 動的地震力】
・これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測網から得
られた観測記録により振動性状の把握を行う。地震観測網の概要については，「Ⅳ－１－１－５ 地
震応答解析の基本方針」の別紙「地震観測網について」に示す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物
(2.1.2に記載のものを
除く。)

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測網から得られた観測記録により振動性状を把
握する。動的解析に用いるモデルについては，地震観測網により得られた観測記録を用い解析モデ
ルの妥当性確認等を行う。

※補足すべき事項の対象なし
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動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把握を行い，
解析モデルの妥当性の確認を行う。
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建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手
法を選定する。ここで，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解
析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を
踏まえた上で保守性を考慮して設定することを基本とする。

＜既設工認と今回設工認の解析モデル及び手法の比較＞
⇒地震応答解析及び応力解析における解析モデルの設定根拠を示すた
め，既設工認と今回設工認の解析モデル及び手法の比較について補足説
明する。
・[補足耐31]地震応答解析及び応力解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較
・[補足耐46]土木構造物の地震応答解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較について
・[補足耐66]地震応答解析及び応力解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較

＜地盤ばね，スケルトンカーブの設定＞
⇒地震応答解析に用いる地盤ばね，スケルトンカーブに関する根拠を示
すため，地盤ばね，スケルトンカーブの設定内容について補足説明す
る。
・[補足耐32]「建屋側面地盤ばね」及び「地盤のひずみ依存特性」の評
価手法について
・[補足耐33]地震応答解析における耐震壁のせん断スケルトンカーブの
設定
・[補足耐62]地震応答解析における支持架構のせん断スケルトンカーブ
の設定

＜隣接建屋の影響＞
⇒隣接建屋の影響検討に関する根拠を示すため，隣接建屋の検討方法等
の内容について補足説明する。
・[補足耐34]隣接建屋の影響に関する検討(建物，屋外機械基礎)
⇒隣接建屋の影響を考慮した応答に対する検討内容及び影響評価結果に
ついて補足説明する。
・[補足耐35]隣接建屋の影響に対する影響評価について(機器・配管系)

＜液状化による影響＞
⇒液状化による影響評価に関する根拠を示すため，設計用地下水位の設
定内容，液状化による影響評価内容及び液状化の評価条件となるパラ
メータについて補足説明する。
・[補足耐50]土木構造物の液状化の影響評価について
・[補足耐36]建物・構築物周辺の設計用地下水位の設定について
・[補足盤1]地盤の支持性能について
⇒液状化による影響について設計用床応答曲線と液状化影響を考慮した
床応答曲線との比較等，影響確認結果について補足説明する。
・[補足耐3]土木構造物の液状化に伴う機電設備の影響評価について

＜材料物性のばらつき＞
⇒動的解析における材料物性のばらつきの考慮に関する根拠を示すた
め，ばらつきの考慮に係る検討内容について補足説明する。
・[補足耐9]地震応答解析における材料物性のばらつきに関する検討
・[補足耐11]竜巻防護対策設備の地震応答解析における材料物性のばら
つきに伴う影響評価について
・[補足耐49]土木構造物の地震応答解析における材料物性のばらつきに
関する検討について
・[補足耐63]排気筒の耐震性評価に関する補足説明
⇒建物，構築物の材料物性のばらつきの影響を考慮した応答に対する検
討内容及び影響評価結果について補足説明する。
・[補足耐10]地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う影響評価
について(機器，配管系)

＜減衰定数の設定＞
⇒地震応答解析に用いる減衰定数に関する根拠を示すため，減衰定数の
設定内容について補足説明する。
・[補足耐5]地震応答解析モデルに用いる鉄筋コンクリート造部の減衰定
数に関する検討
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全性評価における共通事項について

＜既設工認からの変更点＞
⇒耐震設計における補強，評価条件及び計算式の変更など既設工認から
の変更内容について補足説明する。
・[補足耐42]既設工認からの変更点について

＜耐震評価上の補足事項＞
⇒耐震評価における評価条件等の設定について補足説明する。
・[補足耐54]耐震評価上の補足事項について
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.1.2 屋外重要土木構
造物
(2)解析方法及び解析
モデル

【2.1.2 屋外重要土木構造物(2)】
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮の
上，適切な解析法を選定するとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定する。地震応答解
析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる手法とし，地盤及び構造物の地震時における非線形挙
動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかにて行う。地震応答解析に用
いる材料定数については，材料物性のばらつき等による変動が屋外重要土木構造物の振動性状や応
答性状に及ぼす影響を検討し，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。

57

地震力については，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.1.2 動的地震力】
・動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平2方向及び鉛
直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた
既往の耐震計算への影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の3次元応答性状及
びそれぞれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響
を評価する。その方針を「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評
価方針」に示す。

－ －

＜水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ＞
⇒水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価にあたり，各
設備における設備形状の観点から水平２方向影響有無の整理，評価対象
の抽出及び考え方について補足説明する。
・[補足耐12]水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する設備の抽出
及び考え方について

⇒水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価に係る根拠を
示すため，評価部位の抽出内容について補足説明する。
・[補足耐13]水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する評価部位の
抽出
・[補足耐51]土木構造物の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す
る影響評価について
・[補足耐56]竜巻防護対策設備の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ
に関する設備の抽出及び考え方について
・[補足耐65]排気筒の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する設
備の抽出及び考え方について

－

＜既設工認と今回設工認の解析モデル及び手法の比較＞
⇒地震応答解析及び応力解析における解析モデルの設定根拠を示すた
め，既設工認と今回設工認の解析モデル及び手法の比較について補足説
明する。
・[補足耐31]地震応答解析及び応力解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較
・[補足耐46]土木構造物の地震応答解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較について
・[補足耐66]地震応答解析及び応力解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較

＜地盤ばね，スケルトンカーブの設定＞
⇒地震応答解析に用いる地盤ばね，スケルトンカーブに関する根拠を示
すため，地盤ばね，スケルトンカーブの設定内容について補足説明す
る。
・[補足耐32]「建屋側面地盤ばね」及び「地盤のひずみ依存特性」の評
価手法について
・[補足耐33]地震応答解析における耐震壁のせん断スケルトンカーブの
設定
・[補足耐62]地震応答解析における支持架構のせん断スケルトンカーブ
の設定

＜液状化による影響評価＞
⇒液状化による影響評価に関する根拠を示すため，設計用地下水位の設
定内容，液状化による影響評価内容及び液状化の評価条件となるパラ
メータについて補足説明する。
・[補足耐50]土木構造物の液状化の影響評価について
・[補足耐36]建物・構築物周辺の設計用地下水位の設定について
・[補足盤1]地盤の支持性能について

－
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建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成
系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤及び構造物の地震時における非線形挙動
の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地盤の地震応答解析モデ
ルは，構造物と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。構造物の地震応答解析に用い
る減衰定数については，地盤と構造物の非線形性を考慮して適切に設定する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10.耐震計算の基本方
針
10.1 建物・構築物

【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に
対する構造全体としての変形，並びに地震応答解析による地震力及び「4.　設計用地震力」で示す
設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重によ
り発生する局部的な応力が，「5.機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認するこ
と(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを基本とする。また，評価
に当たっては，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な解
析手法を選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，周辺
地盤，構造上の特徴の施設及び施設周辺の状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある
場合には，その影響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考
慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤
における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震性に関する計算書」に示す。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.1.2 動的地震力】
(2)　動的解析法
・動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」
に，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に
示す。 － －

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2)解析方法及び解析
モデル

【2.2 機器・配管系(2)】
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮の
上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値
は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基づき設定する。

－ －

Ⅳ－１－１－６ 設計
用床応答曲線の作成方
針
1.概要

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
1.概要
・機器・配管系の動的解析に用いる設計用床応答曲線の作成方針及びその方針に基づき作成した設
計用床応答曲線に関して説明する。

Ⅳ－１－１－６ 別紙 各施設の設計用床応答曲線
【1.概要】
・各施設の機器・配管系の耐震設計に用いる各床面の静的震度，最大床応答加速度及び設計用床応
答曲線について示す。

＜減衰定数の適用＞
⇒機器・配管系の耐震評価に新たに適用した減衰定数(鉛直方向の減衰定
数，最新知見に基づいた減衰定数)の考え方，適用性について補足説明す
る。
・[補足耐6]新たに適用した減衰定数について

＜材料物性のばらつき＞
⇒建物，構築物の材料物性のばらつきの影響を考慮した応答に対する検
討内容及び影響評価結果について補足説明する。
・[補足耐10]地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う影響評価
について(機器，配管系)

＜鉛直方向の動的地震力考慮における影響＞
⇒鉛直方向地震力の導入により浮き上がり等の影響を受ける設備の抽
出，影響確認内容及び確認結果について補足説明する。
・[補足耐15]鉛直方向の動的地震力考慮による設備の浮き上がり等の影
響について

＜SRSS法の適用性＞
⇒鉛直方向の動的地震力考慮に伴うSRSS法適用の妥当性について補足説
明する。
・[補足耐16]水平方向と鉛直方向の動的地震力の二乗和平方根(SRSS)法
による組合せについて

＜Ｓｄ評価結果の記載方法＞
⇒Ｓクラス設備の耐震計算書におけるＳｄ評価結果の記載方法について
補足説明する。
・[補足耐20]耐震Ｓクラス設備の耐震計算書におけるＳｄ評価結果の記
載方法

＜動的機能維持評価＞
⇒動的機能維持評価の評価対象の抽出及び評価方法について補足説明す
る。
・[補足耐24]動的機能維持評価手法の適用について

＜電気的機能維持評価＞
⇒電気盤等の機能維持評価に用いる水平方向加速度の保守性に対する確
認結果について補足説明する。
・[補足耐25]電気的機能維持評価手法の適用について

＜固有周期の算出＞
⇒固有周期を算出せず剛とみなしている設備の固有周期の考え方及び固
有周期算出結果について補足説明する。
・[補足耐37]剛な設備の固有周期の算出について

＜機器・配管系の類型化＞
⇒設備の構造及び要求される安全機能に応じて設定した評価手法ごとの
計算式の分類を踏まえ機器・配管系に対する類型化の分類の考え方につ
いて補足説明する。
・[補足耐38]機器・配管系の類型化に対する分類の考え方について

＜配管系の評価手法＞
⇒配管系の耐震評価における配管，ダクト等の標準支持間隔法の設計内
容及び保守性について補足説明する。
・[補足耐40]配管系の評価手法(定ピッチスパン法)について

＜既設工認からの変更点＞
⇒耐震設計における補強，評価条件及び計算式の変更など既設工認から
の変更内容について補足説明する。
・[補足耐42]既設工認からの変更点について

＜ダクトの耐震設計について＞
⇒ダクト評価で用いる補正係数，安全係数の設定根拠について補足説明
する。
・[補足耐44]ダクト評価で用いる補正係数，安全係数の設定根拠につい
て

＜耐震評価上の補足事項＞
⇒耐震評価における評価条件等の設定について補足説明する。
・[補足耐54]耐震評価上の補足事項について

【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価は，「4.設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づい
た地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応力が「5.機能維持の基本方針」で
示す許容限界内にあることを確認すること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを基本とし，その他の手法
を適用する場合は適用性を確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法及びスペクトル
モーダル解析法を用いる場合は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・スペクトルモーダル解析法
　・時刻歴応答解析法
　・定式化された計算式を用いた解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
・機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系ごとに設定するとともに，安
全機能に応じた評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅳ－１－１－５　地震応答解析
の基本方針」の「2.2(2) 解析方法及び解析モデル」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答解析により機器・配管系に
作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持できることを確認した加速度(動的機能維持
確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地
震荷重が許容荷重以下となることを確認する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10.耐震計算の基本方
針
10.2 機器・配管系

58

ロ.　機器・配管系
動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，
適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適
切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。

－－
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.1.2 動的地震力】
(2)　動的解析法
・動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」
に，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に
示す。

－ －

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10.耐震計算の基本方
針
10.2 機器・配管系

【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価は，「4.設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づい
た地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応力が「5.機能維持の基本方針」で
示す許容限界内にあることを確認すること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを基本とし，その他の手法
を適用する場合は適用性を確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法及びスペクトル
モーダル解析法を用いる場合は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・スペクトルモーダル解析法
　・時刻歴応答解析法
　・定式化された計算式を用いた解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
・機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系ごとに設定するとともに，安
全機能に応じた評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅳ－１－１－５　地震応答解析
の基本方針」の「2.2(2) 解析方法及び解析モデル」に示す。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の
耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２ 耐震計算書作
成の基本方針」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答解析により機器・配管系に
作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持できることを確認した加速度(動的機能維持
確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地
震荷重が許容荷重以下となることを確認する。
・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については，「Ⅳ－２－３　水平２方向
及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。

－ －

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2)解析方法及び解析
モデル

【2.2 機器・配管系(2)】
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮の
上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値
は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基づき設定する。
・機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表現でき
るよう質点系モデル，はりやシェル等の要素を使用した有限要素モデル等に置換し，設計用床応答
曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
・配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析
法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
・スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用いる場合は材料物性のばらつき等を適切に
考慮する。
・スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形
現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，材料物性のばら
つき等への配慮を考慮しつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動
特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。
・3次元的な広がりを持つ設備については，3次元的な配置を踏まえ，適切にモデル化し，水平2方向
及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。具体的な方針については「Ⅳ－
１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。
・剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を震
度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。
・機器，配管系の評価については，これら解析方法及び解析モデルに応じた評価を行う。機器，配
管系の評価方法について，「Ⅳ－１－１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－２
ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２　耐震計算書作成の基本方針」に示す。

－ －

Ⅳ－１－１－６ 設計
用床応答曲線の作成方
針
2.床応答スペクトルに
係る基本方針及び作成
方法
2.1 基本方針

【2.1 基本方針】
・床応答スペクトルに対し，各再処理施設の固有周期のシフトを考慮し，周期方向に±10%の拡幅を
行い，設計用床応答曲線とする。

－ －

Ⅳ－１－１－10 機器
の耐震支持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

【2.1 基本原則】
・機器の耐震支持方針は下記によるものとする。
(1) 重要な機器は岩盤上に設けた強固な基礎又は岩盤により支持され十分耐震性を有する建物・構
築物内の基礎上に設置する。
(2) 支持構造物を含め十分剛構造とすることで建物・構築物との共振を防止する。
(3) 剛性を十分に確保できない場合は，機器系の振動特性に応じた地震応答解析により，応力評価
に必要な荷重等を算定し，その荷重等に耐える設計とする。
(4) 重心位置を低くおさえる。
(5) 配管反力をできる限り機器にもたせない構造とする。
(6) 偏心荷重を避ける。
(7) 高温機器は熱膨張を拘束しない構造とする。
(8) 動的機能が要求されるものについては地震時に機能を喪失しない構造とする。
(9) 内部構造物については容器との相互作用を考慮した構造とする。
(10) 建物・構築物内の基礎上に固定されていない移動式設備については，強固なガーダに設置し転
倒等による落下を防止するための措置を講じる。
(11) 支持架構上に設置される機器については，原則として架構を十分剛に設計する。剛ではない場
合は，架構の剛性を考慮した地震荷重等に耐える設計とするとともに，剛ではない架構に設置され
る機器については，架構の剛性を考慮した地震応答解析を行う。解析に当たっては，設計用床応答
曲線又は時刻歴応答波を用いて耐震性の確認を行うものとし，そのうち時刻歴応答波については，
実機の挙動をより模擬する場合に用いる。

－ －

Ⅳ－１－１－11－１
配管の耐震支持方針
1.配管の耐震支持方針
1.1 概要
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモ
デルを用いた評価方法

【1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法】
・多質点系はりモデルを用いた評価方法では，原則として固定点から固定点までを独立した1つのブ
ロックとして，地震荷重，自重 ，熱荷重等により配管に生じる応力が許容応力以下となるように配
管経路及び支持方法を定める。

－ －

Ⅳ－１－１－11－１
配管の耐震支持方針
1.配管の耐震支持方針
1.1 概要
1.3 配管の設計
1.3.3 標準支持間隔を
用いた評価方法

【1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法】
・標準支持間隔法による配管の耐震計算は，配管を直管部，曲がり部，集中質量部，分岐部，Z形
部，門形部及び分岐＋曲がり部の各要素に分類し，要素ごとに許容値を満足する最大の支持間隔を
算出する。

－ －

Ⅳ－１－１－11－２
ダクトの耐震支持方針
4.ダクト設計の基本方
針
4.4 ダクト支持点の設
計方法
4.4.1 標準支持間隔を
用いた評価方法

【4.4.1 標準支持間隔を用いた評価方法】
・静的震度，1.2ZPA及び設計用床応答曲線から地震力を算定し，ダクトに生じる曲げモーメントが
許容座屈曲げモーメント以下となるように支持間隔を算定する。

－ －

Ⅳ－１－１－12 電気
計測制御装置等の耐震
支持方針
4.電気計測制御装置等
の耐震設計方針
4.2 耐震設計の手順
4.2.4 電路類の耐震設
計手順

【4.2.4 電路類の耐震設計手順】
・構造的に健全ならば機能が維持されるので構造的検討のみを行う。この際には多質点系はりモデ
ルによる解析又は標準支持間隔法を用いる。多質点系はりモデルによる解析の場合は，固有振動数
に応じて応答解析による方法，又は静的解析による方法を用いて構造的健全性を確認する方針とす
る。
・標準支持間隔法を用いる場合は，静的又は動的地震力による応力が許容応力以下となる標準支持
間隔を設定し，標準支持間隔以内で支持することにより耐震性を確保する。

＜減衰定数の適用＞
⇒機器・配管系の耐震評価に新たに適用した減衰定数(鉛直方向の減衰定
数，最新知見に基づいた減衰定数)の考え方，適用性について補足説明す
る。
・[補足耐6]新たに適用した減衰定数について

＜材料物性のばらつき＞
⇒建物，構築物の材料物性のばらつきの影響を考慮した応答に対する検
討内容及び影響評価結果について補足説明する。
・[補足耐10]地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う影響評価
について(機器，配管系)

＜鉛直方向の動的地震力考慮における影響＞
⇒鉛直方向地震力の導入により浮き上がり等の影響を受ける設備の抽
出，影響確認内容及び確認結果について補足説明する。
・[補足耐15]鉛直方向の動的地震力考慮による設備の浮き上がり等の影
響について

＜SRSS法の適用性＞
⇒鉛直方向の動的地震力考慮に伴うSRSS法適用の妥当性について補足説
明する。
・[補足耐16]水平方向と鉛直方向の動的地震力の二乗和平方根(SRSS)法
による組合せについて

＜Ｓｄ評価結果の記載方法＞
⇒Ｓクラス設備の耐震計算書におけるＳｄ評価結果の記載方法について
補足説明する。
・[補足耐20]耐震Ｓクラス設備の耐震計算書におけるＳｄ評価結果の記
載方法

＜動的機能維持評価＞
⇒動的機能維持評価の評価対象の抽出及び評価方法について補足説明す
る。
・[補足耐24]動的機能維持評価手法の適用について

＜電気的機能維持評価＞
⇒電気盤等の機能維持評価に用いる水平方向加速度の保守性に対する確
認結果について補足説明する。
・[補足耐25]電気的機能維持評価手法の適用について

＜固有周期の算出＞
⇒固有周期を算出せず剛とみなしている設備の固有周期の考え方及び固
有周期算出結果について補足説明する。
・[補足耐37]剛な設備の固有周期の算出について

＜機器・配管系の類型化＞
⇒設備の構造及び要求される安全機能に応じて設定した評価手法ごとの
計算式の分類を踏まえ機器・配管系に対する類型化の分類の考え方につ
いて補足説明する。
・[補足耐38]機器・配管系の類型化に対する分類の考え方について

＜配管系の評価手法＞
⇒配管系の耐震評価における配管，ダクト等の標準支持間隔法の設計内
容及び保守性について補足説明する。
・[補足耐40]配管系の評価手法(定ピッチスパン法)について

＜既設工認からの変更点＞
⇒耐震設計における補強，評価条件及び計算式の変更など既設工認から
の変更内容について補足説明する。
・[補足耐42]既設工認からの変更点について

＜ダクトの耐震設計について＞
⇒ダクト評価で用いる補正係数，安全係数の設定根拠について補足説明
する。
・[補足耐44]ダクト評価で用いる補正係数，安全係数の設定根拠につい
て

＜耐震評価上の補足事項＞
⇒耐震評価における評価条件等の設定について補足説明する。
・[補足耐54]耐震評価上の補足事項について

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系
モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻
歴応答解析法により応答を求める。
また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切
に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。
配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法に
より応答を求める。
スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象
を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築物の剛性及
び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設
備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。
また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水平2方向及び鉛直
方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。
なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用さ
せて地震力を算定する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる材料定数の変動幅を適切に考
慮する。動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方
針」に，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方
針」に示す。 － －

－ －

Ⅳ－１－１－５ 地震
応答解析の基本方針
3.設計用減衰定数

【3.設計用減衰定数】
・地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601-1987，1991に記載されている減衰定数を設備の種
類，構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性が確認された値も用いる。
・建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの材料減衰定数の設定については，既往
の知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。
・地盤と屋外重要土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地中構造物とし
ての特徴及び同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針

【5.機能維持の基本方針】
・耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機
能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・
転倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機
能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，地下水排水機能，飛来物防護機能，漏えい検知機
能，火災防護機能，止水機能，ユーティリティ機能，貯水機能，分析機能，廃棄機能を維持する設
計とする。
・上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセス
ルートの保持機能，飛来物防護機能，止水機能，貯水機能，分析機能，廃棄機能については，安全
機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該
機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援
機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，
火災防護機能，ユーティリティ機能については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求さ
れる各施設の特性に応じて評価項目を追加することで，機能維持設計を行う。

－ －

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度

【5.1 構造強度】
・再処理施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震力による荷重と地震力以外の荷
重の組合せを適切に考慮した上で，構造強度を確保する設計とする。また，変位及び変形に対し，
設計上の配慮を行う。
・自然現象に関する組合せは，「Ⅵ－１－１－１ 再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書」に従い行う。
・具体的な荷重の組合せ及び許容限界は「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の第3.1-1表に示
す。

－ －

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮
する状態

【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
・地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(a)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(b)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

－ －

＜土木構造物の要求機能＞
⇒土木構造物の要求機能について補足説明する。
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の取り扱いについて

＜耐震設計における安全機能＞
⇒再処理施設の耐震設計における機能維持を考慮すべき安全機能につい
て補足説明する。
・[補足耐53]耐震設計における安全機能の整理について

＜間接支持構造物の評価＞
⇒間接支持構造物の評価に用いる解析モデル等に関する根拠を示すた
め，解析モデル等の設定内容について補足説明する。
・[補足耐26]応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条件の考え
方
・[補足耐27]地震荷重の入力方法
・[補足耐28]建物・構築物の耐震評価における組合せ係数法の適用性に
ついて
・[補足耐29]応力解析における断面の評価部位の選定
・[補足耐30]応力解析における応力平均化の考え方
・[補足耐58]竜巻防護対策設備の応力解析におけるモデル化，境界条件
及び拘束条件の考え方
・[補足耐59]竜巻防護対策設備の耐震評価における組合せ係数法の適用
性について
・[補足耐57]竜巻防護対策設備の水平方向と鉛直方向の動的地震力の二
乗和平方根(SRSS)法による組合せについて
・[補足耐60]地震荷重の入力方法
・[補足耐61]応力解析における断面の評価部位の選定
・[補足耐68]排気筒の応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条
件の考え方
・[補足耐69]地震荷重の入力方法
・[補足耐70]応力解析における断面の評価部位の選定

＜動的機能維持評価＞
⇒動的機能維持評価の評価対象の抽出及び評価方法について補足説明す
る。
・[補足耐24]動的機能維持評価手法の適用について

＜電気的機能維持評価＞
⇒電気盤等の機能維持評価に用いる水平方向加速度の保守性に対する確
認結果について補足説明する。
・[補足耐25]電気的機能維持評価手法の適用について

＜減衰定数の設定＞
⇒地震応答解析に用いる減衰定数に関する根拠を示すため，減衰定数の
設定内容について補足説明する。
・[補足耐5]地震応答解析モデルに用いる鉄筋コンクリート造部の減衰定
数に関する検討
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全性評価における共通事項について

＜減衰定数の適用＞
⇒機器・配管系の耐震評価に新たに適用した減衰定数(鉛直方向の減衰定
数，最新知見に基づいた減衰定数)の考え方，適用性について補足説明す
る。
・[補足耐6]新たに適用した減衰定数について
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(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機
能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転
倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機能，
操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。
上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルー
トの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類
に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持でき
る設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機
能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強度を確保するととも
に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。
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c. 設計用減衰定数
地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，構
造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認した値も用いる。
なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については，既往の
知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。
また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地中構造物としての特
徴，同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

－ －

＜土木構造物の要求機能＞
⇒土木構造物の要求機能について補足説明する。
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の取り扱いについて

＜耐震設計における安全機能＞
⇒再処理施設の耐震設計における機能維持を考慮すべき安全機能につい
て補足説明する。
・[補足耐53]耐震設計における安全機能の整理について

＜間接支持構造物の評価＞
⇒間接支持構造物の評価に用いる解析モデル等に関する根拠を示すた
め，解析モデル等の設定内容について補足説明する。
・[補足耐26]応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条件の考え
方
・[補足耐27]地震荷重の入力方法
・[補足耐28]建物・構築物の耐震評価における組合せ係数法の適用性に
ついて
・[補足耐29]応力解析における断面の評価部位の選定
・[補足耐30]応力解析における応力平均化の考え方
・[補足耐58]竜巻防護対策設備の応力解析におけるモデル化，境界条件
及び拘束条件の考え方
・[補足耐59]竜巻防護対策設備の耐震評価における組合せ係数法の適用
性について
・[補足耐57]竜巻防護対策設備の水平方向と鉛直方向の動的地震力の二
乗和平方根(SRSS)法による組合せについて
・[補足耐60]地震荷重の入力方法
・[補足耐61]応力解析における断面の評価部位の選定
・[補足耐68]排気筒の応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条
件の考え方
・[補足耐69]地震荷重の入力方法
・[補足耐70]応力解析における断面の評価部位の選定

＜動的機能維持評価＞
⇒動的機能維持評価の評価対象の抽出及び評価方法について補足説明す
る。
・[補足耐24]動的機能維持評価手法の適用について

＜電気的機能維持評価＞
⇒電気盤等の機能維持評価に用いる水平方向加速度の保守性に対する確
認結果について補足説明する。
・[補足耐25]電気的機能維持評価手法の適用について

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施
設

【5.2 機能維持】
(1)建物・構築物
・再処理施設の安全機能のうち，建物・構築物に要求される閉じ込め機能，火災防護機能，遮蔽機
能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，地下水排水機能，廃棄機能，飛
来物防護機能及び貯水機能の機能維持の方針を以下に示す。
・これらの機能維持の考え方を，「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方針」に示す。
・重大事故等対処施設の設計においては，設計基準事故時の状態と重大事故等時の状態での評価条
件の比較を行い，重大事故等時の状態の方が厳しい場合は別途，重大事故等時の状態にて設計を行
う。

a.安全機能を有する施設
(a)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，放射性物質を限定された
区域に閉じ込めるため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1　構造
強度」に基づく構造強度を確保することで，閉じ込め機能が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，地震時及び地震後
において，放射性物質が漏えいした場合にその影響の拡大を防止するため，閉じ込め機能の維持が
要求される壁及び床が安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して構造強度を確保
することで閉じ込め機能が維持できる設計とする。
・また，閉じ込め機能が要求される壁・床・天井（開口部周り）に設置する扉及びハッチ等は，
壁・床・天井（開口部周り）がせん断ひずみの許容限界を満足していることで，閉じ込め機能を確
保できる。

(b)火災防護機能の維持
・火災防護機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，火災の影響を軽減するた
め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造
強度を確保することで，火災防護機能が維持できる設計とする。

(c)遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線障
害防止，再処理施設周辺の空間線量率の低減，居住性の確保及び放射線障害から公衆等を守るた
め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造
強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，遮蔽機能が維持できる設計とする。

(d)支持機能の維持
・機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後に
おいて，被支持設備の機能を維持するため，被支持設備の安全機能を有する施設の耐震重要度に応
じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保することで，支持機能が維持でき
る設計とする。
・支持機能の維持が要求される施設のうち，建物・構築物の鉄筋コンクリート造の施設は，耐震壁
のせん断ひずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材に生じる応力が終局強度に対し
妥当な安全余裕を有していることで，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計とする。
・屋外重要土木構造物については，構造部材の曲げについては界層間変形角(層間変形角1/100)又は
終局曲率，せん断についてはせん断耐力を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及び
せん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕をもたせることとし，機器・配管系の支持機能が
維持できる設計とする。その他の土木構造物については，安全上適切と認められる規格及び基準に
よる許容応力度を許容限界とし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。

(e)地下水排水機能の維持
・地下水排水機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，建物・構築物の周囲の
地下水を排水するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1　構造
強度」に基づく構造強度を確保することで，地下水排水機能が維持できる設計とする。
・地下水排水機能の維持が要求される施設である地下水排水設備(サブドレン管，集水管，サブドレ
ンピット及びサブドレンシャフト)については，耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・
構築物の周囲の地下水を排水するため，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能が維持できる設
計とする。

(f)廃棄機能の維持
・廃棄機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，放射性廃棄物を廃棄するた
め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造
強度を確保することで，廃棄機能が維持できる設計とする。

(g)飛来物防護機能の維持
飛来物防護機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，設計竜巻によって発生す
る設計飛来物による竜巻防護対象施設への影響を防止するため，安全機能を有する施設の耐震重要
度に応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保することで，飛来物防護機
能が維持できる設計とする。

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機
能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転
倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機能，
操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。
上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルー
トの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類
に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持でき
る設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機
能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強度を確保するととも
に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施
設

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.2 機能維持
(1)建物・構築物
b.重大事故等対処施設

＜土木構造物の要求機能＞
⇒土木構造物の要求機能について補足説明する。
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の取り扱いについて

＜耐震設計における安全機能＞
⇒再処理施設の耐震設計における機能維持を考慮すべき安全機能につい
て補足説明する。
・[補足耐53]耐震設計における安全機能の整理について

＜間接支持構造物の評価＞
⇒間接支持構造物の評価に用いる解析モデル等に関する根拠を示すた
め，解析モデル等の設定内容について補足説明する。
・[補足耐26]応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条件の考え
方
・[補足耐27]地震荷重の入力方法
・[補足耐28]建物・構築物の耐震評価における組合せ係数法の適用性に
ついて
・[補足耐29]応力解析における断面の評価部位の選定
・[補足耐30]応力解析における応力平均化の考え方
・[補足耐58]竜巻防護対策設備の応力解析におけるモデル化，境界条件
及び拘束条件の考え方
・[補足耐59]竜巻防護対策設備の耐震評価における組合せ係数法の適用
性について
・[補足耐57]竜巻防護対策設備の水平方向と鉛直方向の動的地震力の二
乗和平方根(SRSS)法による組合せについて
・[補足耐60]地震荷重の入力方法
・[補足耐61]応力解析における断面の評価部位の選定
・[補足耐68]排気筒の応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条
件の考え方
・[補足耐69]地震荷重の入力方法
・[補足耐70]応力解析における断面の評価部位の選定

＜動的機能維持評価＞
⇒動的機能維持評価の評価対象の抽出及び評価方法について補足説明す
る。
・[補足耐24]動的機能維持評価手法の適用について

＜電気的機能維持評価＞
⇒電気盤等の機能維持評価に用いる水平方向加速度の保守性に対する確
認結果について補足説明する。
・[補足耐25]電気的機能維持評価手法の適用について

－－

【5.2 機能維持】
(1)建物・構築物
b.重大事故等対処施設
(a)遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，
「5.2(1)a.(c) 遮蔽機能の維持」と同様の設計を行うことで，遮蔽機能が維持できる設計とする。

(b)気密性の維持
・気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，居住性確保のため，事故時に放
射性気体の流入を防ぐことを目的として，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対し
て，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保すること及び換気設備の換気機能とあいまって施設
の気圧差を確保することで，必要な気密性が維持できる設計とする。

(c)支持機能の維持
・機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，被支持設備の重大事
故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「5.2(1)a.(d) 支持機能の維持」と同様の設計
を行うことで，支持機能が維持できる設計とする。

(d)操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持
・操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい
て，地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要となる操作場所及びアクセスルー
トを保持するため，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に
基づく構造強度を確保することで，操作場所及びアクセスルートの保持機能が維持できる設計とす
る。
・操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の
施設は，耐震壁のせん断ひずみの許容限界を満足することで，操作場所及びアクセスルートの保持
機能が維持できる設計とする。
・耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみの許容限界を満足している
ことで健全性が確保されており，操作場所及びアクセスルートの保持機能を確保できる。

(e)地下水排水機能の維持
・地下水排水機能の維持が要求される施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対
して，「5.2(1)a.(e)　地下水排水機能の維持」と同様の設計を行うことで，地下水排水機能が維持
できる設計とする。

(f)貯水機能の維持
・貯水機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，重大事故等への対処に必要と
なる水を確保するため，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，「5.1 構造強
度」に基づく構造強度を確保することで，貯水機能が維持できる設計とする。
・貯水機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，貯水機能の維持が要求
される壁及び床が，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，おおむね弾性状態に
留まることを基本とする。

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機
能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転
倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機能，
操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。
上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルー
トの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類
に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持でき
る設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機
能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強度を確保するととも
に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。
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(2)機器・配管系
・再処理施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能として機器・配管系に要求さ
れる機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，止水機能，分析機能及び廃棄機能については，
「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保することで，当該機能が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援
機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，地下水排水機能，火災防護機能及び
ユーティリティ機能については，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに，当該機
能が要求される各施設の特性に応じて，動的機能を維持する設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援
機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，
火災防護機能及びユーティリティ機能については，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保する
とともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて，電気的機能を維持する設計とする。
・閉じ込め機能及び臨界防止機能については，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保するとと
もに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて，閉じ込め機能及び臨界防止機能を維持する設
計とする。
・動的機能維持，電気的機能維持，閉じ込め機能及び臨界防止機能の機能維持の方針を以下に示
す。
・これらの機能維持の考え方を，「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方針」に示す。
・重大事故等対処施設の設計においては，設計基準事故時の状態と重大事故等時の状態での評価条
件の比較を行い，重大事故等時の状態の方が厳しい場合は別途，重大事故等時の状態にて設計を行
う。

a.安全機能を有する施設
(a)動的機能維持
・動的機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，その設備に要求される安全機能を維
持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，要求される動的機能が
維持できることを実証試験又は解析により確認することで，動的機能を維持する設計とする。実証
試験等により確認されている機能維持加速度を超える場合には，詳細検討により機能維持を満足す
る設計とする。
・動的機能が要求される弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支持する配管の
地震応答により増加すると考えられるときは，当該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を
見込むこととする。

(b)電気的機能維持
・電気的機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，その設備に要求される安全機能を
維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，要求される電気的機
能が維持できることを実証試験又は解析により確認することで，電気的機能を維持する設計とす
る。

(c)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グローブボックスは，地震時及び地震後におい
て，グローブボックスに要求される安全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度
に応じた地震動に対して，要求される閉じ込め機能が維持できることを試験又は解析により確認
し，閉じ込め機能が維持できる設計とする。

(d)臨界防止機能の維持
・臨界防止機能の維持が要求される設備は，地震時及び地震後において，臨界の発生を防止するた
め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，核的制限値の維持に必要な形状
寸法管理，複数の機器間の面間距離の維持として地震時において発生する変位及び変形を制限する
ことで，臨界防止機能が維持できる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)
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ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態
運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこ
れらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって，当該状態が継
続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容される範囲
を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(ハ)設計基準事故時の状態
発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場合には再処
理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生し
た状態。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮
する状態

【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(a)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(b)運転時の異常な過渡変化時の状態
運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及び
これらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって，当該状態
が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容され
る範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(c)設計基準事故時の状態
発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場合には再
処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発
生した状態。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度

【5.1 構造強度】
・再処理施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力による荷重と地震力以外の荷重の
組合せを適切に考慮した上で，構造強度を確保する設計とする。また，変位及び変形に対し，設計
上の配慮を行う。
・具体的な荷重の組合せと許容限界は「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮
する状態

【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(a)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(b)重大事故等時の状態
再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機
能を必要とする状態。
(c)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

－ －

※補足すべき事項の対象なし
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ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態
運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこ
れらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって，当該状態が継
続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容される範囲
を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(ハ)設計基準事故時の状態
発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場合には再処
理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生し
た状態。
(ニ)重大事故等時の状態
再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能
を必要とする状態。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮
する状態

【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(a)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(b)運転時の異常な過渡変化時の状態
運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及び
これらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって，当該状態
が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容され
る範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(c)設計基準事故時の状態
発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場合には再
処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発
生した状態。
(d)重大事故等時の状態
再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機
能を必要とする状態。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

－－

【5.2 機能維持】
b.重大事故等対処施設
(a)動的機能維持
・動的機能が要求される設備は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，
「5.2(2)a.(a) 動的機能維持」と同様の設計を行うことで，動的機能を維持する設計とする。

(b)電気的機能維持
・電気的機能が要求される設備は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，
「5.2(2)a.(b) 電気的機能維持」と同様の設計を行うことで，電気的機能を維持する設計とする。

(c)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グローブボックスは，重大事故等対処施設の設備
分類に応じた地震動に対して，「5.2(2)a.(c) 閉じ込め機能の維持」と同様の設計を行うことで，
閉じ込め機能が維持できる設計とする。

(d)臨界防止機能の維持
・臨界防止機能の維持が要求される設備は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対し
て，「5.2(2)a.(d) 臨界防止機能の維持」と同様の設計を行うことで，臨界防止機能が維持できる
設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.2 機能維持
(2)機器・配管系
b.重大事故等対処施設

＜土木構造物の要求機能＞
⇒土木構造物の要求機能について補足説明する。
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の取り扱いについて

＜耐震設計における安全機能＞
⇒再処理施設の耐震設計における機能維持を考慮すべき安全機能につい
て補足説明する。
・[補足耐53]耐震設計における安全機能の整理について

＜間接支持構造物の評価＞
⇒間接支持構造物の評価に用いる解析モデル等に関する根拠を示すた
め，解析モデル等の設定内容について補足説明する。
・[補足耐26]応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条件の考え
方
・[補足耐27]地震荷重の入力方法
・[補足耐28]建物・構築物の耐震評価における組合せ係数法の適用性に
ついて
・[補足耐29]応力解析における断面の評価部位の選定
・[補足耐30]応力解析における応力平均化の考え方
・[補足耐58]竜巻防護対策設備の応力解析におけるモデル化，境界条件
及び拘束条件の考え方
・[補足耐59]竜巻防護対策設備の耐震評価における組合せ係数法の適用
性について
・[補足耐57]竜巻防護対策設備の水平方向と鉛直方向の動的地震力の二
乗和平方根(SRSS)法による組合せについて
・[補足耐60]地震荷重の入力方法
・[補足耐61]応力解析における断面の評価部位の選定
・[補足耐68]排気筒の応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条
件の考え方
・[補足耐69]地震荷重の入力方法
・[補足耐70]応力解析における断面の評価部位の選定

＜動的機能維持評価＞
⇒動的機能維持評価の評価対象の抽出及び評価方法について補足説明す
る。
・[補足耐24]動的機能維持評価手法の適用について

＜電気的機能維持評価＞
⇒電気盤等の機能維持評価に用いる水平方向加速度の保守性に対する確
認結果について補足説明する。
・[補足耐25]電気的機能維持評価手法の適用について
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(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)重大事故等時の状態
再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能
を必要とする状態。
(ハ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機
能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転
倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機能，
操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。
上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルー
トの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類
に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持でき
る設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機
能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強度を確保するととも
に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)
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b.　荷重の種類
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧
(ロ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)地震力，積雪荷重及び風荷重
ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるものと
し，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものとする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(1) 安全機能を有する
施設

【5.1.2 荷重の種類(1)】
a. 建物・構築物
(a)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧
(b)運転時の状態で施設に作用する荷重
(c)地震力，積雪荷重及び風荷重
・運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，
地震力には，地震時の土圧，機器・配管系からの反力，スロッシング等による荷重が含まれるもの
とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし
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ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)地震力
ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等の固定荷
重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に準じる。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(1) 安全機能を有する
施設

【5.1.2 荷重の種類(1)】
b. 機器・配管系
(a)運転時の状態で施設に作用する荷重
(b)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
(c)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(d)地震力
・各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が
含まれるものとする。また，屋外に設置される施設の積雪荷重及び風荷重については，建物・構築
物に準じる。

－ －

※補足すべき事項の対象なし
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(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧
(ロ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)地震力，積雪荷重及び風荷重
ただし，運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重
が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれる
ものとする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(2) 重大事故等対処施
設

【5.1.2 荷重の種類(2)】
a. 建物・構築物
(a)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧
(b)運転時の状態で施設に作用する荷重
(c)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(d)地震力，積雪荷重及び風荷重
・運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含
まれるものとし，地震力には，地震時の土圧，機器・配管系からの反力，スロッシング等による荷
重が含まれるものとする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし
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ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(ホ)地震力
ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等の固定荷
重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に準じる。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(2) 重大事故等対処施
設

【5.1.2 荷重の種類(2)】
b. 機器・配管系
(a)運転時の状態で施設に作用する荷重
(b)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
(c)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(d)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(e)地震力
・各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が
含まれるものとする。また，屋外に設置される施設の積雪荷重及び風荷重については，建物・構築
物に準じる。

－ －

※補足すべき事項の対象なし
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c.　荷重の組合せ
地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定している
風及び積雪による荷重を考慮し，以下のとおり設定する。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組
み合わせる。
(ロ)Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，
積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓ
ｓ以外の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震力又は弾
性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ

【5.1.3 荷重の組合せ】
・地震力と他の荷重との組合せは以下による。
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(a)Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを
組み合わせる。
(b)Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震
力又は静的地震力とを組み合わせる。
(c)Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，動的地震力又は
静的地震力とを組み合わせる。
・常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設
計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし
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ロ．機器・配管系
(イ)Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷
重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動Ｓｓによる
地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
(ロ)Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷
重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力
とを組み合わせる。
(ハ)Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷
重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組み合わせる。
なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせ
る。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する
施設

【5.1.3 荷重の組合せ(1)】
b. 機器・配管系
(a)Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷
重と地震力とを組み合わせる。
(b)Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状
態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事故等によって施設に作用する荷重は，その事
故事象の継続時間等との関係を踏まえ，適切な地震力とを組み合わせる。
(c)Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷
重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地震
力とを組み合わせる。
(d)Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷
重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組み合わせる。
・屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

－ －

＜地震荷重と事故時荷重の組合せについて＞
⇒運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時の荷重と地震荷重の組
合せの検討内容について補足説明する。
・[補足耐14]地震荷重と事故時荷重の組合せについて
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(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，
常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で
施設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ロ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，
常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の
状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する
荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ハ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，
常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の
状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は，そ
の事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力(基準地震動
Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力)と組み合わせる。この組合せについては，事故事象の発
生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。な
お，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。
(ニ)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時
の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的
地震力とを組み合わせる。
この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震力又は弾
性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。
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【5.1.3 荷重の組合せ(2)】
a. 建物・構築物
(a)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，
常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態
で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，
常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時
の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用
する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，
常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時
の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重
は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力(基
準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力)と組み合わせる。この組合せについては，事
故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上
設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。
・以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用する荷重と地震力との組合せについては，いっ
たん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と
を組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震
力とを組み合わせることとなるが，弾性設計用地震動Ｓｄとの組合せの目安となる継続時間がごく
僅かであることから，重大事故等時の荷重と組み合わせる地震力は，基準地震動Ｓｓによる地震力
とする。
(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転
時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じた
ものによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
・常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震力，弾性設計
用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水
圧とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし
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ロ．機器・配管系
(イ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，
常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組
み合わせる。
(ロ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，
常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時
の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用す
る荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ハ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，
常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時
の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は，
基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる。
(ニ)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重及び運転
時の異常な過渡変化時の状態と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせ
る。
なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせ
る。
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【5.1.3 荷重の組合せ(2)】
b. 機器・配管系
(a)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，
常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを
組み合わせる。
(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，
常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等
時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作
用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の，常時作用
している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態
で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と，基準
地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについては，事故事象の発生確率，
継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継
続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。
・以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用する荷重と地震力との組合せについては，いっ
たん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と
を組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震
力とを組み合わせることとなるが，弾性設計用地震動Ｓｄとの組合せの目安となる継続時間がごく
僅かであることから，重大事故等時の荷重と組み合わせる地震力は，基準地震動Ｓｓによる地震力
とする。
(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重及び運
転時の異常な過渡変化時の状態と弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものによる地震力又は静
的地震力とを組み合わせる。
・屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

－ －

＜地震荷重と事故時荷重の組合せについて＞
⇒運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時の荷重と地震荷重の組
合せの検討内容について補足説明する。
・[補足耐14]地震荷重と事故時荷重の組合せについて
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【5.1.3 荷重の組合せ(1)】
b. 機器・配管系
(e) 機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故(以下「事故等」という。)時に生
じるそれぞれの荷重については，地震によって引き起こされるおそれのある事故等によって作用す
る荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等であっても，いったん事故等が発生し
た場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等の発生確率，継続時間及び地震動の超過
確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。
・運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故の状態で施設に作用する荷重は，運転時の状
態で施設に作用する荷重を超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地震荷重と組み
合わせるものはない。

－ －
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【5.1.3 荷重の組合せ(2)】
b. 機器・配管系
(c) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の，常時作
用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状
態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と，基
準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについては，事故事象の発生確
率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。な
お，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。
・以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用する荷重と地震力との組合せについては，いっ
たん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と
を組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震
力とを組み合わせることとなるが，弾性設計用地震動Ｓｄとの組合せの目安となる継続時間がごく
僅かであることから，重大事故等時の荷重と組み合わせる地震力は，基準地震動Ｓｓによる地震力
とする。

－ －

(c)　荷重の組合せ上の留意事項
イ．　安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支
持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用している
荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。
ロ.　安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故(以下
「事故等」という。)時に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引き起こされるおそれのあ
る事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等であっても，
いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等の発生確率，継続
時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。
ハ. 　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平2方向及び鉛直方
向について適切に組み合わせて算定するものとする。
ニ.　積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のう
ち，積雪による受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視でき
る施設を除き，地震力との組合せを考慮する。
ホ.　風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大
事故等対処施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及
び仕様の施設においては，地震力との組合せを考慮する。
ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備による地下水位の低下を踏
まえた設計用地下水位に基づき設定する。
ト.　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する
場合においては，支持される施設の設備分類に応じた地震力と常時作用している荷重(固定荷重，積載
荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する
荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
チ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の，常時作用
している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で
施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と，基準地震
動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについては，事故事象の発生確率，継続時
間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間に
ついては対策の成立性も考慮した上で設定する。
リ.常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を有する施
設がない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に係る
機器・配管系の荷重の組合せを適用する。
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＜水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ＞
⇒水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価にあたり，各
設備における設備形状の観点から水平２方向影響有無の整理，評価対象
の抽出及び考え方について補足説明する。
・[補足耐12]水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する設備の抽出
及び考え方について
・[補足耐56]竜巻防護対策設備の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ
に関する設備の抽出及び考え方について
・[補足耐65]排気筒の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する設
備の抽出及び考え方について

－－

【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項】
(1) 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支
持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用してい
る荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。
(2) 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平2方向及び鉛直方
向について適切に組み合わせて算定するものとする。
(3) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明している場合には，その妥当性を
示した上で，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないものとする。
(4) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各ピークの生起時刻に明らかなずれが
ある場合は，その妥当性を示した上で，必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいも
のとする。
(5) 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の
うち，積雪による受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視
できる施設を除き，地震力との組合せを考慮する。
(6) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重
大事故等対処施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形
状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを考慮する。
(7)荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備による地下水位の低下を踏
まえた設計用地下水位に基づき設定する。
(8) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認す
る場合においては，支持される施設の設備分類に応じた地震力と常時作用している荷重(固定荷重，
積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重及び重大事故等時の状態で施設に作
用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
(9) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を有す
る施設がない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備
に係る機器・配管系の荷重の組合せを適用する。

＜地震荷重と事故時荷重の組合せについて＞
⇒運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時の荷重と地震荷重の組
合せの検討内容について補足説明する。
・[補足耐14]地震荷重と事故時荷重の組合せについて
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)
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d.　許容限界
各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとし，安全上適
切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.1.5 許容限界】
・各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし，JEAG4601
等の安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する
施設

【5.1.5 許容限界(1)】
a. 建物・構築物
(a) Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
イ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
・建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分
な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対
して，妥当な安全余裕を持たせることとする。
・終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変形又はひず
みが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとす
る。
ロ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
・地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，建築基準法等の安全
上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
8.ダクティリティに関
する考慮

【8.ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，その構造体のダクティリ
ティを高めるよう設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」に示
す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし
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(ロ)　Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する
施設

【5.1.5 許容限界(1)】
a. 建物・構築物
(b) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
上記(a)ロ.による許容応力度を許容限界とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし
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(ハ)　建物・構築物の保有水平耐力
建物・構築物(土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐
力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する
施設

【5.1.5 許容限界(1)】
a. 建物・構築物
(d) 建物・構築物の保有水平耐力
・建物・構築物(構築物(屋外機械基礎)及び土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の
保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していること
を確認する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する
施設

【5.1.5 許容限界(1)】
a. 建物・構築物
(e) 屋外重要土木構造物
イ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角1/100)又は終局曲率，せん断についてはせん
断耐力を許容限界とする。
なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持たせる
こととする。
ロ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上適切と認められ
る規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
8.ダクティリティに関
する考慮

【8.ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，その構造体のダクティリ
ティを高めるよう設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」に示
す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する
施設

【5.1.5 許容限界(1)】
a. 建物・構築物
(f) その他の土木構造物
安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
8.ダクティリティに関
する考慮

【8.ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，その構造体のダクティリ
ティを高めるよう設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」に示
す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

(ホ) その他の土木構造物
安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

(二)　屋外重要土木構造物
ⅰ.　基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角1/100)又は終局曲率，せん断についてはせん断
耐力を許容限界とする。
なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持たせるこ
ととする。

ⅱ.　弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上適切と認められる
規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)　Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余
裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，
妥当な安全余裕を有することとする。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変形又はひ
ずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとす
る。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応
力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とす
る。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する
施設

【5.1.5 許容限界(1)】
b. 機器・配管系
(a) Ｓクラスの機器・配管系
イ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
・塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界
に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値を
許容限界とする。
ロ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
・発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又はこれと
同等の安全性を有する応力を許容限界とする。

－ －

＜疲労評価における等価繰返し回数の設定＞
⇒疲労評価を実施している設備について，適用する等価繰返し回数の設
定方法及び妥当性について補足説明する。
・[補足耐21]耐震評価における等価繰返し回数の妥当性確認について

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
8.ダクティリティに関
する考慮

【8.ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，その構造体のダクティリ
ティを高めるよう設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」に示
す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10. 耐震計算の基本方
針
10.2 機器・配管系

【10.2 機器・配管系】
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答解析により機器・配管系に
作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持できることを確認した加速度(動的機能維持
確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地
震荷重が許容荷重以下となることを確認する。

－ －

＜動的機能維持評価＞
⇒動的機能維持評価の評価対象の抽出及び評価方法について補足説明す
る。
・[補足耐24]動的機能維持評価手法の適用について

＜電気的機能維持評価＞
⇒電気盤等の機能維持評価に用いる水平方向加速度の保守性に対する確
認結果について補足説明する。
・[補足耐25]電気的機能維持評価手法の適用について
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(ロ)　Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する
施設

【5.1.5 許容限界(1)】
b. 機器・配管系
(b) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
・上記b.(a)ロ.による応力を許容限界とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施
設

【5.1.5 許容限界(2)】
a. 建物・構築物
(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物
・上記(1)a.(a)イ.を適用する。 － －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
8.ダクティリティに関
する考慮

【8.ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，その構造体のダクティリ
ティを高めるよう設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」に示
す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし
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(ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設の建物・構築物
上記(a)イ.(ロ)を適用する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施
設

【5.1.5 許容限界(2)】
a. 建物・構築物
(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設の建物・構築物
・上記(1)a.(b)による許容応力度を許容限界とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし
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(ハ)　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物(土木構造物を除く。)
上記(イ)を適用するほか，建物・構築物は，変形等に対してその支持機能が損なわれない設計とす
る。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地震力
は，支持される施設に適用される地震力とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施
設

【5.1.5 許容限界(2)】
a. 建物・構築物
(c)設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物(土木構造物を除く。)
・上記(a)を適用するほか，設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物は，変形
等に対してその支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支
持機能が損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

85

(ニ)　建物・構築物の保有水平耐力
建物・構築物(土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐
力に対して，重大事故等対処施設が代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度
に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施
設

【5.1.5 許容限界(2)】
a. 建物・構築物
(d) 建物・構築物の保有水平耐力
・建物・構築物(構築物(屋外機械基礎)及び土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の
保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して，重大事故等対処設備が代替する機能を有する安全機能
を有する施設が属する耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施
設

【5.1.5 許容限界(2)】
a. 建物・構築物
(e) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木構造物
・上記(1)a.(e)イ.又は(1)a.(e)ロ.を適用するほか，設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持
する土木構造物は，変形に対してその支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持
する土木構造物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用さ
れる地震力とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
8.ダクティリティに関
する考慮

【8.ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，その構造体のダクティリ
ティを高めるよう設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」に示
す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

(ホ)　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木構造物
上記(a)イ．(二)ⅰ.又は(a)イ．(二)ⅱ.を適用するほか，土木構造物は，変形に対してその支持機能
が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する土木構造物の支持機能が損なわれないことを
確認する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。

ロ．機器・配管系
(イ)　Ｓクラスの機器・配管系
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十
分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値を許容限
界とする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又はこれと同等
の安全性を有する応力を許容限界とする。
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(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物
上記(a)イ.(イ)ⅰ.を適用する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施
設

【5.1.5 許容限界(2)】
b. 機器・配管系
(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系
・上記(1)b.(a)イ.を適用する。

－ －

＜疲労評価における等価繰返し回数の設定＞
⇒疲労評価を実施している設備について，適用する等価繰返し回数の設
定方法及び妥当性について補足説明する。
・[補足耐21]耐震評価における等価繰返し回数の妥当性確認について

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
8.ダクティリティに関
する考慮

【8.ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，その構造体のダクティリ
ティを高めるよう設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」に示
す。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10. 耐震計算の基本方
針
10.2 機器・配管系

【10.2 機器・配管系】
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答解析により機器・配管系に
作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持できることを確認した加速度(動的機能維持
確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地
震荷重が許容荷重以下となることを確認する。

－ －

＜動的機能維持評価＞
⇒動的機能維持評価の評価対象の抽出及び評価方法について補足説明す
る。
・[補足耐24]動的機能維持評価手法の適用について

＜電気的機能維持評価＞
⇒電気盤等の機能維持評価に用いる水平方向加速度の保守性に対する確
認結果について補足説明する。
・[補足耐25]電気的機能維持評価手法の適用について
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(ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設の機器・配管系
ⅰ．上記(a)ロ.(ロ)を適用する。
ⅱ．代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうちＳクラスの施設は，上記
(イ)を適用する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施
設

【5.1.5 許容限界(2)】
b. 機器・配管系
(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設の機器・配管系
イ．上記(1)b.(b)による応力を許容限界とする。
ロ．代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうちＳクラスの施設は，上記
(a)を適用する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

89

(5)　設計における留意事項
a.　主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物
主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる
設計とするとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
9.機器・配管系の支持
方針

【9.機器・配管系の支持方針】
・機器・配管系本体については「5.　機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。それらの
支持構造物の設計方針について，設備の形状，配置等に応じた支持方法を選定することから，個別
に支持構造物の設計を行う機器，設備の配置に応じて標準化された支持構造物の中から選定する配
管系，垂直自立形と壁掛形を基礎ボルト又は溶接により支持する盤，その筐体から支持される装置
と器具及び標準化された支持構造物の中から選定する電路類で構成する電気計測制御装置等に分け
て定める。
・これら，機器，配管系，電気計測制御装置等の支持方針が異なることから，それぞれの設計方針
を「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅳ
－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持
方針」にて示す。

－ －

＜アンカー定着部について＞
⇒屋内設備のアンカー定着部におけるコンクリート部の健全性確認方法
について補足説明する。
・[補足耐22]屋内設備に対するアンカー定着部の評価について

＜機器・配管の相対変位に対する考慮＞
⇒機器と配管の取り合い部に対し，相対変位を考慮した設計内容及び剛
な機器，剛ではない機器の変位による影響について補足説明する。
・[補足耐43]機器と配管の相対変位に対する設計上の扱いについて

ロ．機器・配管系
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系
上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する
施設
a. 建物・構築物
(c) 耐震重要度の異な
る施設を支持する建
物・構築物（土木構造
物を除く。）

【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(c) 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物（土木構造物を除く。）
上記(a)イ.を適用するほか，耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物は，変形等に対して
その支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が損
なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する
施設
a. 建物・構築物
(g) 耐震重要度の異な
る施設を支持する土木
構造物

【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(g)耐震重要度の異なる施設を支持する土木構造物
上記(e)イ.またはロ.を適用するほか，耐震重要度の異なる施設を支持する土木構造物は，変形等に
対してその支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する土木構造物が支持機能
を損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
3.耐震設計上の重要度
分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対す
る考慮

【3.3 波及的影響に対する考慮】
・「3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類」においてSクラスの施設に分類する施設
である耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全
機能を損なわない設計とする。

－ －

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
6.構造計画と配置計画

【6.構造計画と配置計画】
・建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確
保する設計とする。
・下位クラス施設は，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等
対処施設に対して離隔を取り配置する，又は耐震重要施設の有する安全機能及び重大事故等に対処
するために必要な機能を保持する設計とする。 － －

＜波及的影響に対する考慮＞
⇒波及的影響の設計対象とする下位クラス施設について，設計図書類を
用いた机上検討や現場調査等による抽出の考え方，抽出結果及び確認内
容について補足説明する。
・[補足耐4]下位クラス施設の波及的影響の検討について(建物・構築
物，機器・配管系)
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また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地震動
による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。

b.　波及的影響に対する考慮
耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能が損
なわれないものとする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

－ －

Ⅳ－１－１－４ 波及
的影響に係る基本方針
3.波及的影響を考慮し
た施設の設計方針
3.1 波及的影響を考慮
した施設の設計の観点

【3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点】
・波及的影響を考慮した施設の設計においては,「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する
規則の解釈別記２」(以下「別記２」という。)に記載の4つの観点で実施する。
・原子力施設情報公開ライブラリ(NUCIA：ニューシア)から，原子力施設の地震被害情報，官公庁等
の公開情報から化学プラント等の地震被害情報を抽出し，その要因を整理する。地震被害の発生要
因が別記２(1)～(4)の検討事項に分類されない要因については，その要因も設計の観点に追加す
る。

－ －

Ⅳ－１－１－４ 波及
的影響に係る基本方針
4.波及的影響の設計対
象とする下位クラス施
設

【4.波及的影響の設計対象とする下位クラス施設】
・「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき，構造強度等を確保するように設計するも
のとして選定した下位クラス施設を示す。

－ －

Ⅳ－１－１－４ 波及
的影響に係る基本方針
5.波及的影響の設計対
象とする下位クラス施
設の耐震設計方針

【5.波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針】
・「4.　波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」において選定した施設の耐震設計方針を示
す。

－ －

Ⅳ－１－１－４ 波及
的影響に係る基本方針
5.波及的影響の設計対
象とする下位クラス施
設の耐震設計方針
5.3 設計用地震動又は
地震力

【5.3 設計用地震動又は地震力】
・波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，上位クラス施設の設計に用いる地震動
又は地震力を適用する。

－ －

Ⅳ－１－１－４ 波及
的影響に係る基本方針
6.工事段階における下
位クラス施設の調査・
検討

【6.工事段階における下位クラス施設の調査・検討】
・工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際に検討した配置・補強等が設計どおりに施
されていることを，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また，仮置資材等，現
場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設についても合わせて確認する。
・工事段階における検討は，別記２の4つの観点のうち，(3)及び(4)の観点，すなわち下位クラス施
設の損傷，転倒及び落下による影響について，現場調査により実施する。
・工事段階における確認の後も，波及的影響を防止するように現場を保持するため，保安規定に機
器設置時の配慮事項等を定めて管理する。

＜波及的影響に対する考慮＞
⇒波及的影響の設計対象とする下位クラス施設について，設計図書類を
用いた机上検討や現場調査等による抽出の考え方，抽出結果及び確認内
容について補足説明する。
・[補足耐4]下位クラス施設の波及的影響の検討について(建物・構築
物，機器・配管系)

－－

【3.3 波及的影響に対する考慮】
・この設計における評価に当たっては，以下の4つの観点をもとに，敷地全体及びその周辺を俯瞰し
た調査・検討を行い，各観点より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮
すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。
・波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用し，地震
動又は地震力の選定は，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。
・設定した地震動又は地震力について，動的地震力を用いる場合は，水平2方向及び鉛直方向の地震
力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。
・下位クラス施設とは，耐震重要施設の周辺にある耐震重要施設以外の再処理施設内にある施設(安
全機能を有する施設以外の施設及び資機材等含む)をいう。
・原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報から新たに検討すべき事項が抽出された場合は，
これを追加する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
3.耐震設計上の重要度
分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対す
る考慮

評価に当たっては，以下の4つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点より選
定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の
安全機能への影響がないことを確認する。
波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。なお，
地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。ま
た，波及的影響の確認においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼ
す可能性のある施設，設備を選定し評価する。
ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外の再処理施設内にある施設(資機材等含む。)をい
う。
波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置時の配慮事項等を保安規定に定めて，管理
する。
なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，4つの観点以外に検討すべき事項がな
いか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点を追加する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
3.耐震設計上の重要度
分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対す
る考慮

【3.3 波及的影響に対する考慮】
(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響
a．不等沈下
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等沈下による，耐震重要施設の安全機能
への影響
b．相対変位
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位
による，耐震重要施設の安全機能への影響
(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐震重要施設に接続する下位クラス施設
の損傷による，耐震重要施設の安全機能への影響
(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及
び落下による，耐震重要施設の安全機能への影響
(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及
び落下による，耐震重要施設の安全機能への影響
・波及的影響を考慮すべきこれらの下位クラス施設及びそれに適用する地震動を「Ⅳ－１－１－３
重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表及び第2.4-2表に示す。こ
れらの波及的影響を考慮すべき下位クラス施設は，耐震重要施設の有する安全機能を保持するよう
設計する。
・工事段階においても，耐震重要施設の設計段階の際に検討した配置・補強等が設計どおりに施さ
れていることを，敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また，仮置
資材等，現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設についても合わせて確認する。
・以上の詳細な方針は，「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」に示す。

－ －

－ －

Ⅳ－１－１－４ 波及
的影響に係る基本方針
3.波及的影響を考慮し
た施設の設計方針
3.2 不等沈下又は相対
変位の観点による設計

【3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計】
・建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対象に，別記２(1)「設置地盤
及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響」の観点で，上位クラス施
設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。
(1) 地盤の不等沈下による影響
・下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，上位クラス施設の安全機能及び重大事故等
に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。
(2) 建屋間の相対変位による影響
・下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位クラス施設の安全機能及び重大事故
等に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。

－ －

Ⅳ－１－１－４ 波及
的影響に係る基本方針
3.波及的影響を考慮し
た施設の設計方針
3.3 接続部の観点によ
る設計

【3.3 接続部の観点による設計】
・建屋内外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対象に， 別記２(2)「耐震
重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及
び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。

－ －

Ⅳ－１－１－４ 波及
的影響に係る基本方針
3.波及的影響を考慮し
た施設の設計方針
3.4 損傷，転倒及び落
下の観点による建屋内
施設の設計

【3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の設計】
・建屋内に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対象に， 別記２(3)「建屋内
における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラ
ス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下位クラス施設を
設計する。

－ －

Ⅳ－１－１－４ 波及
的影響に係る基本方針
3.波及的影響を考慮し
た施設の設計方針
3.5 損傷，転倒及び落
下の観点による建屋外
施設の設計

【3.5 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の設計】
・建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対象に，別記２(4)「建屋外に
おける下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス
施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下位クラス施設を設
計する。

－ －

Ⅳ－１－１－４ 波及
的影響に係る基本方針
4.波及的影響の設計対
象とする下位クラス施
設

【4.波及的影響の設計対象とする下位クラス施設】
・「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき，構造強度等を確保するように設計するも
のとして選定した下位クラス施設を示す。

－ －

Ⅳ－１－１－４ 波及
的影響に係る基本方針
5.波及的影響の設計対
象とする下位クラス施
設の耐震設計方針

【5.波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針】
・「4.波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」において選定した施設の耐震設計方針を示
す。
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なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響につい
ては，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」
に，「耐震重要度の下位のクラスに属する施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される
重大事故等対処施設以外の施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に
読み替えて適用する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
3. 耐震設計上の重要
度分類及び重大事故等
対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対す
る考慮

【3.3 波及的影響に対する考慮】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響について
は，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」
に，「耐震重要度の下位のクラスに属する施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設以外の施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機
能」に読み替えて適用する。

－ －

※補足すべき事項の対象なし

＜波及的影響に対する考慮＞
⇒波及的影響の設計対象とする下位クラス施設について，設計図書類を
用いた机上検討や現場調査等による抽出の考え方，抽出結果及び確認内
容について補足説明する。
・[補足耐4]下位クラス施設の波及的影響の検討について(建物・構築
物，機器・配管系)
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(a)　設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響
イ.　不等沈下
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により，耐震重要施設の安全機能へ
の影響がないことを確認する。
ロ.　相対変位
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位によ
り，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。

(b)　耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続する下位クラス施設の
損傷により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。

(c)　建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び
落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。

(d)　建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び
落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５①

補足すべき事項添付書類(2)基本設計方針 添付書類(1)

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10. 耐震計算の基本方
針
10.1 建物・構築物

【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の耐震評価においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮し，設計用地
下水位を基礎スラブ上端レベルに設定する。また，地下水位を基礎スラブ以深に維持することか
ら，地下水圧のうち側面からの圧力は考慮しないこととするが，揚圧力については考慮することと
する。

－ －

－ －

Ⅳ－１－１－９　構造
計画，材料選択上の留
意点
2.構造計画
2.1 建物・構築物

・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排出し，基礎スラ
ブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備（サブドレンポンプ，水位検出器
等）を設置する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10. 耐震計算の基本方
針
10.1 建物・構築物

【10.1 建物・構築物】
・基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛直方向の地震力
を組み合わせた影響評価に当たっては，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用
地震動(以下「一関東評価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用いた場合においても，水平
方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留ま
ることを確認する。具体的には，一関東評価用地震動(鉛直)を用いた場合の応答と基準地震動Ｓｓ
の応答との比較により，基準地震動Ｓｓを用いて評価した施設の耐震安全性に影響を与えないこと
を確認する。なお，施設の耐震安全性へ影響を与える可能性がある場合には詳細評価を実施する。
影響評価結果については，「Ⅳ－２－４－１ 一関東評価用地震動（鉛直）に関する影響評価結果」
に示す。
・一関東評価用地震動(鉛直)の設計用応答スペクトルを第10.1-1図に，設計用模擬地震波の加速度
時刻歴波形を第10.1-2図に示す。また，弾性設計用地震動Ｓｄに対応するものとして，一関東評価
用地震動（鉛直）に対して係数0.5を乗じた地震動の設計用応答スペクトルを第10.1-3図に，加速度
時刻歴を第10.1-4図に示す。

－ －

＜一関東評価用地震動(鉛直)＞
⇒一関東評価用地震動（鉛直）を用いた影響評価に関する検討内容及び
影響評価結果について補足説明する。
・[補足耐17]一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響評価について(建
物，屋外機械基礎)
・[補足耐18]竜巻防護対策設備の一関東評価用地震動(鉛直)に対する影
響評価について
・[補足耐48]土木構造物の一関東評価用地震動（鉛直）に対する影響評
価について
・[補足耐64]排気筒の一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響評価につ
いて

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
10. 耐震計算の基本方
針
10.2 機器・配管系

【10.2 機器・配管系】
・一関東評価用地震動(鉛直)を用いた建物・構築物の応答結果を用いた機器・配管系の影響評価結
果については，「Ⅳ－２－４－１ 一関東評価用地震動（鉛直）に関する影響評価結果」に示す。
・影響評価に当たっては水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対し
て，許容限界の範囲内に留まることを確認する。具体的には，一関東評価用地震動(鉛直)を用いた
場合の応答と基準地震動Ｓｓの応答との比較により，基準地震動Ｓｓを用いて評価した施設の耐震
安全性に影響を与えないことを確認する。なお，施設の耐震安全性へ影響を与える可能性がある場
合には詳細評価を実施する。

－ －

＜一関東評価用地震動(鉛直)＞
⇒一関東評価用地震動（鉛直）を用いた影響評価に関する検討内容及び
影響評価結果について補足説明する。
・[補足耐19]一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響評価について(機
器・配管系)
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(6)緊急時対策所
緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要
な機能が損なわれるおそれがない設計とする。緊急時対策建屋については，耐震構造とし，基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽機能を確保する設計とする。
また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリート構造とし，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対して，緊急時対策建屋の換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保する設計とする。
なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，「(3)地震力の算定方法」及び
「(4)荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系を適用する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.2 機能維持
(1)建物・構築物
b.重大事故等対処施設

【5.2 機能維持(1)】
b.重大事故等対処施設
(a)遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，
「5.2(1)a.(c) 遮蔽機能の維持」と同様の設計を行うことで，遮蔽機能が維持できる設計とする。
(b)気密性の維持
・気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，居住性確保のため，事故時に放
射性気体の流入を防ぐことを目的として，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対し
て，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保すること及び換気設備の換気機能とあいまって施設
の気圧差を確保することで，必要な気密性が維持できる設計とする。

－ －

＜耐震設計における安全機能＞
⇒再処理施設の耐震設計における機能維持を考慮すべき安全機能につい
て補足説明する。
・[補足耐53]耐震設計における安全機能の整理について

＜土木構造物の要求機能＞
⇒土木構造物の要求機能について補足説明する。
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の取り扱いについて
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(7)　地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針
耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，基
準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。
なお，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設周辺にお
いては平坦な造成地であることから，地震力に対して，施設の安全機能及び重大事故等に対処するた
めに必要な機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はない。

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
7.地震による周辺斜面
の崩壊に対する設計方
針

【7.地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針】
・耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設について
は，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置
する。具体的には，JEAG4601の安定性評価の対象とすべき斜面や，土砂災害防止法での土砂災害警
戒区域の設定離間距離を参考に，個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。
・上記に基づく対象斜面の抽出については，事業指定(変更許可)申請書にて記載，確認されてお
り，その結果，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設周辺においては，地震力に対して，施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能
に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はないことを確認している。

－ －

※補足すべき事項の対象なし
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d. 一関東評価用地震動(鉛直)
基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛直方向の地震力を組
み合わせた影響評価を行う場合には，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震
動(以下「一関東評価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用いて，水平方向と鉛直方向の地震
力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。

95

＜地下水排水設備＞
⇒地下水排水設備に関する設計の考え方を示すため，地下水排水設備に
関する設計内容について補足説明する。
・[補足耐36]建物・構築物周辺の設計用地下水位の設定について

Ⅳ－１－１ 耐震設計
の基本方針
6.構造計画と配置計画

【6.構造計画と配置計画】
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排出し，基礎スラ
ブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブドレンポンプ，水位検出器等)
を設置する。地下水排水設備は，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用される要求
事項を満足するよう設計する。また，上記より対象となる建物・構築物の評価に影響するため，建
物・構築物の機能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を維持するとと
もに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給電
が可能な設計とすることとし，その評価を「Ⅳ－２－１　再処理設備本体等に係る耐震性に関する
計算書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書に示す。

－ －

c. 建物・構築物への地下水の影響
耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底
面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備（サブドレンポンプ，水位検出器等）を設
置する。また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とするととも
に，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可
能な設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５②

展開要否 理由

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持
性能に係る基本方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【5.1.5】許容限界
【10.1】建物・構築物

【3. 地盤の解析用物性値】
【4. 地盤の支持力度】

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2
に記載のものを除く。)】
【2.1.2 屋外重要土木構造
物】

＜地盤の支持力度＞
＜液状化による影響評価＞

[補足盤1] 地盤の支持性能について

【補足－340－1】地盤の支持性能について ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

【1. 概要】 ＜耐震評価対象の網羅性，既設工
認との評価手法の相違点の整理＞

[補足耐1] 耐震評価対象の網羅性，既設工認との手法の相違点の整理につい
て（建物・構築物，機器・配管系）

【補足－340－2】耐震評価対象の網羅性，既工認との手法の相違点の整理について ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－８　機能維持の
基本方針

【2.1 基本方針】
【5. 機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】

【4. 機能維持】

＜洞道の取扱い＞

＜土木構造物の要求機能＞

[補足耐2] 洞道の設工認申請上の取り扱いについて

【補足－340－8】屋外重要土木構造物の耐震安全性評価について
　1.1 対象設備
　1.2 屋外重要土木構造物の要求性能と要求性能に対する耐震評価内容

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【10.1 建物・構築物】

【2.1.2 屋外重要土木構造
物】

＜液状化による影響＞ [補足耐3] 土木構造物の液状化に伴う機電設備の影響確認について

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響
に係る基本方針

【3.3 波及的影響に対する考
慮】
【6.構造計画と配置計画】

【3. 波及的影響を考慮した
施設の設計方針】
【4. 波及的影響の設計対象
とする下位クラス施設】
【5.波及的影響の設計対象と
する下位クラス施設の耐震設
計方針】
【6. 工事段階における下位
クラス施設の調査・検討】

＜波及的影響に対する考慮＞ [補足耐4] 下位クラス施設の波及的影響の検討について(建物・構築物，機
器・配管系)

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－4】下位クラス施設の波及的影響の検討について ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【4.1.2 動的地震力】

【3. 設計用減衰定数】

＜減衰定数の設定＞ [補足耐5] 地震応答解析モデルに用いる鉄筋コンクリート造部の減衰定数に
関する検討

【補足－400】 建物・構
築物の地震応答解析につ
いての補足説明資料

【補足－400－2】地震応答解析モデルに用いる鉄筋コンクリート部の減衰定数に関する検討 ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【4.1.2 動的地震力】

【3. 設計用減衰定数】

＜減衰定数の適用＞ [補足耐6] 新たに適用した減衰定数について

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－2】耐震評価対象の網羅性、既工認との手法の相違点の整理について ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－２ 地盤の支持
性能に係る基本方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【4.1.2 動的地震力】

【5. 地質断面図】
【6. 地盤の速度構造】

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2
に記載のものを除く。)】

[補足耐7] 地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤物性値の設定について

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【4.1.2 動的地震力】

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2
に記載のものを除く。)】

[補足耐8] 竜巻防護対策設備の耐震性評価に関する補足説明

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

＜地盤物性値の設定＞

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明

資料
【補足－340－1】地盤の支持性能について ○

1 / 12 ページ

2092



補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【4.1.2 動的地震力】

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2
に記載のものを除く。)】

[補足耐9] 地震応答解析における材料物性のばらつきに関する検討

【補足－400】 建物・構
築物の地震応答解析につ
いての補足説明資料

【補足－400－3】地震応答解析における材料物性のばらつきに関する検討 ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【4.1.2 動的地震力】
【10.2 機器・配管系】

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2
に記載のものを除く。)】
【2.1.2 屋外重要土木構造
物】
【2.2 機器・配管系】

[補足耐10] 地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う影響評価につい
て(機器・配管系)

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－13】3. 建屋－機器連成解析モデルの時刻歴応答解析における材料物性のばらつき
の考慮について

〇

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【4.1.2 動的地震力】

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2
に記載のものを除く。)】

[補足耐11] 竜巻防護対策設備の地震応答解析における材料物性のばらつきに
伴う影響評価について

【補足－400】 建物・構
築物の地震応答解析につ
いての補足説明資料

【補足－400－3】地震応答解析における材料物性のばらつきに関する検討 ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－７ 水平2方向及
び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響評価方針

【4.1.2 動的地震力】
【5.1.4 荷重の組合せ上の留
意事項】

【4.2 機器・配管系】

[補足耐12] 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する設備の抽出及び考
え方について

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－７ 水平2方向及
び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響評価方針

【4.1.2 動的地震力】

【4.1.1 建物・構築物(4.1.2
に記載のものを除く。)】

[補足耐13] 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する評価部位の抽出

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の
基本方針

【5.1.3 荷重の組合せ】

【3.1 構造強度上の制限】

＜地震荷重と事故時荷重の組合せ
について＞

[補足耐14] 地震荷重と事故時荷重の組合せについて

【補足－340－5】地震時荷重と事故時荷重との組合せについて ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震
支持方針

【4.1.2 動的地震力】

【2.2 機器・配管系】

【2.1 基本原則】
【4.1 支持構造物の設計】

＜鉛直方向の動的地震力考慮にお
ける影響＞

[補足耐15] 鉛直方向の動的地震力考慮による設備の浮き上がり等の影響につ
いて

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－2】耐震評価対象の網羅性、既工認との手法の相違点の整理について ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【4.1.2 動的地震力】

【2.2 機器・配管系】

＜SRSS法の適用性＞ [補足耐16] 水平方向と鉛直方向の動的地震力の二乗和平方根(SRSS)法による
組合せについて

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－2】耐震評価対象の網羅性、既工認との手法の相違点の整理について ○

[補足耐17] 一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響評価について(建物，屋外
機械基礎)

[補足耐18] 竜巻防護対策設備の一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響評価
について

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

【10.2 機器・配管系】 [補足耐19] 一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響評価について(機器・配管
系)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－２－１ 機器の耐震
性に関する計算書作成の基本
方針

Ⅳ－１－２－２ 配管系の耐
震性に関する計算書作成の基
本方針

【10.2 機器・配管系】

【1. 概要】

【1. 概要】

＜Ｓｄ評価結果の記載方法＞ [補足耐20] 耐震Ｓクラス設備の耐震計算書におけるＳｄ評価結果の記載方法

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－2】耐震評価対象の網羅性、既工認との手法の相違点の整理について ○

＜水平2方向及び鉛直方向地震力
の組合せ＞

＜一関東評価用地震動(鉛直)＞

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－7】水平2方向及び鉛直方向の適切な組合せに関する検討について ○

＜材料物性のばらつき＞

【10.1 建物・構築物】Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の
基本方針

【5.1.5 許容限界】

【3.1 構造強度上の制限】

＜疲労評価における等価繰返し回
数の設定＞

[補足耐21] 耐震評価における等価繰返し回数の妥当性確認について

【補足－340－13】18. 耐震評価における等価繰返し回数の妥当性確認について ○

＜アンカー定着部について＞ [補足耐22] 屋内設備に対するアンカー定着部の評価について

－ [補足耐23] （欠番）

【補足－340－9】加振試験についての補足説明資料 ○

【補足－340－13】5. 弁の動的機能維持評価について ○

【補足－340－13】6. 動的機能維持の詳細評価について(新たな検討又は詳細検討が必要な設備
の機能維持評価について)

○

【補足－340－17】常設高圧代替注水系ポンプの耐震性についての計算書に関する補足説明資料 ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の
基本方針

【5.2 機能維持】
【10.2 機器・配管系】

【4. 機能維持】

＜電気的機能維持評価＞ [補足耐25] 電気的機能維持評価手法の適用について

【補足－340－13】9. 電気盤等の機能維持評価に適用する水平方向の評価用地震力について ○

[補足耐26] 応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条件の考え方
【補足－370－2】応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条件の考え方 ○

[補足耐27] 地震荷重の入力方法
【補足－370－4】地震荷重の入力方法 ○

[補足耐28] 建物・構築物の耐震評価における組合せ係数法の適用性について
【補足－370－7】建物・構築物の耐震評価における組合せ係数法の適用 ○

[補足耐29] 応力解析における断面の評価部位の選定
【補足－370－3】応力解析における断面の評価部位の選定 ○

[補足耐30] 応力解析における応力平均化の考え方
【補足－370－6】応力解析における応力平均化の考え方 ○

【補足－370】　建物・構
築物の耐震計算について
の補足説明資料

【補足－370－1】応力解析における既工認と今回工認の解析モデル及び手法の比較 ○

【補足－400】　建物・構
築物の地震応答解析につ
いての補足説明資料

【補足－400－1】地震応答解析における既工認と今回工認の解析モデル及び手法の比較 ○

[補足耐32] 「建屋側面地盤ばね」及び「地盤のひずみ依存特性」の評価手法
について

[補足耐33] 地震応答解析における耐震壁のせん断スケルトンカーブの設定

【補足－400－5】地震応答解析における耐震壁のせん断スケルトンカーブの設定 ○

[補足耐34] 隣接建屋の影響に関する検討(建物，屋外機械基礎)

【補足－400－4】隣接建屋の影響に関する検討 ○

[補足耐35] 隣接建屋の影響に対する影響評価について(機器・配管系)

【補足－400－4】隣接建屋の影響に関する検討 ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－２ 地盤の支持
性能に係る基本方針

【10.1 建物・構築物】

【3.3　耐震評価における地
下水位設定方針】

＜液状化による影響評価＞
＜地下水排水設備＞

[補足耐36] 建物・構築物周辺の設計用地下水位の設定について

【補足－340－1】地盤の支持性能について ○

【補足－340－13】17. 剛な設備の固有周期の算出について ○

【補足－340－26】盤及び計装ラックの固有周期について ○

＜間接支持構造物の評価＞

＜動的機能維持評価＞ [補足耐24] 動的機能維持評価手法の適用について
【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－400】　建物・構
築物の地震応答解析につ
いての補足説明資料

＜地盤ばね，スケルトンカーブの
設定＞

○【補足－340－13】20. 補機類のアンカー定着部の評価について

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料剛な設備の固有周期の算出について＜固有周期の算出＞ [補足耐37]

【5.2 機能維持】
【10.2 機器・配管系】

【4. 機能維持】

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の
基本方針

【5.2 機能維持】

【4. 機能維持】

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の
基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震
支持方針

【9. 機器・配管系の支持方
針】

【4.2 埋込金物の設計】

【補足－370】　建物・構
築物の耐震計算について
の補足説明資料

[補足耐31] 地震応答解析及び応力解析における既設工認と今回設工認の解析
モデル及び手法の比較

【10.1 建物・構築物】Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

＜既設工認と今回設工認の解析モ
デル及び手法の比較＞

＜隣接建屋の影響＞

【10.2 機器・配管系】Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

【10.1 建物・構築物】

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2
に記載のものを除く。)】

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【10.1 建物・構築物】

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2
に記載のものを除く。)】
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

Ⅳ－１－１－11－１　配管の
耐震支持方針

Ⅳ－１－１－11－２　ダクト
の耐震支持方針

Ⅳ－１－２－１ 機器の耐震
性に関する計算書作成の基本
方針

Ⅳ－１－２－２ 配管系の耐
震性に関する計算書作成の基
本方針

【10.2 機器・配管系】

【2.2 機器・配管系】

【1.3.3 標準支持間隔を用い
た評価方法】

【4.4.1 標準支持間隔を用い
た評価方法】

【3. 耐震計算方法】

【4.1.1 計算モデル】

＜機器・配管系の類型化＞ [補足耐38] 機器・配管系の類型化に対する分類の考え方について

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－11－１　配管の
耐震支持方針

Ⅳ－１－１－11－２　ダクト
の耐震支持方針

Ⅳ－１－１－12 電気計測制
御装置等の耐震支持方針

【10.2 機器・配管系】

【1.3.1.1 重要度による設計
方針】
【1.3.3 標準支持間隔を用い
た評価方法】

【4.4 ダクト支持点の設計方
法】
【4.5 標準支持間隔】
【4.6 支持方法】

【3.3.4 電路類の耐震設計手
順】

＜配管系の評価手法＞ [補足耐40] 配管系の評価手法(定ピッチスパン法)について

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－13】12. 応力を基準とした標準支持間隔法の適用について ○
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震
支持方針

Ⅳ－１－１－11－１　配管の
耐震支持方針

【10.2 機器・配管系】

【5. その他特に考慮すべき
事項】

【4. その他の考慮事項】

＜機器・配管の相対変位に対する
考慮＞

[補足耐43] 機器と配管の相対変位に対する設計上の扱いについて

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－11－２　ダクト
の耐震支持方針

【9. 機器・配管系の支持方
針】

【4.5.1 角ダクトの固有周
期】
【4.5.2 丸ダクトの固有周
期】
【4.5.3 角ダクトの座屈評
価】
【4.5.4 丸ダクトの座屈評
価】

＜ダクトの耐震設計について＞ [補足耐44] ダクト評価で用いる補正係数，安全係数の設定根拠ついて

－ －

＜計算機プログラム（解析コー
ド）について＞

[補足耐45] 計算機プログラム（解析コード）の概要について

【補足－500】 計算機プ
ログラム（解析コード）
の概要に係る補足説明資
料

【補足－500－1】計算機プログラム（解析コード）の概要に係る補足説明資料 〇

○【補足－370－16】主排気筒及び非常用ガス処理系配管支持架構の耐震性評価に関する補足説明
【補足－370】　建物・構
築物の耐震計算について
の補足説明資料

【10.1 建物・構築物】
【10.2 機器・配管系】

【1. 概要】
【2. 準拠規格】
【3. 計算精度と数値の丸め
方】

【1. 解析条件】
【2. 解析結果】

【1. 概要】
【2. 準拠規格】
【3. 計算精度と数値の丸め
方】

【1. 解析条件】
【2. 解析結果】

【1. 概要】
【2. 準拠規格】
【3. 計算精度と数値の丸め
方】

【1. 解析条件】
【2. 解析結果】

【1. 概要】
【2. 準拠規格】
【3. 計算精度と数値の丸め
方】

【1. 解析条件】
【2. 解析結果】

【1. 概要】

【1. 概要】

【1. 概要】

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－11－１ 別紙1
安全機能を有する施設の直管
部標準支持間隔

Ⅳ－１－１－11－１　別紙1
－〇　各建屋の直管部標準支
持間隔

Ⅳ－１－１－11－１ 別紙2
重大事故等対処施設の直管部
標準支持間隔

Ⅳ－１－１－11－１ 別紙2－
〇 各建屋の直管部標準支持
間隔

Ⅳ－１－１－11－２ 別紙1
安全機能を有する施設の直管
部標準支持間隔

Ⅳ－１－１－11－２ 別紙1－
〇 各建屋の直管部標準支持
間隔

Ⅳ－１－１－11－２ 別紙2
重大事故等対処施設の直管部
標準支持間隔

Ⅳ－１－１－11－２ 別紙2－
〇 各建屋の直管部標準支持
間隔

Ⅳ－１－２－１ 別紙1 各設
備の定式化された計算式を用
いた解析法の計算式

Ⅳ－１－２－１ 別紙2 各設
備のFEMモデルを用いた解析
法の計算式

Ⅳ－１－２－２ 配管系の耐
震性に関する計算書作成の基
本方針

既設工認からの変更点について[補足耐42]
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

【10.1 建物・構築物】 ＜既設工認と今回設工認の解析モ
デル及び手法の比較＞

[補足耐46] 土木構造物の地震応答解析における既設工認と今回設工認の解析
モデル及び手法の比較について

【補足－400】　建物・構
築物の地震応答解析につ
いての補足説明資料

【補足－400－1】地震応答解析における既工認と今回工認の解析モデル及び手法の比較 ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－２ 地盤の支持
性能に係る基本方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【4.1.2 動的地震力】

【5. 地質断面図】
【6. 地盤の速度構造】

【2.1.2 屋外重要土木構造
物】
【3. 設計用減衰定数】

＜地盤物性値の設定＞

＜地盤物性値の設定＞

＜地盤物性値の設定＞

＜減衰定数の設定＞

＜共通事項＞

[補足耐47] 土木構造物の耐震安全性評価における共通事項について

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－8】屋外重要土木構造物の耐震安全性評価について
　1. 共通事項

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

【10.1 建物・構築物】 ＜一関東評価用地震動(鉛直)＞ [補足耐48] 土木構造物の一関東評価用地震動（鉛直）に対する影響評価につ
いて

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【4.1.2 動的地震力】

【2.1.2 屋外重要土木構造
物】

＜材料物性のばらつき＞ [補足耐49] 土木構造物の地震応答解析における材料物性のばらつきに関する
検討について

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－8】屋外重要土木構造物の耐震安全性評価について
　1.5 地盤物性のばらつきの考慮方法

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【10.1 建物・構築物】

【2.1.2 屋外重要土木構造
物】

＜液状化による影響＞ [補足耐50] 土木構造物の液状化の影響評価について

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－8】屋外重要土木構造物の耐震安全性評価について
　2.以降　各構造物の耐震安全性評価

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－７ 水平2方向及
び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響評価方針

【4.1.2 動的地震力】

【4.1.2 屋外重要土木構造
物】

＜水平2方向及び鉛直方向地震力
の組合せ＞

[補足耐51] 土木構造物の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響
評価について

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－7】水平2方向及び鉛直方向の適切な組合せに関する検討について ○

－ －

＜土木構造物の耐震評価における
断面選定の考え方について＞

[補足耐52] 土木構造物の耐震評価における断面選定の考え方について

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－8】屋外重要土木構造物の耐震安全性評価について
　1.4 屋外重要土木構造部の耐震評価における断面選定の考え方

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の
基本方針

【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.2 機能維持】

【3. 構造強度】
【4. 機能維持】

＜耐震設計における安全機能＞ [補足耐53] 耐震設計における安全機能の整理について
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【10.1 建物・構築物】

【2.1.2 屋外重要土木構造
物】

＜隣接建屋の影響＞ [補足耐55] 隣接建屋の影響に関する検討(土木構造物)

耐震評価上の補足事項について[補足耐54]＜耐震評価上の補足事項＞【10.1 建物・構築物】
【10.2 機器・配管系】

【1. 概要】
【2. 準拠規格】
【3. 計算精度と数値の丸め
方】

【1. 解析条件】
【2. 解析結果】

【1. 概要】
【2. 準拠規格】
【3. 計算精度と数値の丸め
方】

【1. 解析条件】
【2. 解析結果】

【1. 概要】
【2. 準拠規格】
【3. 計算精度と数値の丸め
方】

【1. 解析条件】
【2. 解析結果】

【1. 概要】
【2. 準拠規格】
【3. 計算精度と数値の丸め
方】

【1. 解析条件】
【2. 解析結果】

【1. 概要】

【1. 概要】

【1. 概要】

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－11－１ 別紙1
安全機能を有する施設の直管
部標準支持間隔

Ⅳ－１－１－11－１　別紙1
－〇　各建屋の直管部標準支
持間隔

Ⅳ－１－１－11－１ 別紙2
重大事故等対処施設の直管部
標準支持間隔

Ⅳ－１－１－11－１ 別紙2－
〇 各建屋の直管部標準支持
間隔

Ⅳ－１－１－11－２ 別紙1
安全機能を有する施設の直管
部標準支持間隔

Ⅳ－１－１－11－２ 別紙1－
〇 各建屋の直管部標準支持
間隔

Ⅳ－１－１－11－２ 別紙2
重大事故等対処施設の直管部
標準支持間隔

Ⅳ－１－１－11－２ 別紙2－
〇 各建屋の直管部標準支持
間隔

Ⅳ－１－２－１ 別紙1 各設
備の定式化された計算式を用
いた解析法の計算式

Ⅳ－１－２－１ 別紙2 各設
備のFEMモデルを用いた解析
法の計算式

Ⅳ－１－２－２ 配管系の耐
震性に関する計算書作成の基
本方針
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－７ 水平2方向及
び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響評価方針

【4.1.2 動的地震力】

【4.1.1 建物・構築物(4.1.2
に記載のものを除く。)】

＜水平2方向及び鉛直方向地震力
の組合せ＞

[補足耐56] 竜巻防護対策設備の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す
る設備の抽出及び考え方について

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－7】水平2方向及び鉛直方向の適切な組合せに関する検討について ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【4.1.2 動的地震力】

【2.2 機器・配管系】

＜SRSS法の適用性＞ [補足耐57] 水平方向と鉛直方向の動的地震力の二乗和平方根(SRSS)法による
組合せについて

[補足耐58] 竜巻防護対策設備の応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘
束条件の考え方

【補足－370－2】応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条件の考え方 ○

[補足耐59] 竜巻防護対策設備の耐震評価における組合せ係数法の適用性につ
いて

【補足－370－7】建物・構築物の耐震評価における組合せ係数法の適用 ○

[補足耐60] 地震荷重の入力方法

【補足－370－4】地震荷重の入力方法 ○

[補足耐61] 応力解析における断面の評価部位の選定

【補足－370－3】応力解析における断面の評価部位の選定 ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【10.1 建物・構築物】

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2
に記載のものを除く。)】

＜地盤ばね，スケルトンカーブの
設定＞

[補足耐62] 地震応答解析における支持架構のせん断スケルトンカーブの設定

【補足－400】　建物・構
築物の地震応答解析につ
いての補足説明資料

【補足－400－5】地震応答解析における耐震壁のせん断スケルトンカーブの設定 ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【4.1.2 動的地震力】

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2
に記載のものを除く。)】

＜地盤物性値の設定＞ [補足耐63] 排気筒の耐震性評価に関する補足説明

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－1】地盤の支持性能について ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

【10.1 建物・構築物】 ＜一関東評価用地震動(鉛直)＞ [補足耐64] 排気筒の一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響評価について

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－７ 水平2方向及
び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響評価方針

【4.1.2 動的地震力】

【4.1.2 屋外重要土木構造
物】

＜水平2方向及び鉛直方向地震力
の組合せ＞

[補足耐65] 排気筒の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する設備の抽
出及び考え方について

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明
資料

【補足－340－7】水平2方向及び鉛直方向の適切な組合せに関する検討について ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の
基本方針

【5.2 機能維持】

【4. 機能維持】

＜間接支持構造物の評価＞

【補足－370】　建物・構
築物の耐震計算について
の補足説明資料
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

【補足－370】　建物・構
築物の耐震計算について
の補足説明資料

【補足－370－1】応力解析における既工認と今回工認の解析モデル及び手法の比較 ○

【補足－400－1】地震応答解析における既工認と今回工認の解析モデル及び手法の比較 ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－５　地震応答解
析の基本方針

【4.1.2 動的地震力】

【2.1.1 建物・構築物(2.1.2
に記載のものを除く。)】

＜材料物性のばらつき＞ [補足耐67] 排気筒の地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う影響評
価について

【補足－400－3】地震応答解析における材料物性のばらつきに関する検討 ○

[補足耐68] 排気筒の応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条件の考
え方

【補足－370－2】応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条件の考え方 ○

[補足耐69] 地震荷重の入力方法

【補足－370－4】地震荷重の入力方法 ○

[補足耐70] 応力解析における断面の評価部位の選定

【補足－370－3】応力解析における断面の評価部位の選定 ○

【補足－400】　建物・構
築物の地震応答解析につ
いての補足説明資料

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の
基本方針

【5.2 機能維持】

【4. 機能維持】

＜間接支持構造物の評価＞

【補足－370】　建物・構
築物の耐震計算について
の補足説明資料

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本
方針

【10.1 建物・構築物】 ＜既設工認と今回設工認の解析モ
デル及び手法の比較＞

[補足耐66] 地震応答解析及び応力解析における既設工認と今回設工認の解析
モデル及び手法の比較
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

【補足－340－3】可搬型重大事故等対処設備の耐震性に関する説明書に関する補足説明資料 －

本資料は，可搬型重大事故等対処設
備の要求される機能を損なわないこ
とを確認するための耐震計算方法に
ついて示している。再処理施設につ
いては基本設計方針の構成が発電炉
と異なり，可搬型重大事故等対処設
備は36条側での整理となることか
ら，36条（重大事故等対処設備）に

【補足－340－10】ケミカルアンカの高温環境下での使用について －

本資料は，重大事故等時に高温環境
下で使用する機器の基礎ボルトとし
て，ケミカルアンカを使用するもの
について，高温環境下において使用
可能であることを示している。
再処理施設については高温環境下に

【補足－340－11】海水ポンプエリア防護対策施設の耐震性についての計算書に関する補足説明
資料

－

本資料は，海水ポンプエリア防護対
策施設が上位クラスである設備に対
して波及的影響を与えないことにつ
いて示されている。再処理施設にお
いては，波及的影響の耐震評価方針
を基本方針に示し，抽出を含めた評
価結果については，補足説明資料
「下位クラス施設の波及的影響の検
討について」にて纏めて示してい
る。

【補足－340－13】1. 炉内構造物への極限解析による評価の適用について －

本資料は，炉内構造物への極限解析
の適用の妥当性について示されてい
る。再処理施設においては極限解析
は適用していないが，適用する場合
は補足説明資料にて示す。

【補足－340－13】2. 設計用床応答曲線の作成方法及び適用方法 －

本資料は，FRS作成の詳細方針及び高
振動数影響について示されている。
再処理施設におけるFRSの内容につい
ては基本方針に示しており，高振動
領域については補足説明資料「動的
機能維持に対する評価内容につい
て」にて示す。

【補足－340－13】4. 機電設備の耐震計算書の作成について －

本資料は，機電設備の耐震計算書作
成における分類と構成，注意事項及
び記載例について示されている。再
処理施設においては，構成，記載内
容等を実際の耐震計算書にて示す。

【補足－340－13】7. 原子炉格納容器の耐震安全性評価について －

本資料は，今回工認で適用する手法
が，既工認で適用した手法と異なる
場合に他プラントでの適用実績の確
認内容について示している。再処理
施設においては，既認可からの変更
内容及び根拠について，後次回以降
で申請する設備に対する補足説明資
料「既認可からの変更理由」にて示
す。

【補足－340－13】8. 制御棒の挿入性評価について －

本資料は，発電炉固有の格納容器周
辺設備の影響評価について示されて
おり，再処理施設においては機能要
求上該当する設備を有していない。

【補足－340－13】10. 大型機器，構造物の地震応答計算書の補足について －

本資料は，大型機器，構造物の解析
モデルの作成の設定の考え方が示さ
れている。再処理施設においては，
建屋に対して相互影響を与える大型
設備を有していない。

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明

資料
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

【補足－340－13】11. 配管解析における重心位置スペクトル法の適用について －

本資料は，配管解析における床応答
曲線の入力方法として，重心位置ス
ペクトル法に適用している床応答曲
線の入力位置の妥当性について示さ
れている。再処理施設においては，
重心位置スペクトル法を適用してい
ないが，適用する場合は補足説明資
料で示す。

【補足－340－13】13. ダクトの耐震計算方法について －

本資料は，ダクト支持方針における
直管部，曲がり部及び集中質量部の
考慮について考え方を示している。
再処理施設においては，後次回で申
請する添付書類の「ダクトの耐震支
持方針」にて示す。

【補足－340－13】14. Bijlaard の方法の適用文献について －

本資料はBijlaard適用文献の各発行
年版における応力係数の違いの影響
について示されている。再処理施設
においては，文献の記載値に対して
適切な応力係数を用いた計算結果を
耐震計算書にて示す。

【補足－340－13】15. 主蒸気管の弾性設計用地震動Ｓｄでの耐震評価について －

本資料は，発電炉固有の格納容器周
辺設備についての耐震評価について
示されている。
再処理施設においては，機能要求上
該当する設備を有していない。

【補足－340－13】16. コンクリートのポアソン比に対する検討について －
本資料は，コンクリートのポアソン
比が設計時から評価に用いている値
と最新の規格の値に差があることに

【補足－340－13】19. 再循環系ポンプの軸固着に対する評価について －

本資料は，クラス1ポンプの規格基準
要求である軸固着に対する評価につ
いて示されている。再処理施設にお
いては，同様な規格基準の要求が該
当する設備を有していない。

【補足－340－15】常設代替高圧電源装置の耐震性についての計算書に関する補足説明資料 －

本資料は，常設代替高圧電源装置に
おける機能維持要求に対する耐震性
が示されており，再処理施設におい
ては，類似する設備として共通電源
車があるが設工認申請対象外の自主
対策設備であることから該当しな
い。

【補足－340－16】原子炉圧力容器の基礎ボルトにおける特別点検での評価について －

本資料は，実用発電用電子炉の運転
期間延長認可申請に係る特別点検で
の評価について示されている。再処
理施設においては，運転期間延長認
可申請について定められていないた
め該当しない。

【補足－340－18】配管耐震・応力計算書における計算モデルについて －

本資料は，耐震計算書に示している
代表以外の配管のモデル形状を示し
ている。再処理施設におけるモデル
形状については耐震計算書に全て示
す。

【補足－340－19】制御棒駆動機構の耐震評価方針について －

本資料は，発電炉固有の格納容器周
辺設備の評価方針について示されて
いる。再処理施設においては機能要
求上該当する設備は有していない。

【補足－340－20】ブローアウトパネル閉止装置の耐震性について －

本資料は，発電炉固有の格納容器周
辺設備の評価手法について示されて
いる。再処理施設においては，機能
要求上該当する設備は有していな
い。

【補足－340－21】原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対策施設の耐震性についての計算書
に関する補足説明資料

－

本資料は，複数の設備に対して代表
で評価を行う場合の代表性について
示している。再処理施設において
は，複数設備を代表して評価を実施
する場合の代表性は，耐震計算書に
て示す。

【補足－340－22】使用済燃料乾式貯蔵容器の耐震性についての計算書の概要 －

本資料は，使用済み燃料乾式貯蔵容
器に使用しているアルミニウム合金
の事例規格の廃止に伴う強度・破壊
靭性・耐衝撃特性に係る性能評価に
ついて示している。再処理施設にお
いては，同様な事例規格の廃止に伴
う性能評価が必要な設備は有してい
ない。

【補足－340－23】ペデスタル排水系の付属設備のうち導入管カバーへの水の付加質量及び落下
物への評価について

－
本資料で示している導入管カバー
は，運用上水没する設備となってお
り，耐震計算書上では水没した評価

【補足－340－24】ECCSストレーナ評価条件等の整理について －

本資料は，発電炉固有の格納容器周
辺設備の評価条件について示されて
おり，再処理施設においては評価耐
震計算書機能要求上該当する設備を
有していない。

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明

資料

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明

資料
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

【補足－340－25】原子炉格納容器の耐震計算書に係る補足説明資料 －

本資料は，発電炉固有の格納容器周
辺設備の評価内容について示してい
る。再処理施設における評価内容に
ついては耐震計算書に全て示す。

【補足－340－27】緊急時対策所用発電機制御盤の耐震性についての計算書の概要 －

本資料は，工認添付書類の計算結果
を示している緊急時対策所用発電機
制御盤の振動モード図について示さ
れている。再処理施設における振動

【補足－340－28】耐震性についての計算書における評価温度の考え方について －
本資料は，耐震計算書にて適用する
評価温度の考え方について示されて
いる。再処理施設における評価条件

【補足－340－29】原子炉圧力容器の耐震性についての計算書における斜角ノズルの評価方針に
ついて

－
本資料は，クラス1容器の原子炉圧力
容器における規格基準要求に対する
評価方針について示している。再処
理施設においては同様な規格基準要

【補足－370－5】中央制御室遮蔽の床スラブの耐震性評価に関する補足説明 －
Ｓクラスの制御室遮蔽はない。な
お，各建屋に共通する事項は地震応
答計算書又は耐震計算書の各事項の

【補足－370－9】原子炉格納容器底部コンクリートマットの耐震性評価についての補足説明 －
格納容器底部コンクリートマットに
類する設備がない。

【補足－370－10】原子炉建屋地下排水設備に関する補足説明 －

上屋及びヒューム管の検討に該当す
る設備はない。また，地下水位を地
表とした場合の検討についても，地
下水位を維持する設計とすることか

【補足－370－11】原子炉建屋の耐震性評価に関する補足説明 －

【補足－370－12】原子炉建屋基礎盤の耐震性評価に関する補足説明 －
【補足－370－13】使用済燃料乾式貯蔵建屋の耐震性評価に関する補足説明 －
【補足－370－14】タービン建屋の耐震性評価に関する補足説明 －
【補足－370－15】サービス建屋の耐震性評価に関する補足説明 －
【補足－370－8】使用済燃料プールの耐震性評価に関する補足説明 －
【補足－370－18】緊急時対策所建屋の耐震性評価に関する補足説明 －

【補足－370－17】格納容器圧力逃がし装置格納槽の耐震性評価に関する補足説明 －
格納容器圧力逃がし装置格納槽に類
する設備はない。

【補足－370－19】原子炉格納施設の基礎に関する説明書の補足説明 －

原子炉格納容器の建設工認時からの
設計上の条件及び評価に関する差分
を整理した資料であり，該当しな
い。

【補足－370－20】原子炉建屋改造工事に伴う評価結果の影響について －

各建屋に共通する事項を地震応答計
算書又は耐震計算書の各事項の補足
説明資料へ展開する。(各建屋固有の
事項は各補足説明資料の別紙等を用
いて展開)

【補足－400－6】地震応答解析における原子炉建屋の重大事故等時の高温による影響 －
原子炉格納容器壁面の高温(165℃)に
対する検討であり，同様の影響を伴
う設備はない。

【補足－400－7】地震応答解析における保有水平耐力に関する補足説明 －
添付書類の各計算書にて説明を展開
するため該当しない。

【補足－400－8】原子炉建屋の既工認時の設計用地震力と今回工認における静的地震力及び弾性
設計用地震動Sdによる地震力の比較

－
設計用地震力と比較して建設時の評
価に包絡して説明する施設はない。

【補足－400－9】平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の原子炉建屋に対する影響 －
建屋に影響を与える地震が発生して
いないため該当しない。

補足－370　建物・構築物
の耐震計算についての補
足説明資料

補足－400　建物・構築物
の地震応答解析について
の補足説明資料

各建屋に共通する事項を地震応答計
算書又は耐震計算書の各事項の補足
説明資料へ展開する。(各建屋固有の
事項は各補足説明資料の別紙等を用
いて展開)

【補足－340】 耐震性に
関する説明書の補足説明

資料

基本設計方針からの展開で抽出された補足すべき事項と発電炉の補足説明資料の説明項目を比較

した結果、追加で補足すべき事項はない。
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

・液状化強度特性に係るパラ
メータ，直接基礎及び杭基礎の
支持力算定式または平板載荷試
験の結果から設定した算定方
法、パラメータ等の詳細につい
て示す。

[補足盤1]

【耐震地盤01】地盤
の支持性能について

液状化強度特性に係るパラメータ，直接基礎及び杭基礎の
支持力算定式より設定した極限支持力度の算定方法、パラ
メータ等の詳細について説明

○
当該回次の申請施設における地盤の液状化強度特性及び極
限支持力度の説明を追加

・申請施設における評価対象施
設，評価項目・部位の網羅性及
び代表性を示すため，先行発電
プラント及び既設工認との評価
手法の相違点の整理について示
す。

[補足耐1]

【耐震建物01】耐震
評価対象の網羅性，
既設工認との手法の
相違点の整理につい
て（建物・構築物，

機器・配管系）

申請施設における評価対象施設，評価項目・部位の網羅性
及び代表性を示すため，先行発電プラント及び既設工認と
の評価手法の相違点の整理について説明

○
当該回次の申請対象について先行発電プラント及び既設工
認との手法の相違点の整理の説明を追加

・今回設工認における洞道の取
り扱いについて，洞道の要求機
能，要求機能に応じた評価方針
等について示す。

[補足耐2]

【耐震建物20】洞道
の設工認申請上の取

り扱いについて

今回設工認における洞道の取り扱いについて，洞道の要求
機能および要求機能に応じた評価方針について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

・液状化による影響について設
計用床応答曲線と液状化影響を
考慮した床応答曲線との比較
等，影響確認結果について示
す。

[補足耐3]

－
(次回以降)

－ ○
液状化による影響について設計用床応答曲線と液状化影響
を考慮した床応答曲線との比較等，影響確認結果について
説明

・波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設について，設計
図書類を用いた机上検討や現場
調査等による抽出の考え方，抽
出結果及び確認内容について示
す。

[補足耐4]

【耐震機電03】下位
クラス施設の波及的
影響の検討について
(建物・構築物，機

器・配管系)

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設ついて，設計
図書類を用いた机上検討や現場調査等による抽出の考え
方，抽出結果及び確認内容を説明

○
当該回次の申請範囲における波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設について，抽出結果及び確認内容の説明を
追加

・鉄筋コンクリート造部の減衰
定数について，既往の知見を踏
まえた設定の考え方について示
す。

[補足耐5]

【耐震建物10】地震
応答解析モデルに用
いる鉄筋コンクリー
ト造部の減衰定数に

関する検討

鉄筋コンクリート造部の減衰定数について，既往の知見を
踏まえた設定の考え方及び図面等の根拠について説明

○ 当該回次の申請施設の図面等の根拠の説明を追加

・機器・配管系の耐震評価に新
たに適用した減衰定数(鉛直方
向の減衰定数，最新知見に基づ
いた減衰定数)の考え方，適用
性について示す。

[補足耐6]

【耐震機電18】新た
に適用した減衰定数

について

機器・配管系の耐震評価に新たに適用した減衰定数(鉛直方
向の減衰定数)の考え方，適用性について説明

○
当該回次の申請範囲における新たに適用した減衰定数(最新
知見に基づいた減衰定数)の考え方，適用性について説明を
追加

・建物・構築物の地震応答解析
に用いる地盤モデル及び地盤物
性値に関する根拠を示すため，
地盤モデル及び地盤物性値の設
定内容について示す。

[補足耐7]

【耐震建物08】地震
応答解析に用いる地
盤モデル及び地盤物
性値の設定について

建物・構築物の地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤
物性値に関する根拠を示すため，地盤モデル及び地盤物性
値の設定内容について説明

○
当該回次の申請施設の地盤モデル設定に関する検討結果の
説明を追加

申請回次

【補足－340－8】屋外重要土木構造物の耐震安
全性評価について
　1.1 対象設備
　1.2 屋外重要土木構造物の要求性能と要求性
能に対する耐震評価内容

洞道の設工認申請上の取り扱いについて

－
土木構造物の液状化に伴う機電設備の影響確認
について

【補足-340-2】耐震評価対象の網羅性、既工認
との手法の相違点の整理について

耐震評価対象の網羅性，既設工認との手法の相
違点の整理について（建物・構築物，機器・配
管系）

東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要
補足説明すべ

き事項

【補足-340-1】地盤の支持性能について 地盤の支持性能について

【補足-340-4】下位クラス施設の波及的影響の
検討について

下位クラス施設の波及的影響の検討について
(建物・構築物，機器・配管系)

【補足-400-2】地震応答解析モデルに用いる鉄
筋コンクリート部の減衰定数に関する検討

地震応答解析モデルに用いる鉄筋コンクリート
造部の減衰定数に関する検討

【補足-340-2】耐震評価対象の網羅性、既工認
との手法の相違点の整理について

新たに適用した減衰定数について

【補足-340-1】地盤の支持性能について
地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤物性
値の設定について
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要

補足説明すべ
き事項

・竜巻防護対策設備の地震応答
解析に用いる地盤モデル及び地
盤物性値に関する根拠を示すた
め，地盤モデル及び地盤物性値
の設定内容について示す。

[補足耐8]

【耐震建物23】竜巻
防護対策設備の耐震
性評価に関する補足

説明

竜巻防護対策設備の地震応答解析に用いる地盤モデル及び
地盤物性値に関する根拠を示すため，地盤モデル及び地盤
物性値の設定内容について説明

○
当該回次の申請施設の地盤モデル設定に関する検討結果の
説明を追加

・動的解析における材料物性の
ばらつきの考慮に関する根拠を
示すため，ばらつきの考慮に係
る検討内容について示す。

[補足耐9]

【耐震建物11】地震
応答解析における材
料物性のばらつきに

関する検討

動的解析における材料物性のばらつきの考慮に関する根拠
を示すため，ばらつきの考慮に係る検討内容について説明

○
当該回次の申請施設の建物・構築物の材料物性のばらつき
を考慮した地震応答解析結果の説明を追加

・建物，構築物の材料物性のば
らつきの影響を考慮した応答に
対する検討内容及び影響評価結
果について示す。

[補足耐10]

【耐震機電11】地震
応答解析における材
料物性のばらつきに
伴う影響評価につい
て（機器・配管系）

建屋，構築物の材料物性のばらつきの影響を考慮した応答
に対する検討内容及び影響評価結果について説明

○
当該回次の申請施設の機器・配管系について材料物性のば
らつきの影響を考慮した応答に対する検討内容及び影響評
価結果の説明を追加

・動的解析における材料物性の
ばらつきの考慮に関する根拠を
示すため，ばらつきの考慮に係
る検討内容について示す。

[補足耐11]

【耐震建物23】竜巻
防護対策設備の耐震
性評価に関する補足

説明

動的解析における材料物性のばらつきの考慮に関する根拠
を示すため，ばらつきの考慮に係る検討内容について説明

○
当該回次の申請施設の建物・構築物の材料物性のばらつき
を考慮した地震応答解析結果の説明を追加

・水平2方向及び鉛直方向地震
力の組合せに関する影響評価に
あたり，各設備における設備形
状の観点から水平２方向影響有
無の整理，評価対象の抽出及び
考え方について示す。

[補足耐12]

【耐震機電10】水平2
方向及び鉛直方向地
震力の組合せに関す
る設備の抽出及び考

え方について

水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価に
あたり，各設備における設備形状の観点から水平２方向影
響有無の整理，評価対象の抽出及び考え方について説明

○

当該回次の申請施設の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合
せに関する影響評価にあたり，各設備における設備形状の
観点から水平2方向影響有無の整理内容，評価対象の抽出及
び考え方について説明を追加

・水平2方向及び鉛直方向地震
力の組合せに関する影響評価に
係る根拠を示すため，評価部位
の抽出内容について示す。

[補足耐13]

【耐震建物07】水平2
方向及び鉛直方向地
震力の組合せに関す
る評価部位の抽出

水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する建物・構築
物の評価部位の抽出の考え方及び評価部位の抽出結果につ
いて説明

○
当該回次の申請施設における評価部位の抽出結果の説明を
追加

・運転時の以上な過度変化時及
び設計基準事故時の荷重と地震
荷重の組合せの検討内容につい
て示す。

[補足耐14]

【耐震機電22】地震
荷重と事故時荷重の

組合せについて

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時の荷重と地
震荷重の組合せの検討内容について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

・鉛直方向地震力の導入により
浮き上がり等の影響を受ける設
備の抽出，影響確認内容及び確
認結果について示す。

[補足耐15]

【耐震機電01】鉛直
方向の動的地震力考
慮による設備の浮き
上がり等の影響につ

いて

鉛直方向地震力の導入により浮き上がり等の影響を受ける
設備の抽出，影響確認内容及び確認結果について説明

○
当該申請対象となる移動式設備及びクレーン類のワイヤ
ロープについて影響確認結果の説明を追加

・鉛直方向の動的地震力考慮に
伴うSRSS法適用の妥当性につい
て示す。

[補足耐16]

【耐震機電02】水平
方向と鉛直方向の動
的地震力の二乗和平
方根(SRSS)法による

組合せについて

鉛直方向の動的地震力考慮に伴うSRSS法適用の妥当性につ
いて説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

-
竜巻防護対策設備の耐震性評価に関する補足説
明

【補足－340－2】耐震評価対象の網羅性、既工
認との手法の相違点の整理について

水平方向と鉛直方向の動的地震力の二乗和平方
根(SRSS)法による組合せについて

【補足-400-3】地震応答解析における材料物性
のばらつきに関する検討

地震応答解析における材料物性のばらつきに関
する検討

【補足-340-7】水平２方向及び鉛直方向の適切
な組合せに関する検討について

水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す
る評価部位の抽出

【補足-340-5】地震時荷重と事故時荷重との組
合せについて

地震荷重と事故時荷重の組合せについて

【補足－340－2】耐震評価対象の網羅性、既工
認との手法の相違点の整理について

鉛直方向の動的地震力考慮による設備の浮き上
がり等の影響について

【補足-340-13】3. 建屋－機器連成解析モデル
の時刻歴応答解析における材料物性のばらつき
の考慮について

地震応答解析における材料物性のばらつきに伴
う影響評価について（機器・配管系）

【補足-400-3】地震応答解析における材料物性
のばらつきに関する検討

竜巻防護対策設備の地震応答解析における材料
物性のばらつきに伴う影響評価について

【補足-340-7】水平２方向及び鉛直方向の適切
な組合せに関する検討について

水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す
る設備の抽出及び考え方について
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要

補足説明すべ
き事項

・一関東評価用地震動（鉛直）
を用いた影響評価に関する検討
内容及び影響評価結果について
示す。

[補足耐17]

【耐震建物12】一関
東評価用地震動(鉛

直)に対する影響評価
について(建物，屋外

機械基礎)

一関東評価用地震動（鉛直）を用いた影響評価に関する検
討内容及び影響評価結果について説明

○
当該回次の申請施設における一関東評価用地震動(鉛直)に
対する各建物・構築物の影響評価結果の説明を追加

・一関東評価用地震動（鉛直）
を用いた影響評価に関する検討
内容及び影響評価結果について
示す。

[補足耐18]

【耐震建物23】竜巻
防護対策設備の耐震
性評価に関する補足

説明

一関東評価用地震動（鉛直）を用いた影響評価に関する検
討内容及び影響評価結果について説明

○
当該回次の申請施設における一関東評価用地震動（鉛直）
を用いた影響評価結果について説明を追加

・一関東評価用地震動（鉛直）
を用いた影響評価に関する検討
内容及び影響評価結果について
示す。

[補足耐19]

【耐震機電12】一関
東評価用地震動(鉛

直)に対する影響評価
について(機器・配管

系)

一関東評価用地震動（鉛直）を用いた影響評価に関する検
討内容及び影響評価結果について説明

○
当該回次の申請施設における一関東評価用地震動(鉛直)に
対する機器・配管系の影響評価結果の説明を追加

・Sクラス設備の耐震計算書に
おけるＳｄ評価結果の記載方法
について示す。

[補足耐20]

【耐震機電09】耐震
Ｓクラス設備の耐震
計算書におけるＳｄ
評価結果の記載方法

Sクラス設備の耐震計算書におけるＳｄ評価結果の記載方法
について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

・疲労評価を実施している設備
について，適用する等価繰返し
回数の設定方法及び妥当性につ
いて示す。

[補足耐21]

－
(次回以降)

－ ○
疲労評価を実施している設備について，適用している等価
繰返し回数の設定方法及び妥当性について説明

・屋内設備のアンカー定着部に
おけるコンクリート部の健全性
確認方法について示す。

[補足耐22]

－
(次回以降)

－ ○
屋内設備のアンカー定着部におけるコンクリート部の健全
性確認方法について説明

・動的機能維持評価の評価対象
の抽出及び評価方法について示
す。

[補足耐24]

【耐震機電14】動的
機能維持評価手法の

適用について

動的機能維持評価の評価対象の抽出及び評価方法について
説明 ○

当該回次の申請範囲における動的機能維持評価の評価対象
の抽出及び評価方法について説明を追加

・電気盤等の機能維持評価に用
いる水平方向加速度の保守性に
対する確認結果について示す。

[補足耐25]

－
(次回以降)

－ ○
電気盤等の機能維持評価に用いる水平方向加速度の保守性
に対する確認結果について説明

－
一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響評価に
ついて(建物，屋外機械基礎)

－
竜巻防護対策設備の一関東評価用地震動(鉛直)
に対する影響評価について

【補足-340-13】9. 電気盤等の機能維持評価に
適用する水平方向の評価用地震力について

電気的機能維持評価手法の適用について

【補足-340-13】20. 補機類のアンカー定着部
の評価について

屋内設備に対するアンカー定着部の評価につい
て

【補足-340-9】加振試験についての補足説明資
料
【補足-340-13】5. 弁の動的機能維持評価につ
いて
【補足-340-13】6. 動的機能維持の詳細評価に
ついて(新たな検討又は詳細検討が必要な設備
の機能維持評価について)
【補足-340-17】常設高圧代替注水系ポンプの
耐震性についての計算書に関する補足説明資料

動的機能維持評価手法の適用について

【補足－340－2】耐震評価対象の網羅性、既工
認との手法の相違点の整理について

耐震Ｓクラス設備の耐震計算書におけるＳｄ評
価結果の記載方法

【補足-340-13】18. 耐震評価における等価繰
返し回数の妥当性確認について

耐震評価における等価繰返し回数の妥当性確認
について

－
一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響評価に
ついて(機器・配管系)
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要

補足説明すべ
き事項

・各建物・構築物の応力解析に
用いるFEMモデルのモデル化，
境界条件及び拘束条件の考え方
について示す。

[補足耐26]

【耐震建物15】応力
解析におけるモデル
化，境界条件及び拘

束条件の考え方

各建物・構築物の応力解析に用いるFEMモデルのモデル化，
境界条件及び拘束条件の考え方を説明

○
当該回次の申請施設におけるFEMモデルの設定内容の説明を
追加

・各建物・構築物に共通する地
震荷重の入力方法の考え方につ
いて示す。

[補足耐27]

【耐震建物16】地震
荷重の入力方法

各建物・構築物に共通する地震荷重の入力方法の考え方を
を説明

○
当該回次の申請施設におけるFEMモデルへの入力方法の説明
を追加

・組合せ係数法を適用している
評価対象部位の組合せ係数法の
適用性に関する検討方針につい
て示す。

[補足耐28]

【耐震建物17】建
物・構築物の耐震評
価における組合せ係
数法の適用性につい

て

組合せ係数法を適用している評価対象部位について，組合
せ係数法の適用性に関する検討方針を示すとともに，当該
回次の申請施設における組合せ係数法の検討結果を説明

○
当該回次の申請施設における組合せ係数法の検討結果の説
明を追加

・各建物・構築物の耐震計算書
に記載した代表となる要素の選
定の考え方を示すとともに，当
該回次の申請施設における選定
要素周辺の応力状態について示
す。

[補足耐29]

【耐震建物18】応力
解析における断面の

評価部位の選定

各建物・構築物の耐震計算書に記載した代表となる要素の
選定の考え方を示すとともに，当該回次の申請施設におけ
る選定要素周辺の応力状態を説明

○
当該回次の申請施設における選定要素周辺の応力状態の説
明を追加

・基礎スラブ等の応力解析にお
いて応力平均化を用いる場合の
考え方について，当該回次の申
請施設における検討結果につい
て示す。

[補足耐30]

－
(次回以降)

－ ○ 当該回次の申請施設における応力平均化の検討結果を説明

・建物・構築物の地震応答解析
及び応力解析における既設工認
と今回設工認の解析モデル及び
手法の比較について示す。

[補足耐31]

－
(次回以降)

－ ○
当該回次の申請対象における解析モデル及び手法の比較に
ついて説明

・建屋側面地盤ばねの評価手法
の考え方を示すとともに，当該
回次の申請施設の建屋側面地盤
ばねの設定に係る根拠について
示す。

[補足耐32]

【耐震建物05】「建
屋側面地盤ばね」及
び「地盤のひずみ依
存特性」の評価手法

について

建屋側面地盤ばねの評価手法の考え方を示すなお，当該回
次の申請施設においては側面地盤ばねの設定対象なし

○
当該回次の申請施設の建屋側面地盤ばねの設定に係る根拠
を追加

・鉄筋コンクリート造耐震壁の
せん断スケルトンカーブの設定
方針を示すとともに，当該回次
の申請施設のせん断スケルトン
カーブの設定根拠について示
す。

[補足耐33]

【耐震建物09】地震
応答解析における耐
震壁のせん断スケル
トンカーブの設定

鉄筋コンクリート造耐震壁のせん断スケルトンカーブの設
定方針を示すなお，当該回次の申請施設においては設定対
象なし

○
当該回次の申請施設のせん断スケルトンカーブの設定根拠
を追加

【補足-370-1】応力解析における既工認と今回
工認の解析モデル及び手法の比較
【補足-400-1】地震応答解析における既工認と
今回工認の解析モデル及び手法の比較

地震応答解析及び応力解析における既設工認と
今回設工認の解析モデル及び手法の比較

－
「建屋側面地盤ばね」及び「地盤のひずみ依存
特性」の評価手法について

【補足-400-5】地震応答解析における耐震壁の
せん断スケルトンカーブの設定

地震応答解析における耐震壁のせん断スケルト
ンカーブの設定

【補足-370-7】建物・構築物の耐震評価におけ
る組合せ係数法の適用

建物・構築物の耐震評価における組合せ係数法
の適用性について

【補足-370-3】応力解析における断面の評価部
位の選定

応力解析における断面の評価部位の選定

【補足-370-6】応力解析における応力平均化の
考え方

応力解析における応力平均化の考え方

【補足-370-2】応力解析におけるモデル化，境
界条件及び拘束条件の考え方

応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束
条件の考え方

【補足-370-4】地震荷重の入力方法 地震荷重の入力方法
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要

補足説明すべ
き事項

・隣接建屋の影響に関して，隣
接建屋の検討内容等について示
す。

[補足耐34]

【耐震建物06】隣接
建屋の影響に関する
検討(建物，屋外機械

基礎)

隣接建屋の影響に関して，隣接建屋の検討内容及び影響検
討結果について説明

○
当該回次の申請施設における隣接建屋の影響検討結果の説
明を追加

・建屋・構築物の隣接建屋の影
響を考慮した応答に対する検討
内容及び影響評価結果について
示す。

[補足耐35]

【耐震機電21】隣接
建屋の影響に対する
影響評価について
（機器・配管系）

建屋・構築物の隣接建屋の影響を考慮した応答に対する検
討内容及び影響評価結果について説明

○
当該回次の申請施設における隣接建屋の影響評価結果の説
明を追加

・建物・構築物の耐震評価に用
いる設計用地下水位の設定の考
え方，地下水排水設備の設計方
針，液状化による影響評価の方
針について示すとともに，当該
回次の申請施設における地下水
排水設備の配置等について示
す。

[補足耐36]

【耐震建物13】建
物・構築物周辺の設
計用地下水位の設定

について

建物・構築物の耐震評価に用いる設計用地下水位の設定の
考え方，地下水排水設備の設計方針，液状化による影響評
価の方針について説明

○
当該回次の申請施設における地下水排水設備の配置等の説
明を追加

・固有周期を算出せず剛とみな
している設備の固有周期の考え
方及び固有周期算出結果につい
て示す。

[補足耐37]

【耐震機電17】剛な
設備の固有周期の算

出について

固有周期を算出せず剛とみなしている設備の固有周期の考
え方及び固有周期算出結果について説明

○
当該回次の申請範囲の固有周期を算出せず剛とみなしてい
る設備の固有周期の考え方及び固有周期算出結果について
説明を追加

・設備の構造及び要求される安
全機能に応じて設定した評価手
法ごとの計算式の分類を踏まえ
機器，配管系に対する類型化の
分類の考え方について示す。

[補足耐38]

【耐震機電07】機
器・配管系の類型化
に対する分類の考え

方について

設備の構造及び要求される安全機能に応じて設定した評価
手法ごとの計算式の分類を踏まえ機器，配管系に対する類
型化の分類の考え方について説明

○
当該回次の申請範囲の機器，配管系に対する類型化の分類
の考え方の説明を追加

・配管系の耐震評価における配
管，ダクト等の標準支持間隔法
の設計内容及び保守性について
示す。

[補足耐40]

【耐震機電16】配管
系の評価手法(定ピッ
チスパン法)について

配管系の耐震評価における配管の標準支持間隔法の設計内
容及び保守性について説明

○
当該回次の申請対象におけるダクト等の標準支持間隔法の
設計内容について説明を追加

・耐震設計における補強，評価
条件及び計算式の変更など既設
工認からの変更内容について示
す。

[補足耐42]

【耐震機電13】既設
工認からの変更点に

ついて

耐震設計における補強及び評価条件の変更など既設工認か
らの変更内容について説明

○
当該回次の申請対象における補強，評価条件及び計算式の
変更など既設工認からの変更内容について説明を追加

・機器と配管の取り合い部に対
し，相対変位を考慮した設計内
容及び剛な機器，剛ではない機
器の変位による影響について示
す。

[補足耐43]

【耐震機電23】機器
と配管の相対変位に
対する設計上の扱い

について

機器と配管の取り合い部に対し，相対変位を考慮した設計
内容及び剛な機器の変位による影響について説明

○
当該回次の申請対象における機器と配管の取り合い部に対
し，剛ではない機器の変位による影響について説明を追加

・ダクト評価で用いる補正係
数，安全係数の設定根拠につい
て示す。

[補足耐44]

－
(次回以降)

－ ○
ダクト評価で用いる補正係数，安全係数の設定根拠につい
て説明

【補足-370-16】主排気筒及び非常用ガス処理
系配管支持架構の耐震性評価に関する補足説明

既設工認からの変更点について

－
機器と配管の相対変位に対する設計上の扱いに
ついて

－
ダクト評価で用いる補正係数，安全係数の設定
根拠について

－
機器・配管系の類型化に対する分類の考え方に
ついて

【補足-340-13】12. 応力を基準とした標準支
持間隔法の適用について

配管系の評価手法(定ピッチスパン法)について

【補足-400-4】隣接建屋の影響に関する検討
隣接建屋の影響に関する検討(建物，屋外機械
基礎)

【補足-340-1】地盤の支持性能について
建物・構築物周辺の設計用地下水位の設定につ
いて

【補足-340-13】17. 剛な設備の固有周期の算
出について
【補足-340-26】盤及び計装ラックの固有周期
について

剛な設備の固有周期の算出について

【補足-400-4】隣接建屋の影響に関する検討
隣接建屋の影響に対する影響評価について(機
器・配管系)
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要

補足説明すべ
き事項

・添付書類で使用する計算機プ
ログラム（解析コード）の過去
の使用実績やバージョン違いに
よる区分毎の整理内容について
示す。

[補足耐45]

【耐震建物29】計算
機プログラム（解析
コード）の概要につ

いて

添付書類で使用する計算機プログラム（解析コード）の過
去の使用実績やバージョン違いによる区分毎の整理につい
て説明

○
当該回次の申請施設における計算機プログラム（解析コー
ド）の過去の使用実績やバージョン違いによる区分毎の整
理結果の説明を追加

・土木構造物の地震応答解析に
おける既設工認と今回設工認の
解析モデル及び手法の比較につ
いて示す。

[補足耐46]

－
(次回以降)

－ ○
土木構造物の地震応答解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較について説明

・土木構造物の耐震安全性評価
における共通事項について示
す。

[補足耐47]

－
(次回以降)

－ ○
土木構造物の耐震安全性評価における共通事項について説
明

・土木構造物の一関東評価用地
震動（鉛直）を用いた影響評価
に関する検討内容について示
す。

[補足耐48]

－
(次回以降)

－ ○
土木構造物の一関東評価用地震動（鉛直）を用いた影響評
価に関する検討内容について説明

・土木構造物の動的解析におけ
る材料物性のばらつきの考慮に
関する根拠を示すため，ばらつ
きの考慮に係る検討内容につい
て示す。

[補足耐49]

－
(次回以降)

－ ○
土木構造物の動的解析における材料物性のばらつきの考慮
に関する根拠を示すため，ばらつきの考慮に係る検討内容
について説明

・土木構造物の液状化による影
響評価について示す。

[補足耐50]

－
(次回以降)

－ ○ 土木構造物の液状化による影響評価について説明

・土木構造物の水平2方向及び
鉛直方向地震力の組合せに関す
る影響評価について，評価対象
断面の選定と評価方法について
示す。

[補足耐51]

－
(次回以降)

－ ○
土木構造物の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す
る影響評価について，評価対象断面の選定と評価方法を説
明

・土木構造物の断面選定の考え
方を示すとともに，評価対象断
面の抽出結果について示す。

[補足耐52]

－
(次回以降)

－ ○
土木構造物の断面選定の考え方を示すとともに，評価対象
断面の抽出結果について説明

・再処理施設の耐震設計におけ
る機能維持を考慮すべき安全機
能の整理内容について説明す
る。

[補足耐53]

【耐震建物30】耐震
設計における安全機
能の整理について

再処理施設の耐震設計における機能維持を考慮すべき安全
機能の整理内容について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

【補足－500－1】計算機プログラム（解析コー
ド）の概要に係る補足説明資料

計算機プログラム（解析コード）の概要につい
て

【補足－400－1】地震応答解析における既工認
と今回工認の解析モデル及び手法の比較

土木構造物の地震応答解析における既設工認と
今回設工認の解析モデル及び手法の比較につい
て

【補足－340－8】屋外重要土木構造物の耐震安
全性評価について
　1. 共通事項

土木構造物の耐震安全性評価における共通事項
について

－
土木構造物の一関東評価用地震動（鉛直）に対
する影響評価について

【補足－340－8】屋外重要土木構造物の耐震安
全性評価について
　1.5 地盤物性のばらつきの考慮方法

土木構造物の地震応答解析における材料物性の
ばらつきに関する検討について

【補足－340－8】屋外重要土木構造物の耐震安
全性評価について
　2.以降　各構造物の耐震安全性評価

－ 耐震設計における安全機能の整理について

【補足－340－8】1.4 屋外重要土木構造部の耐
震評価における断面選定の考え方

土木構造物の耐震評価における断面選定の考え
方について

土木構造物の液状化の影響評価について

【補足－340－7】水平2方向及び鉛直方向の適
切な組合せに関する検討について

土木構造物の水平2方向及び鉛直方向地震力の
組合せに関する影響評価について
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要

補足説明すべ
き事項

耐震評価における評価条件等の
設定について説明する

[補足耐54]

【耐震機電27】
耐震評価上の補足事

項について

機器・配管系の耐震評価における評価条件等の設定の考え
方について説明

○
当該回次の申請範囲の機器・配管系の耐震評価における評
価条件等の設定の考え方について説明を追加

－ 耐震評価上の補足事項について
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要

補足説明すべ
き事項

・土木構造物の隣接建屋の検討
内容等について示す。

[補足耐55]

－
(次回以降)

－ ○
土木構造物の隣接建屋の検討内容及び影響検討結果につい
て説明

・水平2方向及び鉛直方向地震
力の組合せに関する影響評価に
あたり，各設備における設備形
状の観点から水平２方向影響有
無の整理内容及び考え方につい
て示す。

[補足耐56]

【耐震建物23】竜巻
防護対策設備の耐震
性評価に関する補足

説明

竜巻防護対策設備の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ
に関する影響評価にあたり，各設備における設備形状の観
点から水平２方向影響有無の整理内容及び考え方について
説明

○

当該回次の申請施設の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合
せに関する影響評価にあたり，各設備における設備形状の
観点から水平2方向影響有無の整理内容及び考え方について
説明を追加

・鉛直方向地震力の導入に伴う
SRSS法の適用性について示す。

[補足耐57]

－
(次回以降)

－ ○
後次回申請において鉛直方向地震力の導入に伴うSRSS法の
適用性について説明

・応力解析に用いるFEMモデル
のモデル化，境界条件及び拘束
条件の考え方について示す。

[補足耐58]

【耐震建物23】竜巻
防護対策設備の耐震
性評価に関する補足

説明

竜巻防護対策設備の応力解析に用いるFEMモデルのモデル
化，境界条件及び拘束条件の考え方を説明

○
当該回次の申請施設におけるFEMモデルの設定内容の説明を
追加

・組合せ係数法を適用している
評価対象部位の組合せ係数法の
適用性に関する検討方針につい
て示す。

[補足耐59]

【耐震建物23】竜巻
防護対策設備の耐震
性評価に関する補足

説明

竜巻防護対策設備の組合せ係数法を適用している評価対象
部位について，組合せ係数法の適用性に関する検討方針を
示すとともに，当該回次の申請施設における組合せ係数法
の検討結果を説明

○
当該回次の申請施設における組合せ係数法の検討結果の説
明を追加

・竜巻防護対策設備の共通する
地震荷重の入力方法の考え方に
ついて示す。

[補足耐60]

【耐震建物23】竜巻
防護対策設備の耐震
性評価に関する補足

説明

竜巻防護対策設備に共通する地震荷重の入力方法の考え方
を説明

○
当該回次の申請施設におけるFEMモデルへの入力方法の説明
を追加

・竜巻防護対策設備の耐震計算
書に記載した代表となる要素の
選定の考え方を示すとともに，
当該回次の申請施設における選
定要素周辺の応力状態について
示す。

[補足耐61]

【耐震建物23】竜巻
防護対策設備の耐震
性評価に関する補足

説明

竜巻防護対策設備の耐震計算書に記載した代表となる要素
の選定の考え方を示すとともに，当該回次の申請施設にお
ける選定要素周辺の応力状態を説明

○
当該回次の申請施設における選定要素周辺の応力状態の説
明を追加

・竜巻防護対策設備の支持架構
のスケルトンカーブの設定方針
を示すとともに，スケルトン
カーブの設定根拠について示
す。

[補足耐62]

【耐震建物23】竜巻
防護対策設備の耐震
性評価に関する補足

説明

スケルトンカーブの設定方針を示すとともに，スケルトン
カーブの設定根拠を説明

○ 後次回申請においてスケルトンカーブの設定根拠を追加

・地震応答解析に用いる地盤モ
デル及び地盤物性値に関する根
拠を示すため，地盤モデル及び
地盤物性値の設定内容について
示す。

[補足耐63]

－
(次回以降)

－ ○
後次回申請において地盤モデル設定に関する検討結果の説
明

・一関東評価用地震動（鉛直）
を用いた影響評価に関する検討
内容及び影響評価結果について
示す。

[補足耐64]

－
(次回以降)

－ ○
後次回申請において一関東評価用地震動（鉛直）を用いた
影響評価結果について説明

・水平2方向及び鉛直方向地震
力の組合せに関する影響評価に
あたり，各設備における設備形
状の観点から水平２方向影響有
無の整理内容及び考え方につい
て示す。

[補足耐65]

－
(次回以降)

－ ○

後次回申請において水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ
に関する影響評価にあたり，各設備における設備形状の観
点から水平2方向影響有無の整理内容及び考え方について説
明

－ 隣接建屋の影響に関する検討(土木構造物)

【補足-340-7】水平２方向及び鉛直方向の適切
な組合せに関する検討について

竜巻防護対策設備の水平2方向及び鉛直方向地
震力の組合せに関する設備の抽出及び考え方に
ついて

－
竜巻防護対策設備の水平方向と鉛直方向の動的
地震力の二乗和平方根(SRSS)法による組合せに
ついて

【補足-370-2】応力解析におけるモデル化，境
界条件及び拘束条件の考え方

竜巻防護対策設備の応力解析におけるモデル
化，境界条件及び拘束条件の考え方

【補足-370-7】建物・構築物の耐震評価におけ
る組合せ係数法の適用

竜巻防護対策設備の耐震評価における組合せ係
数法の適用性について

【補足-370-4】地震荷重の入力方法 地震荷重の入力方法

【補足-370-3】応力解析における断面の評価部
位の選定

応力解析における断面の評価部位の選定

【補足-400-5】地震応答解析における耐震壁の
せん断スケルトンカーブの設定

地震応答解析における支持架構のせん断スケル
トンカーブの設定

【補足-340-1】地盤の支持性能について 排気筒の耐震性評価に関する補足説明

－
排気筒の一関東評価用地震動(鉛直)に対する影
響評価について

【補足-340-7】水平２方向及び鉛直方向の適切
な組合せに関する検討について

排気筒の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合
せに関する設備の抽出及び考え方について
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補足説明すべき項目の抽出
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要

補足説明すべ
き事項

・排気筒の地震応答解析及び応
力解析における既設工認と今回
設工認の解析モデル及び手法の
比較について示す。

[補足耐66]

－
(次回以降)

－ ○
後次回申請において解析モデル及び手法の比較について説
明

・動的解析における材料物性の
ばらつきの考慮に関する根拠を
示すため，ばらつきの考慮に係
る検討内容について示す。

[補足耐67]

－
(次回以降)

－ ○
後次回申請において建物・構築物の材料物性のばらつきを
考慮した地震応答解析結果の説明

・応力解析に用いるFEMモデル
のモデル化，境界条件及び拘束
条件の考え方について示す。

[補足耐68]

－
(次回以降)

－ ○ 後次回申請においてFEMモデルの設定内容の説明

・排気筒の地震荷重の入力方法
の考え方について示す。

[補足耐69]

－
(次回以降)

－ ○ 後次回申請においてFEMモデルへの入力方法の説明を追加

・排気筒の耐震計算書に記載し
た代表となる要素の選定の考え
方を示すとともに，当該回次の
申請施設における選定要素周辺
の応力状態について示す。

[補足耐70]

－
(次回以降)

－ ○ 後次回申請において選定要素周辺の応力状態の説明

【補足-370-1】応力解析における既工認と今回
工認の解析モデル及び手法の比較
【補足-400-1】地震応答解析における既工認と
今回工認の解析モデル及び手法の比較

地震応答解析及び応力解析における既設工認と
今回設工認の解析モデル及び手法の比較

【補足-400-3】地震応答解析における材料物性
のばらつきに関する検討

排気筒の地震応答解析における材料物性のばら
つきに伴う影響評価について

【補足-370-2】応力解析におけるモデル化，境
界条件及び拘束条件の考え方

排気筒の応力解析におけるモデル化，境界条件
及び拘束条件の考え方

【補足-370-4】地震荷重の入力方法 地震荷重の入力方法

【補足-370-3】応力解析における断面の評価部
位の選定

応力解析における断面の評価部位の選定
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（1／26） 

全体 第１回申請範囲 

第１章 共通項目 

3. 自然現象等 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 耐震設計 

 

(1) 耐震設計の基本方針 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。 

なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造

物及びその他の土木構造物）の総称とする。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土

木構造物をいう。 

 

第１章 共通項目 

3. 自然現象等 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 耐震設計 

 

(1) 耐震設計の基本方針 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。 

なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造

物及びその他の土木構造物）の総称とする。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土

木構造物をいう。 

 

a. 安全機能を有する施設 

(a) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失及びそれに

続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，施設の安全機能が喪失した場合の影響の相

対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，

それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。  

 

a. 安全機能を有する施設 

(a) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失及びそれに

続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，施設の安全機能が喪失した場合の影響の相

対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，

それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。 

 

(b) 耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に大きな影響を

及ぼすおそれがある地震動（事業指定(変更許可)を受けた基準地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」

という。））による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。  

(b) 耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に大きな影響を

及ぼすおそれがある地震動（事業指定(変更許可)を受けた基準地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」

という。））による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

(c) Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。 

 

(c) Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。 

 

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての

変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部

位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕

を有する設計とする。 

 

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての

変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部

位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕

を有する設計とする。 

 

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求される機能

を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに

留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，ま

た，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対してその設備に要求される機能を保

持する設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等

を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えて

いないことを確認する。 

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求される機能

を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに

留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，ま

た，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対してその設備に要求される機能を保

持する設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等

を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えて

いないことを確認する。 

 

2114



別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（2／26） 

全体 第１回申請範囲 

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動（以下「弾性設計用

地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむ

ね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動（以下「弾性設計用

地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむ

ね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基

準による許容応力度を許容限界とする。 

建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基

準による許容応力度を許容限界とする。 

機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 

機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 

 

(d) Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平 2方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

(d) Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えら

れる設計とする。また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影響

についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたもの

とする。当該地震動による地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定

するものとする。 

 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐え

られる設計とする。また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影

響についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じた

ものとする。当該地震動による地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定するものとする。 

 

(f) 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機

能を損なわない設計とする。 

 

(f) 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機

能を損なわない設計とする。 

(g) 耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない設

計とする。 

 

(g) 耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない設

計とする。 

 

 

 

 

b. 重大事故等対処施設  

(a) 重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計における動的地震力又は静的

地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等時における

運転状態及び重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

b. 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象となる

申請書で示す。） 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（3／26） 

全体 第１回申請範囲 

 

 重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能

及び設置状態を踏まえて，常設耐震重要重大事故等対処設備，常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備に分類し，それぞれの設備分類に応じて設計する。 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

 

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての

変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部

位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕

を有する設計とする。 

 

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求される機能

を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに

留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない設計

とする。また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対して，その設備に要求さ

れる機能を保持する設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，

動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度

等を超えていないことを確認する。 

 

 

(c) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に適用する基準地震動Ｓｓ

による地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

(d) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設は，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力

に十分耐えることができる設計とする。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を有する施

設の耐震設計における耐震重要度の分類の方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえ

て，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し，その地震力に

対し十分に耐えることができる設計とする。 

 

 

(e) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラス

の施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，その重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわない設計とする。 
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(f) 緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「(6) 緊急時対策所」に示す。 

 

 

(g) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，周辺地盤の変

状により，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

(2) 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類 

a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

 

安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。 

(2) 耐震設計上の重要度分類 

a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

 

安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。 

(a) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性

物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止

するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させ

るために必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

  イ. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

  ロ. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

  ハ. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統 

  二. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

ホ. 上記ハ.及び二.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，その影響の拡大

を防止するための施設 

  へ. 上記ハ.，二.及びホ.に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制するための施

設 

  ト. 上記イ.からへ.の施設の機能を確保するために必要な施設 

 

(a) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性

物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止

するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させ

るために必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

  イ. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

  ロ. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

  ハ. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統 

  二. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

ホ. 上記ハ.及び二.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，その影響の拡大

を防止するための施設 

  へ. 上記ハ.，二.及びホ.に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制するための施

設 

  ト. 上記イ.からへ.の施設の機能を確保するために必要な施設 

 

(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい

施設。 

  イ. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設（ただし，内蔵量が

少ないか又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影響が十分小さいも

のは除く。） 

  ロ. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設で，Ｓクラ

スに属さない施設 

 

(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい

施設。 

  イ. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設（ただし，内蔵量が

少ないか又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影響が十分小さいも

のは除く。） 

  ロ. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設で，Ｓクラ

スに属さない施設 

 

(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の

安全性が要求される施設。 

(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の

安全性が要求される施設。 
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上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第 3.1.1-1表に示す。 

なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する地震動

及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動についても併記する。 

 

上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第 3.1.1-1表に示す。 

なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する地震動

及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動についても併記する。 

 

b. 重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及

び設置状態を踏まえて，以下の設備分類に応じた設計とする。 

(a) 常設重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合において，対処するために必要

な機能を有する設備であって常設のもの。 

 

イ. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設

備が有する機能を代替するもの。 

 

ロ. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記イ．以外のもの。 

 

上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第 3.1.1-2表に示す。 

なお，同表には，重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを

確認する地震力についても併記する。 

 

b. 重大事故等対処施設の設備分類 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象とな

る申請書で示す。） 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

a. 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用

することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定す

る。 

a. 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用

することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定す

る。 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設に，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震

重要度に適用される地震力を適用する。 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 
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(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，

さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0  

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2以上とし，建物・構築物の振

動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要

度に応じた係数は，耐震重要度の各クラスともに 1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ

０は 1.0以上とする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。鉛直地震力は，震度 0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類

等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。 

 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，

さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0  

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2以上とし，建物・構築物の

振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重

要度に応じた係数は，耐震重要度の各クラスともに 1.0とし，その際に用いる標準せん断力係

数Ｃ０は 1.0以上とする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用す

るものとする。鉛直地震力は，震度 0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の

種類等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。 

 

(b) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に

応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ 20％増

しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するも

のとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震性向上の観点から，一

般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

(b) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度

に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ

20％増しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震性向上の観点から，

一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

b. 動的地震力 

安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性

設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものから定める入力地震動を適用する。 

 

 

 

 

b. 動的地震力 

安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性

設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものから定める入力地震動を適用する。 
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重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設のうち，Ｂクラスに属する施設の機能を代替する施設であって共振のおそれのある施設につい

ては，「b. 動的地震力」に示す共振のおそれのあるＢクラス施設に適用する地震力を適用する。 

 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を

有する施設がない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処

設備に適用する地震力を適用する。 

 

なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造と異なる施設については，

適用する地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため，当該

施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。 

 

 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材

料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。 

 

安全機能を有する施設の動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動

幅を適切に考慮する。 

 

動的地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平 2方向及び

鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平 1方向及び鉛直方向地震力を組み合わ

せた既往の耐震計算への影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の 3次元応答

性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影

響を評価する。 

 

動的地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平 2方向及び

鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平 1方向及び鉛直方向地震力を組み合わ

せた既往の耐震計算への影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の 3次元応答

性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影

響を評価する。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120



別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（8／26） 

全体 第１回申請範囲 

(a) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広

がりをもって存在することが確認されている。 

 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が 0.7ｋｍ／ｓ以上を有する標高約－70ｍ

の位置に想定することとする。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。 

 

 

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播

特性を適切に考慮した上で，必要に応じ 2次元ＦＥＭ解析又は 1次元波動論により，地震応答解

析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に

関する動的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。

非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建

物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意する。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地

質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

(a) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広

がりをもって存在することが確認されている。 

 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が 0.7ｋｍ／ｓ以上を有する標高約－70ｍ

の位置に想定することとする。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。 

 

 

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播

特性を適切に考慮した上で，必要に応じ 2次元ＦＥＭ解析又は 1次元波動論により，地震応答解

析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に

関する動的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。

非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建

物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意する。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地

質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地

震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地

震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものを用いる。 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（9／26） 

全体 第１回申請範囲 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手法

の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じ

て十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法

を用いて求めるものとする。 

 

また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振動

特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデルを設定する。 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし，解析モデ

ルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等につ

いては，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値

に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮として，地震

動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度

構造の違いにも留意し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答における各部

のひずみレベルを考慮して定める。 

 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析において，主要構造要素がある

程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応

じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析におい

て，当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合に

は，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変

動幅を適切に考慮する。また，材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状

に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的解析によ

り設計用地震力を設定する。 

 

 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手法

の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じ

て十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法

を用いて求めるものとする。 

 

また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振動

特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデルを設定する。 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし，解析モデ

ルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等につ

いては，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値

に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮として，地震

動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度

構造の違いにも留意し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答における各部

のひずみレベルを考慮して定める。 

 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析において，主要構造要素がある

程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応

じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析におい

て，当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合に

は，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変

動幅を適切に考慮する。また，材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状

に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的解析によ

り設計用地震力を設定する。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（10／26） 

全体 第１回申請範囲 

建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な

解析手法を選定する。ここで，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，

有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤における代表

性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定することを基本とする。 

 

建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な

解析手法を選定する。ここで，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，

有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤における代表

性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定することを基本とする。 

 

動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把握

を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。 

 

動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把握

を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。 

 

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相互作用を考慮でき

る連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤及び構造物の地震時における

非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地盤の地

震応答解析モデルは，構造物と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。構造物の

地震応答解析に用いる減衰定数については，地盤と構造物の非線形性を考慮して適切に設定す

る。 

 

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相互作用を考慮でき

る連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤及び構造物の地震時における

非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地盤の地

震応答解析モデルは，構造物と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。構造物の

地震応答解析に用いる減衰定数については，地盤と構造物の非線形性を考慮して適切に設定す

る。 

 

地震力については，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

 

地震力については，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2123



別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（11／26） 

全体 第１回申請範囲 

   ロ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮の

うえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物

性値は，適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。 

 

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう

質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつ

きを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答

曲線を用いる。 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解

析法により応答を求める。 

 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線

形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築

物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象と

する現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

また，設備の 3 次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水平 2 方

向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。  

 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の 1.2倍の加速度を静的

に作用させて地震力を算定する。 

 

   ロ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮の

うえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物

性値は，適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。 

 

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう

質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつ

きを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答

曲線を用いる。 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解

析法により応答を求める。 

 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線

形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築

物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象と

する現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

また，設備の 3 次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水平 2 方

向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。  

 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の 1.2倍の加速度を静的

に作用させて地震力を算定する。 

 

  c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，

構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認した値も用いる。 

 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については，既

往の知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。 

 

また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地中構造物として

の特徴，同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。 

 

 

  c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，

構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認した値も用いる。 

 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については，既

往の知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。 

 

また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地中構造物として

の特徴，同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（12／26） 

全体 第１回申請範囲 

  (4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。 

また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込

め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落

下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支

持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセス

ルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設

備分類に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が

維持できる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援

機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強度を確保すると

ともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。 

 

  a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

   (a) 安全機能を有する施設 

   イ. 建物・構築物 

    (イ) 運転時の状態 

   再処理施設が運転している状態。 

 

    (ロ) 設計用自然条件 

       設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。 

 

   ロ. 機器・配管系 

    (イ) 運転時の状態 

       再処理施設が運転している状態。 

 

    (ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤

操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が

安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 

  (4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。 

また，耐震設計においては，安全機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，

崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能，支持機能等を維持する設計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支持機能等については，安全機能を有する

施設の耐震重要度に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保すること

で，機能が維持できる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援

機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強度を確保すると

ともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

  a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

   (a) 安全機能を有する施設 

   イ. 建物・構築物 

    (イ) 運転時の状態 

   再処理施設が運転している状態。 

 

    (ロ) 設計用自然条件 

     設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。 

 

   ロ. 機器・配管系 

    (イ) 運転時の状態 

       再処理施設が運転している状態。 

 

    (ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤

操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が

安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（13／26） 

全体 第１回申請範囲 

(ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場

合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態。 

 

(b) 重大事故等対処施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

(ロ)  重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施

設の機能を必要とする状態。 

 

(ハ) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場

合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態。 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

    (ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤

操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が

安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 

 

    (ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場

合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態。 

 

    (ニ) 重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施

設の機能を必要とする状態。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（14／26） 

全体 第１回申請範囲 

b. 荷重の種類 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，  

積載荷重，土圧及び水圧 

 

(ロ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ハ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれ

るものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるも

のとする。 

b. 荷重の種類 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，

積載荷重，土圧及び水圧 

  

(ロ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ハ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれ

るものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるも

のとする。 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ニ) 地震力  

 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等

の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に

準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ニ) 地震力  

 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等

の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に

準じる。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（15／26） 

全体 第１回申請範囲 

(b) 重大事故等対処施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，

積載荷重，土圧及び水圧 

 

(ロ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ハ) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ニ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

ただし，運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用す

る荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力

が含まれるものとする。 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対

象となる申請書で示す。） 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ニ) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ホ) 地震力  

 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等

の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に

準じる。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（16／26） 

全体 第１回申請範囲 

c. 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定して

いる風及び積雪による荷重を考慮し，以下のとおり設定する。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる

地震力とを組み合わせる。 

 

(ロ) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重

と基準地震動Ｓｓ以外の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震

力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧

とする。 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動

Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

(ロ) Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又

は静的地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組み合わせる。 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み

合わせる。 

 

 

 

c. 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定して

いる風及び積雪による荷重を考慮し，以下のとおり設定する。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる

地震力とを組み合わせる。 

 

(ロ) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重

と基準地震動Ｓｓ以外の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震

力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧

とする。 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動

Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

(ロ) Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又

は静的地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組み合わせる。 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み

合わせる。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（17／26） 

全体 第１回申請範囲 

(b) 重大事故等対処施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物につい

ては，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び

運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物につい

ては，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがあ

る事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物につい

ては，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがな

い事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせ

る。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を

考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮

した上で設定する。 

 

(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び

水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震

力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水

圧とする。 

 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（18／26） 

全体 第１回申請範囲 

ロ．機器・配管系 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系につい

ては，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによ

る地震力とを組み合わせる。 

  

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系につい

ては，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがあ

る事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系につい

ては，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがな

い事象による荷重は，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせ

る。 

 

(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する

荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地

震力とを組み合わせる。 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み

合わせる。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（19／26） 

全体 第１回申請範囲 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の

支持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用

している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故（以

下「事故等」という。）時に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引き起こされるお

それのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等

であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等

の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮

する。 

 

ハ. 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平 2 方向及び鉛

直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

ニ. 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設

のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が

無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮する。 

 

ホ. 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び

重大事故等対処施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構

造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを考慮する。 

 

ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備による地下水位の低下

を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。 

 

ト. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認

する場合においては，支持される施設の設備分類に応じた地震力と常時作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

チ. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の，常時

作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷

重と，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定

する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。 

 

リ. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を有

する施設がない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対

処設備に係る機器・配管系の荷重の組合せを適用する。 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の

支持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用

している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故（以

下「事故等」という。）時に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引き起こされるお

それのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等

であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等

の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮

する。 

 

ハ.  安全機能を有する施設に適用する動的地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組

み合わせて算定するものとする。 

 

ニ. 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，

地震力との組合せを考慮する。 

 

ホ. 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設に

おいては，地震力との組合せを考慮する。 

 

ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備による地下水位の低下

を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。 

 

 （重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対

象となる申請書で示す。） 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（20／26） 

全体 第１回申請範囲 

d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとし，安全

上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対し

て十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・

応力等に対して，妥当な安全余裕を有することとする。 

 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その

変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発

生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力

度を許容限界とする。 

 

d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとし，安全

上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対し

て十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・

応力等に対して，妥当な安全余裕を有することとする。 

 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その

変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発

生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力

度を許容限界とする。 

 

 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。 

 

(ハ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（土木構造物を除く。）については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要

保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。 

 

(ハ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（土木構造物を除く。）については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要

保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（21／26） 

全体 第１回申請範囲 

(ニ) 屋外重要土木構造物 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角 1/100)又は終局曲率，せん断について

はせん断耐力を許容限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持た

せることとする。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上適切と認め

られる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

(ホ) その他の土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延

性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制

限する値を許容限界とする。 

 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又はこ

れと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

(ニ) 屋外重要土木構造物 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角 1/100)又は終局曲率，せん断について

はせん断耐力を許容限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持た

せることとする。 

 

ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上適切と認め

られる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

(ホ) その他の土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系 

ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性

限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限

する値を許容限界とする。 

 

 

ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又はこ

れと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（22／26） 

全体 第１回申請範囲 

(b) 重大事故等対処施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.(イ)ⅰ.を適用する。 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.(ロ)を適用する。 

 

(ハ) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物（土木構造物を除く。） 

上記(イ)を適用するほか，建物・構築物は，変形等に対してその支持機能が損なわれない設

計とする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認する

際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。 

 

(ニ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（土木構造物を除く。）については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要

保有水平耐力に対して，重大事故等対処施設が代替する機能を有する安全機能を有する施設

が属する耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 

 

(ホ)  設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木構造物 

上記(a)イ.(ニ)ⅰ.又は(a)イ.(ニ)ⅱ.を適用するほか，土木構造物は，変形に対してその支

持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する土木構造物の支持機能が損なわ

れないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（23／26） 

全体 第１回申請範囲 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 

上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用する。 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設の機器・配管系 

ⅰ. 上記(a)ロ.(ロ)を適用する。 

 

ⅱ. 代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうちＳクラスの施設は，

上記(イ)を適用する。 

 

 

 

 

 

 

(5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地震力に十分耐えら

れる設計とするとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

(5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地震力に十分耐えら

れる設計とするとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地

震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。 

 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地

震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（24／26） 

全体 第１回申請範囲 

b. 波及的影響に対する考慮 

 

耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能

が損なわれないものとする。 

評価に当たっては，以下の 4つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点

より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重

要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

    

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。な

お，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。

また，波及的影響の確認においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響

を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。 

 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外の再処理施設内にある施設（資機材等含む。）を

いう。 

 

波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置時の配慮事項等を保安規定に定めて，

管理する。 

 

なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，4つの観点以外に検討すべき事項

がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 波及的影響に対する考慮 

 

耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能

が損なわれないものとする。 

評価に当たっては，以下の 4つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点

より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重

要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。な

お，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。

また，波及的影響の確認においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響

を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。 

 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外の再処理施設内にある施設（資機材等含む。）を

いう。 

 

波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置時の配慮事項等を保安規定に定めて，

管理する。 

 

なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，4つの観点以外に検討すべき事項

がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点を追加する。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（25／26） 

全体 第１回申請範囲 

(a) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により，耐震重要施設の安

全機能への影響がないことを確認する。 

 

ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対

変位により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続する下位クラス

施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(a) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により，耐震重要施設の安

全機能への影響がないことを確認する。 

 

ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対

変位により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続する下位クラス

施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響

については，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設」に，「耐震重要度の下位のクラスに属する施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設以外の施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要

な機能」に読み替えて適用する。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

c. 建物・構築物への地下水の影響 

耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラ

ブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備（サブドレンポンプ，水位検出器等）

を設置する。また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とすると

ともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給

電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

c. 建物・構築物への地下水の影響 

耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラ

ブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備（サブドレンポンプ，水位検出器等）

を設置する。また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とすると

ともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給

電が可能な設計とする。 
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別紙６① 

基本設計方針の第 1 回申請範囲（26／26） 

全体 第１回申請範囲 

d. 一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛直方向の地震力

を組み合わせた影響評価を行う場合には，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価

用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いて，水平方向と鉛直

方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確

認する。 

 

d. 一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛直方向の地震力

を組み合わせた影響評価を行う場合には，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価

用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いて，水平方向と鉛直

方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確

認する。 

 

(6) 緊急時対策所 

緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。緊急時対策建屋については，耐震構造とし，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽機能を確保する設計とする。 

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリート構造とし，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して，緊急時対策建屋の換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保する設計と

する。 

 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，「(3)地震力の算定方法」及び

「(4)荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系を適用する。 

 

 

(6) 緊急時対策所 

（緊急時対策所に係る基本設計方針については，緊急時対策所の詳細設計の対象となる申請書で

示す。） 

 

 

(7) 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置

する。 

なお，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設周辺

においては平坦な造成地であることから，地震力に対して，施設の安全機能及び重大事故等に対処

するために必要な機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はない。 

 

(7) 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないこと

が確認された場所に設置する。 

なお，耐震重要施設周辺においては平坦な造成地であることから，地震力に対して，施設の安全

機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はない。 

 

 （重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2139



別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（1／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

  

第１章 共通項目 

3. 自然現象等 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 耐震設計 

 

(1) 耐震設計の基本方針 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。 

なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造

物及びその他の土木構造物）の総称とする。 

 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土

木構造物をいう。 

 

第１章 共通項目 

3. 自然現象等 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 耐震設計 

 

(1) 耐震設計の基本方針 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。 

なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造

物及びその他の土木構造物）の総称とする。 

 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土

木構造物をいう。 

a. 安全機能を有する施設 

(a) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失及びそれに

続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，施設の安全機能が喪失した場合の影響の相

対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，

それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。  

 

 

a. 安全機能を有する施設 

(a) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失及びそれに

続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，施設の安全機能が喪失した場合の影響の相

対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，

それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。  

 

 

(b) 耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に大きな影響を

及ぼすおそれがある地震動（事業指定(変更許可)を受けた基準地震動（以下「基準地震動」とい

う。））による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

(b) 耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に大きな影響を

及ぼすおそれがある地震動（事業指定(変更許可)を受けた基準地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」

という。））による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

(c) Ｓクラスの施設は，基準地震動による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない

設計とする。 

 

(c) Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。 

＜凡例＞ 

：既設工認に記載されている内容と同様 

：既設工認に記載されている内容と全く同じではないが，既設工認の記載を詳細展開 

した内容であり，設計上実施していたもの 

：その他既設工認に記載されていないが，従前より設計上考慮して実施していたもの 

：既認可等のエビデンス 

 

既許可 本文 

既設工認 添付書類Ⅳ-2-2-1-6（第 7回申請） 

 

地震⑧‐１ 

地震⑨‐２ 

地震①‐６ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐１ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐４ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（2／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

建物・構築物については，基準地震動による地震力に対して，建物・構築物全体としての変形

能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ご

とのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有

する設計とする。 

 

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての

変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部

位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕

を有する設計とする。 

 

機器・配管系については，基準地震動による地震力に対して，その施設に要求される機能を保

持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留

まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，ま

た，動的機器等については，基準地震動による応答に対してその設備に要求される機能を保持

する設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を

考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えて

いないことを確認する。 

 

 

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求される機能

を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベル

に留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，

また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対してその設備に要求される機能

を保持する設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原

理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を

超えていないことを確認する。 

 

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用の地震動（以下「弾性設計

用地震動」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむ

ね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動（以下「弾性設計用

地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておお

むね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

建物・構築物については，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方

の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準に

よる許容応力度を許容限界とする。 

 

建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び

基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

機器・配管系については，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方

の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 

 

 

機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 

 

 

(d) Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。 

 

 

 

(d) Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平 2方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

地震①‐２ 

地震①‐５ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐６ 

地震①‐39 

地震①‐41 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐２ 

地震①‐５ 

地震①‐６ 
既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐７ 

地震①‐38 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

2141



別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（3／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えら

れる設計とする。また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影響

についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動に 2分の 1を乗じたものとす

る。 

 

 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えら

れる設計とする。また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影響

についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたもの

とする。当該地震動による地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定

するものとする。 

 

 

 

(f) 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機

能を損なわない設計とする。 

(f) 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機

能を損なわない設計とする。 

 

 

(g) 耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない設

計とする。 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象とな

る申請書で示す。） 

 

(g) 耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない設

計とする。 

 

b. 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象とな

る申請書で示す。） 

 

 

(2) 耐震設計上の重要度分類 

a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。 

 

 

(2) 耐震設計上の重要度分類 

変更なし 

(a) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性

物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止

するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させ

るために必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震①‐３ 

地震①‐８ 

地震①‐９ 

地震②‐１ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐５ 

地震①‐６ 

地震①‐17 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 
地震②‐６ 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（4／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

 イ. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

  ロ. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

  ハ. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統 

  二. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

ホ. 上記ハ.及び二.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，その影響の拡大

を防止するための施設 

  へ. 上記ハ.，二.及びホ.に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制するための施

設 

  ト. 上記イ.からへ.の施設の機能を確保するために必要な施設 

 

 

 

 

(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい

施設。 

 

 

 イ. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設（ただし，内蔵量が少

ないか又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影響が十分小さいものは

除く。） 

 

 ロ. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設で，Ｓクラ

スに属さない施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の

安全性が要求される施設。 

 

 

 

上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第 3.1.1-1表に示す。 

なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する地震

動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動についても併記する。 

 

 

 

 

 

地震①‐10 

地震②‐２ 

地震①‐10 

地震②‐４ 

地震①‐11 

地震②‐５ 

地震①‐12 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 

地震①‐９ 

地震②‐３ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（5／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

 

 

 

b. 重大事故等対処施設の設備分類 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

a. 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用

することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定す

る。 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

a. 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用

することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定す

る。 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，

さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2以上とし，建物・構築物の振

動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

 

 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要

度に応じた係数は，耐震重要度の各クラスともに 1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ

０は 1.0以上とする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。鉛直地震力は，震度 0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類

等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。 

 

 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，

さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を 0.2以上とし，建物・構築物の振

動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

 

 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要

度に応じた係数は，耐震重要度の各クラスともに 1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ

０は 1.0以上とする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。鉛直地震力は，震度 0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類

等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。 

 

 

地震①‐15 

地震①‐37 

地震①‐15 

地震①‐14 

地震①‐13 
既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

2144



別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（6／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

(b) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度

に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ

20％増しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

(b) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度

に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ

20％増しとした震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用する

ものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震性向上の観点から，

一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

b. 動的地震力 

安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動及

び弾性設計用地震動から定める入力地震動を適用する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性

設計用地震動に 2分の 1を乗じたものから定める入力地震動を適用する。 

 

 

 

b. 動的地震力 

安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性

設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものから定める入力地震動を適用する。 

 

安全機能を有する施設の動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動

幅を適切に考慮する。 

安全機能を有する施設の動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動

幅を適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

動的地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平 2方向及び

鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平 1方向及び鉛直方向地震力を組み合わ

せた既往の耐震計算への影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の 3次元応答

性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影

響を評価する。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

 

 

地震①‐17 

地震③‐７ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

地震①‐16 

地震①‐30 

地震⑥‐２ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-5（第 2回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（7／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

(a) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広

がりをもって存在することが確認されている。 

 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が 0.7ｋｍ／ｓ以上を有する標高約－70ｍ

の位置に想定することとする。 

基準地震動及び弾性設計用地震動は，解放基盤表面で定義する。 

 

 

 

 建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播

特性を適切に考慮した上で，必要に応じ 2次元ＦＥＭ解析又は 1次元波動論により，地震応答解

析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に

関する動的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。

非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。 

 

 

 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建

物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意する。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地

質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

(a) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広

がりをもって存在することが確認されている。 

 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が 0.7ｋｍ／ｓ以上を有する標高約－70ｍ

の位置に想定することとする。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。 

 

 

 

 建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播

特性を適切に考慮した上で，必要に応じ 2次元ＦＥＭ解析又は 1次元波動論により，地震応答解

析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に

関する動的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。

非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。 

 

 

 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建

物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意する。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地

質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地

震動に 2分の 1を乗じたものを用いる。 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地

震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものを用いる。 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

 

 

 

 

地震③‐１ 

地震③‐４ 

地震③‐２ 

地震③‐５ 

地震③‐３ 

地震③‐６ 

地震①‐17 

地震③‐３ 

地震③‐６ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（8／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に

応じて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応答

解析法を用いて求めるものとする。 

 

また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振

動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデルを設定する。 

 

 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし，解析モ

デルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等

については，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤

物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮とし

て，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の

地質・速度構造の違いにも留意し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に

応じて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応答

解析法を用いて求めるものとする。 

 

また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振

動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデルを設定する。 

 

 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし，解析モ

デルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等

については，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤

物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮とし

て，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の

地質・速度構造の違いにも留意し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答における各

部のひずみレベルを考慮して定める。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析において，主要構造要素があ

る程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性

に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析におい

て，当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合に

は，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる

変動幅を適切に考慮する。また，材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状や応答

性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的解

析により設計用地震力を設定する。 

 

地震③‐２ 

地震③‐５ 

地震⑥‐１ 

地震③‐３ 

地震③‐６ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

添付書類Ⅳ-1-2-5（第 2回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（9／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

 建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切

な解析手法を選定する。ここで，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合

は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤におけ

る代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定することを基本とする。  

 動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把

握を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。 

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相互作用を考慮で

きる連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤及び構造物の地震時にお

ける非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地

盤の地震応答解析モデルは，構造物と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。

構造物の地震応答解析に用いる減衰定数については，地盤と構造物の非線形性を考慮して適

切に設定する。 

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相互作用を考慮で

きる連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤及び構造物の地震時にお

ける非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地

盤の地震応答解析モデルは，構造物と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。

構造物の地震応答解析に用いる減衰定数については，地盤と構造物の非線形性を考慮して適

切に設定する。 

 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の

対象となる申請書で示す。） 

 

地震力については，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の

対象となる申請書で示す。） 

 

ロ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮の

うえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物

性値は，適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。 

 

 

ロ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮の

うえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物

性値は，適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。 

 

 

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう

質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつき

を適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線

を用いる。 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解

析法により応答を求める。 

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう

質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつき

を適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線

を用いる。 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解

析法により応答を求める。 

地震③‐８ 

地震③‐９ 

地震③‐８ 

地震③‐９ 

地震⑥‐２ 

地震③‐８ 

地震③‐９ 

地震③‐10 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-5（第 2回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

地震③－６ 

地震⑨‐１ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

 添付書類Ⅳ-2-2-1-6（第 7回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（10／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線

形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築

物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とす

る現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

また，設備の 3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水平 2方

向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。 

 

 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の 1.2倍の加速度を静的

に作用させて地震力を算定する。 

 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線

形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築

物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とす

る現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

また，設備の 3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水平 2方向

及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。  

 

 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の 1.2倍の加速度を静的

に作用させて地震力を算定する。 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，

構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認した値も用いる。 

 

 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については，既往

の知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。 

 

 

また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地中構造物として

の特徴，同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。 

 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，

構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認した値も用いる。 

 

 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については，

既往の知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。 

 

 

また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地中構造物とし

ての特徴，同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。 

 

 

 

また，耐震設計においては，安全機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，

崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能，支持機能等を維持する設計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支持機能等については，安全機能を有する

施設の耐震重要度に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保すること 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。 

 

 

 

また，耐震設計においては，安全機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，

崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能，支持機能等を維持する設計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支持機能等については，安全機能を有する

施設の耐震重要度に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保すること

地震③‐10 

地震③‐３ 

地震③‐６ 

 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請） 

 

地震③‐６ 

地震①‐17 
既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-2（第 1回申請），添付書類Ⅳ-1-2-5（第 2回申請） 

 

地震③‐８ 

地震⑥‐２ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-8（第 2回申請） 

地震⑩‐１ 

地震⑩‐２ 

地震①‐41 

地震④‐３ 

地震④‐４ 

地震④‐５ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

 添付書類Ⅳ-1-2-3（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（11／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

で，機能が維持できる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機

能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強度を確保するとと

もに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

で，機能が維持できる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援

機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強度を確保すると

ともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

(ロ) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

(ロ) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤

操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が

安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場

合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態。 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対

象となる申請書で示す。） 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤

操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が

安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場

合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態。 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対

象となる申請書で示す。） 

地震①‐21 既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐31 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐31 

地震①‐19 

地震①‐20 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐18 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（12／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

b. 荷重の種類 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

 

(イ) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，

積載荷重，土圧及び水圧 

 

(ロ)  運転時の状態で施設に作用する荷重  

b. 荷重の種類 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

 

(イ) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，

積載荷重，土圧及び水圧 

  

(ロ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

(ハ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含ま

れるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれ

るものとする。 

(ハ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含ま

れるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれ

るものとする。 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重  

 

 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重  

 

 

 

(ニ) 地震力  

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重  

 

 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重  

 

 

(ニ) 地震力  

 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等

の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に

準じる。 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

地震①‐22 

地震①‐23 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐25 

地震①‐26 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐31 

地震①‐31 

地震①‐24 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 
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変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（13／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

  

c. 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定して

いる風及び積雪による荷重を考慮し，以下のとおり設定する。 

c. 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定して

いる風及び積雪による荷重を考慮し，以下のとおり設定する。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ．建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動による地震

力とを組み合わせる。 

 

(ロ) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重

と基準地震動以外の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ．建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる

地震力とを組み合わせる。 

 

(ロ) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重

と基準地震動Ｓｓ以外の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震

力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水

圧とする。 

 

ロ．機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動

による地震力，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

(ロ) Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又は

静的地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組み合わせる。 

ロ．機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重と基準地震

動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせ

る。 

 

 

(ロ) Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又

は静的地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組み合わせる。 

地震①‐27 

地震①‐29 

地震①‐31 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐29 

地震①‐31 

地震①‐28 

地震①‐20 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 
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変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（14／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

  

 

 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組

み合わせる。 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

 

イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の

支持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用

している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故（以

下「事故等」という。）時に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引き起こされるお

それのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等

であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等

の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考

慮する。 

 

 

 

ニ. 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，

地震力との組合せを考慮する。 

 

ホ. 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設

においては，地震力との組合せを考慮する。 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

 

イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の

支持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用

している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故（以

下「事故等」という。）時に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引き起こされるお

それのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等

であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等

の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考

慮する。 

ハ. 安全機能を有する施設に適用する動的地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組

み合わせて算定するものとする。 

 

ニ. 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，

地震力との組合せを考慮する。 

 

ホ. 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設

においては，地震力との組合せを考慮する。 

 

ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備による地下水位の低下

を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対

象となる申請書で示す。） 

地震①‐31 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐31 

地震①‐28 

地震①‐20 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（15／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとし，安全

上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

 

 

 

d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとし，安全

上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

(a)  安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

ⅰ. 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対し

て十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・

応力等に対して，妥当な安全余裕を有することとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変

形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に

定めるものとする。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発

生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力

度を許容限界とする。 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対し

て十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・

応力等に対して，妥当な安全余裕を有することとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変

形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に

定めるものとする。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生す

る応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限

界とする。 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物（土木構造物を除く。） 

上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。 

(ハ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（土木構造物を除く。）については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要

保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 

 

 

 

 

 

(ハ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（土木構造物を除く。）については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要

保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 

 

 

地震①‐32 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐34 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐33 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

地震①‐35 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第1回申請） 

地震①‐37 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（16／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

(ニ) 屋外重要土木構造物 

ⅰ. 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角 1/100)又は終局曲率，せん断につい

てはせん断耐力を許容限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持

たせることとする。 

 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上適切と認

められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

(ホ) その他の土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

(ニ) 屋外重要土木構造物 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角 1/100)又は終局曲率，せん断につい

てはせん断耐力を許容限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持

たせることとする。 

 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上適切と

認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

(ホ) その他の土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

ロ. 機器・配管系 

 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系 

ⅰ. 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延

性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制

限する値を許容限界とする。 

 

 

 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又は

これと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

 

ロ. 機器・配管系 

 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系 

ⅰ.  基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延

性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制

限する値を許容限界とする。 

 

 

 

 

ⅱ.  弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又は

これと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

 

地震①‐33 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

 地震①‐35 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

 

地震①‐34 

地震①‐39 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請 

地震①‐38 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（17／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処施設 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

(5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地震力に十分耐えら

れる設計とするとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基準地

震動による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

(5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地震力に十分耐え

られる設計とするとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地

震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。 

 

 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地

震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。 

 

 

b. 波及的影響に対する考慮 

耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能が

損なわれないものとする。 

b. 波及的影響に対する考慮 

耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能が

損なわれないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価に当たっては，以下の 4つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点

より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重

要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

    

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。な

お，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。

また，波及的影響の確認においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響

を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。 

 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外の再処理施設内にある施設（資機材等含む。）を

いう。 

地震①‐40 
既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

 添付書類Ⅳ-1-2-3（第 1回申請） 

地震①‐36 

地震④‐１ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-1（第 1回申請） 

 添付書類Ⅳ-1-2-3（第 1回申請） 

 

地震①‐36 

地震④‐１ 

地震②‐５ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-1（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（18／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

  

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続する下位クラス

施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

 

波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置時の配慮事項等を保安規定に定めて，

管理する。 

 

なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，4 つの観点以外に検討すべき事

項がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点を追加する。 

 

(a) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響  

 

イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により，耐震重要施設の安

全機能への影響がないことを確認する。 

    

ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対

変位により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

  

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続する下位クラス

施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響  

 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響  

 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象

となる申請書で示す。） 

 

 

地震④‐２ 

既設工認 添付書類Ⅳ-1-2-3（第 1回申請） 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（19／19） 

 

変 更 前 変 更 後 

c. 建物・構築物への地下水の影響 

耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ

底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備（サブドレンポンプ，水位検出器等）を

設置する。 

 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

 

c. 建物・構築物への地下水の影響 

耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ

底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備（サブドレンポンプ，水位検出器等）を

設置する。また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とするととも

に，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可

能な設計とする。 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 緊急時対策所  

（緊急時対策所に係る基本設計方針については，緊急時対策所の詳細設計の対象となる申請書で

示す。） 

 

d. 一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛直方向の地震力

を組み合わせた影響評価を行う場合には，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価

用地震動（以下「一関東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いて，水平方向と鉛直

方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確

認する。 

 

(6) 緊急時対策所  

（緊急時対策所に係る基本設計方針については，緊急時対策所の詳細設計の対象となる申請書で

示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

(7) 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないこと

が確認された場所に設置する。 

なお，耐震重要施設周辺においては平坦な造成地であることから，地震力に対して，施設の安全

機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はない。 

 

 

（重大事故等対処施設に係る基本設計方針については，重大事故等対処施設の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。） 

 

 

地震⑤‐１ 

既設工認 本文（第 2回申請） 
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w-1 -1 耐震設計の基本方針

＼
，
 

9

I

 (‘ 

し)

4
g
g
o
 

地震①
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1. 耐震設計の原則

再処理施設の耐震設計は， 「再処理施設安全審査指針」に適合するように，下記の

項目に従って行い，想定されるいかなる地震力に対してもこれが大きな事故の誘因と

ならないよう再処理施設に十分な耐震性をもたせる。

(1) 建物・構築物は，十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とする。

(2) 重要な建物・構築物は，安定な地盤に支持させる。

(3) 再処理施設の耐震設計上の重要度を，地震により発生する可能性のある放射線に

よる環境への影響の観点から Aクラス， Bクラス及びCクラスに分類し，それぞれ

重要度に応じた耐霙設計を行う。

(4) 前項の A, B及びCクラスの施設は，各々の重要度に応じた層せん断力係数に基

づく地霙力に対して耐えるように設計する。

(5) A クラスの施設は，基準地震動 S1に基づいた動的解折から求められる地震力に

対して耐えるように設計する。

Aクラスの施設のうち特に重要な施設をAsクラスの施設と呼称し，それらの施

設については，基準地震動s2に基づいた動的解析から求められる地震力に対して，

その安全機能が保持できるように設計する。

また， Bクラスの機器・配管等についても共振するおそれのあるものについては，

動的解析を行う。

(6) A クラスの施設については，水平地震力と同時に，かつ，不利な方向に鉛直地霙

力が作用するものと考える。

(7) その破損により臨界を引き起こす可能性のあるものは，基準地震動s2による地

震力に対し，臨界を引き起こさないことの確認を行う。

(8) 再処理施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように

考慮する。

(~ ＼ 

¥-／9 

6
g
g
o
 

ー

地震①‐１

地震①‐２

地震①‐３

地震①‐４

地震①‐５

地震①‐６

地震①‐７

2160

j2219098
テキストボックス

j2219098
テキストボックス

j2219098
テキストボックス

j2219098
テキストボックス

j2219098
テキストボックス

j2219098
テキストボックス

j2219098
テキストボックス



T 六←,....千 i¼ こ）
補

年 3月 30日
正

---！ 

（＇←‘、

2. 耐震設計上の重要度分類

再処理施設の耐震設計上の重要度を，次のように分類する。

(1) Aクラスの施設

以下に示す機能を有する施設であって，環境への影響，効果の大きいもの。

a. 自ら放射性物質を内蔵しているか又は内蔵している施設に直接関係しており，

その機能喪失により，放射性物質を外部に放散する可能性のあるもの又は放射線

による環境への影響，効果のあるもの。

b. 放射性物質を外部に放散する可能性のある事態を防止するために必要なもの。

c.上記のような事故発生の際に，外部に放散される放射性物質による影響を低減

させるために必要なもの。

なお， Aクラスの施設のうち，特に重要と判断される施設を限定してAsクラス

の施設と呼称する。

(2) Bクラスの施設

上記において，影響，効果が比較的小さいもの。

(3) Cクラスの施設

Aクラス， Bクラス以外であって，一般産業施設と同等の安全性を保持すればよ

いもの。

上記に基づく耐震設計上の重要度分類については，添付書類「重要度分類の基本方

針」に示す。

なお，同添付書類には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持される

ことを確認する地震動及び相互影響を考慮すべき設備に適用する地震動についても併

記している。
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3. 地震力の算定法

設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力のうちいずれ

か大きい方とする。

3. 1 静的地震力

静的地震力は， Aクラス， Bクラス及びCクラスの施設に適用することとし，それ

ぞれクラスに応じて以下の層せん断力係数及び震度に基づき算定する。

(1) 建物・構築物

水平地震力は，再処理施設の重要度分類に応じて以下に述べる層せん断力係数に

当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。

Aクラス 層せん断力係数 3.0 C 1 

Bクラス 層せん断力係数 1.5 C 1 

Cクラス 層せん断力係数 1.0 C 1 

ここに，層せん断力係数を算定する際の C)は，標準せん断力係数を0.2とし，建

物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。

Aクラスの施設については，鉛直地震力をも考慮することとし，水平地震力と鉛

直地震力は，同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地霙力は，震

度0.3を基準とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求めた鉛直

震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。

(2) 機器・配管等

各クラスの地震力は，上記(1)の層せん断力係数の値から求める水平震度及び上記

(1)の鉛直霙度をそれぞれ20％増しとした震度より求めるものとする。なお，水平地

窟力と鉛直地震力とは同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，

鉛直震度は高さ方向に一定とする。

3. 2 動的地震力

動的地震力は， Aクラスの施設に適用することとし，基準地霙動s)から定める入

カ地震動を入力として，動的解析により算定する。

さらに， Asクラスの施設については，基準地震動s2から定める入力地震動を入力

として，動的解折により算定される水平地震力も適用する。

なお， Bクラスの機器・配管等のうち支持構造物の振動と共振のおそれのあるもの

については，上記Aクラスの施設に適用する基準地震動 S1から定める入力地震動の

振幅を 1/2にしたものを入力として動的解折により算定される水平地筵力を適用する。

Aクラスの施設に対する鉛直地震力は，基準地震動の最大加速度振幅の 1/2の値を

重力加速度で除した鉛直震度として求め，水平地震力と同時に不利な方向に組み合わ

せる。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。

なお，剛性の高い機器・配管等は，その設置床面の最大床応答加速度の 1.2倍の加

速度を静的に作用させて地震力を算定する。

動的解析の方法等については，添付書類「地震応答解析の基本方針」に示す。
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4. 荷重の組合せと許容限界

4. 1 耐震設計上考慮する状態

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。

(1) 建物・構築物

a.通常運転時の状態

再処理施設が，通常運転状態にあり，通常の自然条件下におかれている状態。

b. 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件。

(2) 機器・配管等

a. 通常運転時の状態

再処理施設が，通常運転状態にある状態，ただし，インターロック又は警報が

設置されている場合は，圧力及び温度がインターロック又は警報の設定値以内に

ある状態。

l 
¥̀-＇, 

4. 2 荷重の種類

(1) 建物・構築物

a.再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち

固定荷重，積載荷重，土圧，水圧並びに通常の気象条件による荷重

b. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重

C. 地震力，風荷重

ただし，通常運転時の状態で施設に作用する荷重には機器・配管等から作用する

荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，機器・配管等からの反力，ス

ロッシング等による荷重が含まれるものとする。

(2) 機器・配管等

a. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重

b. 地震力

g
g
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4. 3 荷重の組合せ

地震力と他の荷重との組合せは以下による。

(1) 建物・構築物

a. 地震力と常時作用している荷重及び通常運転時の状態で施設に作用する荷重と

を組み合わせる。

(2) 機器・配管等

a.地震力と通常運転時の状態で施設に作用する荷重とを組み合わせる。

(3) 荷重の組合せ上の留意事項

a. Aクラスの施設においては，水平地震力と鉛直地震力とは同時に不利な方向に

作用するものとする。

b. 耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認.

する場合においては，支持される施設の耐震クラスに応じた地震力と常時作用し

ている荷重及び通常運転時の状態で施設に作用する荷重とを組み合わせる。

なお，運転時の異常な過渡変化時の状態及び運転時の異常な過渡変化を超える
4 
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事象時の状態で施設に作用する荷重は， 通常運転時の状態で施設に作用する荷重

を超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため， 地震荷重と組み合わせ

るものはない。

4. 4 許容限界

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は， 以下のとお

りとする。

(1) 建物・構築物

a. Asクラスの建物・構築物

(a) 基準地震動 S 1 による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

(b) 基準地震動 s 2 による地震力との組合せに対する許容限界

建物・構築物が， 構造物全体として十分変形能力（ねばり）の余裕を有し，

終局耐力に対して安全余裕を持たせることとする。

なお， 終局耐力は， 建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していく

とき， その変形又は歪が著しく増加するに至る限界の最大耐力とし， 既住の実

験式等に基づき適切に定めるものとする。

b. Aクラス (Asクラスを除く。）の建物·構築物

上記a. (a)による許容応力度を許容限界とする。

c .  B及びCクラスの建物・構築物

上記a. (a)による許容応力度を許容限界とする。

d. 耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物

上記a. (b)の項を適用するほか， 耐震クラスの異なる施設が， それを支持する

建物・構築物の変形等に対して， その機能が損なわれないものとする。

e . 建物・構築物の保有水平耐力

建物・構築物については， 当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐

力に対して重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認するものとす

る。

(2) 機器・配管等

a. Asクラスの機器・配管等

(a) 基準地震動 S1 による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界

降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。

(bl 基準地震動 s 2 による地震力との組合せに対する許容限界

構造物の相当部分が降伏し， 塑性変形する場合でも過大な変形， 亀裂， 破損

等が生じ， その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力等を制限する。

b. Aクラス (Asクラスを除く。）の機器・配管等

降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。

C. B及びCクラスの機器・配管等

降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。

d. 動的機器

地震時に動作を要求される機器については， 解折又は実験等により， 動的機能
5 
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の拡大を防止するための施設
{a) Asクラス及びAクラスの設備を収納するセル等及びせん断セル

f. 上記C.'d．及びe．に関連する施設で放射性物質の外部に対する放散を抑制す
るための施設
(a) Asクラス及び Aクラスの機器の廃ガス処理設備のうち安全上重要な施設

なお， 高レペル廃液ガラス固化廃ガス処理設備のうちガラス溶融炉から廃ガ
ス洗浄器までの範囲は Asクラスとする。

(b) Aクラスのセル等の換気設備のうち安全上重要な施設
(c) 主排気筒及びその排気筒モニタ

なお， AクラスとBクラス以下の配管又はダクトの取合いは， Bクラス以下の
廃ガス処理設備又は換気設備の機能が喪失したとしても， Aクラスの廃ガス処理
設備又は換気設備に影響を与えないように行う。

g. 上記a.～ f．の施設の機能を確保するために必要な施設
(a) 非常用所内電源系統， 安全圧縮空気系及び安全蒸気系
(b) 安全冷却水系及び使用済燃料貯蔵設備のプー ル水冷却系
(c) 安全保護系及び保護動作を行う機器・配管
(d) 安全上重要な施設の漏えい液を受ける漏えい液受皿の集液溝等の液位警報及

び漏えい液受皿から漏えい液を回収するための系統のうち安全上重要な施設
(e) 計測制御系統施設等に係る安全上重要な施設のうち， 地震後においても， そ

の機能が継続して必要な施設
なお， 上記施設のうち Asクラスの設備の機能を維持するために必要な設備は

Asクラスとする。
h. その他の施設

(a) 固化セル移送台車は Asクラスとする。
(b) ガラス固化体貯蔵設備の収納管， 通風管
(c) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備のうち貯蔵室から排風機

までの範囲は Asクラスとする。
(d) 使用済燃料貯蔵設備の補給水設備
(e) その機能喪失により臨界に至る可能性のある計測制御系統施設に係る安全上

重要な施設は， As クラスとするか， 又は， 検出器の故障を検知し警報を発す
る故障若報及び工程停止のための系統を Asクラスとする。

(f) 制御建屋中央制御室換気設備
(g) 水素掃気用の安全圧縮空気系は Asクラスとする。

なお， Asクラスの水素掃気用の安全圧縮空気系が接続されている機器は，
溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止するため， 構造強度
上 Asクラスとする。

(h) しゃへい設備のうち安全上重要な施設
(2) Bクラスの施設

a. 放射性物質を内蔵している施設であって， Aクラス以外の施設（ただし内蔵量
が少ないか又は貯蔵方式により， その破損により一般公衆に与える放射線の影響
が十分小さいものは除く。）
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平成5年3月30日
補 正

1. 概 要
再処理施設は， 耐震設計上の重要度に応じた設計用地震力に対してその機能を維持

するように設計される。 本資料は， 機能が維持されることを確認するに際しての基本
的な考え方を示したものである。

2. 構造強度上の制限
再処理施設の機能が構造強度的に維持されるかどうかの確認は， 再処理施設の耐震

設計に際し， 各耐震設計上の重要度に応じた設計用地震力が建物・構築物， 機器・配
管等に加わった場合， これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計
値が許容限界を超えないことを確認することによって行うものとする。

許容限界は， 建物・構築物， 機器・配管等の種類 ， 用途等を考慮し， その機能が維
持出来るように十分余裕を見込んだ値とする。

(
― 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容限界は， 添付書
類「耐震設計の基本方針」に示す考え方に基づいて以下に示すとおりとする。

し，〗

G

g

g

g
 

記号の説明
D :建物・構築物における固定荷重又は機器・配管等における死荷重
L ：積載荷重
s. ：雪荷重（短期事象との組合せ用で， S. = 0 の場合も考慮する。）
S1 ：基準地震動 S1 による地震力又は静的地震力
S2 ：基準地震動 S2による地震力
s B: Bクラスの施設に適用される地震力
s C: C クラスの施設に適用される地震カ
応：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重
Md：当該設備に設計上定められた機械的荷重
s y ：設計降伏点 「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（昭和 5 5

年通商産業省告示第 5 0 1 号， 以下「告示第 5 0 1 号」
という。）別表第 9 に規定される値

Su: 設計引張強さ 「告示第 5 0 1 号」別表第 1 0 に規定される値
Sm: 設計応力強さ 「告示第 5 0 1 号」別表第 2 に規定される値
s :許容引張応力 「告示第 5 0 1 号」別表第 6 又は別表第 7 に規定される値
f t ：許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して「告示第 5 0 1

号」第 8 8 条第 3 項第一号イにより規定される値
ボルト等に対しては， 「告示第 5 0 1 号」第 8 8 条第 3 項第
二号イにより規定される値

f.：許容せん断応力 同 上
f C：許容圧縮応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して「告示第 5 0 1

号」第 8 8 条第 3 項第 一号イにより規定される値
f b ：許容曲げ応力 同 上
f p ：許容支王応力 同 上
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第1表第6回申請に係る安全上重要な施設 (9 /19) 

分 類／云云 安全上重要な施設

(3)上記l汲訊2の系統及び機器羽妃乳
系統及びオフガス処理系統

PS／放射性祝質の閉じ込め機能
ーの捕集 ・ 浄｛は見
能）

及びMS／放耕性頑⑪部⑫放出坊
止機能
叫抱蒻演の捕集・浄化機
能）

{
’ 

PS／放射世躙の閉じ込以勁E
誹気機能）

及びMS／放射世闊即遜渡の放出坊
止機能

俎段暉匂

G

IA

®
 

気廃
塔

令

ス処理設備
分離建屋塔陸穎廃ガス処理役備

塔ス処理系
•第1高性能位子フィルタA, B, C, D, E
•第2高性能拉子フィルタA, B, C, D, E

パルセータ廃ガス処理系
•第1高性能拉子フィルタA, B, C, D, E
•第2高出i6¥.立子フィルタA, B, C, D, E

気困思箆加）廃棄施設
塔槽類廃ガス処理役備

分塔ス処理尉肯
塔ガス処理系
・排風機A, B

パルセータ廃ガス処理系
・排風機A, B

(4)上記l汲訊2)7.)菜殺支び機器1W1こ
せ心詑団眩·閃柑ーるセJぼf

PS／放射性物質の閉じ込以勅且
倣出経路の維持機能）
体系の維持園iほ（しゃへい
機能） ・

及びMS／放射性物質の過度の放出防
止機能

傲出経路の維持機能）
体系の維持機能（しゃへい
機能）

＇ 
し

，;
\. ^ .、9’

I 
＊上記l汲び？のうち核分裂生

萄の閉じ込む項見点から不
可欠な機能を有する系統及び
機器を収納するセルのみI 

下記のセル
高レベ川琵液ガラズ甜頃渥

高レベJ頃踪酵酪舘升麒号1セル )高レベ）頃酪翅珪精第1セル )
高レベル濃縮琵液貯糟第2セル )高レベ八原賊混合槽第2セル )
オ＃荊若濱廃液貯糟第1セル ) 放射性配管分岐セル )
オ領商納孵苗矧升飼2セル ) 供給槽第1セル )
高レペル廃液共用貯寸曹セル ) 供給槽第2セル
高レペル濃縮蕗夜一時貯情セル )固化セル
オ迫碗朗孵旨夜→甜升胄セル ) 分配器セル

下記のセJ灰）しゃへいヘッチ
分

高レベJ頃蔀磋眸蔀う第1セル ) 高レベJ頃旨街群宿缶第2セル )

精
プルトニウ勾隅咀託ル )プルトニウム濃縮缶セル )
放射性配管分岐第1セル )放射性配管分岐第2セル )

下記のセJ灰）しゃへいスラプ
分離建屋

プルトニウム溶液屯切用晋セル ) 放射fffi音分岐第2セル )
放射性配管分岐第1セル ) プルトニウム脱弼器セル )
溶者夜屯罪浦セル )
高レベJ頃旨夜ガラス固（頃渥連格用放射性配管セル )

精製建屋
放射性配管分岐第2セル )

g
i:,
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Ｂ．再処理能力

再処理施設の再処理能力は，前記Ａ．に示す仕様を満たすＢＷＲ使用

済燃料及びＰＷＲ使用済燃料について以下のとおりである。

年間の最大再処理能力     ： 800ｔ・ＵＰｒ

 １日当たりの最大再処理能力  ： 4.8ｔ・ＵＰｒ

四、再処理施設の位置，構造及び設備並びに再処理の方法

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備

イ．再処理施設の位置

(１) 敷地の面積及び形状

敷地は，青森県上北郡六ヶ所村に位置し，標高60ｍ前後の
いやさかたい

弥栄平と

呼ばれる台地にあり，北東部が
お

尾
ぶち

駮沼に面している。

敷地内の地質は，新第三紀層及びこれを覆う第四紀層からなってい

る。

敷地に近い主な都市は，三沢市（南約30ｋｍ），むつ市（北北西約

40ｋｍ），十和田市(南南西約40ｋｍ)，八戸市(南南東約50ｋｍ)及び

青森市（西南西約50ｋｍ）である。

  敷地は，北東部を一部欠き，西側が緩い円弧状の長方形に近い部分

と，その南東端から東に向かう帯状の部分からなり，帯状の部分は途

中で二またに分かれている。総面積は,帯状の部分約30万ｍ２を含めて

約380万ｍ２である。

(２) 敷地内における主要な再処理施設の位置

主要な再処理施設を収容する建物及び構築物は，敷地の西側部分を

標高約55ｍに整地造成して，設置する。

敷地のほぼ中央に主排気筒を設置し，その西側に前処理建屋，分離

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，非常用電源建屋及び第１ガラス
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固化体貯蔵建屋を，主排気筒の北西側には使用済燃料輸送容器管理建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

及びハル・エンド ピース貯蔵建屋を，主排気筒の北側には第１低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋を，主排気筒の北東側には第４低レベル廃棄物貯

蔵建屋を設置する。主排気筒の南西側には制御建屋，分析建屋，低レ

ベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋，チャンネル ボック

ス・バーナブル ポイズン処理建屋及び第２低レベル廃棄物貯蔵建屋

を，主排気筒の南側には精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋及びウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋を設置する。建物間には，放射性物質の移送等

のため洞道を設置する。

海洋放出管は，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵

管理建屋から導かれ，敷地南側にて合流後おおむね運搬専用道路に沿

い，汀線部から沖合約３ｋｍまで敷設する。

なお，主排気筒から敷地境界までの最短距離は，北東方向で約600

ｍである。
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